
 

平成 24 年６月 

亀 山 市 議 会 

 

定 例 会 会 議 録 



－１－ 

質 疑 内 容 （通告要旨） 

 

【６月１８日】 

 
 

１ 宮崎勝郎（緑風会） ２１～３１ページ 

 

議案第４０号 亀山市国民宿舎関ロッジ条例の制定について 

 １ 新しく制定される条例は、どのような条例か 

 ２ 事業運営について、指定管理者としたのはなぜか 

 ３ 指定管理料は、議案第４６号平成２４年度亀山市国民宿舎事業会計補正予算（第１号）で

提案されている５年間で２２,８００千円と示されているが、どのような根拠であるのか 

議案第４１号 亀山市道の駅関宿地域振興施設条例の制定について 

 １ 新しく制定される条例は、どのような条例か 

 ２ 事業運営について、指定管理者としたのはなぜか 

 ３ 今まで事業運営は関ロッジと一体で運営されていたが、今後においては別途の事業運営と

するのはなぜか 

 ４ 指定管理料はどれくらいなのか 

議案第４５号 平成２４年度亀山市一般会計補正予算（第１号）について 

 １ 第２款総務費、第１項総務管理費、指定管理者選定支援業務委託料２４９千円は、なぜ一

般会計なのか 

 ２ 第１０款教育費、第５項社会教育費、地域の芸術環境づくり助成金６００千円は、どのよ

うな事業か 

議案第５１号 市道路線の変更について 

 １ 新規事業の市道野村布気線の起点の変更はなぜなのか 

 
 

２ 大井捷夫（新和会） ３１～４１ページ 

 

議案第４０号 亀山市国民宿舎関ロッジ条例の制定について 

 １ 今回の条例制定に至った経緯について 

 ２ 亀山市国民宿舎事業の設置等に関する条例が存在するが、改正しない理由について 

 ３ 指定管理者制度の導入について 

 （１）市職員の処遇について 

 （２）指定管理者契約について 

 （３）耐震補強（ＳＲＦ工法）について 

 ４ 公募としているが、広くノウハウを持った民間事業者の参入が必要と思うが、どのような

取り組みを考えているのかについて 

 ５ 公募による民間事業者の参入見通しについて 

議案第４１号 亀山市道の駅関宿地域振興施設条例の制定について 

 １ 議案第４０号 亀山市国民宿舎関ロッジ条例の制定と施行期日が異なるが、その理由につ
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いて 

 ２ 指定管理者制度を導入するための条例としているが、個別に公募する理由について 

議案第４６号 平成２４年度亀山市国民宿舎事業会計補正予算（第１号）について 

 １ 債務負担行為による国民宿舎関ロッジ指定管理料として、期間を平成２５年度から平成２

９年度の５年間とし、限度額として２２,８００千円を計上しているが、その年度別内訳

について 

 ２ 国民宿舎関ロッジ指定管理料の年度別の債務負担額は理解するが、その算定根拠について 

 ３ 道の駅関宿の指定管理料は計上されていないが、その理由について 

 
 

３ 竹井道男（市民クラブ） ４１～５０ページ 

 

議案第４０号 亀山市国民宿舎関ロッジ条例の制定について 

 １ なぜ条例を制定するのかについて 

 ２ 亀山市国民宿舎事業の設置等に関する条例の扱いについて 

議案第４６号 平成２４年度亀山市国民宿舎事業会計補正予算（第１号）について 

 １ 指定管理料の考え方について 

 ２ 経営の如何に関わらず額は担保するのかについて 

 ３ 損益勘定留保資金からの支出について 

 
 

４ 伊藤彦太郎（ぽぷら） ５０～５８ページ 

 

議案第４０号 亀山市国民宿舎関ロッジ条例の制定について及び 

議案第４６号 平成２４年度亀山市国民宿舎事業会計補正予算（第１号）について 

 １ 国民宿舎関ロッジ指定管理料の額の根拠について 

 ２ 指定管理者の選定について 

議案第４１号 亀山市道の駅関宿地域振興施設条例の制定について 

 １ 指定管理業務の範囲について 

 ２ 指定管理料について 

 ３ 指定管理者の選定について 

 
 

５ 福沢美由紀（日本共産党） ５８～６４ページ 

 

議案第４０号 亀山市国民宿舎関ロッジ条例の制定について 

 １ 指定管理者を公募するに当たり、必要な準備の内容はどのようなものか 

 ２ 現在制定されている亀山市国民宿舎事業の設置等に関する条例との違いは何か 

 ３ 現在、関ロッジに配置されている職員はどうなるのか 

議案第４１号 亀山市道の駅関宿地域振興施設条例の制定について 

 １ 道の駅全体の管理運営ではなく、関宿地域振興施設のみを指定管理委託するとのことであ

るが、実際駐車場やトイレなどの管理について、影響が出てくることはないのか 
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６ 櫻井清蔵（ぽぷら） ６５～７２ページ 

 

議案第４０号 亀山市国民宿舎関ロッジ条例の制定について 

 １ 条例制定の根拠について 

 （１）このたびの議案は指定管理者制を目指す条例であるように見受けられるが、市長の考え

を糾したい 

 （２）条例第４条について、宿舎の管理は、亀山市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関

する条例第４条の規定に基づき指定されたものとあるが、選考者は宿舎経営に対する見

識を備えた方が行うのかを知りたい 

議案第４５号 平成２４年度亀山市一般会計補正予算（第１号）について 

 １ 第２款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費、指定管理者選定支援業務委託料２

４９千円について 

議案第４６号 平成２４年度亀山市国民宿舎事業会計補正予算（第１号）について 

 １ 国民宿舎関ロッジ指定管理料について 

   （第２条債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額について） 

 
 

７ 服部孝規（日本共産党） ７２～７７ページ 

 

報告第７号及び報告第８号 専決処分した事件の承認について 

 １ 住宅用地の固定資産税及び都市計画税の措置特例を平成２６年度に廃止するという内容の

条例改正だが、これによりどれだけの人がどれぐらいの負担増となるのか、また、平成２

４年度と２５年度は経過措置が設けられるがこの２年度で増税となる人数とその額はそれ

ぞれいくらになるのか 
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質 問 内 容 （通告要旨） 

 

【６月１９日】 

 
 

１ 尾崎邦洋（緑風会） ８２～９１ページ 

 

非正規職員の雇用について 

 １ 現在の雇用状況と今後について 

 ２ 採用時における扱いについて 

職員の守秘義務と市民サービスについて 

 １ 正規職員の退職後及び非正規職員の離職後の守秘義務について 

 ２ 市役所窓口や電話等の応対など市民サービスについて 

 
 

２ 中村嘉孝（新和会） ９２～１０４ページ 

 

行財政改革について 

 １ 亀山市行財政改革大綱の見直しについて 

 ２ 中期財政見通しにおける課題について 

 （１）財政調整基金、減債基金について 

 （２）基金の管理計画（特定目的基金等の整理・再編）について 

 （３）税外収入の確保について 

 （４）財政健全化における数値目標の設定について 

太陽光発電について 

 １ 当市の太陽光発電（ソーラーシステム）の利用状況と補助制度について 

 ２ 大規模太陽光発電所（メガソーラー）について 

 
 

３ 宮村和典（市民クラブ） １０４～１１５ページ 

 

市長像について 

 １ 市長としての職務は何か 

 ２ 副市長としての職務は何か 

 ３ 市長としてのトップマネジメントについて 

 （１）考え方を問う 

 （２）果たす役割を問う 

 ４ 市長としてのトップセールスについて 

 （１）以前に質問をしたが、成果を問う 

 （２）今後の取り組みを問う 
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４ 鈴木達夫（ぽぷら） １１６～１２８ページ 

 

水道事業における市外からの給水について 

 １ 市の給水区域内でありながら、実際に給水されていない市民の実態について 

 ２ なぜ、何十年も適切な対応ができなかったのかについて 

 ３ 解決に向けた今後の対応について 

過去の一般質問及び提案に対する進捗状況について 

 １ 県道２８号及び県道４１号線交差点のＪＲ和田踏切の改善について 

 ２ 子育て支援事業の「類似事業の見直し」について 

 ３ 行財政改革大綱について 

 （１）「新たな公共領域」とは、具体的にどのようなことなのかについて 

 （２）歳入改革の推進について 

   ア 広告収入の導入について 

   イ 「白鳥の湯」入浴料の見直しについて 

   ウ 「動物火葬炉」使用料の見直しについて 

   エ 「事業系一般廃棄物処理」手数料の見直しについて 

 （３）今後の行財政改革の取り組みについて 

 
 

５ 服部孝規（日本共産党） １２８～１４０ページ 

 

リニア中央新幹線建設計画の推進を見直し、建設計画の撤回を求めることについて 

 １ この２０年間、東京－大阪間の輸送需要はほとんど横ばいなのに、なぜ新たにリニア新幹

線が必要なのか 

 ２ リニア建設より現在ある東海道新幹線の地震・津波対策や東日本大震災からの鉄道網の復

旧が優先ではないのか 

 ３ エネルギー浪費型の社会、交通体系の見直しや安全性の確保はされているのか 

 ４ リニア亀山駅誘致で本当に亀山市が活性化するのか 

旧国道１号線の野村から御幸にかけての歩道整備について 

 １ 平成１６年６月議会で質問して以降、歩道整備に向けた進展が何ら見られないがどうなっ

ているのか 

 
 

６ 新 秀隆（公明党） １４０～１４８ページ 

 

健康づくり対策について 

 １ 胃がん予防について 

 （１）亀山市の現在のがん予防対策について 

 （２）胃がん発生抑止の啓発運動について 

 （３）ピロリ菌検査の助成制度について 

市民の安心･安全対策について 
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 １ 消防バイクについて 

 （１）狭隘道路を有する地域への消防車の対応について 

 （２）消防バイク導入について 

 ２ オフロードバイクについて 

 （１）災害時の情報収集方法について 

 （２）オフロードバイク隊の導入について 
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質 問 内 容 （通告要旨） 

 

【６月２０日】 

 
 

１ 坊野洋昭（緑風会） １５０～１５８ページ 

 

公共下水道について 

 １ 市全域の完備への工程計画を問う 

 ２ 引き込みの進捗率はどうなっているか 

道野１２号線改良工事について  

 １ 計画内容と工程計画を問う 

被災地のがれき処理について 

 １ 市としての考え方を問う 

 （１）ひ灰の最終処分場はどうなるのか 

 （２）地元への理解は得られるのか 

 
 

２ 岡本公秀（新和会） １５９～１６５ページ 

 

亀山市衛生公苑について 

 １ 現在のし尿処理量と内容について 

 ２ 現在の運転状況について 

 ３ 鈴鹿川への放流水の水質及び農業集落排水設備からの放流水の水質について 

 ４ 乾燥汚泥の焼却及び衛生公苑と農業集落排水の管轄について 

 ５ 今後の計画について 

 
 

３ 竹井道男（市民クラブ） １６５～１７９ページ 

 

公共施設の再整備について 

 １ 寿命を迎える施設の再整備への対応について 

 ２ 公共施設白書の策定について 

 （１）公共施設白書の認識について 

 （２）公共施設白書をアセットマネジメントの基礎資料に出来ないのかについて 

 ３ 市庁舎の再整備について 

 （１）公共施設白書に位置づけて再整備を検討できないのかについて 

 （２）市役所機能の検討を進めるべきではないのかについて 

産業の活性化について 

 １ 亀山地域産業活性化基本計画の策定について 

 （１）策定の背景と目的について 

 （２）亀山地域産業活性化協議会の役割について 
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 ２ 中小ものづくり経営支援事業について 

 （１）事業内容と期待される効果について 

 （２）鈴鹿市ものづくり産業支援センターとの連携は検討できないのかについて 

 
 

４ 伊藤彦太郎（ぽぷら） １７９～１８９ページ 

 

東日本大震災について 

 １ 「ガレキの広域処理」について、現況報告書にある「更なる研究や情報収集」とは具体的

に何か 

 ２ 市長は被災地に対して「息の長い支援が必要」と言われたが、今後どのような支援を行う

のか 

溶融処理施設の性能について 

 １ 廃棄物に含まれる放射性セシウムは、溶融処理においては全て飛灰に排出されると言われ

ているが、間違いないのか 

衛生公苑の長寿命化について 

 １ 費用が１３億かかると言われているが、額の根拠について 

 
 

５ 福沢美由紀（日本共産党） １９０～２０１ページ 

 

地域コミュニティのしくみづくり支援事業について 

 １ コミュニティを新しいしくみにする目的、目指す姿はどのようなものか 

 ２ モデル地区での進捗状況について 

市内のＪＲ駅についての市民要望に対する行政のあり方について 

 １ ＪＲ亀山駅における視覚障がい者の安全対策について 

 ２ ＪＲ下庄駅前の舗装・駐輪場について  

 
 

６ 森 美和子（公明党） ２０１～２１３ページ 

 

防災・減災対策について 

 １ 学校施設の非構造部材の耐震対策について 

 ２ 市職員の危機管理意識と個々の地震対策について 

 ３ 実践に即した防災訓練について 

 （１）夜間を想定した訓練について 

 （２）災害時に支援の必要な方たちへの訓練の在り方について 

 ４ 木造住宅の耐震化に対する支援について 

 ５ 市民サービスについて 

 （１）転入者に対する対応について 

 （２）防災マップとハザードマップについて 

 ６ 防災対策の見直しに係る男女共同参画の推進について 
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質 問 内 容 （通告要旨） 

 

【６月２１日】 

 
 

１ 宮崎勝郎（緑風会） ２１６～２３１ページ 

 

住宅リフォーム助成事業について 

 １ 昨年の住宅リフォーム助成事業の検証はなされたのか 

 ２ 本年度の現在までの申し込み件数と補助金額はどうなのか 

 ３ 今後の申し込み件数が多い場合、どのように処理するのか 

 ４ 来年度以降の事業の継続はどうするのか 

亀山市の雇用、失業の情勢について 

 １ 亀山市の失業率はどうなのか 

 ２ 亀山市の雇用状況はどうなのか 

 ３ 今後の雇用対策等をどのように進めるのか 

 ４ 今後の企業誘致の考えはどうなのか 

教育行政の現況報告について 

 １ 児童・生徒の安全対策はどうしていくのか 

 ２ ふるさと先生の導入による実績と今後はどうするのか 

 ３ 道徳教育に対する考え方はどうするのか 

 ４ コミュニティ・スクールとは、どのような教育なのか 

民間保育所整備事業について 

 １ 民間保育所の整備事業において、事業参入する事業所はあるのか 

 ２ 現在の状況の中、４月に開園できるのか 

地元事業の支援について 

 １ 地域コミュニティしくみづくり支援事業は、どのような事業なのか 

 ２ 地域においての事業に対する支援の考え方はどうなのか 

 
 

２ 中﨑孝彦（新和会） ２３２～２３８ページ 

 

坂本棚田について 

 １ 貴重な地域資源である坂本棚田について、市としてどのようにとらえているのか、考えを

聞きたい 

 ２ 今後の保全について考えを聞きたい 

 ３ 広く一般市民を含めて棚田の保全、あり方について、議論の場を設ける考えはないか 

 
 

３ 櫻井清蔵（ぽぷら） ２３８～２４７ページ 

 

住宅リフォ―ム助成制度の現況について 
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 １ 現在の応募状況について 

 ２ 前年度は抽選であったが、本年は先着順とのことであるが何故か 

 ３ 議会への内容の変更に対する説明責任について 

東日本大震災における震災ガレキについて 

 １ 平成２３年３月１１日より、１年３カ月が過ぎ、国、県、全国自治体においてガレキの処

理について議論がなされてきたが、亀山市長のこのたびの対応は筆舌に表わし得ない言動

であったが、今後の対応についての見解を知りたい 

人権条例の制定について 

 １ 先の議会において、条例制定については、今年度中に制定するとのことであったが、聞く

ところによると平成２５年６月予定とのことであるが、その考えについて問う 

 
 

４ 豊田恵理 ２４８～２５６ページ 

 

亀山市の空き家・空き地対策について 

 １ 空き家・空き地におけるトラブルに対する市の現在の対応について 

 （１）個人所有地の草木等に対する管理指導について 

 （２）空き家に対する管理指導について 

 ２ 問題を解決するための今後考えられる対策について 

 （１）条例について 

 （２）支援について 

 ３ 空き家・空き地の活用について 

 
 



 

 

 

 

平 成 ２ ４ 年 ６ 月 ７ 日 

 

 

 

 

 

 

亀 山 市 議 会 定 例 会 会 議 録 （ 第 １ 号 ） 
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●議事日程（第１号） 

 平成２４年６月７日（木）午前１０時 開会及び開議 

第  １ 諸報告 

第  ２ 会議録署名議員の指名 

第  ３ 会期の決定 

第  ４ 現況報告 

第  ５ 議案第４０号 亀山市国民宿舎関ロッジ条例の制定について 

第  ６ 議案第４１号 亀山市道の駅関宿地域振興施設条例の制定について 

第  ７ 議案第４２号 亀山市税条例の一部改正について 

第  ８ 議案第４３号 亀山市都市開発区域に係る固定資産税の不均一課税に関する条例の一部

改正について 

第  ９ 議案第４４号 亀山市国民健康保険条例の一部改正について 

第 １０ 議案第４５号 平成２４年度亀山市一般会計補正予算（第１号）について 

第 １１ 議案第４６号 平成２４年度亀山市国民宿舎事業会計補正予算（第１号）について 

第 １２ 議案第４７号 工事請負契約の締結について 

第 １３ 議案第４８号 訴えの提起について 

第 １４ 議案第４９号 三重県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について 

第 １５ 議案第５０号 市道路線の認定について 

第 １６ 議案第５１号 市道路線の変更について 

第 １７ 報告第 ３号 平成２３年度亀山市一般会計繰越明許費繰越計算書について 

第 １８ 報告第 ４号 平成２３年度亀山市農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書に

ついて 

第 １９ 報告第 ５号 平成２３年度亀山市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書につ

いて 

第 ２０ 報告第 ６号 平成２３年度亀山市水道事業会計予算繰越計算書について 

第 ２１ 報告第 ７号 専決処分した事件の承認について 

第 ２２ 報告第 ８号 専決処分した事件の承認について 

第 ２３ 報告第 ９号 専決処分した事件の承認について 

第 ２４ 報告第１０号 専決処分の報告について 

第 ２５ 報告第１１号 専決処分の報告について 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●出席議員（２２名） 

   １番     髙 島   真 君       ２番     新   秀 隆 君 

   ３番     尾 崎 邦 洋 君       ４番     中 﨑 孝 彦 君 

   ５番     豊 田 恵 理 君       ６番     福 沢 美由紀 君 
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   ７番     森   美和子 君       ８番     鈴 木 達 夫 君 

   ９番     岡 本 公 秀 君      １０番     坊 野 洋 昭 君 

  １１番     伊 藤 彦太郎 君      １２番     前 田 耕 一 君 

  １３番     中 村 嘉 孝 君      １４番     宮 崎 勝 郎 君 

  １５番     片 岡 武 男 君      １６番     宮 村 和 典 君 

  １７番     前 田   稔 君      １８番     服 部 孝 規 君 

  １９番     小 坂 直 親 君      ２０番     竹 井 道 男 君 

  ２１番     大 井 捷 夫 君      ２２番     櫻 井 清 蔵 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●欠席議員（なし） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議に出席した説明員職氏名 

市      長  櫻 井 義 之 君    副 市 長  安 田   正 君 

企 画 部 長  古 川 鉄 也 君    総 務 部 長  広 森   繁 君 

総 務 部 参 事                
          笠 井 泰 宏 君    市 民 部 長  梅 本 公 宏 君 
(兹)契約監理室長                

文 化 部 長  最 所 一 子 君    健 康 福 祉 部 長  山 﨑 裕 康 君 

環境・産業部長  国 分   純 君    建 設 部 長  三 谷 久 夫 君 

上 下 水 道 部 長  高 士 和 也 君    関 支 所 長  稲 垣 勝 也 君 

医 療 セ ン タ ー 
          伊 藤 誠 一 君    会 計 管 理 者  片 岡 久 範 君 
事 務 局 長 

危 機 管 理 局 長  伊 藤 隆 三 君    消 防 長  渥 美 正 行 君 

消 防 次 長  早 川 正 男 君    教育委員会委員長  肥 田 岩 男 君 

教 育 長  伊 藤 ふじ子 君    教 育 次 長  上 田 寿 男 君 

監 査 委 員  落 合 弘 明 君    監査委員事務局長  栗 田 恵 吾 君 

選挙管理委員会 
          井 上 友 市 君 
事 務 局 長 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●事務局職員 

事 務 局 長  浦 野 光 雄      書 記  山 川 美 香 

書 記  髙 野 利 人 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議の次第 

（午前１０時０４分 開会） 

○議長（小坂直親君） 

 おはようございます。 

 ただいまから平成２４年６月亀山市議会定例会を開会いたします。 
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 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事においては、お手元に配付いたしております議事日程第１号により取り進めます。 

 日程第１、諸報告をいたします。 

 まず、今期定例会の議事説明のため、地方自治法第１２１条の規定に基づき、あらかじめ関係当

局の出席を求めておきましたところ、お手元の配付文書のとおりそれぞれ出席を得ておりますので、

ご了承願います。 

 次に、監査委員から地方自治法第２３５条の２第３項の規定に基づく例月出納検査結果報告書６

件が提出されており、印刷の上、お手元に配付いたしておりますので、ごらんおき願いたいと存じ

ます。また、亀山市土地開発公社から平成２３年度事業報告書及び決算報告書が、社会福祉法人亀

山市社会福祉協議会から平成２３年度事業報告書及び一般会計収支決算書が、財団法人亀山市地域

社会振興会から平成２３年度事業報告及び決算報告書が、公益社団法人亀山市シルバー人材センタ

ーから平成２３年度事業報告書・収支決算書がそれぞれ提出されておりますので、ごらんおき願い

たいと存じます。 

 次に、閉会中の議会運営委員会委員の選任についてご報告をいたします。 

 前田 稔委員から辞任願が提出されましたので、議長においてこれを許可し、委員会条例第８条

第１項の規定に基づき、宮村和典議員を委員として指名いたしましたので、ご報告をいたします。 

 次に日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第７７条の規定により、議長において、 

  ２番 新   秀 隆 議員 

 １３番 中 村 嘉 孝 議員 

のご両名を指名いたします。ご両名にはよろしくお願いいたします。もし、会期中におきまして、

ただいま指名の方にお差し支えが生じた場合には、それぞれ次の議席の方にお願いをいたします。 

 次に日程第３、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は、本日から６月２９日までの２３日間にいたしたいと思います。これにご異

議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君） 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日から６月２９日までの２３日間と決定いたしました。 

 次に日程第４、現況報告を行います。 

 初めに、市長に市政の現況について報告を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 平成２４年６月亀山市議会定例会の開会に当たり、市政の現況と今後の見通しについてご報告し、

議員並びに市民の皆様のさらなるご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 さて、我が国の経済は依然として厳しい状況にあるものの、東日本大震災の復興需要等を背景に、

緩やかに回復しつつあります。しかしながら、欧州政府債務危機をめぐる不確実性が再び高まって
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おり、これらを背景とした金融資本市場や海外景気の下振れ等によって、景気が下押しされるリス

クが存在するなど、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

 また、政府は人口の高齢化や現役世代の減尐、家族形態や地域基盤の変化、さらには経済成長の

停滞など、日本の社会・経済が大きく変化している状況を踏まえ、安心で希望と誇りが持てる社会

の実現に向け、今国会において、消費増税を柱とする税と社会保障の一体改革関連７法案の成立を

目指しております。 

 こうした動向につきましては、市政運営に影響がございますので、引き続き情報収集と審議の動

向を注視してまいりたいと考えております。 

 一方、本市におきましては、本年度を「新生亀山・離陸の年」として力強く踏み切ってまいるべ

く、第１次総合計画後期基本計画を本格的にスタートいたしました。これを受け、重点的かつ政策

横断的に取り組む４つの戦略プロジェクトにつきまして、その効果的な推進に向け、庁内推進組織

において連携方策について協議を進めるほか、各分野における施策につきましても、具体的な推進

体制を整えながら、施策推進に資する事務事業に順次着手しているところであります。 

 さらに、今後５年間の市の施策の方向を幅広く市民の方々にご理解いただくため、機会をとらえ

ながら後期基本計画の周知に努めているところであり、特に来月からの２カ月間につきましては、

亀山市自治会連合会及び亀山市地区コミュニティ連絡協議会のご協力のもと、「キラリまちづくり

トーク」を各地域で開催させていただき、本計画に関する市民理解の向上とまちづくりに対する参

画意識の醸成に努めてまいりたいと考えております。 

 ところで、先月、福岡県八女市において、第３４回全国伝統的建造物群保存地区協議会総会が開

催され、出席をいたしました。この協議会は、重要伝統的建造物群保存地区を有する全国７７市町

村から組織されており、本市も関宿が国の選定を受けて以来、参画をいたしております。東海道の

宿場町で唯一の保存地区である関宿につきましては、平成２６年度に重伝建選定３０周年を迎える

中で、長きにわたる地域の献身的な取り組みの積み重ねや、歴史的風致維持向上計画の第１次認定

などを通じ、本市の顔となってまいりました。このことは、今回の総会におきましても、全国にお

ける関宿の存在感を改めて認識するとともに、本市の魅力や価値を全国に発信し、交流の輪を広め

ていく上で、今後も貴重な地域資源として磨き上げ、後世に継承していかなければならないと意を

強くしたところであります。 

 それでは、市政の各部門にわたり、第１次亀山市総合計画の基本施策の体系に沿ってご説明申し

上げます。 

 まず、快適な都市空間の創造についてございますが、企業活動の促進・雇用の創出につきまして

は、企業立地推進法に基づく本市の産業活性化の基本計画となる亀山地域産業活性化基本計画を策

定するため、亀山地域産業活性化協議会での協議を踏まえつつ、先般原案をまとめたところでござ

います。今後は、パブリックコメントを経て、本計画に係る国の同意に向け、諸手続を進めてまい

ります。 

 次に、農林業の振興のうち、新規事業である農業者育成支援事業を初め、地域特産品発掘育成支

援事業及び耕作放棄地解消事業につきましては、農業者等への制度周知に努めているところであり、

既に活用に関する問い合わせ等もいただいておりますので、補助申請に対する関連手続を進めてま

いります。 
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 次いで、上下水道の整備のうち、下水道の整備につきましては、本年３月末に関町木崎・会下の

一部区域について、流域関連公共下水道の供用開始を行いました。また、公共下水道・農業集落排

水事業への接続状況は、昨年同期と比して０.５ポイント増の８６％となりましたが、引き続き未

接続の方々への戸別訪問や広報等による周知を通じ、接続率向上に向け努めてまいります。 

 次に、新たな国土軸の形成につきましては、去る４月２０日、新名神高速道路の亀山西ジャンク

ションのフルジャンクション化について、国土交通大臣から中日本高速道路株式会社に対し、事業

許可がおりました。亀山西ジャンクションのフルジャンクション化は、広域高速道路網のさらなる

利便性向上や緊急時等のバイパス機能の確保を図る上で必要不可欠な機能でありますので、ご尽力

いただきました関係各位の皆様に厚く感謝を申し上げる次第でございます。今後は、フルジャンク

ション化を含めた新名神高速道路の三重県区間の早期供用に向け、さらに事業調整を進めてまいり

ます。 

 次に、道路網の整備のうち、都市計画道路和賀白川線につきましては、来年度の供用開始を目指

し、鈴鹿川橋梁工事等を継続的に進めているところであります。また、先月、鈴鹿川右岸における

道路改良工事に係る仮契約を締結いたしましたので、本議会に工事請負契約の締結を提案させてい

ただいております。 

 次に、公共交通機関の整備のうち、バス運行につきましては、より効率的・効果的な運行体系の

実現に向けた総合的な地域公共交通計画の策定を目指し、昨年度において公共交通に関する市民ア

ンケート調査等の基礎調査を実施いたしました。引き続き、本年度は亀山市地域公共交通会議にお

いて、バス利用状況調査の実施や住民懇談会を開催するなど、計画策定に向けての調査を進めてま

いります。 

 一方、ＪＲ井田川駅前につきましては、地域と協働して進めてまいりました駅前整備工事が完成

をいたしました。これにより、当駅が市の東の玄関口として、ロータリー内の朝晩の鉄道利用者の

送迎等が円滑になり、バスの乗り入れや待合室の設置等の機能面や安全面、景観面も大きく改善さ

れたところであります。また、先月６日には、地域主催による完成記念イベントが盛大に開催をさ

れ、今後も地域が駅前の環境美化活動にご協力いただけると伺いましたので、地域の拠点として、

これまで以上に利活用されますことを期待するところであります。 

 続きまして、市民参画・協働と地域づくりの推進についてご説明申し上げます。 

 まず、地域コミュニティの活性化のうち、地域コミュニティのしくみづくり支援事業につきまし

ては、自分たちの住む地域を自分たちでつくり上げる自立した地域コミュニティ活動を促進するた

め、多様な主体による地域の包括的な仕組みづくりや、主体的な活動を支援していくこととしてお

ります。そのモデル地区につきましては、地域づくり支援事業の取り組み実績がある６地区に対し、

活動や体制整備の状況等の聞き取り調査を行い、その結果をもとに、亀山市地区コミュニティ研究

会において、モデル地区として昼生地区及び川崎地区を選定いたしましたので、地域とともにさら

に取り組みを進めてまいります。 

 次に、市民参画・協働と交流の場の創造につきましては、市民参画・協働の推進を図るため、平

成２０年度から実施しております協働事業提案制度につきましては、先月１３日に、平成２３年度

に実施した協働事業３件の成果報告会、並びに四日市大学の松井教授による協働事業提案の促進を

目的とした講演会を実施し、改めて協働事業の効果や意義について市民に呼びかけを行ったところ
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であります。また、本年度の協働事業につきましては、健康増進と歴史文化の研究を目的とした２

事業について事業展開を図っており、新たな分野における市民との協働による取り組みの効果が期

待されるところであります。 

 続きまして、健康で自然の恵み豊かな環境の創造についてご説明申し上げます。 

 まず、健康づくりの推進につきましては、全身の健康には、歯と口の健康が密接にかかわってお

り、特に乳幼児期は大切な時期となりますので、正しい知識の普及・啓発とともに、疾患の予防や

早期発見、早期治療に結びつけることが大切であります。そのため、今月４日から１０日まで実施

されております歯の衛生週間にあわせ、本日総合保健福祉センターにおいて、歯科医師会亀山支部

の共催のもと、３歳児健診を受けられた親子を対象とした「母と子のよい歯のコンクール」を開催

しております。こうした取り組みを通じて、健康の保持増進に資してまいりたいと考えております。 

 次に、地域医療の充実のうち、医療センターにつきましては、三重大学医局との連携・協力によ

り、常勤医師８人の診療体制を維持するとともに、総合診療科等による外来診療のほか、当直支援

の拡充をいただいたところであります。一方、医療施設の改善につきましては、先月、高度医療機

器である全身用スライスコンピューター断層撮影（ＣＴ）装置を最新・高性能な機種に更新をいた

しましたので、今後はより正確な診断に活用してまいります。また、本年度から２カ年で実施いた

します建物改修工事につきましても、工事請負契約を締結し、今月から工事に着手しております。 

 ところで、東日本大震災による震災瓦れきの広域処理への対応につきましては、三重県、三重県

市長会及び三重県町村長会において、４条件３項目が整うことを前提とした合意書及び覚書が取り

交わされるとともに、県から処理に関するガイドライン（案）が示されました。しかしながら、現

時点におきましては、市民の健康や生活環境への影響など、震災瓦れきの安全性に対する確証を持

つに至っておりませんことから、さらなる研究や情報収集に努めるなど、引き続き慎重な対応を図

ってまいります。 

 次に、自然との共生のうち、地域共同による農地、農業用水等の資源の保全管理等を目的とした

農地・水保全管理支払事業につきましては、新しく１集落から取り組みの申し出があり、これまで

の取り組み集落と合わせ、８集落での取り組みとなりましたので、地域主体による農地等の保全管

理の強化がさらに期待されるところであります。 

 次いで、防災力の強化につきましては、危機管理体制の充実に向け、大規模災害時における遠隔

自治体との都市間ネットワークを強化するため、去る４月１７日に本市と歴史的つながりの深い岡

山県高梁市と災害時相互応援協定を締結いたしました。この協定は、大規模災害の被災市が独自に

十分な応急措置ができない場合に、被災していない市による応急対策活動や文化財の復興業務への

支援等を行うものであり、当市との協定締結により、こうした自治体間での応援協定は１１件を数

え、大規模災害発生時の早期復旧を可能とする自治体間の連携基盤がさらに強化されたものと考え

ております。 

 また、台風シーズンを前に、来月４日には、県関係部署機関とともに市内の危険箇所点検を実施

いたします。未然に危険箇所を把握することにより、災害発生時の対応や被害拡大の防止策につい

て共通認識を持つとともに、相互の連携強化を図り、災害対策に万全を期してまいります。 

 一方、消防力の充実・強化についてでありますが、目に見える形で市民の期待と信頼にこたえる

消防を実現するため、本年度から新たな布陣による指揮体制を整備いたしましたので、積極果敢を
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基本として安全で迅速、的確な消防活動を展開いたします。 

 また、北東分署の建設につきましては、昨年度実施いたしました常備消防力適正配置調査による

候補地７カ所に検証を加え２カ所に絞り込み、さらに用地候補の諸条件等について検討を重ね、最

終候補地を選定してまいります。 

 ところで、火災の発生状況につきましては、本年４月末現在で９件と、前年に比べ１５件減尐し

ておりますが、ホテル火災により焼死者が発生したことを受け、再発防止のため宿泊施設の特別査

察を実施し、管理体制の強化について指導を行っているところであります。 

 また、救急体制の強化につきましては、増加する救急出動に対し、地域医療機関との連携強化に

努め、救急搬送における一連の行為を円滑に実施し、救命率の向上を図るとともに、市民の理解と

協力を得るため、救急車の適正利用について呼びかけを行っております。 

 なお、将来の地域防災を担う人材の育成を目的に発足した尐年消防クラブにつきましては、今月

２４日の結成式から本格的に始動をいたします。メンバーの小学生１６名は、消防防災を学びたい

との純粋な気持ちを持ち、みずからの意思で入団されるなど、頼もしい限りであり、これからの活

動が大いに期待されるところであります。 

 続きまして、生きがいを持てる福祉の展開についてご説明申し上げます。 

 地域福祉力の向上につきましては、亀山市社会福祉協議会と連携し、亀山市地域福祉計画及び亀

山市地域福祉活動計画の啓発と、よりきめ細かな地域福祉活動の展開を目的として、来月、シンポ

ジウムを開催し、地域福祉活動の担い手の育成や、市民の地域福祉活動への積極的な参加を呼びか

けてまいります。また、両計画の推進を図り、進捗状況の確認、並びに成果に対する評価及び検証

を行うため、地域福祉計画推進委員会の設置を行ってまいります。 

 ところで、東日本大震災被災前の宮城県石巻市などを舞台として制作された映画「エクレール・

お菓子放浪記」を通じ、映画に刻まれた美しい風景と心をよみがえらせるための支援活動が行われ、

県内各市町におきましても上映実行委員会が組織され、入場料収入の一部を震災復興支援の義援金

とする取り組みが広がっております。こうした中、本市といたしましても、この趣旨に賛同すべく、

去る４月２７日に市内の各種団体で組織する亀山市実行委員会が発足され、今月３０日に上映が行

われますので、この映画を通じて、市民の方々に地域福祉活動の基礎である支え合い、助け合いの

大切さを見詰め直していただきたいと考えております。 

 続きまして、次世代を担う人づくりと歴史文化の振興についてご説明申し上げます。 

 まず、子育て支援のうち、民間保育所整備事業につきましては、市内保育所の慢性的な定員超過

の課題を解消し、保育環境の向上を図るため、新たな保育所を創設する社会福祉法人の公募を実施

いたしましたところ、２事業者より応募があり、現在その応募に対する審査を進めているところで

あります。 

 次に、歴史文化の継承のうち、屋根のない博物館創出事業につきましては、歴史博物館と小・中

学校との連携を深めるために地域学習支援推進員を配置しつつ、歴史博物館、学校、関係部署間の

当該事業の推進に係る相互連携について、調整を進めているところであります。 

 続きまして、行政経営についてご説明申し上げます。 

 行財政改革の推進のうち、国民宿舎事業につきましては、民間活力の導入による新たな経営形態

を確立するため、指定管理者制度を活用し、効率的・効果的な運営を目指してまいりたいと考えて
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おります。そのため、本議会に亀山市国民宿舎関ロッジ条例及び亀山市道の駅関宿地域振興施設条

例の制定、並びに関係経費の予算補正を提案させていただいております。 

 なお、学校教育、生涯学習等、教育分野の詳細につきましては、後ほど教育委員会当局からご説

明申し上げます。 

 最後に、本年２月２１日から５月２０日までの一般会計及び各特別会計に係る３,０００万円以

上１億５,０００万円未満の工事請負契約の状況は別紙のとおりでございましたので、ご高覧賜り

たいと存じます。 

 以上、簡単ではございますが、市政の現況についてのご報告及びご説明を申し上げました。何と

ぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（小坂直親君） 

 市長の現況報告は終わりました。 

 続いて、教育委員会委員長に教育行政の現況について報告を求めます。 

 肥田教育委員会委員長。 

○教育委員会委員長（肥田岩男君登壇） 

 おはようございます。 

 平成２４年６月亀山市議会定例会の開会に当たり、教育行政の現況についてご報告申し上げ、議

員各位を初め、市民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

 まず、教育に関する国の情勢でありますが、改正教育基本法を踏まえた平成２０年の第１期教育

振興基本計画に次いで、本年度中に第２期基本計画が策定される予定であります。直面する危機を

乗り越え、持続可能で活力ある社会を実現するための教育行政の方向性や、具体目標等が検討され

ているところであります。また、昨年度の小学校新学習指導要領に続きまして、去る４月から、中

学校においても新学習指導要領が本格実施されたところであります。 

 なお、県の情勢でありますが、去る４月に県の戦略計画として「みえ県民力ビジョン」が発表さ

れました。このビジョンの中で、教育の充実として、一人一人の個性と能力をはぐくむ教育を目指

し、「地域に開かれた学校づくり」「学校における防災教育・防災対策の推進」などの施策が掲げ

られております。 

 こうした国や県の動向・施策を見きわめながら、教育委員会といたしましては、後期基本計画の

施策を推進してまいるとともに、本年３月に改定いたしました学校教育ビジョンや生涯学習計画に

のっとった取り組みを着実に進めてまいります。 

 それでは、まず学校教育についてご説明いたします。 

 去る４月から先月にかけまして、京都府、愛知県、千葉県、大阪府において、相次いで登校や下

校の児童の列に乗用車が衝突するという交通事故が発生しています。また、県内小学校の修学旅行

中のバスに乗用車が衝突するという事案も発生しています。いずれも、安全であるべき通学路や学

校行事中に発生した事故であり、改めまして児童・生徒の登下校を初めとする安全確保について、

各園・各校に適切な対応を指示したところであります。また、教育委員会といたしましては、先月、

新たに亀山市スクールゾーンの設定に関する要綱を制定いたしまして、保護者や地域の方々のご協

力を得ながら、小学校区ごとに通学路の危険箇所等の点検作業を進めていただいているところであ

ります。 
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 今後とも、人災、天災にかかわらず、高い危機管理意識を持ち、未然防止や事案発生後の適正な

対応に努めてまいります。 

 次に、ふるさと先生についてでございますが、本年度は、学級の過密状況に応じ、亀山中学校及

び中部中学校、井田川小学校、亀山東小学校にそれぞれ２名を、また亀山西小学校と関小学校にそ

れぞれ１名を配置しました。尐人数によるきめ細やかな指導に努め、基礎学力の定着だけでなく、

生活面での課題解決にも成果が出るよう努めてまいります。 

 次いで、食育の推進についてでございます。 

 自校方式やセンター方式の学校給食につきましては、地元の食材を生かした郷土色豊かな学校給

食「かめやまっ子給食」を本年度は２０回実施する計画を立てております。亀山コロッケに加え、

亀山みそ焼きうどんの提供にも挑戦し、地産地消の推進に向けた取り組みを一層進めてまいります。 

 デリバリー給食につきましては、「地物が一番みえの日」を充実させ、何よりも安心安全な食材

の提供に努めてまいりたいと存じます。 

 また、生徒や保護者を対象としたアンケート等を実施しながら、その検証にも努めてまいります。 

 加えて、各学校の食育指導計画の見直しや、担当職員の実践交流を促進させながら、一層、食育

を充実させてまいりたいと考えています。 

 本年度も、市内幼稚園・学校におきましては、園長・校長のリーダーシップのもと、特色ある

園・学校づくりを意識した教育目標を掲げ、学校自己評価に加え、保護者や地域住民の方々による

関係者評価も取り入れながら、経営の改善に努めてまいります。 

 続きまして、教育研究についてご説明申し上げます。 

 まず、学力向上についてでございますが、学力向上の３本柱である「学習規律の徹底・授業改

善・学習習慣の確立」についての取り組みを始めてから３年目を迎えました。研修リーダーを中心

にした学力向上研修会において、授業改善の取り組み状況等について協議するなど、市全体で学力

向上に向けて取り組んでいるところであります。本年度は、学力・体力向上に係る外部講師を各学

校に派遣するとともに、県教育委員会とも連携して、教職員の授業力向上を支援してまいります。 

 さらに、昼生小学校を道徳教育のモデル校とし、新学習指導要領に対応した情報モラル等の指導

を含む道徳教育の研究を進めるとともに、家庭や地域と協力して道徳教育を推進し、子供たちの規

範意識の醸成に努めているところであります。 

 次に、読書活動についてでございますが、これまでのファミリー読書リレー等の取り組みにより、

子供たちの読書冊数の増加や読書活動の家庭への広がり等が見られるようになりました。 

 このような状況の中、市立図書館の機器更新にあわせ導入する学校図書館システムについては、

夏季休業中に通信配線を設置し、本年９月には機器の納入や設定を終える予定でございます。この

データベース化とネットワーク化により、学校間や市立図書館との連携を強めてまいります。 

 次いで、幼児教育についてでございますが、先月に保幼小中等連携協議会を立ち上げ、幼児期か

らの家庭教育力向上のための協議を始めました。それにより、市内の保育園・幼稚園の保護者や小

中学校の児童生徒を対象に、先月末に家庭の生活実態を把握するためのアンケートを実施したとこ

ろです。今後は、分析結果をもとに啓発資料の作成に取りかかる予定であります。また、本市の幼

児教育のあり方についても協議し、幼稚園と保育所の現在の課題や、今後の方向性等について意見

を出し合い、調整を進めているところであります。 
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 さらに、保護者や地域住民が学校運営に参画し、学校・家庭・地域が一体となって学校づくりに

取り組むコミュニティ・スクール等の推進についてでございます。本市の教育委員会として、初と

なりますコミュニティ・スクールに、加太小学校を指定いたしました。さらに、本年度から川崎小

学校がコミュニティ・スクールの調査・研究の取り組みを始めたところでございます。今後も、地

域と一体となった学校づくりに取り組み、特色ある開かれた学校づくりを進めてまいります。 

 続きまして、学校施設等の整備関係についてご説明申し上げます。 

 まず、尐人数教育に対応するための井田川小学校教室等増設事業でありますが、増設教室４教室

の設計業務が完了いたしましたので、現在工事発注に向けて取り組んでいるところであります。 

 次に、児童・生徒の健康管理を含め、学習しやすい環境整備を行います空調機整備事業（小学

校）についてでございますが、設計業務が完了いたしましたので、工事発注に向けて準備を進めて

いるところであります。この工事が終了いたしますと、全小学校の特別支援教室とサマースクール

対応教室への空調機が整備されることになります。 

 また、亀山東幼稚園進入路等整備事業につきましては、現在関係機関と協議を行い、工事発注へ

の準備を進めているところであります。 

 続きまして、生涯学習関係についてご説明申し上げます。 

 公民館講座につきましては、本年度新たに若い女性向けの「なでしこ教室」や学校のＡＬＴ２名

の協力を得て、「エンジョイイングリッシュ」の中央文化講座を開設したところであります。また、

パソコン教室については、引き続き亀山高等学校の協力を得るとともに、新たに徳風高等学校の協

力を得て、年４回の講座を実施する運びとなりました。ほかにも、フレッシュ体操やサンデーヒス

トリー等の教養講座や文化講座については、文化部や健康福祉部と連携した講座を引き続き行って

いるところであります。市民の皆様から多くの応募をいただき、青尐年研修センターや各地域コミ

ュニティセンターにおきまして、今月からそれぞれの講座がスタートしたところであります。 

 次に、青尐年健全育成関係でございます。 

 亀山っ子市民宣言の取り組みとして、本年度も亀山市青尐年育成市民会議とともに、来る８月１

７日から３泊４日でサマーキャンプを鈴鹿峠自然の家で開催する予定でございます。自然体験や生

活体験を通して、異年齢の交流や青年リーダーの養成を目的に実施いたします。 

 また、放課後や休日における子供の居場所づくりにつきましては、本年３月に川崎小学校に次い

で野登小学校の「ののぼりくらぶ」が、県の放課後子ども教室推進表彰に選ばれました。また、去

る４月から新たに白川小学校区におきまして放課後子ども教室が始まったところであります。 

 なお、井田川小学校区においても準備委員会が発足し、秋の教室開始に向けて準備を進めている

ところでございます。今後、残る１校の放課後子ども教室立ち上げに向けて、働きかけを行ってま

いります。 

 続きまして、図書館でございますが、市立図書館と学校との連携を強化するため、本年度も司書

の派遣を３中学校に行うとともに、学校への一括図書の貸し出しを行っています。なお、図書館情

報システム導入事業につきましては、学校図書館システム導入とあわせて、プロポーザルによる事

業者からのヒアリングを行ったところであります。今後業者決定を行い、データ移行を行った後、

本年９月中旪から機器の納入や設定を終え、本年１０月から新たなシステムで利用者へのサービス

を行っていきたいと考えています。 
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 以上、教育行政の現況についてご報告申し上げました。よろしくご審議、ご指導賜りますようお

願い申し上げます。 

○議長（小坂直親君） 

 教育委員会委員長の現況報告は終わりました。 

 次に日程第５、議案第４０号から日程第２５、報告第１１号までの２１件を一括議題といたしま

す。 

 市長に上程各案に対する提案理由の説明を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 それでは、ただいま上程いただきました議案につきまして、提案理由の説明を申し上げたいと存

じます。 

 まず、議案第４０号亀山市国民宿舎関ロッジ条例の制定についてでございますが、国民宿舎関ロ

ッジについて、近年の経営状況等を踏まえ、直営での運営を見直し、民間の能力を活用することに

よる経営の改善及び施設の存続を検討した結果、その管理について指定管理者制度を導入すること

とし、指定管理者を公募するため、本条例を制定するものでございます。 

 制定内容は、まず国民宿舎関ロッジは、市民及び旅行者の保養及び健康の増進に寄与し、あわせ

て観光事業の発展に資するため、設置することといたします。 

 次に、宿舎の名称は、亀山市国民宿舎関ロッジとし、位置は、亀山市関町新所１５７４番地１と

いたします。 

 次に、宿舎で行う事業について定め、宿舎の管理は指定管理者に行わせることとし、その業務に

ついて定めます。 

 続いて、宿舎の利用時間を定め、指定管理者は、特に必要があると認めたときは、市長の承認を

得て利用時間を変更できることといたします。 

 次に、指定管理者は、特に必要があると認めたときは、市長の承認を得て臨時に宿舎を休館でき

ることといたします。 

 次に、宿舎の利用許可、利用許可の制限、目的外利用の禁止、利用者等に対する指示、利用許可

の取り消し等及び利用期間について規定いたします。 

 次に、利用料金の額は、条例で定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認

を得て定めることとし、利用料金は指定管理者の収入として収受させることといたします。 

 次に、利用料金の減免及び還付について規定いたします。 

 次に、宿舎の管理上必要な特別の設備等の許可、原状回復及び損害賠償の義務、並びに入館の制

限について規定いたします。 

 なお、施行日は平成２５年７月１日とし、宿舎の管理を指定管理者に行わせるために必要な準備

行為は、施行日前においても行うことができることといたします。また、附則において、亀山市国

民宿舎事業の設置等に関する条例を廃止することを規定いたします。 

 続きまして、議案第４１号亀山市道の駅関宿地域振興施設条例の制定についてでございますが、

現在、国民宿舎関ロッジの一部門として直営管理している道の駅関宿地域振興施設について、国民

宿舎関ロッジと切り離した運営形態とすることから、公の施設として指定管理者による管理を行っ
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ていくため、本条例を制定するものでございます。 

 制定内容は、まず道の駅関宿地域振興施設は、市民及び観光客並びに道路利用者に休憩及び憩い

の場を提供するとともに、地域情報の発信等による人と人との交流を促進し、地域の振興及び活性

化を図るため、設置することといたします。 

 次に、振興施設の名称は、亀山市道の駅関宿地域振興施設とし、位置は、亀山市関町新所６７４

番地８といたします。 

 次に、振興施設で行う事業について定め、振興施設の管理は指定管理者に行わせることとし、そ

の業務について定めます。 

 次に、振興施設の開館時間は、午前９時から午後６時までとし、指定管理者は、特に必要がある

と認めたときは、市長の承認を得て開館時間を変更できることといたします。 

 続いて、指定管理者は、特に必要があると認めたときは、市長の承認を得て臨時に振興施設を休

館できることといたします。 

 次に、振興施設の管理上必要な利用者等への指示、損害賠償の義務及び入館の制限について規定

いたします。 

 なお、施行日は平成２５年５月１日とし、振興施設の管理を指定管理者に行わせるために必要な

準備行為は、施行日前においても行うことができることといたします。 

 続きまして、議案第４２号亀山市税条例の一部改正についてでございますが、平成２４年３月３

１日に公布された地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律により、地方

税法の一部改正が行われたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 

 改正内容は、まず、年金受給者が寡婦（寡夫）控除を受けようとする場合は、市民税の申告書を

提出する必要がありましたが、申告手続の簡素化を図るため、その提出を不要といたします。 

 次に、地方税制度において、地域の自主性や自立性を高めるという国の方針のもと、法律で定め

る範囲内で地方自治体が特例措置の内容を定めることができる地域決定型地方税制特例措置（通称

わがまち特例）が創設されたことに伴い、下水道除害施設及び特定都市河川浸水被害対策法に規定

する雨水貯留浸透施設に係る固定資産税の課税標準の軽減率をそれぞれ定めます。 

 なお、施行日は、市民税の申告書に関することについては平成２６年１月１日とし、固定資産税

の軽減率に関することについては公布の日といたします。 

 次に、議案第４３号亀山市都市開発区域に係る固定資産税の不均一課税に関する条例の一部改正

についてでございますが、平成２４年３月３０日に公布された中部圏の都市整備区域、都市開発区

域及び保全区域の整備等に関する法律施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございま

す。 

 改正内容は、都市開発区域に係る固定資産税の不均一課税について、その適用期限を「平成２４

年３月３１日」から「平成２６年３月３１日」に延長いたします。 

 なお、施行日は公布の日といたします。 

 次に、議案第４４号亀山市国民健康保険条例の一部改正についてでございますが、国民健康保険

法の一部を改正する法律が、平成２４年４月６日に公布され、平成２７年４月１日から施行される

ことに伴い、関連する本条例について所要の改正を行うものでございます。 

 改正内容は、本条例で引用している国民健康保険法第７２条の４が第７２条の５に繰り下げられ
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ることに伴い、条項の整理を行うものでございます。 

 なお、施行日は平成２７年４月１日といたします。 

 続きまして、議案第４５号平成２４年度亀山市一般会計補正予算（第１号）についてでございま

すが、補正額は歳入歳出それぞれ１,３７２万円を追加し、補正後の予算総額を２１１億９,２５２

万円といたしております。 

 それでは、歳出の主な補正内容からご説明申し上げます。 

 総務費では、国民宿舎関ロッジ及び道の駅関宿の指定管理者選定に要する経費を計上いたしてお

ります。 

 次に、民生費では、総合保健福祉センターの防犯管理のため、監視カメラ設備の修繕経費を計上

しております。 

 次に、教育費では、歴史博物館特別収蔵庫の収蔵資料の保管に適した環境を保持するため、空調

機の修繕経費を計上するほか、財団法人自治総合センターの助成対象事業として、文化会館の実施

事業が採択されたことから助成金を計上いたしております。 

 一方、歳入につきましては、諸収入として地域の芸術環境づくり助成金を計上いたし、補正財源

として、前年度繰越金を充当いたしております。 

 次に、議案第４６号亀山市国民宿舎事業会計補正予算（第１号）についてでございますが、国民

宿舎関ロッジ指定管理料について、債務負担行為をすることができる期間及び限度額を定めており

ます。 

 以上が、今回提案をいたしました一般会計、企業会計の補正予算の主な内容でございます。詳細

につきましては、副市長をして説明いたさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し

上げます。 

 続きまして、議案第４７号工事請負契約の締結についてでございますが、市道和賀白川線整備事

業に伴う和賀白川線道路改良工事について、平成２４年５月１１日付で仮契約いたしましたので、

地方自治法第９６条第１項第５号及び亀山市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第２条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 なお、契約の方法は一般競争入札で、契約の金額は２億８,６４４万円で、契約の相手方は亀山

市東御幸町２３１番地、堀田建設株式会社代表取締役 堀田 誠でございます。 

 次に、議案第４８号訴えの提起についてでございますが、菅内町地内の樺野下水路敷地につきま

して、所有権移転登記手続請求の訴えを提起するため、地方自治法第９６条第１項第１２号の規定

に基づき議会の議決を求めるものでございます。 

 次に、議案第４９号三重県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議についてでございま

すが、三重県後期高齢者医療広域連合規約につきまして、住民基本台帳法の一部改正に伴う所要の

変更を行うに当たり、広域連合加入市町と規約変更に関して協議を要するため、地方自治法第２９

１条の１１の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 次に、議案第５０号市道路線の認定についてでございますが、開発行為により設置された新規路

線である北町８号線の路線認定につきまして、道路法第８条第２項の規定により議会の議決を求め

るものでございます。 

 次に、議案第５１号市道路線の変更についてでございますが、道路改良工事の施工に伴い、野村



－１４－ 

布気線の起点の変更につきまして、道路法第１０条第３項の規定により議会の議決を求めるもので

ございます。 

 続きまして、報告第３号平成２３年度亀山市一般会計繰越明許費繰越計算書についてでございま

すが、平成２３年度に繰越明許費の承認をいただいております災害対策事業など１１事業につきま

して、繰越額が確定し、平成２４年度に繰り越しいたしましたので、地方自治法施行令第１４６条

第２項の規定により報告するものでございます。 

 次に、報告第４号平成２３年度亀山市農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書について

でございますが、施設整備事業につきまして繰越額が確定し、平成２４年度に繰り越しましたので、

地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により報告するものでございます。 

 次に、報告第５号平成２３年度亀山市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書についてで

ございますが、施設整備事業など２事業につきまして繰越額が確定をし、平成２４年度へ繰り越し

ましたので、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により報告するものでございます。 

 次に、報告第６号平成２３年度亀山市水道事業会計予算繰越計算書についてでございますが、亀

山第２・第３・第４水源地送水ポンプ取りかえ工事等の建設改良費につきまして繰越額が確定し、

平成２４年度へ繰り越しましたので、地方公営企業法第２６条第３項の規定により報告するもので

ございます。 

 次に、報告第７号専決処分した事件の承認についてでございますが、地方税法及び国有資産等所

在市町村交付金法の一部を改正する法律等により、地方税法の一部改正が行われ、平成２４年４月

１日から施行されたことに伴い、関連する亀山市税条例の改正を平成２４年３月３１日、地方自治

法第１７９条第１項の規定により専決処分いたしましたので、同条第３項の規定により報告し、承

認を求めるものでございます。 

 改正内容は、まず平成２４年度の固定資産税の評価がえに伴い、土地に係る固定資産税の負担調

整措置については、住宅用地、商業地等及び農地ともに現行制度を３年延長いたしますが、住宅用

地に係る据置特例は廃止することといたします。 

 次に、特例民法法人から移行した一定の一般社団法人または一般財団法人が、平成２０年１２月

１日前から設置している図書館、博物館及び幼稚園を直接その用に供している場合は、当該固定資

産に係る固定資産税を非課税とする特例制度が地方税法において新設されたことに伴い、その手続

に係る規定を設けることといたしました。 

 次に、東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例制度が地方税法に

おいて設けられたことに伴い、本条例においても読みかえ規定等の整備を行いました。 

 次に、東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の特例制度について、東日本大震災により

滅失した住宅に係るローンと再取得等をした住宅に係るローンがある場合には、住宅ローン控除を

重複して適用できる等の特例制度が地方税法において設けられたことに伴い、本条例においても読

みかえ規定等の整備を行い、その他法令の条項ずれ等に伴う必要な整備を行いました。 

 続きまして、報告第８号専決処分した事件の承認についてでございますが、地方税法及び国有資

産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律等により地方税法の一部改正が行われ、平成２４年

４月１日から施行されたことに伴い、関連する亀山市都市計画税条例の改正を平成２４年３月３１

日、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分いたしましたので、同条第３項の規定によ



－１５－ 

り報告し、承認を求めるものでございます。 

 改正内容は、まず平成２４年度の固定資産税の評価がえに伴い、土地に係る固定資産税の負担調

整措置が整備されたことと同様に、都市計画税についても当該調整措置の整備を行いました。 

 次に、地方税法において、都市計画税の課税標準の特例措置等の整備が講じられたことに伴い、

本条例において関連する条項の整備を行いました。 

 続いて、報告第９号専決処分した事件の承認についてでございますが、地方税法及び国有資産等

所在市町村交付金法の一部を改正する法律等により地方税法の一部改正が行われ、平成２４年４月

１日から施行されたことに伴い、関連する亀山市国民健康保険税条例の改正を平成２４年３月３１

日、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分いたしましたので、同条第３項の規定によ

り報告し、承認を求めるものでございます。 

 改正内容は、東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例制度が地方

税法において設けられたことに伴い、本条例附則第８項に規定する長期譲渡所得に係る国民健康保

険税の課税の特例の読みかえ規定を設けることといたしたものでございます。 

 次に、報告第１０号専決処分の報告についてでございますが、亀山市長明寺町４５２番地１にお

いて発生した車両物損事故に伴う損害賠償の額を定めることにつきまして、平成２４年５月１８日

に地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分いたしましたので、同条第２項の規定により

報告するもので、その賠償金額は３万１,５００円でございます。 

 最後に、報告第１１号専決処分の報告についてでございますが、亀山市本丸町５７７番地におい

て発生した車両物損事故に伴う損害賠償の額を定めることにつきまして、平成２４年５月１８日に

地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分いたしましたので、同条第２項の規定により報

告するもので、その賠償金額は１０万４,８９５円でございます。 

 以上、簡単ではございますが、今議会にご提案申し上げております議案の説明といたします。何

とぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（小坂直親君） 

 市長の上程各案に対する提案理由の説明は終わりました。 

 次に、副市長に平成２４年度各会計補正予算についての補足説明を求めます。 

 安田副市長。 

○副市長（安田 正君登壇） 

 それでは、今議会に提出をいたしました補正予算の主な項目について補足説明をいたします。 

 初めに、一般会計補正予算（第１号）についてご説明をいたします。 

 それでは、補正予算書の２ページをお願いいたします。 

 第２表 債務負担行為補正の追加でございますが、関宿散策拠点施設等警備保障委託料につきま

して、平成２５年度から平成２９年度までの期間における債務負担行為の限度額を２５１万円と定

めるものでございます。 

 次に、予算に関する説明書の歳出から説明欄をごらんいただきながら、順次ご説明をさせていた

だきます。 

 ９ページをお願いいたします。 

 総務費の行政改革推進費２４万９,０００円につきましては、国民宿舎関ロッジ及び道の駅関宿
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の指定管理者選定に当たりまして、応募書類の内容調査、分析等に係る支援業務委託料を計上した

ものでございます。 

 次に、民生費の施設管理費、修繕料３５０万円につきましては、総合福祉センター内の監視カメ

ラ設備の経年劣化に伴う故障のため、取りかえ修繕を行う経費を計上いたしました。同じく、備品

購入費１５０万円は、亀山温泉「白鳥の湯」の温泉用水中モーターポンプが故障し、予備ポンプと

交換をしたため、新たな予備用ポンプの購入費を計上いたしました。 

 教育費の上段、指定文化財維持管理費５２万１,０００円につきましては、本年４月の暴風雨で

市指定文化財「加藤家長屋門」の蔵外腰壁等が破損いたしましたため、修繕を行う経費を計上いた

したものでございます。 

 次の、施設管理費７３５万円につきましては、歴史博物館の特別収蔵庫の空調機が故障し、収蔵

資料の保管に適した気温・湿度の保持ができないため、修繕を行う経費を計上いたしました。 

 １１ページをお願いいたします。 

 一般事業６０万円につきましては、亀山市文化会館の実施事業が財団法人自治総合センターの地

域の芸術環境づくり事業に採択をされたため、市を経由して助成金を交付するものでございます。

なお、財源といたしましては、歳入予算におきまして諸収入として同額を計上いたしております。 

 以上、簡単ではございますが、一般会計補正予算（第１号）の説明を終わります。 

 続きまして、国民宿舎事業会計補正予算（第１号）についてご説明をいたします。 

 １３ページをお願いいたします。 

 第２条でございますが、国民宿舎関ロッジ指定管理料について、平成２５年度から平成２９年度

までの期間における債務負担行為の限度額を２,２８０万円と定めるものでございます。 

 以上をもちまして、一般会計及び国民宿舎事業会計の補正予算の説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（小坂直親君） 

 副市長の補足説明は終わりました。 

 以上で、上程各案に対する提案説明は終わりました。 

 次にお諮りいたします。 

 本日の会議は、この程度にとどめたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君） 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、そのように決定いたしました。 

 続いてお諮りいたします。 

 明８日から１７日までの１０日間は、議案精査のため休会いたしたいと思います。これにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君） 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、明８日から１７日までの１０日間は休会することに決しました。 
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 次の会議は１８日午前１０時から開き、上程各案に対する質疑を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

（午前１１時１２分 散会） 
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●議事日程（第２号） 

 平成２４年６月１８日（月）午前１０時 開議 

第  １ 上程各案に対する質疑 

     議案第４０号 亀山市国民宿舎関ロッジ条例の制定について 

     議案第４１号 亀山市道の駅関宿地域振興施設条例の制定について 

     議案第４２号 亀山市税条例の一部改正について 

     議案第４３号 亀山市都市開発区域に係る固定資産税の不均一課税に関する条例の一部

改正について 

     議案第４４号 亀山市国民健康保険条例の一部改正について 

     議案第４５号 平成２４年度亀山市一般会計補正予算（第１号）について 

     議案第４６号 平成２４年度亀山市国民宿舎事業会計補正予算（第１号）について 

     議案第４７号 工事請負契約の締結について 

     議案第４８号 訴えの提起について 

     議案第４９号 三重県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について 

     議案第５０号 市道路線の認定について 

     議案第５１号 市道路線の変更について 

     報告第 ３号 平成２３年度亀山市一般会計繰越明許費繰越計算書について 

     報告第 ４号 平成２３年度亀山市農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書に

ついて 

     報告第 ５号 平成２３年度亀山市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書につ

いて 

     報告第 ６号 平成２３年度亀山市水道事業会計予算繰越計算書について 

     報告第 ７号 専決処分した事件の承認について 

     報告第 ８号 専決処分した事件の承認について 

     報告第 ９号 専決処分した事件の承認について 

     報告第１０号 専決処分の報告について 

     報告第１１号 専決処分の報告について 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●出席議員（２２名） 

   １番     髙 島   真 君       ２番     新   秀 隆 君 

   ３番     尾 崎 邦 洋 君       ４番     中 﨑 孝 彦 君 

   ５番     豊 田 恵 理 君       ６番     福 沢 美由紀 君 

   ７番     森   美和子 君       ８番     鈴 木 達 夫 君 

   ９番     岡 本 公 秀 君      １０番     坊 野 洋 昭 君 

  １１番     伊 藤 彦太郎 君      １２番     前 田 耕 一 君 
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  １３番     中 村 嘉 孝 君      １４番     宮 崎 勝 郎 君 

  １５番     片 岡 武 男 君      １６番     宮 村 和 典 君 

  １７番     前 田   稔 君      １８番     服 部 孝 規 君 

  １９番     小 坂 直 親 君      ２０番     竹 井 道 男 君 

  ２１番     大 井 捷 夫 君      ２２番     櫻 井 清 蔵 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●欠席議員（なし） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議に出席した説明員職氏名 

市      長  櫻 井 義 之 君    副 市 長  安 田   正 君 

企 画 部 長  古 川 鉄 也 君    総 務 部 長  広 森   繁 君 

総 務 部 参 事                
          笠 井 泰 宏 君    市 民 部 長  梅 本 公 宏 君 
(兹)契約監理室長                

文 化 部 長  最 所 一 子 君    健 康 福 祉 部 長  山 﨑 裕 康 君 

環境・産業部長  国 分   純 君    建 設 部 長  三 谷 久 夫 君 

上 下 水 道 部 長  高 士 和 也 君    関 支 所 長  稲 垣 勝 也 君 

医 療 セ ン タ ー 
          伊 藤 誠 一 君    会 計 管 理 者  片 岡 久 範 君 
事 務 局 長 

危 機 管 理 局 長  伊 藤 隆 三 君    消 防 長  渥 美 正 行 君 

消 防 次 長  早 川 正 男 君    教育委員会委員長  肥 田 岩 男 君 

教 育 長  伊 藤 ふじ子 君    教 育 次 長  上 田 寿 男 君 

監 査 委 員  落 合 弘 明 君    監査委員事務局長  栗 田 恵 吾 君 

選挙管理委員会 
          井 上 友 市 君 
事 務 局 長 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●事務局職員 

事 務 局 長  浦 野 光 雄      書 記  松 村   大 

書 記  山 川 美 香 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議の次第 

（午前１０時００分 開議） 

○議長（小坂直親君） 

 おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第２号により取り進めます。 

 これより日程第１、上程各案に対する質疑を行います。 

 初めに申し上げておきます。議案質疑の通告者にお願いいたします。質疑に当たっては、議題と
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なっております事件について、その内容を明確にするため説明を求めるもので、議題の範囲を超え、

また一般質問にならないようご注意をお願いいたします。 

 それでは通告に従い、順次発言を許します。 

 １４番 宮崎勝郎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 おはようございます。 

 この６月定例会のトップで議案質疑をさせていただきます緑風会の宮崎勝郎でございます。どう

ぞよろしくお願いしたいと思います。 

 テレビ等の報道によりますと、台風４号が襲来するとかいう、あすあさってぐらいに、という報

道が流れておりますが、そういう中で防災体制も皆さん方十分整えていただきたいなというお願い

をいたしまして、質疑に入らせていただきます。 

 それでは、議案第４０号亀山市国民宿舎関ロッジ条例の制定についてでございますが、これにつ

きましては議案第４６号平成２４年度亀山市国民宿舎事業会計補正予算（第１号）も１点絡んでお

りますので、含んで質疑をさせていただきます。 

 まず、新しく制定されます条例については、以前から国民宿舎関ロッジの維持に関する条例はご

ざいましたが、それにかわっての条例であろうと思っておりますが、この制定についての考え方、

流れをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 １４番 宮崎勝郎議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 おはようございます。 

 新しい条例の内容はということのご質問をいただいております。 

 現行の亀山市国民宿舎事業の設置等に関する条例は、公営企業法に基づく公営企業会計による事

業を設置する内容、事業条例であることに対し、今回制定しようとする亀山市国民宿舎関ロッジ条

例は、現在の経営形態を見直し、民間の能力を活用した指定管理者制度を導入するため制定するも

のであります。公共の施設として管理することを内容とした条例でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 宮崎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 経過は聞かせていただきました。 

 当初の今までの条例は、公営企業法に基づいての条例ということで、この経営形態を見直すとい

うことは、これにつきましても今までから議会、さらには市民の中でもあり方についてはいろいろ

検討も重ねてきました。特に議会につきましては、特別委員会を立ち上げ、企業体の見直しを図っ

てきて答申したわけでございます。その中身の答申に沿ったものと私は理解しておりますが、そう

いう中での議員それぞれの各地の視察等も含めて形態の見直しも提言されています。 

 今回、制定されましたことにつきまして、いわゆる亀山市国民宿舎関ロッジ条例という名称に尐

しタイトルが変わっております。これについての考え方はどうなのか、お聞かせ願います。 
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○議長（小坂直親君） 

 答弁を求めます。 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 宮崎議員の質問にお答えさせていただきます。 

 関ロッジの運営につきましては、議員も先ほど申されたとおり、１９年度から国民宿舎関ロッジ

のあり方検討委員会並びに２２年度から私どもの業務委託をさせていただいた、運営手法検討調査

業務結果を踏まえて検討を重ねてまいりました。さらには議員ご所見の公営企業経営問題特別委員

会からも３つの提言をいただき、さまざまな観点から検討を重ねてきたところでございます。その

結果、公設公営による運営には限界があると判断し、民間活力を導入した新たな経営形態の移行を

図ることにしたところでございます。民間活力導入につきましては、民間事業者の経営手腕が最も

発揮される経営の改善が期待されます指定管理者制度を選択させていただいたところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 宮崎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 中身を見ておりますと、先ほど答弁のあったように指定管理者制度、指定管理者の導入というこ

とでこの条例の中身もなっておりますが、なぜ指定管理者にしたのか。いわゆる民間経営でありま

すが、我々議会としても提言しておりますし、あり方の検討委員会のほうでも検討されておりまし

た。ここでこの事業運営について指定管理者を導入したわけ、さらにはこの導入の制度に基づいて、

現在の時点でそういうような考えのある事業者が問い合わせでもあるのかどうかを確認したいと思

います。 

○議長（小坂直親君） 

 答弁を求めます。 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 先ほどのご質問でございます。 

 現在、関ロッジの指定管理に関しましての問い合わせということでございますけれども、現在の

ところ、複数の業者のほうから問い合わせをいただいております。 

○議長（小坂直親君） 

 宮崎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 この条例の中身でいきますと、特に指定管理者の導入ということでこの条例が新たに制定された

というふうに私は理解しておりますが、それでいいかと思います。 

 それで、指定管理者の導入によりまして、附則でいきますと施行日が２５年７月１日となってお

りますが、それまでにこの指定管理者がどのように準備を整えるのか。流れはここでもうたわれて

おります。宿舎の管理は指定管理者に行わせるために必要な準備行為は施行日前においても行うこ

とができるとなっておりますが、どのように準備をするのか。例えばあの建物は耐震工事が必要だ

と、またある程度のリニューアルも必要だというふうに思っておりますが、これをこの行に含んで
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おるのか、確認したいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 答弁を求めます。 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 どのように指定管理の段取りをするのかということと、耐震とリニューアルの件でございます。 

 今回上程させていただいております議案のほうをお認めいただいた後、公募のための仕様書及び

要領を策定し、指定管理選定委員会のほうへ諮り、その後８月をめどに公募を始めます。１０月か

ら１１月にかけて選定委員会にまたお諮りをして、審査、選定を行い、１２月に当議会に指定管理

者の指定についての議案を上程させていただく予定としております。 

 その際の耐震工事とリニューアルにつきましては、２５年の４月から６月にかけて３カ月間を要

して耐震工事並びにリニューアルとして各階にあるトイレ並びに大浴場の改修を優先的にやり、そ

の後予算の関係も含めて指定管理者と協議をして決定したいというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 宮崎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 ちなみに今現在運営されています関ロッジについては、いつでとまるのかを確認しておきたいと

思いますし、この後、皆さん方同じような質疑がございますので、その辺のほうでまた聞かれるだ

ろうとは思っておりますけど、私のほうで一度確認したいと思っております。 

 それと、次の指定管理料について、議案第４６号平成２４年度亀山市国民宿舎事業会計補正予算

（第１号）で提案されている５年間で２,２８０万と示されているが、これはどのような根拠なの

か、お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 答弁を求めます。 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 現在の関ロッジに関して、いつまで営業をするのかということでございますが、今の現計画でま

いりますと、本年度いっぱい３月までを営業として、４月から６月に耐震改修及び施設改修という

ふうなことで、その間一時休館というふうな運びを現在予定させていただいております。 

 それと、議案第４６号平成２４年度亀山市国民宿舎事業会計補正予算（第１号）の件でございま

すけれども、現状の関ロッジの厳しい経営状況でありますことから、指定管理料につきましては民

間事業者が関ロッジを管理した場合、健全な管理運営を行うために必要と見込まれる経費を４８０

万円とし、年間の指定管理料の限度額を４８０万円としたところでございます。指定管理期間が２

５年７月から３０年の３月末までで４年９カ月間でございます。平成２６年度から２９年度までの

４年間、４８０万円の４年間でございますので１,９２０万円、ただし２５年度は７月から翌年の

３月までの９カ月間ということでございますことから、２５年度は３６０万円とさせていただき、

指定管理料の限度額総計として２,２８０万円を計上させていただいたところでございます。 

○議長（小坂直親君） 
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 宮崎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 毎年４８０万円の指定管理料を支払うということでございます。そういう中で、やはりこの根拠

は、今、後ろから声が出ておりますように、根拠も求めるつもりでしたが、櫻井議員がなかなかせ

っかちですので、私の言うまでなしに後ろから声が出ました。 

 いずれにしましても、この４８０万円、１年間、今までの経営の中から見て、４８０万円足さな

ければ指定管理ができないのかというふうに私は受け取るわけでございますが、それでよろしゅう

ございますか。それから、私の思いは指定管理した場合、この管理料は要るのかどうか、一つござ

いますし、特に他の施設もいろいろ指定管理はしております。これは指定管理料を払っております。

ここもそれに倣って支払うという考えだろうと思いますが、この後の議案に絡んできますので後で

も聞きますが、道の駅は指定管理料はないと私は確認しておりますけれども、そこら辺の点を再度

確認したいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 答弁を求めます。 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 指定管理料は要るのかというふうなご質問をいただきました。それに対して、平成２２年度に運

営手法、業務委託を民間にして、民間事業者のヒアリングをさせていただきました。そのとき現状

の関ロッジについて、指定管理はというふうなことをヒアリングでお聞きをした中で、現状の関ロ

ッジを指定管理として行う場合について、やはり指定管理料並びに施設のリニューアル等のご要望

というか、ヒアリングの中での要望がありました。それを含めて指定管理料を設定させていただき

ました。 

 それと、道の駅につきましての指定管理につきましては、平成１２年から営業開始をさせていた

だいております。その間、順調な経営状況でございました。ただ、第２名神の開通により、交通量

も減るというふうなことで入込客の減尐もあるものの、まだ健全な経営状況であるということから

指定管理料については計上させていただかないということでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 宮崎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 この指定管理料についての経営手法の検討の中でヒアリングされたということで、結局ヒアリン

グの中で年間４８０万ぐらい足らんのだろうなというふうにこの数字が出たものと私は確信したい

と思いますが、そうすると例えばお客さん、利用者がたくさん入って利益が上がってきた場合、こ

の指定管理料との絡みはどのように考えておるのか。 

 あとは、指定管理料は４８０万、年間払いますけれども、もうけていただいた方はそれでもうけ

ていただくというふうに思っておるのか、そこだけ確認したいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 答弁を求めます。 

 稲垣関支所長。 
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○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 指定管理料につきましては４８０万円、これは限度額として設定させていただいております。そ

の中で指定管理期間の営業収支については、赤字黒字というかそれにかかわらず、一定の額を協定

書に従いまして支払うということで、その都度の変更はないものと考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 宮崎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 変更のないものということは、例えば指定管理者が入られて、経営の考え方はいろいろ民間です

ので新たな取り組みもされると思います。その中での利用者がふえた場合の利益が生じた場合、こ

れは指定管理者の益ということで、４８０万円は支払っていくというのでいいのか、再度確認しま

す。 

○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 ただいまの４８０万円でございますけれども、協定の中でその額を決めさせていただいたその額

については変更なく支払いすることでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 宮崎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 私もいろいろ多方面にわたって質疑させていただきますので、時間が余りないので後の方々に任

せたいと思います。 

 それでは、次に議案第４１号亀山市道の駅関宿地域振興施設条例の制定についてでございますが、

これにつきましては新しく制定される条例ということでございます。これはどのような条例なのか。

この道の駅の運営によるための条例であると思っておりますが、また今回指定管理者をここも導入

するわけでございます。そういう中で、どのように新しく制定されるのか、お聞かせ願いたいと思

います。 

○議長（小坂直親君） 

 答弁を求めます。 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 道の駅関宿地域振興施設につきましては、現在、国民宿舎関ロッジの一部門として直営管理させ

ていただいております。国民宿舎関ロッジの今後のあり方の検討の中で、道の駅関宿地域振興施設

につきましては国民宿舎とは設置目的が異なるため、関ロッジと切り離した運営形態とすることと

させていただきました。 

 また、国民宿舎関ロッジの管理につきましては、現在の経営形態を見直し、民間の能力を活用し

た指定管理者制度を導入することに伴い、道の駅関宿地域振興施設につきましても公の施設として

指定管理者制度を導入するため、今回、亀山市道の駅関宿地域振興施設条例を新しく制定させてい

ただくものでございます。地域振興施設につきましては、指定管理者による管理運営を主な内容と
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した条例でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 宮崎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 道の駅については、今までは関ロッジの一部、聞くところによると売店の一部やという考えだっ

たと思いますが、今回新しく地域振興施設条例ということで制定されるわけです。地域振興施設条

例というのは、いろいろ条例の中には書いてございます。休憩、憩いの場の提供、それから地域特

産品等の展示・販売、また地域情報と観光情報の発信等々項目が書いてございますが、これについ

ての考えはどのようにあるのか。例えば今までからやられておる食堂部門についてと売店部門、こ

れも一緒のようにやっていくのか。それから、ほかに例えば今もたまにはやられておる朝市と、こ

れは道の駅の経営の中でやっていくのか、確認したいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 この条例につきましては、今の建物の範囲、振興施設の建物を限定させていただいた管理という

ことで、食堂部門も含んだ管理を予定させていただいております。 

 それと、朝市、毎週日曜日、地域の皆さんで頑張っていただいて、非常ににぎわいを持ってやら

せていただいております。この朝市につきましては、その指定管理者の中で独自の企画、計画とい

うふうなものを今後立てていただく中に入れていただいて、それを管理運営の中へ組み込ませてい

ただくような考えでおります。 

○議長（小坂直親君） 

 宮崎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 そういういろいろな今までからもやっておる中でも、新しい指定管理者が考えるという、企画す

るということでございますが、そのほかに地域情報とか観光情報、こういうのも提供していくわけ

でございますが、指定管理者にして、これは経営の中で例えば１人は張りつけやんならんと思いま

す。最低でも張りつけやんならんと思います。指定管理の中でこれができていくのかどうか。物を

売る、食堂で食べていただくことについては利益がございますので、人件費は払えると。この部分

については市の援助、先ほどもちょっと触れましたが、指定管理料、ここは払わないということで

ございますが、そこらの絡みはいかがかなというふうに私思います。そういう絡みについて、考え

があったら聞かせていただきたいなと。 

○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 指定管理者に観光情報等さまざまな業務をということで、指定管理料は払わないがどうかという

ふうなことでございました。 

 これにつきましては、現在も現従業員でパンフレットの配布または案内等、例えば関宿の案内と

いうふうなものもやらせていただいて現在に至っておりますことから、指定管理者の業務の中に組
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み入れて進めさせていただきたいというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 宮崎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 ここは指定管理料はゼロですね。そうすると、地域の観光、地域情報を流すために、やはり市の

情報を発信する中で、そこらは市の業務の一環として私は何らかの形で支払うべきではないのかな

というふうに思いますが、そうやないと指定管理の中での事業運営が成り立っていくのかどうか。

指定管理料は払いません、ここでは。払いませんが、市の業務の一端を担ってくださいということ

だと思います。集客のためにはそれも必要だろうと思いますが、やはりそこらの分は考えてはいけ

ないのかどうかというふうに私は思っております。そういう中で、指定管理者の選定について、こ

の部門についても指定管理したのは何でなのかということで、再度確認したいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 道の駅をなぜ指定管理にというふうなご質問でございます。 

 現在、順調に経営はさせていただいております。ただ、先ほども申させていただいたように、新

名神の開通により利用客も減尐しております。そのようなことを含めて指定管理の目的でございま

す民間のノウハウ、また経費の節減を含めて施設を充実させていくという意味で指定管理者制度の

導入を決めさせていただいたものでございます。当然その中に今おっしゃってみえる観光、また地

域情報、そういうふうなものも含んで集客という意味でもやはりそれのことに関する事業について

は、指定管理者のほうでもやっていただくというふうなことを現在考えておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 宮崎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 その部分の答えは聞きましたが、私は逆に先ほど答弁の中に新名神ができて来客する方が減った

ということで、それじゃあ経営自体が大変やろうと。今までは関ロッジとの経営体の中でやってき

ておるので、その当時は、今もそうですが黒字であろうと理解しておりますけれども、これから減

りつつある中で指定管理をここはただ、ほかの部門は皆払う、道の駅だけはゼロですよということ

で、事業運営の中での利益で運営していけということと思いますけれども、答弁の中ではお客が減

るが利益がふえる、そういう考えがあるのか。私ちょっと理解に苦しむんですが、そこらいかがで

すか。 

○議長（小坂直親君） 

 答弁を求めます。 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 現状の中で、利用者数としては減っているというふうなことの中でお答えをさせていただきまし

た。それについては、指定管理者の導入によりましてさまざまな企画、運営を立案していただいて、

それを実行する。それによる集客というふうなものを期待しているところでございます。 
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○議長（小坂直親君） 

 宮崎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 私まだ十分ではないんですが時間がないので、後の方も詰めていただくと思います。 

 この部分については、さらに検討を要するというふうに私は思います。市長の全般両方の経営に

ついての考え、今までの考えから指定管理に移行していく考えを聞きたいと思いますが、市長の考

え。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 おはようございます。 

 宮崎議員のお尋ねでございますが、いずれも関ロッジ、それから道の駅関宿、公益的な性質を持

つ亀山市の地域資源の一つであろうというふうに思っております。従来から申し上げてまいりまし

たけれども、公が直営で管理をしていく、運営をしていくというのに一定の時代の役割は終わった

という中で、今後の持続性を考えますときに、この２つの施設をいかに有効に機能させていくのか

と。そういう中で、私は就任以来、従来のあり方検討会の検討経過、それから行政としましても経

営形態につきまして、事業運営手法について調査・検討させていただいてまいりました。同時に平

成２２年７月には議会の公営企業経営問題特別委員会からの調査・検討、提言をいただいておりま

す。こういう中で、おおむね直営からそれぞれ施設の性格が違いますので切り離して、より民間活

力をうまく活用しながら、今後もそれぞれの施設が亀山市として運用いただけるような環境をつく

っていこうという基本方針を持って今日まで準備をいたしてまいったところでございます。したが

いまして、今回条例の制定をお願いいたしておりますけれども、先ほどの指定管理料につきまして

もそれぞれの収益性の現状から想定をしました数字の中で、一方は関ロッジにつきましては上限が

４８０万と。これは上限でございますので、公募をかけた段階で企業がプロポーザルの提案をいた

だく一番ベストなところを選定させていただくというふうに考えておりますし、道の駅につきまし

ては現在も非常に収益性が確保されておりますので、より一層他の行政の観光の施策やこういうも

のとも連動させながら、民間のノウハウを導入していただいて、より効率的に運用いただけるもの

というふうに考えておるところでございます。いずれにいたしましても、指定管理者制度の導入は

この２つの施設を今後も持続させて機能させていくために選択肢として判断をさせていただいたと

いうものでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 宮崎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 市長の考えを聞かせていただきました。 

 次に、議案第４５号平成２４年度亀山市一般会計補正予算（第１号）について。 

 まず、第２款総務費、第１項総務管理費、指定管理者選定支援業務委託料２４万９,０００円は

なぜ一般会計なのか、お尋ねしたい。 

○議長（小坂直親君） 
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 答弁を求めます。 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 おはようございます。 

 亀山市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第４条第１項では、市長は前条の規定

による申請があったときは、申請者のうちから次の各号のいずれにも該当する団体で、当該公の施

設の指定管理者として最も適当であると認められた者を選定し、指定管理者に選定するものとする

と規定しております。指定管理者選定委員会における事務は市長の専任事項であるといったところ

から、一般会計において補正予算を計上いたしたところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 宮崎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 市長の専任事項であるので一般会計と、私はしかしこの国民宿舎関ロッジの経営の中での指定管

理者の選定ということでありますので、公営企業法によっての企業会計、国民宿舎の会計の中で選

定料を支払うべきではないのかというふうに私は思いますが、これ法的に見て、聞くところにより

ますと佐賀県の唐津市から導入されておるというふうにも聞いております。そういう全国的にもわ

ずか１市ぐらいのところでもあります。そこら辺の点はよう検討されたのかどうか。私は企業会計

で支払うべきではないのかというふうに思いますが、いかがですか。 

○議長（小坂直親君） 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 この指定管理者の選定における部分で、そういった例がないかということで調べてみまして、近

くのところについては既に一般会計で運用しているようなところもございましたので、先ほど議員

申されたような尐し遠くの部分の中ではそういった例があるといったことでございます。 

 それからもう１点は、公営企業法適用というようなことではございますが、今後において一般会

計に移行するというふうな部分もございまして、この部分については市長の専任事項というのは地

方自治法でいう市長の専任事項であるというふうなことで、庁内的に検討して一般会計において補

正予算を計上したということでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 宮崎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 わかりました。 

 それじゃあ次に、第１０款教育費、第５項社会教育費、地域の芸術環境づくり助成金６０万円、

どんなような事業なのか、お聞かせ願いたい。 

○議長（小坂直親君） 

 答弁を求めます。 

 最所文化部長。 

○文化部長（最所一子君登壇） 
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 この４月から文化部長を務めております。よろしくお願いいたします。 

 地域の芸術環境づくり助成金について、ご答弁申し上げます。 

 地域の芸術環境づくり助成金につきましては、財団法人自治総合センターが実施しておりますコ

ミュニティ助成事業の中の地域の芸術環境づくり助成事業に対して、昨年１２月に助成申請をいた

しておりましたところ、本年４月に交付決定を受理いたしましたので、予算計上をいたしたもので

ございます。地域の芸術環境づくり助成事業は、企画・制作能力の向上や公立文化施設の利活用の

推進を図るため、地域の文化会館等が企画・制作する音楽、演劇、ダンスなどの文化芸術事業のう

ち、地域交流プログラムに伴うものが対象となります。したがいまして、この事業の実施主体は指

定管理者である財団法人地域社会振興会でありますが、指定管理者からの申請は認められていない

ため、市から申請をいたしたところでございます。 

 なお、財団法人自治総合センターから市に交付された助成金につきましては、財団法人地域社会

振興会に地域の芸術環境づくり助成金としてそのままの額を交付し、シャンソンの楽しみ方ワーク

ショップ音楽会の開催経費の一部に充てるものでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 宮崎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 今後、亀山市の芸術の振興のためにもそういうものを使っていただいて、進めていただきたいと

いうふうに思います。 

 最後になりましたが、議案第５１号市道路線の変更についてでございます。新規事業の市道野村

布気線の起点の変更についてお尋ねするわけでございます。この事業につきましては、計画でいき

ますと既に完了しなければならない時期だと思うんですが、まだ事業に着手しようかという今の時

点だと思います。そういうような中で起点の変更はなぜなのか、まずお聞かせ願います。時間が尐

ないので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 答弁を求めます。 

 三谷建設部長。 

○建設部長（三谷久夫君登壇） 

 ４月より建設部長を拝命いたしております三谷でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 市道野村布気線でございますが、都市計画道路西丸関線のうち、約１,８００メーターの区間を

約９００メーターずつ役割分担をしまして、三重県としては県道亀山関線、亀山市としては市道野

村布気線として整備を進めているところでございます。 

 亀山市が受け持つ範囲の市道野村布気線でございますが、平成１８年度に市道認定を行い、現在

平成２６年度の完成を目指して進めております。当該路線の整備区間は平成１８年の市道認定当初

から変更しておらず、東側は県道白木西町線と国道１号線の交差点部分から、西側は市道落針道野

線の交差点部分までといたしております。しかし、市道認定の起点、東側でございますが、県道白

木西町線との交差部分、つまり総合環境センターの入り口の東付近からとしておりまして、市が行

う県道白木西町線の部分は県道のまま整備を行うことといたしておりました。しかしながら、今年

度から工事に着手するということもありまして、県と検討してまいった結果、市が整備する部分は
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市道区域として行うほうが事業が円滑に進むと、このような判断から起点を変更させていただくも

のでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 宮崎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 そういう事業の円滑ということです。私の思いは、あれは道路改良であろうというふうに思って

おります。その中で、当初からこの起点をなぜここにしなかったんか。当初から話が出ておったよ

うに聞いておりますが、なぜしなかったんかということで私は思っております。そういう中で、ど

のように考えておるのか。答弁だけそこをいただいて、自分の所管の委員会でございますので、委

員会でまた詰めさせていただきたいと思います。私も時間がございませんので、その考え方だけち

ょっとお聞かせ願いたい。 

○議長（小坂直親君） 

 三谷建設部長。 

○建設部長（三谷久夫君登壇） 

 当初から起点を今度変更するところにしておらなかったのはなぜかということでございますが、

当初県道がございましたもんで、県道から新しく分岐する部分というのが市道という考え方でさせ

ていただいておりました。今回は、県道の部分と市道の部分は分担してまいりますけれども、そう

いう形ができるということで事業を市のほうで主体的に進めようということで移させていただいた、

そういうものでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 宮崎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 考え方の違いかと私は思いますけれども、これについては先ほど申しましたように私の所管の委

員会でございます。委員会でしっかり詰めさせていただきたいと思います。 

 時間がございませんので、ここで終わりたいと思います。どうもありがとうございます。 

○議長（小坂直親君） 

 １４番 宮崎勝郎議員の質疑は終わりました。 

 １０分間休憩いたします。 

（午前１０時４７分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午前１０時５７分 再開） 

○議長（小坂直親君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、２１番 大井捷夫議員。 

○２１番（大井捷夫君登壇） 

 おはようございます。 

 ６月議会議案質疑の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 

 今回の議案３点ございます。議案第４０号亀山市国民宿舎関ロッジ条例の制定について及び議案
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第４１号亀山市道の駅関宿地域振興施設条例の制定についてと、さらに議案第４６号平成２４年度

亀山市国民宿舎事業会計補正予算（第１号）についてということで関連をしております。３項目に

ついて、それぞれ質問をさせていただきます。 

 朝から宮崎議員からも質問がございました。極力重複を避けて質問をさせていただきますので、

ご答弁のほどよろしくお願いをいたします。 

 まず、第１点目でございます。議案第４０号亀山市国民宿舎関ロッジ条例の制定についてであり

ます。そこで１点目は、今回の条例制定に至った経緯についてであります。関ロッジの進むべき姿

については、これまでさまざまな調査・研究が行われてまいりました。市ではあり方検討会、耐震

診断、運営手法を調査・検討、また私どもの議会では公営企業経営問題特別委員会を設置して、平

成２０年から２２年にかけて関ロッジ、医療センターを含む公営企業について２０回近く会議を持

って協議をして、関ロッジについては宿舎、交流、会議研修の３つの機能を確保する。施設の建て

かえ、改築は採算性を考慮し、専門知識を有する民間事業者等を含め検討すること。３つ目として、

経営形態については指定管理者制度を視野に入れて、公設公営から公設民営に向けて検討すること

という３つの提言をしてまいりました。これらを含めて市当局はいろいろな角度から検討を進めて

こられたと思います。その経緯について宮崎議員の答弁にもありましたけれども、重複する点もあ

りますけれども、再度ご答弁を願いたいというふうに思います。 

○議長（小坂直親君） 

 ２１番 大井捷夫議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 先ほども宮崎議員にご答弁はさせていただきましたとおり、平成１９年度におきまして亀山市国

民宿舎関ロッジあり方検討委員会及び耐震診断、それとあり方検討委員会からの提言、また２２年

度では運営手法検討調査業務結果を踏まえて、さまざまな検討をさせていただいております。さら

に先ほど議員からもご説明いただきました市議会の公営企業経営問題特別委員会からいただきまし

た３つの提言を尊重し、さまざまな角度から検討を重ねてまいったところでございます。その結果、

公設公営に限界があると判断し、民間活力の導入による新たな経営形態への移行を図ることから、

今議会に亀山市国民宿舎関ロッジ条例の制定について上程させていただき、関ロッジを公の施設と

して指定管理による管理運営にしようとするものでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 大井議員。 

○２１番（大井捷夫君登壇） 

 ありがとうございます。 

 そこで、市長にお尋ねをしたいと思います。 

 今回の提案は、指定管理者を提案する前にやるべきことがあったんではないのか。市民からも非

常に厳しいコメントをいただいております。そういう点では、市長のマニフェストにあります元気

のカタチの中の関宿への観光入込数２０万人の突破を目指す。若者、女性、団塊世代の起業家を支

援するという中で、関ロッジの再生構想を策定するということもはっきり明言されております。市

長のマニフェスト７つのカタチの中で、それぞれ着々と進めていただいていることもたくさんあり
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ますけど、この６つのカタチ、元気のカタチについて、この問題については一度総括をして市民に

お知らせをするといいますか報告をするというステップが必要ではなかったのかなという思いがご

ざいます。その点、市長のご所見をお願いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 答弁を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 大井議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 この関ロッジの今後のあり方につきましては、今ご指摘をいただいたように、今日まで行政のレ

ベルにおいて、あるいは議会の皆様からもいろんな調査・検討をいただいて提言をちょうだいいた

しました。これらの調査・検討を行って、ちょうど本年の３月の定例議会で今後の後期基本計画の

中へ、そして民間活力の導入も含めたあり方につきまして、考え方を整理させていただいて、お示

しをさせていただいたところでございます。それを踏まえて、今回条例制定及び関連予算をお願い

しておるところでございますが、総括をということでございましたので、尐し触れさせていただき

たいと思っておりますが、これは議会の皆様方も共通の思いの中で共有させていただいておると思

っておりますが、昭和４０年代の国民宿舎を取り巻くニーズ、あるいは今日の観光客のニーズの変

化、こういう中で私どもは検討結果を踏まえ、直営による経営は一定の役割を終えたというふうに

判断をさせていただいたところでございます。そういう中で、これも尐し触れていただきましたが、

今後の取り組みとして単に関ロッジだけの問題ではなくて、さまざまな施策と連動させることが大

変重要であるというふうに認識をさせていただいておるところでございまして、関宿全体のまちづ

くり、とりわけ今日までも進めてきております伝建地区、あるいは歴史的風致維持向上計画、さら

に関宿にぎわいづくりのさまざまなプログラム、こういうものとシティプロモーションも今一生懸

命やり方も含めて研究をしておるところでありますが、こういうものが一体的にうまく関連づけて、

より質を上げていくことが大事であるというふうに考えております。それらが今後の本市の元気に

つながったり、あるいは関宿を核とした観光につながったり、そのように認識をいたしておるとこ

ろでございまして、そういう背景をもって今回指定管理者制度の導入によって民間の活力を入れて

いくと。そして、官民共同で、官民一体で本市の今後のまちづくりに生かしていくと、こういう思

いで今後も取り組んでまいりたいというふうに思っておるところであります。 

○議長（小坂直親君） 

 大井議員。 

○２１番（大井捷夫君登壇） 

 市長も言っていますが、マニフェストといいますのはやはり公約、約束であります。これを一つ

一つ確実に形にしていくということだと思います。この提唱者の北川元知事が言いますのは、やは

り洞察と実行だというふうに彼も言っております。どうか櫻井市長みずからも現場へも出向いて、

いろんなノウハウを持った市民の方がたくさんいると思います。そういう力も十分発揮してもらい

たい。発揮してもらえるような、そういう土壌づくりもしてもらいたいというふうに思います。ま

た、指定管理者に一たんしてしまうと、いかに亀山市がどう介入していくかというのは非常に難し

い点があろうかなと、そんなことを危惧しておりますので、これはまたいろいろと、私も総務委員
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会に所属しておりますので、この常任委員会でも分科会でもしっかりやりたいなというふうに思っ

ております。 

 次に２点目は、亀山市国民宿舎事業の設置に関する条例が既に存在をしております。これを改正

という形ではなくて、今回指定管理者導入を目指すための条例制定を出されてきました。ですので、

従来ある条例を廃止するという手続が一つ抜けているんじゃないかなという気がしますので、この

点について条例を提案された根拠と理由をお聞かせください。 

○議長（小坂直親君） 

 答弁を求めます。 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 現行の亀山市国民宿舎事業設置に関する条例につきましては、地方公営企業法に基づく事業設置

のための条例でございます。一方、今回提案させていただいております亀山市国民宿舎関ロッジ条

例は、指定管理者を導入するため制定するものであり、地方自治法の規定に基づき、公の施設とし

て管理することの内容としているところでございます。このように根拠法令や条例の内容が異なる

ことから、現行条例を改正するのではなく、新しく新規制定とさせていただくところでございます。

また、廃止につきましては、附則の中で記載させていただいております。 

○議長（小坂直親君） 

 大井議員。 

○２１番（大井捷夫君登壇） 

 ありがとうございます。 

 新しい条例に対しましての附則事項として提案させていただいて、新たに条例を制定するという

ふうに理解をさせていただきました。 

 次に３点目、指定管理者制度導入に際して、まず小さく１点目は、関ロッジが正規職員４名、臨

時職員十数名の方を抱えてみえると思います。指定管理になった場合にその処遇、これをどうされ

るのか、お聞かせください。 

○議長（小坂直親君） 

 答弁を求めます。 

 広森総務部長。 

○総務部長（広森 繁君登壇） 

 現在、関ロッジには支配人を含めまして正規職員４名が配属をされております。平成２５年７月、

来年でございますが、関ロッジの経営が指定管理者制度に移行されれば、当然職員は市のほかの部

署に人事異動といったことになってまいります。ただし、スムーズに指定管理者制度に移行するた

め、平成２５年度は最低１人の関ロッジ担当職員が必要であるというふうに認識はいたしていると

ころでございます。あと臨時職員につきましては、関支所長のほうよりご答弁を申し上げます。 

○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 臨時雇用職員の処遇につきましては、指定管理者に対し、引き続き雇用の希望のある職員を積極
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的に雇用するよう仕様書等で明記し、雇用の機会を失わないように努めてまいりたいと考えており

ます。 

○議長（小坂直親君） 

 大井議員。 

○２１番（大井捷夫君登壇） 

 それで、１点目、再確認の意味の質問をさせていただきます。 

 指定管理者制度にスムーズに移行させて、かつその後の関ロッジの窓口となるような職員をどこ

かの部署に配置する必要があると考えます。どこの部署が窓口になるのか、決定しているのか、お

聞かせください。 

○議長（小坂直親君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（広森 繁君登壇） 

 指定管理者制度にスムーズに移行させていくためには、関ロッジの担当職員が必要ということで

先ほどご答弁をさせていただきました。こうした指定管理者との窓口となる職員につきましては、

公の施設にかかわってまいりますので、公の施設として管理を行う部署に配置する必要がございま

す。現在のところ、まだ所管をする部署は決定いたしておりませんが、早急に庁内で協議を行いま

して、決定次第お示しをさせていただきたいというふうに考えてございます。 

○議長（小坂直親君） 

 大井議員。 

○２１番（大井捷夫君登壇） 

 ありがとうございます。 

 あわせてこの人件費につきましては、現在、関ロッジ企業会計として処理をされております。異

動によって企業会計から支出はならないと思いますが、これはどのように扱っていかれるのかをお

聞かせください。 

○議長（小坂直親君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（広森 繁君登壇） 

 ２５年の７月には関ロッジ会計は廃止となりますので、人件費につきましては関ロッジ会計以外

の一般会計等で負担をすることになってまいります。 

○議長（小坂直親君） 

 大井議員。 

○２１番（大井捷夫君登壇） 

 次に、小さく２点目でございます。指定管理者契約についてであります。 

 指定管理者については、これから公募により決定をされることと思います。決定後、どのような

契約を交わされるのか、その内容についてお聞かせください。 

○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 
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 指定管理者の契約につきましては、指定管理期間全体にわたる基本協定と、年度ごとに結ぶ年度

協定を定め、協定書を締結することとなります。その協定書は公募要領並びに仕様書に基づく参入

事業者による事業計画を含め、これから行う関ロッジの運営及び施設管理について指定管理者が行

う業務について定めたものでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 大井議員。 

○２１番（大井捷夫君登壇） 

 契約を交わされた後、その管理期間中に何らかの理由によって指定管理者が管理運営ができなく

なった場合、あるいは撤退されるというような事態になった場合は、どのように対応されるのかを

お聞かせください。 

○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 指定管理者の選定に当たりましては、十分審査を行う予定とするものでございます。そのような

不測の事態はないものと考えているところでございます。しかし、万が一そのような事態が生じた

場合、指定管理者と交わす協定書の中で対応していくもので、市に不利益が生じた場合は損害賠償

等を求めていくものと考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 大井議員。 

○２１番（大井捷夫君登壇） 

 この契約の一連の中で、もう１点確認をさせてください。 

 什器類、ワゴン車、バスとか、あるいは備品、テレビ等も新しく購入される。これらについての

指定管理者への貸与はどのようにされるか。無償なのか、有償なのか、その辺のところもあわせて

どういう考えであるのかをお聞かせください。 

○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 先ほどのマイクロバスや備えつけの備品等の件でございますけれども、備品またはマイクロバス

等につきましては、無償で貸与させていただきます。ただ、その維持経費に関しましては指定管理

者の費用とさせていただきます。 

○議長（小坂直親君） 

 大井議員。 

○２１番（大井捷夫君登壇） 

 次に、小さく３点目でございます。耐震補強についてであります。 

 指定管理者制度導入に際しまして、耐震補強を計画されております。以前にＳＲＦ工法とかこう

いう工法も決められておるようでございます。この耐震補強が指定管理者に移行するまでに工期的

に間に合うものなのか、その辺のところ、建物の改修も含めて、宮崎議員のほうにも答弁がありま

したように、トイレ、大浴場等の改修も含めてどういうふうに進められるのかをお聞かせください。 
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○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 関ロッジにつきましては、平成１９年度実施しました耐震診断におきまして、耐震強度不足と診

断されたところでございます。本年度、実施設計を行い、平成２５年４月から６月の３カ月間をか

けまして耐震補強工事を行うものでございます。 

 ＳＲＦ工法とはどういうものかというふうなこともお尋ねいただいております。この工法につき

ましては、ポリエステル製の化学繊維を包帯状に編み込んだもので、現状の柱や壁に接着剤で巻い

て行う、または張っていくという工法で、従来のブレスやコンクリート圧を補強することなく、大

きく改変しなくてもよいＳＲＦ工法を現在予定させていただいております。なお、安価にできるこ

と、工事の短縮ができることなど、さきの東日本大震災においても実績を残しているものでござい

ます。それと本年度、実施設計を行います関係において、第三者機関において耐震補強に対する判

定会を開催していただき、安全性についても確認する予定としております。あわせまして施設のリ

ニューアルにつきましては、宮崎議員のほうにも答弁させていただきました共用のトイレや大浴場

を中心に施設の改修を行いたいというふうな予定でおります。 

○議長（小坂直親君） 

 大井議員。 

○２１番（大井捷夫君登壇） 

 ありがとうございました。 

 次に、小さく４点目でございます。公募として広くノウハウを持った民間事業者の参入が必要と

思います。公募をどのような範囲まで広げるのか。今の関ロッジをソフトでどこまで変革できるの

か、期待するものでございますが、公募によって民間事業者のいろいろな企画と効率的な運営の中、

関宿を盛り上げるために指定管理者となってもらう団体の力量が求められるというふうに思います。

どのように公募を呼びかけていくのか、お聞かせください。 

○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 公募につきましては、さまざまな機会をとらまえて情報提供をさせていただきます。それと、市

のホームページに掲載するなどを現在計画しております。その中で、参入意欲のある事業者から提

案をされた管理運営に関する企画や計画書及び事業者の実績や経営基盤など、亀山市指定管理者選

定委員会において審査し選定するものとしております。 

○議長（小坂直親君） 

 大井議員。 

○２１番（大井捷夫君登壇） 

 最後に５点目でございます。民間事業者の参入の見通しについてでございます。 

 今回、指定管理者制度を前提として条例制定を行おうとしているものであります。条例制定や債

務負担等を講じたが、受ける民間事業者の参入の見込みが現時点で、宮崎議員の答弁でもありまし

たけれども、３社ということは聞いておりますけれども、再度確固たる見込みのほうをお聞かせ願
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いたい。 

○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 宮崎議員にもお答えしました。現在、複数の事業者から関ロッジの指定管理についての問い合わ

せがございます。前向きに検討していただいているものと考えているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 大井議員。 

○２１番（大井捷夫君登壇） 

 ありがとうございます。 

 今、全国的に見まして、国民宿舎がバブルの時期から比較しますと、４００あったものが今は１

２０まで減っているというような現状だというふうに聞いております。亀山市内のビジネスホテル

の立地条件などを考慮しますと、民間活力を導入して関宿観光と合わせて関ロッジの再生を図ると

いう今回の提案は、今の時期としてはやむを得ない対策でないかなという気はしております。昭和

４２年の１２月にオープン以来、関のシンボルとして愛され親しまれてきた関ロッジが今後も市民

の皆様、市外からお越しの方々に今まで以上に利用される施設として末永く存続するために、利益

追求の企業だけではなくて、経営者の顔が見える市民に親しまれるような方に指定管理者になって

ほしいということを希望をするところでございます。指定管理者が経営することになって、利用者

の苦情などの対応窓口を担当する部署を市役所内に置いて、明確にしていただいて、市として責任

を持った体制をつくっていく必要があると考えます。今後、市長として指定管理者、市の関係につ

いて、この責任ある窓口、苦情処理等も含めた体制をどのように構築していくのか、市長、ご答弁

願いたい。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 今、議員お触れいただいたように、今回の民間活力導入による関ロッジの今後の魅力ある運営、

効率的な運営に向けて最善の体制で臨んでいきたいというふうに思っておりますし、先ほど総務部

長が答弁をさせていただきましたけれども、今後スムーズに移行させ、また関ロッジが機能してい

くためにも、関ロッジ担当職員が必要であるという考え方をお示しさせていただきました。したが

いまして、今後、現時点では決定しておりませんけれども、その組織あるいは所管する部署につい

てしっかり見きわめをさせていただいて、決定をしていきたいと。その上で関ロッジがスムーズに

民間へ移行ができて、連携ができるように、そういう視点から万全を期していきたいというふうに

現時点で考えておるところであります。 

○議長（小坂直親君） 

 大井議員。 

○２１番（大井捷夫君登壇） 

 ありがとうございます。 

 冒頭にも申し上げましたけれども、一たん指定管理者に移行するということになれば、なかなか
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行政側から、市長のほうからいろいろと意見を申し上げるような機会が尐なくなると思います。そ

の点、関係を密接にとっていただいて、いろいろ情報交換もして指定管理者がさらなる経営に寄与

していただくことをひとつ行政側からも後押しをしていただきたいということを希望しておきたい

というふうに思います。 

 次に大きく２点目でございます。議案第４１号亀山市道の駅関宿地域振興施設条例の制定につい

てであります。 

 道の駅関宿は、現在、関ロッジの一部門としております。今回、関ロッジから切り離して、新た

に運営管理を行うものとしているということでございます。そのために道の駅関宿地域振興施設条

例を制定するものでございます。 

 まず小さく１点目は、議案第４０号の関ロッジと本条例４１号との施行期日が異なります。その

理由についてお聞かせください。 

○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 亀山市国民宿舎関ロッジ条例と道の駅関宿地域振興施設条例の施行日が異なることについてでご

ざいます。 

 平成２５年度に行います改修工事の工事期間の違いによるものでございます。関ロッジにつきま

しては、平成２５年４月から６月までの３カ月間を要して耐震補強あるいは施設改修を行い、７月

から指定管理者による管理運営を予定していることから、亀山市国民宿舎関ロッジ条例の施行期日

を平成２５年７月１日とさせていただいたところでございます。 

 一方、道の駅関宿地域振興施設につきましては、平成１２年建築と建物も新しいことから平成２

５年４月に施設改修を行い、５月から指定管理者による管理運営を予定しているところでございま

す。このことからおのおのの施行期日が異なるという結果になったものでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 大井議員。 

○２１番（大井捷夫君登壇） 

 ありがとうございます。 

 次に、２点目でございます。指定管理者制度を導入するための条例として個別に公募するという

提案でございます。関ロッジと道の駅を個々に公募するということでございますけれども、その理

由、ねらいについてお聞かせください。 

○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 先ほどもご答弁をさせていただきましたように、施設の設置目的が異なることから、関ロッジと

道の駅を個々に事業として成り立たせ、指定管理者を募集するようなこととしたものでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 大井議員。 

○２１番（大井捷夫君登壇） 
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 個別にということではありますけれども、入札の意向、動向によっては両施設とも１社になると

いう可能性はなきにしもあらずではないのかなというふうに思っておりますけれども、それは公募

の状況を見ていろいろと議論していただきたいというふうに思っております。 

 次に大きく３点目で、議案第４６号でございます。亀山市国民宿舎事業会計補正予算（第１号）

についてでございますが、小さく１点目は債務負担行為限度額として２,２８０万を計上されてお

ります。年度末内訳を２５年度から２９年度までの５カ年間ということでございます。この件につ

きましては、宮崎議員の質問からもありましたように、初年度は３６０万で、２６年から２９年ま

では４８０万ということでございますが、この額の決定の算出根拠が答弁によりますと、いわゆる

プロポーザルといいますかそこの意見を拝聴して限度額が４８０万というふうにお聞きをしました

が、これは契約動向によってはこの限度額が下がるということもあり得るのか、確認をさせてくだ

さい。 

○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 この４８０万円につきましては、あくまでも限度額としての上限額でございます。そのことから

公募参入していただいた業者から事業計画等提案の中で、指定管理料につきましても明記があると

いうふうに考えております。その結果によりますが、その可能性ということもあるように考えてお

ります。 

○議長（小坂直親君） 

 大井議員。 

○２１番（大井捷夫君登壇） 

 ありがとうございます。 

 最後に、開設をして４２年から平成１９年までは黒字であったというふうに伺っております。２

０年度が約１,２００万、２１年度が約１,７００万、２２年度が約２,０００万という赤字という

ことで、この３年間赤字が続いて留保資金も目減りの一途をたどっております。これにつきまして

は、減価償却を除くキャッシュでの赤字はどのようなものなのか、お示しを願いたいというふうに

思います。 

○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 議員申されました平成２０年度１,２００万、平成２１年度１,７００万、２２年度２,０００万

というふうな額につきましては、減価償却を含んだものでございます。そのことから減価償却を除

きますと、２２年度において約８５０万円程度になるものでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 大井議員。 

○２１番（大井捷夫君登壇） 

 時間も迫ってきました。いろいろと質問させていただきました。この案件、３点につきましては、

冒頭も申し上げましたように総務の分科会でも十分議論し、私もその委員の一人でございますので、
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やらせていただきたいというふうに思っております。どうか指定管理者に移行するに当たりまして、

官から民へ移したからすべてこれで任せ切りということにならないように、櫻井市長のほうへも強

く要望しておきたいという旨を申し上げて、私の質問は終わらせていただきます。ありがとうござ

いました。 

○議長（小坂直親君） 

 ２１番 大井捷夫議員の質疑は終わりました。 

 質疑の途中ですが、午後１時まで休憩いたします。 

（午前１１時３９分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（小坂直親君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、２０番 竹井道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 それでは、通告に従いまして議案質疑をさせていただきます。答弁につきましてもよろしくお願

いをします。 

 最初に、議案第４０号亀山市国民宿舎関ロッジ条例の制定について、２点質問させていただきま

す。 

 最初に、なぜ条例を制定するのかについてお尋ねいたします。午前中もさまざまな議論がござい

ましたが、今回の条例の制定と改廃では指定管理者の制度の導入と。指定管理者を公募するため条

例を制定するとしております。私も３月定例会の予算質疑で指定管理者については確認をいたしま

した。改めて条例制定に係る指定管理者制度の導入の背景について確認をさせていただきます。 

○議長（小坂直親君） 

 ２０番 竹井道男議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 条例を制定するに至ってということでございますけれども、近年の国民宿舎関ロッジの営業につ

きましては、利用者のニーズの多様化、施設の老朽化など、平成１７年度をピークに利用者の減尐

があり、それに伴い平成１９年度からは赤字経営となってまいりました。このような状況下、一般

会計からの繰り入れもなく、独立採算制を確保してまいりました。今後においても厳しい経済情勢

のもと、このままでは内部留保資金の枯渇も予想されることなど、また市のほうではあり方検討委

員会、また議会のほうでは特別委員会等開催していただき、さまざまなことから検討してまいり、

直営による経営は難しい、困難であると判断させていただきまして、今回このような条例の制定を

させていただくことになったということでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 竹井議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 平成１９年から赤字基調になってきたというふうな話でした。確かに２２年の決算の質疑でも、
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２１、２２、２カ年連続で純損失を計上してきたと。これまでは道の駅と関ロッジをくっつけて、

それぞれ補完し合うというか、その中で黒字基調というものであったのが、道の駅自体も経営的に

厳しくなった。多分道の駅自体も赤字になってきた。そうなると、経営基盤である２つの事業を合

体して、それぞれが経営をしていくという私は基盤自体も尐しおかしくなってきた。そのことが昨

年の決算の質疑の内容だったと思います。当時の答弁でも、現在の内部留保資金の活用によって３

年程度は経営は確認できるけれども、その先は内部留保を削っていくんだというふうな話だったと

思います。やはり私は今回の指定管理者の制度の手続の話ではなくて、まず関ロッジ自体が今後継

続していけるのかどうか、その辺の判断がまず一番重要であって、それを受けてじゃあ直営なのか、

民営なのかという議論に至ったんだろうと思うんですよね。私はそういう説明が尐し足りないんじ

ゃないかというふうな気がして、改めて背景について確認をさせてもらいました。このまま経営を

続けていけば一般会計からの投入という議論に入ってしまうと。私はやっぱり公金投入は避けるべ

きという立場でありますので、これは水道のときでも随分議論して、やはり公営企業会計の持つ特

性から言って、公金投入というのは非常に難しいというふうな判断をしておりますので、そういう

意味からいけば今回の民間活力導入のために指定管理者になったということは確認をさせていただ

きます。 

 それから、施行日時について、２５年７月１日というふうになっています。１年後のことを今提

案をされておりますけれども、なぜ１年後の施行日のものを現段階で制定をするのか、あわせて確

認をさせていただきます。 

○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 施行日時につきましては、平成２５年７月１日、１年後の時期になるわけでございますけれども、

国民宿舎関ロッジの経営形態については、指定管理者制度を予定しておりますことから、管理運営

を指定管理者に行わせるための必要な準備は相当期間必要と考えております。このことから、条例

に基づく指定管理者の公募を行うため、今回この時期に提案を行ったものでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 竹井議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 ちょっとわかりづらい。要するに指定管理者を公募するための手続として現段階で条例がなきゃ

ならないと。ただし、その施行が来年になるという。もう一度そこら辺のところは重要なんで、別

に来年の４月にとか、来年の今の時期に出せばいいじゃないかというふうな印象を持つんですが、

なぜ指定管理者公募のために今の段階で来年の手続の議決をしなければならないのか、もう一度説

明をしてほしいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 議員おっしゃるとおり、本条例に基づいて指定管理者の公募等の手続的な事務を進めるため、本

議会において上程させていただいているものでございます。 
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○議長（小坂直親君） 

 竹井議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 指定管理者を導入する上で担保する条例というふうなことで理解をさせていただきます。 

 それでは、次に現条例との違いについて、尐し確認をさせてほしいと思います。 

 現在は亀山市国民宿舎事業の設置に関する条例というのがございまして、ここに今回の国民宿舎

関ロッジ条例との比較をしますと、第３条の経営の基本、第４条の重要な資産の取得及び処分、第

５条の議会の同意を要する賠償責任の免除、第６条には議会の議決を要する負担つきの寄附の受領

等、第７条には業務状況説明書類の作成というのがありますが、これが全部なくなっていると。多

分これは今までの答弁を聞いておりますと、公営企業から外れるんだみたいなことはおっしゃって

いますので、それが必要でないということかもしれませんが、私は特に３条、経営の基本、読みま

すと、国民宿舎事業は常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を

増進するように運営されなければならない、こういうふうに書いてあるわけです。まさしく国民宿

舎の事業自体の目的がここに記載されておるんですが、今回の条例には全くそういうものが記載は

されておりませんが、その扱いについて確認をさせていただきます。 

○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 現条例の第３条、公共の福祉に関することにつきましては、新たに制定する本条例は地方自治法

の一部改正に伴い、公の施設の管理について指定管理者制度を導入することからこの条例を制定す

るものでございます。このようなことから公の施設として公共の福祉に寄与するものと考えている

ところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 竹井議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 尐しそこが解釈が違うというか、関ロッジ自体は残っているんですね、公の施設として残すんで

すよね。その関ロッジを運営する上で最大の基本である、経済性とかは企業会計の絡みですけれど

も、公共の福祉の増進というのがきっちりうたってあるわけですね。今回の条例については、４月

１６日に総務委員会協議会でも指定管理者制度の導入の中身について説明の資料がありました。そ

れを見せていただきますと、地方自治法とおっしゃいましたけれども、地方自治法第２４４条第２

項と第３項については触れてある。これは利用制限みたいなところとか、不利益な行為だと思うん

です。私が今言っているのは、第２４４条１項のことを言っているんです。それであれば今の答弁

がもし正とすれば、なぜ１６日の開催のときの説明に第２４４条１項が入れてなかったのか。担当

からすれば当然のことかもしれませんが、審議をする議会にとってみると、２項、３項については

そういうことなんだと、指定管理者にそういうことは遵守させるんだなということはわかりますけ

れども、関ロッジ自体がなくなるわけではなくて、管理が直営から民間になると。経営の基本であ

る、いわゆる公共の福祉を増進するということは、どこかできっちり抑えて、そのことが指定管理

者にきっちり守っていただくというか、要するに自由な経営はできませんよと、あくまでも公共の
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福祉の増進に寄与するんだということを指定管理者にやはり確認してもらう。それがこの条例の持

つ意味でもあるかなというふうに思ってずっと読ませていただいたんですが、ない。４月１６日の

説明では、２項、３項は今の条例でも触れてありますけれども、それだけが議論として上がってき

たと。いま一度、この国民宿舎事業の経営の基本部分である今の３条の部分、こういう表現という

か考え方が今回指定管理者を審査する上で、指定管理者にそこがきっちりわかってもらえるのかど

うか、もう一度確認をさせていただきます。 

○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 公共の福祉ということでございますけれども、やはり公の施設としての責務というふうなことで

私どもは考えており、また指定管理者への公募要領、または仕様書の中でその意味というふうなも

のを明確にして、公募をさせていただきたいと考えているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 竹井議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 そうすると、今の条例上の判断では、公共の福祉を増進するというのは十分理解できるというふ

うなことでいいのかどうか。私はどう読んでも条例上で読み切れないと。あくまでももう１項用意

して、それが地方自治法になるんでしょうけど、それになると。そういう２本立てになるのか。私

はこの条例で読み切れないんで、その部分についてもう一度間違いなく指定管理者との間では確認

ができるのかどうか、契約書や仕様書だけでできるのか、もう一度確認をしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 指定管理者には地方公共団体の代行という意味で、当然要領または仕様書の中でそのような内容

について明記して、意思疎通を図ってまいりたいと考えておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 竹井議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 細かい議論はまた総務委員会であると思いますので、一応私としてはその部分が若干問題提起と

してお話をしておきたいと思います。 

 次に２点目に、現在の条例、亀山市国民宿舎事業の設置等に関する条例の扱いについてお尋ねを

いたします。 

 この条例につきましては、今回提案されております条例の制定にあわせて附則において廃止をす

るというふうになっております。指定管理者のスケジュールについては、これもご答弁でございま

したが、８月に公募をされ、１２月までに選定をするスケジュール、そのことを是として実施設計

や改造に入ると。その日程を追いかけると７月１日というふうになると思います。これはあくまで

も指定管理者がうまくいったというケースですけれども、これもしおくれた場合、一月おくれれば

一月おくれるんで、当然３月の質問でも指定管理者が決まってから改装についての詳細を詰めると
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いうふうな答弁でしたので、指定管理者が見つからないと工事に入れないという状況ですので、も

しこれがおくれた場合、７月１日に施行する条例、それからそのときに廃止する現条例の扱いはど

うなるのか、確認をさせていただきます。 

○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 指定管理者制度につきましては、本議会で上程させていただいており、条例及び補正予算をお認

めいただいた後、議員のご指摘のとおりの予定を現在進めていこうとしているところでございます。

このように万全を尽くしてまいりたいと、不測の事態はないものと考えているところでございます。

しかし、万が一不測の事態により平成２５年７月からの施行ができない事態となれば、条例の施行

日については、改めて検討するものと考えているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 竹井議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 これも公募して、今の経営状況を見てやるわけですので、相当慎重にお願いをいたしたいという

ふうに思います。 

 ２点目に、そういうおくれた場合は、また何らかの形で議会のほうにも話があるのかもしれませ

んが、あとこれも答弁でいろいろ出ておりますが、今回廃止をする意味について確認をしたいと思

うんです。現条例の第１条第２項には、地方公営企業法第２条第３項の規定に基づき、国民宿舎事

業に法の財務規定等を適用するという部分が入っているんです。当然今回はそれが外れています。

この意味、今まで多分答弁の中で一般会計という言葉が出ておりますけれども、改めて第１条第２

項に地方公営企業法の部分が削られている意味、現在の企業会計の扱いは今回の新しい条例ができ

たときにどうなるのか、確認をさせていただきます。 

○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 今回、条例制定は指定管理者制度導入を目指したもので、指定管理者による管理運営を開始する

平成２５年７月１日をもって現条例は廃止とさせていただくこととなります。このことで、現在の

公営企業会計による運営は完了することとなり、したがいましてその後は一般会計に引き継ぐこと

を検討しているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 竹井議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 今制定をしようとする条例が指定管理者の設置のために条例をつくるんだと。その結果、古いほ

うはなくすよ、公営企業会計から一般会計に移るというふうな話でしたけど、多分ここの部分ほと

んどわかっていないというか、条例がなくなることによってそれは自動的に企業会計を抜いたんだ

からなくなるよという答弁だと思うんですけど、私はその辺がもう尐し議会の事前の中で説明があ

ってよかったんじゃないか。ちょっとこの後の予算とも絡みますので、そこでもう一度言いますけ
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れども、私はこの部分も簡単に議論していいものかどうかという懸念は持っております。ただ、提

案されてないんで、明確にね。多分来年でしょう、提案されるのは。公営企業会計のまま走ったほ

うがいいのか、一般会計に変化させるのがいいのか、そこは十分議論した上でやるべきことで、で

もこれ条例を認めれば自動的にそうなるという、非常にその辺は私は説明不足の感があるというこ

とだけ申し述べて、次に入らせていただきます。 

 次に、議案第４６号平成２４年度亀山市国民宿舎事業会計補正予算（第１号）について、３点質

疑をさせていただきます。 

 最初に、指定管理料の考え方についてお尋ねいたします。これも５月１６日、総務委員会協議会

でも説明があったと聞いております。その資料も見せていただきました。３月の定例会の予算質疑

でも私質問させていただいて、今回の指定管理制度はこれまで市の直営であった、要するに市の行

政財産みたいなものの指定管理とは違うんだと。公営企業会計における指定管理の導入というもの

はやはり違うのではないかというふうな質問をさせていただきました。ただ、使用料収入で経営を

任すものというふうに私は考えておりましたので、そういう意味からいくとこの指定管理料の必要

性について、これもさまざまな答弁ございましたが、いま一度指定管理料が本当に必要なのかどう

か、本当にそう思われているのか。まずその必要性について確認をさせていただきます。 

○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 民間活力の導入に向けた平成２２年度亀山市国民宿舎の運営手法検討調査において、民間事業者

からヒアリングを実施したところ、現状の収益状況から参入するのであれば指定管理料を含めた施

設のリニューアル等さまざまな条件により検討するという意見が複数の事業者からあったことから、

今回、指定管理料の計上をさせていただいたところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 竹井議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 当然ヒアリングをすれば今の経営状況を見れば、今のままでは難しいというふうになるんでしょ

うけど、何か答弁がわかりにくい。要は赤字補てんの意味合いなのかどうか。今でも総額で年間で

２,０００万近い赤字が出ているわけですけれども、今の担当分としてはこのままの状況で渡して

も来ないだろうと。だから、赤字補てんの意味合いで出されるのか。その積算根拠ですね。年間４

８０万というのはわかったんですけど、４８０万の内訳というのか、何が根拠になって月４０万み

たいな数字になるのか。尐しその説明が午前中でもなかったように思いますが、改めてどんなもの

でそんな額になってくるのか、どんな意味合いなのか、改めて確認をさせていただきます。 

○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 指定管理料の根拠というふうなことでございますけれども、指定管理料につきましては平成２２

年度決算をもって算出をさせていただいております。これは民間事業者のヒアリングの結果、５年

間の指定管理期間において指定管理者のノウハウ、創意工夫により経費の節減及び増収が期待でき
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ることから、平成２２年度決算をもとに市直営での５年間の収支額と比較して、民間事業者では収

益が約２％増、経費については１％減という見込みの中から今回この指定管理料４８０万円を算出

させていただいたところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 竹井議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 ２２年度の決算をもとに指定管理者制度を指定するメリットとして考えられたのが収入の２％増、

経費の１％減、その辺から算出されたということで、それは確認をさせていただきます。 

 次に、これも議論ございましたが、経営のいかんにかかわらず額は担保するのかという問題、例

えばそういう根拠のもとに最大月４０万円、年間４８０万という額が今回債務負担行為で出ている

んですが、黒字化した場合の話は午前中にも質問ございました。逆に赤字になるケースだってない

ことはないと。そうすると、赤字になろうが黒字になろうが指定管理者と決めた額、例えば今です

と最大４０万ですけど、この額をずっと５年間担保していくのかどうか、まずそこを確認させてい

ただきます。 

○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 債務負担に定める指定管理料は限度額として定めたものでございます。公募により指定管理者が

希望される指定管理料につきましては、限度額以下も提案されることと考えております。それにお

きまして、４０万という今のご質問でございますけれども、指定管理期間中の事業収支のいかんに

かかわらず変更することはないものと考えているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 竹井議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 経営のいかんにかかわらず最大４０万は担保していくんだと。ただ、それも公募の段階で指定管

理者との契約の中で数字が変わるのかもしれませんが、決めた額で５年間走るということで確認さ

せてもらいました。 

 ただ、私が若干疑問に思うのは、直営が限界を迎えたというのは、今の経営手法ではもう限度が

あると。そこに民間のさまざまな知恵を入れて、そういうものを活用して民間活力ということで指

定管理者を入れようとされているんです。そうすると、２,０００万って大きな赤字かもしれませ

んけれども、さまざまな手法によってそこは解消できると踏めば、当然指定管理者が来るわけです

ので、それが４０万、年間４８０万あげるんでどうですかという、それだと私は指定管理者自体の

経営意欲というか経営努力というものが、尐なくとも月４０万の黒字はあるわけですよね、そこだ

け担保されてしまっている、マックス。そのことも含めて私は指定管理者の企業努力に期待をして

今回指定管理を求めようとしているわけだから、まずそこでやってみるべきではなかったのかなと

いう。そこによってゼロであれば、また次を考える。こういう言い方はおかしいかもしれませんけ

ど、そうしないと最初から４０万の努力というものはこちらからあげますよということになると、

経営改善をして、関ロッジの特性や特徴を生かして、新しい集客になるような知恵が絞り切れるの
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だろうかと思うんですけど、そういうことですのでそれは理解した上で、私とすれば赤字のときに

は当然返さないにしても、私は黒字のときぐらいは何らかの形で返還させるような、そういう１項

を入れてもいいのではないかと思いますけど、要は４０万の範囲内ですよね。それ以上もらうわけ

にはいきませんので、尐なくともこれも公金ですわね。だってこれ収入じゃないんですから、渡す

お金は。税金から指定管理料を払うので、改めてそういう考え方を織り込むようなことは考えてい

なかったのかどうか、確認をさせていただきます。 

○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 先ほどもご答弁させていただきました民間事業者のヒアリングによることにより、現状での指定

管理参入は非常に難しいというふうな調査結果に基づきまして、今回指定管理料限度額として上げ

させていただいているところでございます。議員ご所見の黒字が生じた場合の対応でございますけ

れども、やはり指定管理期間中はおのおのの契約のもとで管理運営をしていることから、非常に難

しいと考えているところでございます。なお、指定管理期間のさまざまなものについては、指定管

理者と年度協定の中で協議をすることにもなりますので、その辺も踏まえた中で対応していきたい

というふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 竹井議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 ４年何カ月ですけれども、約５年という期間をこの契約によって担保してしまう。もしこれがう

まくいったと、黒字基調になってきて利益が出始めたと、それでも４０万入れなきゃだめですね、

５年間の契約ですと。私どもが昨年視察に行った町にもそういう三セクの営業している施設があり

ました。そのときに町長さんが言うには、黒字の分については寄附か何かでいただいておりますと

いうふうなこともおっしゃっています。これは三セクじゃありませんので、完全な民間との経営協

定ですけれども、やはりそこに税金が投下されているという問題と、黒字化の問題はまたどこかで

議論になってくるということは申し上げて、次へ入らせていただきます。やはりいま一度、そこは

契約の中などの議論ができないのかどうか、尐し検討は願いたいと思います。 

 最後に、損益勘定留保資金からの支出についてお尋ねをします。 

 先ほどの答弁では、現条例がなくなることによって企業会計がなくなるんだと。そのことによっ

て一般会計へ今後移行するんだということでございました。今回は、２５年度の７月から予算執行

する財源について、今回の提案は国民宿舎事業会計の補正予算という形で提案をされております。

当然財源がありませんので、損益勘定留保資金からそのことを財源として今回債務負担行為の予算

補正の説明があるということなんですが、現実に予算執行段階ではどのような会計処理を考えてお

られるのか。今の予算の財源は損益勘定留保資金ですので、現実に予算執行されるときはどうなる

のか、確認をさせていただきます。 

○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 
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 指定管理制度の導入により、指定管理料としての限度額２,２８０万円の債務負担をお願いして

いるところでございますが、平成２５年７月１日から平成３０年３月３１日の期間といたします。

さきにも申し上げましたが、指定管理による運営を開始されることから、企業会計から一般会計に

引き継ぐことを検討しているところでございます。それにより企業会計に基づく３条予算、４条予

算の区別なく、一般会計からの指定管理が支払えるものと考えているところでございます。 

 なお、企業会計につきましては、２５年４月から６月までで打ち切り、決算を現在見込んでおり

ます。このことから、耐震補強並びに施設改修費につきましては現企業会計からの支出を予定して

いるところでございます。近年の赤字経営が続くものの、国民宿舎会計の赤字等もなく、健全な企

業会計であることから、比較的容易に企業会計から一般会計に移行していけるものと考えていると

ころでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 竹井議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 尐しわかりづらいというか、今回の確認をしたときに現条例の廃止が企業会計がなくなるんだと

いう話だった。ところが、そういう答弁がありながら、補正予算は現国民宿舎会計で補正予算を組

んでいる。でもそれは実際執行するときにはなくなっているんですよね。ということは、この財源

自体がないんですよ、執行する段階で。もし一般会計に移ればですよ。それだって議論があると思

うんです。打ち切り会計だっておっしゃっているけれども、その是非というか議論は来年の予算の

ときにはあるんだと思うんですよね。そうすると、現実に債務負担行為、指定管理料を払うという

状況ですね、来年の４月１日。この段階ではそれは一般財源から出ているんですよ、指定管理料と

して。通常の会計みたいになるんです、これ。さっき古川部長も一般会計になるとおっしゃってい

ましたけど、そういう内容すら全く聞かされてないんじゃないですか、４月、５月の協議会の中で

も。申しわけないけど、予算の説明で副市長の説明でも一切なかったと思うんです。今後、これが

今は企業会計しか置けないんで、お金が。担保する財源がないからここでなっているけれども、現

実にこの条例がもしオーケーしていただきましたら、執行時には変わるんだったら一切ないと。私

はもし今回の質問せずに答弁もらわなかったら、損益留保資金で本当に運用できるのかどうか、も

っと追及したいところですよね。３条でやれないんですから。４条はもっとやれないですよ。どこ

にもできない金を使って予算を立てているんですから。結果的にどうやと聞くと、４月１日からは

一般会計だとおっしゃる。何でもっとそういうところを丁寧に説明されないんだろうか。わからな

いんですよ、こっちが。専門でやっているわけじゃないので。そういう大きく制度が変更される、

当然会計まで変更される、そういう大きなターニングポイントにただ指定管理だけの話をするんじ

ゃなくて、会計運用まで変わってしまう、その議論を我々がする上で全く丁寧な説明はなかったん

じゃないかと。資料を見ても、条例の制定とかに何も触れてないし、補正予算の説明でも一切触れ

られていない。逆に聞きたいですね。損益留保資金から出すけど、どうやって予算を執行するんだ

と。もう一度聞きたいです、これ。一般会計なんてだれも見てないですよ。だから、そこに私はだ

めだとは言わない。もうちょっと丁寧に今の条例をつくることと廃止されることの違いであったり、

そのことによって会計方法も変わる可能性があるんだとか、こういう検討をしていくんだとかって

全く説明がないままこの補正予算をつくられたことに関しては非常に疑問があるんです。いま一度、
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これはどなたに聞いていいかよくわからないですが、その部分ですね。条例が変わる、会計まで変

わる。どんな説明を議会にしようとされたのか、最後にもう一度お聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 当局の答弁を求めます。 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 条例の制定と廃止に伴いまして、会計自体の変更も伴ってくるというふうなことでございます。

指定管理者制度の話が終始した結果、このようなことになった部分もございます。今後は、平成２

５年度予算編成までには明確にさせていただき、また議会にもご相談させていただきたいと考えて

おるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 竹井議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 来年のそんな話をここでするわけにはいきませんけれども、今までの答弁を聞いておりますと、

国民宿舎の事業会計はなくなるんだ。指定管理料は一般会計からいくんだ。だから多分広森部長が

担当者を置くんだという話になってきた。指定管理の手続のお金も行く行くは一般会計から出るか

らここでいいんだという答弁。全部皆さんのほうは一致しているんですよね。企業会計が一般会計

に移るということを前提に私らに答弁をもらっている。議会側は何人の人がこれをわかって、済み

ません、そう言うと失礼になって、私はわからずに質問に入ってきたと。当然通告に入ってきたと。

その中で何か違和感があったんですよね。何で損益留保資金から出るのかなという違和感があった。

結果、聞いてみると、こういうことになっている。私はぜひ２５年の予算審査も随分難しいものに

なるというか、企業会計がなくなるということは、国民宿舎の事業実態が見られなくなるんですよ

ね、経営状況が。指定管理ですから。決算報告何もなくなってしまう。それをじゃあどうやって追

いかけるのか。さまざまなテーマがこれから出てくるんで、やはりもっと丁寧な説明というものを

私はやっておくべきじゃなかったかということを指摘して、質疑を終わらせていただきます。 

○議長（小坂直親君） 

 ２０番 竹井道男議員の質疑は終わりました。 

 質疑の途中ですが、１０分間休憩いたします。 

（午後 １時４０分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 １時５１分 再開） 

○議長（小坂直親君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１１番 伊藤彦太郎議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 それでは、議案第４０号亀山市国民宿舎関ロッジ条例の制定について及び議案第４６号平成２４

年度亀山市国民宿舎事業会計補正予算（第１号）について、関連するのであわせて質疑をいたしま

す。 
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 通告の中では、国民宿舎関ロッジ指定管理料の額の根拠と指定管理者の選定ということで言わせ

ていただいておりますけれども、ここの２つも関連しますと思いますので、合わせた形になるかも

しれませんけれども、ご容赦いただきたいと思います。 

 この辺につきましては、朝から３議員の方から質疑がありまして、まず今回、特に１点目として

上げさせていただいている指定管理料の根拠というのもお示ししていただきました。そんな中で、

公営による限界という言葉がありました。この公営による限界とは一体具体的にはどのようなこと

であるのか。まずその点についてお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 １１番 伊藤彦太郎議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 公営による限界というふうなお話でございますけれども、近年、関ロッジの経営状況といたしま

しては、３年間、２０、２１、２２年度赤字経営となっておるわけでございます。そういうことを

含めて公としての運営が限界にあるということを判断させていただいたとともに、国の施策でもご

ざいます地方自治法を含めて民間の事業者のやるものは民間でというふうな財政経営の根本的なこ

ともございまして、今回限界というふうな判断をさせていただいたところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 公営による限界ということではないような気がするんですが、それもあわせて後からちょっとお

聞きしようと思いますけれども、先ほどの公営の限界云々の話の中で、大井議員の質疑の中でバス

とかテレビとかこういう関ロッジの資産は無償貸与ということで、維持経費のみ管理者負担という

ことでありますけれども、維持経費といえば通常償却費とか租税公課である固定資産税等も含まれ

てくるわけなんですけれども、その辺も管理者負担とするのでしょうか。その点お聞かせ願いたい

と思います。 

○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 私どもが申し上げさせていただいたものは、備品、例えばマイクロバスとか空調機器等そのよう

なものについて無償貸与というふうなものでございますので、建物云々の固定資産とかそういうふ

うなものでない備品というふうなものについて無償貸与を考えているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 それもまた含めまして後からちょっと聞かせていただくと思いますけれども、もう１つ、指定管

理者選定の中で公募のいろんな内容とかをどうするかという話はありましたけれども、当然公募の

仕様書というものは必要になってくると思いますけれども、仕様書はできているのか。その内容が

わかればどういうものなのか、お示ししていただければと思います。 
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○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 公募要領及び仕様書につきましては、現在策定中でございます。なお、指定管理者選定委員会の

ほうへお諮りをして、それをもって公募に当たりたいというふうなところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 それでは、先ほど答弁いただいた話の中で、バスとかテレビ、この辺は備品やというふうなこと

を言われました。通常ですと、普通の企業やったらこの辺は当然固定資産として計上されて、固定

資産税は払うことになります。当然その辺の償却云々の話とかいろいろありますけれども、こうい

った税金、この辺が結構企業の業績においてはかなり大きな話になってくる。資産を買う、資産を

自分のものにするだけでなくて、それに対する償却とかそういうふうなものも払わなあかん。これ

も経費になってくるんですよね。要はその辺を心配しなくていいということですね、この指定管理

者は。 

 その上でもう１つ、今までの話をいろいろ聞いていますと、まず公の限界の話を言われました。

赤になる、赤字補てんというのが公ではできない、こんな話でした。ただ、こんな赤字補てんがで

きないって、赤字であることを認められるのは民間でも一緒なんですよ。公営による限界という言

葉は私も以前から使ったことあります。本会議の場でも言わせていただいたこともありますけれど

も、私も今回こういうふうな指定管理者という話がありますけれども、公営のこういった国民宿舎

を指定管理で既に経営しているところ、２カ所を１回視察させていただきましたけれども、長浜市

の豊公荘というところ、ここは昭和４０年代の導入当初から指定管理のようなことをしていた。あ

と、山梨県の北杜市の八ヶ岳いずみ荘というところがある。ここははっきり言って、老朽化とか言

われましたけれども、関ロッジの比にならないぐらいの老朽化した施設ですけれども、ここの場合、

いずれも共通していることは指定管理料とかこんな必要ないというぐらいのことでやっている。こ

のいずみ荘に関しましては、そこまで老朽化したような施設であるにかかわらず、指定管理料は幾

らぐらい市からもらっているんですかと私聞いたら、逆に言われました。そんなとんでもない、私

らが払っておるんですわと、こんな話でした。 

 すなわち何が言いたいかといいますと、先ほど竹井議員がそういうふうなことを言われましたけ

れども、先ほど厳しい経営状況と言われて、民間がヒアリングから、要は年間４８０万円もらわん

とできやんというふうなことを言っているわけですよね。そもそも今回指定管理者にするというこ

とで、民間の活力を導入する。そのことによる営業形態の確立とか、民間の能力を活用することに

よる経営の改善とあります。もともとの目的は、指定管理者制度の導入ではなかった。とにかく関

ロッジを立て直すためにはどうすればええかという話やったはずで、要は今回改修費とか初期投資

とか償却費、固定資産税、この辺は要らないと言われておる。リニューアルも市の金でやると言わ

れておる。こんな状況で、さらに年間４８０万も必要ということが私は理解に苦しむんですけれど

も、それであっても４８０万円要るということは、これは公営の限界と言われたんですけれども、

民間としてもお手上げなわけですよ。要はこれは公営の限界ではなくて、それなら公営の限界と言
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われるけれども、もう１回公営としてやるべきことを探るべきじゃないのかなと思うんですけどね。

先ほどのほかの国民宿舎の指定管理の方にいろいろお話しして、公営の限界というのは私もともと

そこでその話をされたんですわ。公営の限界というものは主に人事面の話でして、１つはまずサー

ビス業とは異なる雇用形態をとっているもんで、公務員として当然雇用しているわけです。ただ、

サービス業ですので、深夜勤務というのが定常的に起こる。こういうことがまず一番の問題。これ

が１つの限界。もう１つ、市の人事異動に左右されるんですね、これ。配置職員の給与によって経

費の増減が生まれることがある。実際関町でも給与の高い年配の方が配置されたことによって一気

に経営というかその辺が悪化して、若い方にかわったら一気に改善されたという、こういうものも

ある。結局この辺の人事面の話が採算性という意味での公共の限界と言われるもんやと思います。

でも実際そうじゃなくて、今回は民間ですら赤字、これ実際そんな赤字補てんじゃないとかその辺

の話もありましたけれども、実際赤字補てんですよね、これ。赤字補てんをするという前提で、民

間の活力導入というんですけれども、そんな民間活力を導入する意味があるのかというふうに思い

ます。民間の経営手腕というふうに言われましたけれども、民間の赤を黒にするんやったら、これ

は民間の経営手腕と言えるでしょう。今の赤をちょっとでも縮小する、はっきり言ってそれやった

ら民間の経営手腕に期待するというもんじゃないんじゃないでしょうか。民間としてもあかんと言

われるんやったら、下手にこの２,２８０万という補正を組まんと、継続費ですけれども、これで

先ほど言われたようなリニューアルとかそのあたりにももっと別の形でお金をつぎ込む必要がある

んじゃないのか。その上で公営としてもう１回できることを探ってみたほうがいいんじゃないのか

なというふうに思われますけれども、そういうふうな発想にはならなかったのかどうか、その点お

聞かせ願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 伊藤議員のご質問にお答えをいたします。 

 今日に至るさまざまな検討の経過、その局面局面でどのような検討をし、どのような考え方を積

み上げてきたか、これも議員ご案内のとおりであろうと思います。 

 一方で、今触れられました、もう１回公営としてどうだというようなそもそも論を今ご指摘をい

ただいたわけでございますが、先ほどおっしゃられました公営としての限界、直営としての限界、

そのように考えておるところでございますが、あくまでこの四十数年来、関ロッジは独立採算の企

業会計の考え方にのっとって、非常にその事業を健全に今日まで積み上げてきたところであります。

平成１７年度、過去最高の単年度収入で約２億という、これをピークに１９年度以降、単年度収支

がかなり悪化をしてきておる中で、実は一般会計から、税金からそれを補てんするという考え方で

はなくて、今日まで内部に積み上げてきた内部留保資金を赤字補てんとして独立採算で回してきた

という状況でございます。 

 一方で、現在の施設の老朽化、それから多様な消費者のニーズ、こういう中で検討の過程の中で

は、例えば完全民営化という選択肢もなかったわけではありません。しかしながら、関ロッジとい

う施設が地域資源としてこれからもやっぱり亀山市にとって必要であるという考え方の中で、多分

議会からのご提案もそういうことが背景であったと思いますし、我々も検討の過程でさまざまな選
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択肢を検討いたしましたけれども、最終的にこの内部留保資金が現在１億５,０００万あります中

で、次の一手を考えていかなくては大変な状況に陥る懸念がありましたから、今回指定管理者を導

入し、そして指定管理料の問題を尐し触れておられますが、これはあくまで民間の事業者を公募さ

せていただいて、プロポーザルでさまざまな提案を引き出していくという思いで準備をさせていた

だいてきておるところでございます。最終的に上限額は決めておりますけれども、その内容を亀山

市にとって一番いい状況で最終的には選定をしなくてはならんと、このように考えておるものでご

ざいまして、公の限界という意味と合わせて申し上げれば、やはり一定の内部留保資金を前提に一

般会計からの税金でもって赤字を埋めていくという考え方ではない中で、どういう手法がベストか

という検討の上で今回提案をさせていただいておるということでございました。その点につきまし

ては、深いご理解をいただきたいと存じます。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 市長じきじきに答弁いただけるとは思っておりませんでしたけれども、先ほど市長の話からもあ

りましたけれども、確かに指定管理者を導入する、経費面だけではないやろうなというのは思いま

す。ただ、今回やはり根底にあるのが経費ということで、その点で聞かせていただいておったんで

すけれども、ただそんな中で、まず今回赤になってきた原因というか、赤の原因は利用客の減尐と

いうふうに言われています。確かにそのとおりでしょう。その理由が消費者ニーズの多様化、施設

の老朽化、この２つが挙げられていまして、はっきり原因が明らかなわけですね。それに対してリ

ニューアルが行われる。はっきり言って原因が明らかで、その原因に対する対処をしようとされて

おる。この中で、指定管理者にしなくてもとりあえずこれが解消された上で、一たん公営でもう１

回やってみて、やっぱりこの辺の限界があるよねというふうになってから指定管理ということを考

えてもよかったのではないか。私は担当者にいろいろ会議の場でも聞きましたけれども、方向性が

決まってないのにこういうことをしたらどうや、ああいうことをしたらどうやという提案、私以外

の議員さんも結構言われていました。それに対してまだまだ方向性が決まっていませんので、それ

に対してはというようなことでした。やっとこさ耐震して、できるだけの話やけれども、最低限の

リニューアルはするというふうな方向性が決まったんやったら、この上で公営でやってみるという、

できるだけのことをやってみるということを考えてもよかったのではないのかというふうに思いま

したもので、この辺を指摘させていただきました。 

 もう１つ、この辺を全部公営でリニューアルをすると。不十分かもしれんけど、ある程度のリニ

ューアルはするというんやったら、その上やったらそれこそ民間でやる。もちろんこれは上限やと

いうふうに市長言われましたけれども、上限なのはよくわかっています。ただ、その中でまずは指

定管理料を計上しないで募集する。竹井議員もちらっと言われましたけれども、私もそのとおりや

と思います。募集して、一遍指定管理料ゼロでも応募者がなかった。そのときのもう１回どうする

べきか考えるべきなんじゃないのかなというふうに思われましたんで、その辺を今回指摘させてい

ただいたんですけれども、その中で公募の仕様書の話を先ほど言わせてもらいましたもんで、そう

しますと、先ほど市長が言われたような経費以外の部分の期待するべきところというのはあるとは

思うんですけど、先ほど午前中でも市長が言われました関宿の観光客の増加とかその辺も言われま
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した。当然こういったことも指定管理の業者に期待しているはずなんですね。言われた施策との連

動性という意味では。プロポーザルの仕様の中に、もちろん料金をどうするかというのは入れると

いうような話はありました。それ以外に関宿の観光について、あるいはあそこに存在する観音山公

園、ここのあり方について、それに対して関ロッジが一体どういう役割を果たしていけるのか、こ

の辺まで含めたプロポーザルにすべきと考えますけれども、そのような仕様書にされるのかどうか、

その点お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 全体の施設だけじゃなしに、関宿または観音山といった全体的なものをとらまえてというふうな

ことでございます。現在策定中ではございますが、基本的には建物を含めた管理というふうなこと

の運営を仕様書の中にうたい込んでいきたい。ただ、その中の資源としてこういう今の歴史的な価

値のあるもの、また自然背景のものというふうなものについての資料を当然つけさせていただきな

がら、それを指定管理参入者がどう生かしていくか、それはその時点での企画または計画の中で反

映されるものと考えているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 まだそこまで決まっていないというのが実情かなというふうに思われますけれども、そんな中で

もちろん４８０万、私は４８０万というのはちょっとどうかとは思いますけれども、仕様の中で考

えていくと。私はやはり民間に委託するんであればまずゼロから始めるべきやというふうには思っ

ておりますんで、またその中でお聞かせ願いたいんですけれども、今回継続費、５年間ということ

ですけれども、５年間やってみて、私は実際黒であっても指定管理者にお金を出し続ける。それで

あってもそれこそ５年後に何億も収益が上がるような施設になる、極端な話ですけどね。何千万も、

それぐらいの黒になるというんやったらそれこそ経営立て直しの経費として２,２８０万払うても、

それは逆に言うたら安いかもしれないです。そんな中で５年後、一体どういう判断をされるのか。

この５年終わった後、まだ関ロッジを存続させる、そういうふうな考え方があるのかどうか。その

後、５年でもし採算が合わない、こういうふうな状況であったときどうされるのか。現時点でのお

考えを聞かせていただきたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 ５年間の指定管理、その後というふうなことでございます。そのことに関しましては、現在、指

定管理５カ年の経過、その状況を検証する必要もあろうかと思っております。 

 ただ、私どもとしましては、指定管理者制度に移行するということにつきましては、その目的で

ある経費の節減または民間事業者のノウハウ、創造的なものというふうなもので改善されるという

ことを思って指定管理者制度の導入を図っているものでございます。 

○議長（小坂直親君） 
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 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 それならなおさら直営でやってみて、それで探ってみたほうがいいんじゃないのかなというふう

に私は思います。ただ、それ以上は質疑の域を超えてきますし、この後、同会派の櫻井議員もその

辺を質疑されるそうですので、次のもう１つの亀山市の道の駅関宿地域振興施設条例の制定につい

て、こちらのほうに行かせていただきます。 

 議案第４１号ですけれども、これについて３項目上げさせていただきますけれども、まず指定管

理業務の範囲について。あそこは道の駅といいましても、トイレもある、情報施設もある、売店は

多分一番想定されていると思いますけれども、そのほか駐車場もあります。どこまでが指定管理の

範囲なのか、お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 道の駅関宿につきましては、議員ご指摘のとおり、国土交通省の管理するトイレ棟または情報棟、

駐車場等がございます。今回指定管理を業務とする範囲につきましては、現在の建物のみというふ

うなことでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 ありがとうございます。 

 これにつきましては、午前中からほかの議員さんからもありましたけれども、指定管理料につい

てなんですけれど、２つ目の項目として上げさせていただきましたけれども、これ指定管理料は取

らないということでした。こちらからも払わないかわりに取らないとありました。 

 ただ、管理料、前々からの話やと指定管理していく上で引受手はロッジよりも多いんではという

話もありました。先ほどの範囲を聞きますと、売店、はっきり言って一番金をもうけるところです

ね。金が生み出される施設。一方で駐車場とかほかの情報施設、こういった維持費だけしかかから

んような、そういうふうな施設は国の管理とかこういうふうな話になってくると、これ当然指定管

理料として逆に市がもらうぐらいの、こういうふうなことも考えなあかんのと違うのかなと、普通

は思うんですけれどね。 

 一方で、今回関ロッジのほうではあった民間活力の導入というのは、この道の駅のほうにはない。

採算性は今のところ道の駅は健全であると言われてはおるんですけれども、ただ、今まで売店の賃

貸料からの収入がかなりあったと、そんな中で実際の運営費が賄われていたという状況もあります。

そんな中で、指定管理料というのをそこまで採算性が見込めるんちゃうか、人気があるという施設

であれば、一定の要件を満たした上で、その管理料の入札を行わせるという手もあったんではない

のかなと思われますけれども、その選定の中で管理料の額についてという、先ほども仕様の話しし

ましたけれど、この辺の項目というのを設ける考えがあるのか。あるいはそういった入札というよ

うな可能性、こういうふうなことも考えられなかったのか、この辺についてお聞かせ願いたいと思

います。 
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○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 道の駅関宿の公募に関しましては、現在公募等による選定、いわゆる入札ではなくプロポーザル

により企画・提案をしていただいて、道の駅の発展をどう考えるか、そういうふうなことを踏まえ

た中で選定させていただく予定としております。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 先ほど関ロッジの話をいろいろされる中で、その前の議員さんの答弁の中で関ロッジの公益性と

いう話がありました。やはり道の駅も公益性というのはあるはずで、その辺の話も含めて先ほどの

話だったんじゃないかなとは思うんですけれども、若干その辺の指定管理者制度を導入するに当た

っての関ロッジと道の駅の、今回提案理由の説明とかありましたけれども、ニュアンスが何か違う

ような感じがするんですね。採算性があるかないかという点もあるんでしょうけれども、それ以外

に同じような情報発信やったら当然関ロッジも行っていると思いますし、広告塔みたいな役割も関

ロッジも果たしているやろうし、一方で採算性は道の駅のほうがあるとか、こんな話もありますけ

れども、その辺で公益性という観点の上で、今回指定管理者の理由づけのところでニュアンスが違

うように見受けられるのは何か理由があるのか。単なる私の気のせいとおっしゃるのか、その辺見

解があればお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 関ロッジ、道の駅の件でございますが、関ロッジと道の駅の大きな違いは、道路施設としての道

の駅、宿舎施設としての関ロッジという２つの設置の内容の異なりがあるというふうに判断させて

いただいております。それと、ニュアンス的なものというふうなご指摘でございますけれども、経

営面の状況から判断させていただいたとき、その２つについては違いがあるというふうなことは事

実だというふうに考えております。いずれにしましても、公共施設としてその設置目的に合った指

定管理を今後とも進めていくつもりでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 ありがとうございます。 

 採算性云々の話も出させていただきまして、それに対しての実際事実としてそういうこともある

とかいうことでありましたけれども、正直私もいろいろと関ロッジの話をしてはおりますけれども、

一方で道の駅というのは非常に健全なような話が出ていました。ただ、道の駅というのはもともと

関町でつくる際にあっては、採算性云々というよりも関町には観光案内所がない。観光案内所がな

いので、まず道の駅というのが今回国のあれで来るから、これに乗っておいたほうがええ、そんな

話を聞きました。ほかに意図があったんかどうか、そのときは私はそこまで聞いてないでわかりま
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せんけれども、まずはそこがスタート地点であって、実際その売店収入に関しては二の次、三の次

やった。その中で、売店の収入が予想以上に上がったもんで、最初たしか観光協会か何かが運営し

ていたかと思いますけれども、その辺で余りにも額が多いもんで、税務署が当初の話とは別に、こ

れやったら税金払ってもらわなあかんとかそんな話が出てきてしもうたもんで、話が違うやないか

というような対応の中で、公営にせざるを得なかったとかそんな話を聞いておりますけれども、そ

んな中で道の駅自体も減価償却とか考えたら全然計上されていない。経営がええ、経営がええとか

言いながら、賃貸料で賄われていた、こんな状況になっていた。その辺のことを含めると、手放し

で道の駅は経営状況がいいからということでは片づけられないんじゃないのかなということもあっ

て、この辺の指摘をさせていただきました。その辺、また総務委員会とかでも審議されるでしょう

し、この後もほかの議員さんも指摘されるでしょうけれども、今回私の質疑としてはこれで終わら

せていただきます。ありがとうございました。 

○議長（小坂直親君） 

 １１番 伊藤彦太郎議員の質疑は終わりました。 

 次に６番 福沢美由紀議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 日本共産党の福沢でございます。よろしくお願いします。 

 午前中からこの議案第４０号亀山市国民宿舎関ロッジ条例の制定について質疑をずっと聞いてお

りまして、今から私もさせてもらうわけですけれども、ちょっと疑問というか確認しておきたいこ

とが１点出てまいったこともありますので、お聞きしていきたいと思います。 

 まずは最初に通告してあります指定管理者を公募するに当たり、必要な準備の内容というのはど

ういうものを指すのか。一応けさから聞いておりましても、結局この条例を制定する目的として最

後に書いてある「指定管理者に行わせるために必要な準備行為は、施行日前においても行うことが

できることとします」というこの一言のためにこの条例を制定したのだろうかという気がしたんで

すけれども、この必要な準備という内容についてまずお伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 ６番 福沢美由紀議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 関ロッジにつきましては、平成２５年７月から指定管理者による管理運営と、新たに制定いたし

ます亀山市国民宿舎関ロッジ条例の施行日が２５年７月１日としているところでございます。この

条例の附則にございます議員ご指摘の準備行為につきましては、指定管理者が平成２５年７月１日

から関ロッジの管理運営ができるよう、事前に指定管理者の公募や選定など、指定管理者に関する

準備の行為を指すものでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 そうしますと、現行の事業条例のままで指定管理者を公募するということは不可能なんですか。

可能か不可能か、法的にどうなのかということをお伺いしたいと思います。 
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○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 現行条例は午前中にもお話しさせていただいたとおり、企業会計として地方公営企業法で経営を

やるというふうなもので、事業条例として設置されており、管理者につきましては指定管理者がで

きることという条文はございませんことから、今の現条例での指定管理はできないものと考えてい

るところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 公営企業かどうかで違うのかもわかりませんが、今までも指定管理者制度、体育館であるとかい

ろんなことを指定管理者制度に移行したことがありましたけど、今までもこういう手続を踏んでい

たんでしょうか。これどういう場合にも必要な手続なんでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 公の施設に関する条例がございまして、その中に指定管理者制度を導入することについて１項設

けておりまして、そのときには条例改正をさせていただいておるということでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 はっきりよくわからなかったんですけれども、それは今回公営企業だからこうやって条例を制定

する必要があって、今までの体育館やほかのことについてはしてこなかったですよね、こういうこ

とは。わざわざ１年前に条例を制定してから指定管理者を募集するということはしてこなかったと

思うんですけど、その違いについてもう尐しわかりやすくご説明願えないでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 例えば文化会館などにつきましても、条例を見ていただくと指定管理者制度でいくというような

ことで書いてあると思いますので、こういった部分については指定管理者を導入する場合について

は１年前から、ちょっと私今手元にないんで記憶がないですけれども、条例を改正した以降に指定

管理者の公募を行うというようなことになりまして、例えば文化会館ですと従前から指定管理とい

うようなことになっておりましたので、こういった手続が最近ではなかったというふうなことでご

ざいます。ですので、今回の関ロッジとかあるいは道の駅についても、これは地方自治法でいう公

の施設になりますので、こういった手続は必要だというようなことでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 
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 今おっしゃったのは、文化会館については１年前に条例をきちんと指定管理者ということはうた

って、その上で選定を行ったと。ほかについてもそうであったかどうかということはおっしゃらな

かったんですね。もう一遍お聞かせください。 

○議長（小坂直親君） 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 先ほど文化会館と言ったのは一般論でございまして、１２０ぐらいの指定管理がございますが、

すべての条例を見ていただくと、条例改正はなされておるということでございますので、一般論で

ございます。すべてそのようなことでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 すべて条例を改正した上でやっているということがやっとわかりました。ありがとうございまし

た。 

 それでは、けさからいろいろ質疑をなされた中で、２番の質疑に移っていきたいと思うんですけ

れども、現在制定されている事業条例と今回制定された条例との大きな違いというのをまずお伺い

したいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 ２つの条例の違いということでございますけれども、現行の亀山市国民宿舎事業の設置に関する

条例につきましては、先ほどもご答弁させていただいたとおり、地方公営企業法に基づき国民宿舎

を設置する内容、事業条例であることに対し、今回提案させていただいております亀山市国民宿舎

関ロッジ条例は、現在の経営形態に指定管理者制度を導入するための条例として、地方自治法の公

の施設の管理ということで上程させていただいておるものでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 私、２つの条例を見比べさせていただいたところ、先ほど竹井議員も質疑の中でおっしゃってい

ましたけれども、会計上のことが今回のところはないということと、あと公共の福祉という部分が

抜け落ちているということと、あと指定管理者制度になるもんやから市長の責任のとりようが、範

囲が今までと狭まっているということと、あと資産の取得とか処分とか書類のこととかも上がって

きていますけれども、今回の新しい条例について先ほどからもいろんな、これから検討していくと

か、足らんものについては仕様書でうたっていくとか、そういうおっしゃりようだったんですけれ

ども、今私がざっと言うただけでも公設ですから施設の例えば処分とか取得とか、これからも考え

てきちんとうたっておかなければならない部分というのは指定管理者制度になってもあると思うん

ですけれども、この現条例は２５年７月で廃止するとおっしゃっていますけれども、２つの条例を

比べて、ない部分で今後必要な部分というものは全部仕様書でうたうということなんでしょうか。 
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○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 現条例と今回お願いしております条例の中でございますけれども、公の施設としての管理という

ふうなものに関しては、当然一つのものとして考えております。それと公営企業を廃止することに

より、地方自治法に基づく指定管理者制度の導入ということで、公の施設としての位置づけも明確

にさせていただいているところでございます。そういうことの中で、附則というふうなものについ

ては、例えば建物等は財産的には公のものとして市が所有させていただく。今回の指定管理は、運

営と維持管理という部分を指定管理にするものでございます。そういうことでご理解をお願いした

いというふうに思っております。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 建物の管理については、今までも公設であったわけですけれども、建物の管理についてはうたわ

なくても公の施設ということで、必要ないということですか。建物の管理については、例えば私伺

ったのは資産の取得とか処分とか細かいことがうたってありますよね、現条例。あれについてはど

うなるんですかということをお聞きします。 

○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 その分につきましては、公営企業法の法に基づく処理としてのものを現条例にうたわせていただ

いております。新たに制定させていただく条例は、公営企業法に該当しないということの中から判

断していただきたいというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 ですから、該当しないから特に今までのようにうたわなくてもきちんと管理ができるわけですか

ということを聞いているんですけれども、該当しないからここにうたっていませんよということは

よくわかるんですけれども、その部分についてはどのようなものを根拠に、どうやって管理してい

くんですかということをお聞きしたいんですけど。 

○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 午前中にも答弁させていただきました。会計的に企業会計から一般会計にお願いするということ

を検討しております。ということで、一般会計の取り扱いということは公共施設、従来の文化会館

等と何ら変わりのない一般財源での管理というふうなことで行ってまいりたいというふうに考えて

おるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 
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 福沢議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 次の質問ですけれども、この関ロッジについては今まで私は公的な役割というのを随分果たして

きたなと思っているんですけれども、先ほども公共の福祉という部分が抜け落ちているというとこ

ろが尐し心配になったんですけれども、例えば野村の事故のときであるとか、台風で避難所への食

料調達であるとか、いろんな部分で公的な役割も果たしていただいていたなと思うんですけれども、

そういうところが今後も担保されていくのかどうかということをお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 今回の関ロッジを指定管理にした場合でございますけれども、指定管理者には行政の代行として

の基本姿勢に立ち、関連する法令等を遵守し、適正な管理運営に努め、市民の信頼にこたえること

としております。また、災害が発生した場合においては、本市の求めによるところに従い、必要な

一切の行為に協力することを指定管理の条件とすることから、公的な役割として守られるものと考

えております。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 わかりました。 

 次に、関ロッジに配置されている職員のことですけれども、午前中大井議員の質問で、正規職員

については配置がえということで、それで非正規の方についても希望があれば仕様書にうたって雇

用機会を失わないよう配慮するというご答弁でしたので、これについては理解しました。 

 ただ、前に体育館を指定管理されたときにも雇用について問題が起こりかけたり、いろんなこと

があったと思いますんで、うたってあっても本当にきちっとなされるかどうかということはこれか

らきちっと見ていただきたいなと思います。 

 それから、あと２５年度については１人を残すと、そのようにおっしゃったと思うんですけど、

２６年度はなしということでいいんですか。確認です。 

○議長（小坂直親君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（広森 繁君登壇） 

 連絡調整をする職員といたしまして、所管する担当部署に職員１人は配置をする予定でございま

す。２６年度につきましては、来年度１年の経過を見ながら検討させていただきたいというふうに

考えてございます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 ありがとうございました。 

 次の質疑に移ります。 
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 亀山市道の駅関宿地域振興施設条例の制定についてです。 

 道の駅というと、私は普通お土産物屋さんみたいなんがいっぱいあるのが道の駅というふうに理

解していたんですけれども、調べさせていただいたら道の駅というのは要綱を見るとそうではなく

て、きちんと清潔なトイレがあるとか、駐車場が２４時間使えるとか、電話が２４時間使えるとか

いろんな要綱があって、それを一体のものを道の駅というということなんですけれども、今出され

た条例はその中の地域振興施設というものだけについてうたってあるわけですね。これだけを指定

管理委託するということですけれども、実際駐車場やトイレ、あと電話などの管理については今ま

でどうであって、今後新しくなることによってどうなるのかということについてお伺いしたいと思

います。 

○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 道の駅関宿の施設のうち、亀山市が所有する施設は地域振興施設、今の売店部分、それだけであ

ります。駐車場、トイレ棟、情報棟など道路施設については、国土交通省の所有となっているとこ

ろでございます。国土交通省が所有する施設の管理につきましては、国土交通省と亀山市の間で取

り交わした確認書により、市が行うこととなっております。現在の管理の状況といたしましては、

早朝のトイレ清掃はシルバー人材センターに委託し、駐車場の清掃やトイレの消耗品の補充、雑草

の除去などは地域振興施設に従事する職員が行っているところでございます。 

 今後につきましては、亀山市が管理を行うことになっていることから、指定管理者に管理の一部

を委託することも検討し、これまでと同様適切な管理に努めてまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 確認ですけれども、今は市が受けて、シルバー人材センターや今の道の駅の地域振興施設の職員

がやっていただいていることを、今のままで行くということではなくて、新たに検討してまた決め

ていくということでよろしいんでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 管理につきましては、今後決定する指定管理者とも協議していきたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 この国土交通省の道の駅の登録の案内要綱を見ると、サービスとかの要件が書いてあるんですけ

れども、その中に駐車場、便所、電話は２４時間利用可能であることというのが一つうたってあっ

て、案内サービス施設には原則として案内人を配置し、親切な情報提供をなされることというのが
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書いてあって、あといろんなバリアフリーですとか、女性や高齢者に使いやすいということ、いろ

んなことがうたってあるわけなんですけれども、駐車場やトイレは国土交通省、地域振興施設は今

は市で、今後指定管理者制度ということで、きちっと分けた上での条例になっているんですけれど

も、国土交通省の道の駅の要件としては施設の中の案内員のことも含まれていますし、そういう先

ほどのいろんな管理のこともあるんですよね。だから、完璧に分かれられるわけではないんだなと

いうことがわかるんですけれども、その上で私はこの条例の中で道の駅のコンセプトというか要件

というか、求められているサービスということが何もうたわれてないということはどうなのかなと

違和感を感じたんですけれども、その点についてお考えをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 今回の条例でございますが、この条例の適用範囲といたしましては、現在の地域振興施設、建物

のみの部分を示しておることでございます。 

 ただ、今私も申しましたとおり、国土交通省と亀山市の間で確認書を交わして、通常の日常管理

については市が行うことというふうなことで、トイレ、駐車場のことにつきましては、市が亀山市

として今後決定する指定管理者とも協議して、管理のあり方について決定していくものと考えてい

るところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 理屈の上ではわかるんですけれども、この道の駅というものを理解する上で、非常にこの条例だ

けですと理解がしがたいなという印象を受けました。 

 もう１つ、最後に確認ですけれども、道の駅が駐車場、便所、電話が２４時間利用可能というこ

とがうたわれているんですけれども、駐車場、便所、電話の管理についてもこの指定管理者へうた

っていく可能性も先ほどあるようなことを言われていましたんで、今電話についてはどんどんＮＴ

Ｔが引き上げていく方向にあるわけですけれども、でもやっぱり地震のときなんかで一番使いやす

いというかつながるのが公衆電話であったりすることがあったので、ここについて管理がかわるこ

とによってなくなってしまったりということがあるのかないのかということについてお伺いしたい

と思います。 

○議長（小坂直親君） 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 現在といたしましては、そのようなことがないと考えておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 ６番 福沢美由紀議員の質疑は終わりました。 

 質疑の途中ですが、１０分間休憩いたします。 

（午後 ２時５０分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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（午後 ３時０１分 再開） 

○議長（小坂直親君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、２２番 櫻井清蔵議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 それでは質疑をさせていただきたいと思います。 

 議案第４０号でしたかな、朝から稲垣関支所長、ほんまにごくろうさんですわ。５人の方があら

ゆる角度から質問をされて、そのたびに苦しい答弁をされましたし、よう答えてくださったと思う。

私ちょっと質問入らせてもらう前に、以前の機構改革の折に申し上げたと思う。関支所長に、関ロ

ッジの管轄の、直轄の上司という形で配置をされた。あくまでも関ロッジは公営企業であると。関

ロッジの経営全体を見ていくのは、市長及び副市長がやはりやるべきであると。なのに、その機構

改革で関支所長が間に入ったと、だから朝からの答弁で、再三このような形で質問を受けておる。 

 各議員からそれぞれ、この指定管理に関する条例の、この６月に提案を出したその背景について

わからないということで、答弁は同じ答弁が戻ってきたんですけれども、公的な役割は終えたと。

民間のニーズを利用したいがために指定管理者制度の条例を制定したと。現在の条例ができていま

す、国民宿舎事業の設置等に関する条例があります。それを今回の条例制定において廃止をし、指

定管理者制度にすると。 

 この条文の中で、竹井議員もおっしゃられたんですけれども、指定管理者制度の条例制定するこ

とによって、今まで現行の条例の第３条の中に経営状況というのがあります。その中で、施設の管

理、または修繕、それから経営状況。経営状況においては手元にあるんですけれども、経営の基本

の中に、定員数が１２０名、資産の取得及び処分、２,０００万円以上の不動産もしくは云々と書

いてある、第４条に。第５条には賠償責任、免責ですな、これ１０万円以上。それから第６条には

事業の１００万以上の云々と書いてあります。それで第７条に、市長は事業経営に関して各半期ご

とに書類を提出して議会に示さんならんと。これは当然、この関ロッジの運営状況について監査委

員さんの監査も受けてみえると。今回提出された、その指定管理者制度に関してその文面が一行も

ない。それはどういうわけですかな、市長。 

 同じような関連のことで、指定管理料が４８０万ですかな、払うと。竹井議員の質疑からも明ら

かになったように。リニューアルするのには、ここにたまたま私は担当委員長として、いろんなこ

とで委員会での資料も提出してもらうように言いました。その中に指定管理者に選定した根拠、そ

れから指定管理者業務仕様書、概要書だけですけどな、公募要領の概要書等々も委員会に提出いた

だいた。 

 常に、私どもこの関ロッジの問題については、公営企業ですから病院の経営も踏まえて、市立医

療センターのことも踏まえて、関ロッジと２本抱き合わせで、私ども議会としても、私もその一員

でしたけれども、２年間、病院及び関ロッジについていろんな協議をしたと。それで答申というも

のも出させてもらった。その中に、指定管理者も踏まえた中でのいろんな協議をせんならんけれど

もというような話をしたんですけれども、私が委員長を就任してから２度ほど協議会も開かせてい

ただいた。そのとき常に、市長に出席をして、指定管理者制度の選定に至った経緯について説明を

求めたんですけれども、あなたは一度も委員会に出席して、その旨の報告もなかった。それで、突
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如このスケジュールに基づいてこの議案が提出されました。 

 あなたのマニフェストの中で、関ロッジ再生というようなことがありますけれども、あなたは一

体この関ロッジを指定管理にして、何を求めてみえるのか。この条例を制定するに当たる市長とし

ての次の一手というようなことを言われたんですけれども、経営を安定して、市民の公的な機関と

して継続して関ロッジの運営をやっていくのに、次の一手として、この指定管理者を選んだという

ような答弁がございましたけれども、あなたの思いが私には通じやん。今まで５名の方がいろいろ

質問されたけれども、私も聞かせていただいておって、市長の思いが一つもわからない。一度ここ

で、あなたの腹のうちを一遍述べていただきたい。 

 私も旧関町から議員に出させていただいておる。関ロッジ建設以来４０年たっています。それな

りの４０年の歩みについて、私はわずか二十五、六年ですけれども、その歩みもしっかり見させて

いただいた。ちなみに、平成２０年、２１年、２２年と赤字が続いたので、市としての限界を迎え

たと、公的機関としての限界を迎えたというふうなことを言われたけれども、それ以前にも関ロッ

ジは赤字に陥ったときもあります。それでなおかつ、やはり地域の公的機関、安心してその施設を

使える、それは前提としては、これが町営の直営であるから、関町民及び周辺の自治体の利用者が

直営ということでこの施設を利用していただいたと私は思っております。それをこのような形で、

ぽんと行政から手を離す条例を提出されたことについてのあなたの思いを聞かせていただきたい。 

○議長（小坂直親君） 

 ２２番 櫻井清蔵議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 櫻井議員のご質疑にお答えをさせていただきます。 

 過去にも何度か、この公の議会の場で私自身の考え方も明確にお示しをさせてきていただいたと

思っておりますが、今、まず冒頭やなくて最後におっしゃられた、直営に限界があって、それは先

ほど来申し上げてきたことなんですが、公から手を離すということをおっしゃられましたけれども、

今後もこの関ロッジ、公の施設として持続をさせていくという判断をさせていただいておるところ

でございます。 

 ただ、その経営形態につきましては、この間、私どもも調査・検討いたしてまいりましたし、議

会の皆様も、２年間にわたりさまざまな調査・検討をされて、提言をいただいておりますので、そ

の提言も尊重させていただいて今日に至っておるということで、まずご理解を賜りたいと思います。 

 その上で、私自身の思いということでございますが、昭和４２年の開設以来、時代、時代の節目

はございましたが、本当に関ロッジは独立採算の形態の中で、市民並びに観光客のいやしや、健康

増進や、まさに福祉の増進に寄与してきたというふうに思っております。国民宿舎の事業だけでは

なくて、宴会や、会議や、研修や、本当に地域の皆さんにも愛されてきた施設であろうと思ってお

りますし、その中で健全経営を積み重ねて、今日に至ってきたというふうに高い評価をさせていた

だいております。現在、内部留保を１億５,０００万持っておるということは、まさにその象徴で

はないかと、そのようにも感じさせていただいておりますし、そういう中で、平成１６年も液晶産

業の企業立地以降、本当におっしゃるように年間１億数千万の単年度の赤字収支という時期もござ

いましたが、平成１７年度には、過去最高の２億円という売り上げにも達してきたと。 
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 しかしながら、その後の施設の老朽化の問題もこれあり、あるいは利用者の皆さんのニーズの多

様性もこれあり、１９年度から赤字経営が続いてきておるということでございます。この間、ちゃ

んとやってきたのかということでございますが、例えばメニューの再開発でありますとか、あるい

は営業展開のあり方でありますとか、ネット上への集客の方法等々とも導入しながら、私就任以来

も頑張ってきたところでございますが、現状、今の実態の中で今後の関ロッジを考えてまいります

れば、これはいろんな検討の過程でも積み上げてきていただきましたけれども、やっぱりこれから

も継続して、関宿と一体として活用していけるような方策を検討し、この３月にお示しをさせてい

ただきました。 

 その方法として、民間活力による指定管理者制度を導入して持続ができるように、あるいは地域

の今後の地域資源がうまく活用できるように、今回の条例の制定、あるいは今後の公募を初めとし、

さまざまな万全の体制で臨ませていただきたいという思いで、今日まで進めてまいったところでご

ざいます。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 それなら、内部留保資金で１億５,０００万、いろいろ改修あり、耐震リニューアルというんで

すか、恐らくそれで１億二、三千万の費用は要るやろうと。この指定管理料が２５年から２９年ま

で２,２８０万ですかな。それは平成２９年と伊藤議員も言われたように、それは竹井議員も言わ

れたように、４８０万の指定管理料を払うんやったら、今も恐らく正規職員が４名というようなこ

とを聞かせてもらったけれども、正規職員で、大体で３,０００万弱の人件費が関ロッジの特別会

計から当然支払っています。私は過去の関町時代のときに、せめて支配人と事務長ぐらいの給料は

一般会計で持ったらどうかという提案をしたんですけれども、やはりこれは企業会計やからそれは

持ち出せないということで、それが今日に至っておるんですよ。４名で３,０００万弱ですよ、そ

れが指定管理者になった場合に、３,０００万の人件費が要らんということは、当然黒字が見込め

ると。単純ですよ、私の頭の中の簡単なそろばんでいくと、そこで指定管理料の４８０万が不要に

なるんやないかと。４８０万の指定管理料を一遍言えと言ったら、その資料もきょう本会議で出し

てきた。 

 私は、委員会で再三それを言った。それすら出さなかった。それで、本会議でそれを詰められた

ら何らかの数字を出してきた。それは一体どういうことですかな。私は委員会協議会やっておる中

で資料提出もできやんことが、本会議で言われたら出してくる。それでこの議案審議が、私は総務

委員会でこれを今から審議せんならん。そうすると、本会議の資料に基づいて委員会は審議をさせ

ていただくんですかな、そんな不親切なものかな、委員会に対して。それを市長に問いたい、どう

思うのか。委員会のあり方と本会議のあり方を。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 本会議のあり方、委員会のあり方、資料の提出も含め、情報共有はどうだというご指摘であろう

と思っております。 
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 一応３月の議会に、後期基本計画の策定の中で関ロッジのあり方をお示しさせていただき、ある

いは予算委員会等々でも、公の場で議論をちょうだいしてまいったところでございます。その議会

がお認めをいただいた方針に基づいて、あるいは予算に基づいて、今日まで庁内におきまして万全

の体制で積み上げて準備をいたしてまいりました。この６月定例議会へその必要な関連条例の制定

の案と、それから関連する予算をお示しさせていただいて、この定例議会でご審議をいただくとい

うことであろうかというふうに思っております。 

 今、議員は総務の委員会等々の協議会も大変お世話になって、この間、情報共有に努めさせてい

ただいてまいったところでございます。その間に、例えば議事録も拝見をさせていただいておると

ころでございますけれども、例えば公募要領、仕様書、これにつきましても決定をする前に委員会

のほうへ示してほしいと、委員長というお立場からも要請をいただいておるところでございますが、

今回の公募に当たりまして、たたき台や考え方はその間お示しもさせていただいておるところであ

りますが、今回の仕様書、事前にお示しをさせていただくことは選定の過程で支障が出るのではな

いかという懸念もございますので、公募を、本当に公に募集するその段階で、この点につきまして

はお示しをさせていただくのが本来ベストではないかと、このような認識もさせていただいておる

ところでございます。 

 しかしながら、きょうの午前中からの議論も通じ、さまざまな視点からご意見をちょうだいし、

そして考え方を議論の中で整理をさせていただいて、この関連する条例、予算、これをお認めいた

だく中で、次なる段階へ万全を期していきたいという思いで、この６月定例議会に臨ませていただ

いておるところでございますので、大変今日まで、委員長としていろいろご尽力をいただいてまい

りました。本当に感謝いたしておりますが、ぜひとも深いご理解を賜りますようお願いを申し上げ

る次第であります。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 もう１点、ちょっと答えてもろうてないけれども、指定管理者制度、この条例出してきた。ここ

で今も言ったように、経営の基本の中での議会監査委員さんのかかわり、それはどういうふうにさ

れるつもりかな。結局、この前条例については、経営内容の報告義務があった。物品等の損害賠償

をするのにも、すべて議会に報告があった。指定管理になった場合に、これは条文に書いてない、

この中。どこを探してもないんや。どこに書いてあるのか教えておくれなはれ、そのこと。どこに

ありますか、そのことは。経営基本の第３条から７条までの項目が抜けておる、この条文に。仮に

やるならこの条例が制定になったときに、これはどこに書いてあるんかな、これ文字で。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 多分、ご懸念は民間事業者の事業の年間の報告や、その中身、先ほどの竹井議員のご質問もそう

いう視点ではなかろうかと思いますが、これも地方自治法におきまして、指定管理者に指定された

団体は、毎年度終了後事業報告書を提出、これによりまして管理業務の実施状況、利用状況、管理

経費等の収支状況と管理の実態を把握することという法令に基づくものでございますし、民間へ委
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託をいたしました、もちろんその決定をした事業者が年度年度の事業計画は出していただきますが、

事業結果、その収支の状況につきましては、しっかり把握をさせていただいて、従来企業会計上、

決算や損益の収支につきましてもお示しをさせていただいておりますように、年度の事業の収支に

つきましては当然把握をさせていただいて、お示しをさせていただくという考え方を持たせていた

だいておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 もう一遍言いまっせ。この本会議に提出された条例の中に、その文言がどこに書いてありますか

ということを聞いておるんやがな。ごたごた言うとらんでええねん。今回提出された、附則まで書

いて、２１条まであるけれども、ここに現に生きておる条例の文言がどこにあるんかなと。絶対そ

れ必要やと思うの。というのはなぜ必要か言うと、債務負担行為で４８０万払うんでしょう。それ

が上限が４８０万であって、経営状況によって上限は４８０万やけれども、それが尐なくても済む

か、尐なくならんという基準が要るやないかと。毎年４８０万払うということを言うてない、上限

がと言うてますやんか、４８０万やと。経営状況によって、それは下回ることもあるというような

ことも答弁出ていますやんか。そういうようなルールをこの中でどこに書いてあるのか教えてほし

い、僕は。 

○議長（小坂直親君） 

 当局の答弁を求めます。 

 稲垣関支所長。 

○関支所長（稲垣勝也君登壇） 

 第３条から第７条の、現条例のことでございますけれども、それにつきましては現条例に規定し

ております地方公営企業法に基づくものとして、第３条から第７条が成り立っております。 

 このことから、今回新しく制定させていただく条例につきましては、その地方公営企業法自体の

適用にならないということから、その条例については記載していないということでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 そうすると、議会は物申せんわけですか。額が出てくるわね、額が出てきてこそ、物が申せると

いうことかな。そこら辺、市長どう思うとるのや、そこは。 

○議長（小坂直親君） 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 まず今回の条例において、地方公営企業法から一般の地方自治法のほうの適用に変わるというこ

との部分で、公の施設になるということでございます。 

 この中で、亀山市公の施設の指定管理者の制定の手続等に関する条例がございまして、この中で、

先ほど市長が申しました事業報告書の作成及び提出というのは、法２４４条の２第７項の規定によ

り、事業報告書の提出は毎年度終了後６０日以内に市長に対してしなければならないとなっており
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まして、これにつきましては、今の指定管理者ということであれば、現行の地域社会振興会とか、

あるいは三幸・スポーツマックス等がこれに該当しまして、６０日以内に事業報告書の提出を受け

ておるということでございます。ですので、今の関ロッジにおいても、同じような方法で事業報告

書については提出をいただくということになろうかと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 ごちゃまぜにしてもろうたら困る。運動施設は、使用した料金徴収がその管理委託料より上回る

ことはないはずや。このロッジ経営は、新たな民間活用しようによってはかなりの利益を上げる可

能性があると。見込んでるんでしょう、見込んでおるから指定管理料が、４８０万が不要なことも

あるやんかな。それはだれがするのやというの、どこで決めんのやというの。どこの審議で出てく

るの、払い過ぎやないかと。私は監査委員さんも言えるのかと、私どもも言えるのかと、そこを聞

きたいの。それがここの中に入ってないやないかと、それを聞きたいの僕は。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 今の、毎年度の管理料の上限４８０万円につきましてなんですが、先ほどもご答弁をさせていた

だきましたけれども、今から、これをお認めいただいた上で公募をかけてまいります。公募につき

ましては公募要領、それから業務仕様書を策定させていただいて、そのために尐しシンクタンクの

仕様書作成を支援していただく業務をお願いしようと思っております。経営上の視点からのアドバ

イスをちょうだいもしたいというふうに思っておりますし、選定委員の皆さんで、さまざまな民間

企業の持ってみえる意欲とか、あるいはノウハウとか、こういうことをやっぱり引き出していくと

いうのが公募のねらいでもございますし、その過程で、指定管理料につきましては、上限は４８０

万という設定をさせていただいておりますけれども、さまざまな提案をいただくものというふうに

考えておるものでございます。また、それを期待もいたしております。 

 最終的には、そういうことを総合的に判断をして、選定委員会で決定をするということでござい

まして、その上で先方との協議や、協定や、そういう手続に入っていくということで考えておりま

す。 

 なお、このスケジュールにつきましては、議会のほうにもお示しをさせていただいておりますが、

本年度の１２月をめどに選定が完了するように、そういう中で手続を進めさせていただければと考

えておるものでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 それじゃあ、１つ確認だけ、古川部長にしておきたいんだけれども、補正で４５号で一般会計で

２４万９,０００円が出ておる。それがしかるに選定委員にアドバイスする人たちの報償費として

計上されておる、そういうふうに認識させてもらってもよろしいかな。 

○議長（小坂直親君） 
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 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 これは先ほど申されたとおりでございまして、関ロッジあるいは道の駅で経営的な知識は必要で

あることから、専門業者、コンサルタントでございますが、選定支援業務を委託する費用というよ

うなことでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 そのアドバイザーの意見に、この選定委員の名簿もいただいています委員会で、市内のいろいろ

な役職の方が３名、庁内から３名、副市長がトップかな。その人らに誘導されることなく、きちっ

とした選定ができるかと。その人らが選定をした人らは、ここにも書いてあるようにきちっと責任

をとれるのか。仮に５年もたんと３年で撤退したと、その選定をした６名、アドバイザーした３名、

当然責任をとっていただけるのか。こういうようなこと決定をするのは、市長が腹切りゃそれで済

むことやけれども。そんだけの気構えを持った人を選定した、ここに気持ちがあるのか。この人ら

は皆プロか、選定する人は。 

 ちょっと参考までにも、この間も民間保育所配置法人の選定についてファクスをいただいた。得

点５５０満点中３６１点というのが１位だった。あんまりにもかけ離れとるじゃないですか。そん

な採点になるのかな、それで採点基準表もこの仕様書の中に、私は委員会でいただいた。その選定

した人らはきちっと責任をとれるんかな。また責任とれる人を市長も選んでおるんやけども、その

人らに難がならんように市長はちゃんと、途中で選定をした人が辞退したときに、市長としての責

任はどういうふうに感じているのか、一遍お聞きしたい。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 行政として民間の活力を導入していくと、とりわけ今尐し触れていただきました民間保育所の選

定につきましても同様でございますけれども、やはりその公平性、フェア、公平、公正、こういう

視点、それから特に専門的なノウハウの評価、経営の評価、こういう総合的な視点を検証する、そ

れも独立をして、それが機能していただく必要があろうかと思っております。 

 したがいまして、尐しご懸念も示されましたが、さまざまな何かに誘導されてそれが行くような

ことではだめだというふうな認識を本当に重要視させていただいておるところでございますし、専

門家の視点もやっぱりしっかり入れていただくというような仕組みを考えて、今回臨ませていただ

きたいと思っておるところでございます。 

 その上で選定委員会が選定をされた候補者につきまして、当然これは市長の責任において、行政

の責任において、最終の判断をさせていただいて決定をするということでございますので、そうい

う気概といいますか、そういう責任を当然認識しながら、今日までこの作業あるいは準備をしてき

たところでございます。基本的な考え方は、そういう思いでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井議員。 
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○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 時間も、もうわずかしかないですけれども、いろいろな質疑をした中で、平成２５年４月から６

月まで３カ月休館としてリニューアルを行いたいということを言われています。 

 現行職員４名、支配人、事務長、接客それから料理長、これが４名で、１名の方が準備期間中に

残ると、１年かわかりませんよ。他の３人の方は、総務部長が言うには適材適所で配置をさせてい

ただくというようなことです。それでその方々はそれでよろしかろうと。現行のパートで働いてみ

える方の処遇については、指定管理者に積極的に働きかけるという稲垣関支所長の答弁がございま

した。 

 ただ、関ロッジ４０年の歴史の中で、長年関ロッジで勤務をやられて、関ロッジの隅から隅まで

熟知しておるパート職員の方も、急きょ人が足らんようになったで、あのおばちゃんがやめたで、

かわりに来ておくんなはれというて入った人と、給与格差はあるが。この方らの、どう思てみえん

のやな、３カ月間。一月に幾ら報酬として賃金をいただいているのかわかりませんけれども、その

人らの、今長年、あそこで僕の知り合いで２０年以上勤務してもろうとるパートの人がお見えにな

ると思うんですけれども、その人らの行く末は切るということですかな、市長。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 稲垣関支所長からも考え方を答弁させていただいておりますし、先ほどの正規職員につきまして

は、指定管理者制度を導入しましたら配置転換を考えておると、職員の不利益にならないよう最大

限の配慮を行っていきたいと考えておるものでございます。総務部長が答弁させていただいたとお

りでございます。 

 それから、今次にご指摘いただきましたパートなどの臨時雇用の職員の処遇につきましては、決

定をされた指定管理者に対し、引き続きの雇用を希望する職員を積極的に雇用するよう仕様書に明

記もさせていただきたいと現時点で考えておりますし、そのパート等臨時雇用職員の雇用の機会が

失われることのないように努めてまいりたいと考えておるものでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 ２２番 櫻井清蔵議員の質疑は終わりました。 

 次に、１８番 服部孝規議員。 

○１８番（服部孝規君登壇） 

 久しぶりに最後の質疑者となりましたが、通告に従い質疑をします。 

 報告第７号及び報告第８号専決処分した事件の承認についてであります。この議案は市税条例の

一部改正であり、本来であれば議会の議決事件であります。ところが、市長が専決処分をしたため

報告となり、議会に承認を求めるという議案になりました。 

 この専決処分については、国会で法律が３月３０日に可決され、翌３１日に公布、その翌日の４

月１日に施行されるという、議会を全く開く余裕もなく、やむなく市長が専決をしたものでありま

す。 

 まず私が指摘をしておきたいのは、口を開けば地方分権だと言う政府が、地方議会を開き、審議

することができない状態で法律を平気で成立させたという問題であります。私は、こういう地方議
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会の審議権を奪ったことについては、強く抗議をしたいと申し上げておきたいと思います。 

 では、本題に入ります。今回の一部改正は、幾つかの内容がありますが、市民に大きな影響があ

るのが、固定資産税の負担調整措置を平成２６年度に廃止するという問題であります。 

 平成２４年度、今年度は３年に１度行われる固定資産税の評価がえの年度です。住宅用地の固定

資産税や都市計画税の評価額については、そもそも今から２０年前の平成４年に、政府が一遍の通

達で評価額を取引価格、公示価格に近づけるとして公示価格、つまり公的に発表される地価のこと

で、地価公示法に基づき国土交通省が毎年公表する１月１日時点の全国の土地の価格のことであり、

土地については、自由な取引が行われるとした場合の取引で通常成立すると認められる価格という

ふうに言われております。これは土地取引の指標となるとされているものであって、この公示価格

の、当時２割から３割程度の課税標準額であったものを、一気に７割までこの通達で引き上げると

いうことを行いました。憲法８４条では、「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、

法律又は法律の定める条件によることを必要とする」という規定があります。当然地方税法の改正

や、地方議会での条例化が必要だったのに、これをしなかった、そして通達で押し通してきた、こ

ういうことが経過としてあります。 

 この通達による７割水準への引き上げが実施されたのが、平成６年の評価がえからであります。

このときに全国的に評価額が一気に上がりました。当然ですね、２割から３割程度のものが７割ま

で評価額を引き上げたわけですから。全国で３.０２倍、ひどいところでは２０倍と言われるよう

なところも出ています。評価額が上がることによって、課税標準額が上がるという問題がある。課

税標準額が上がれば税額が上がるという仕組みになっておりますので、非常にこの当時、国民から

怒りが噴出をいたしました。 

 そして政府がとったのは、こうした批判をかわすために、平成９年、その次の評価がえから、急

激な税額の上昇を抑えるために、負担水準を見て負担調整措置をとるということを導入したという

ことですね。この負担調整措置によって、平成４年以降、全国的には地価の下落がずうっと続いて

いるわけです、今もね。ところが、この本来の課税標準額の８０％に達するまで、毎年上限として

５％を上乗せしていくというようなことをしたために、地価は下がっているのに固定資産税額が上

がるという現象が起こってきたわけであります。 

 そこで、今回、こういうことを前提に質問をしますけれども、今回の改正の内容と改正理由につ

いて、まずお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 １８番 服部孝規議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 梅本市民部長。 

○市民部長（梅本公宏君登壇） 

 今回の改正についての背景と趣旨ということでご答弁を申し上げます。 

 議員がおっしゃられるように、平成２４年度の評価がえに伴います、今回の改正の土地に係る固

定資産税の負担調整措置の見直しのことでございますけれども、議員から先ほどもご説明があった

ように、平成６年に、評価の均衡を図るため、土地の評価水準を全国一律に地価公示価格等の７割

をめどとする評価がえが行われました。同時に、税負担が急増しないようにするため、なだらかな

課税標準額を上昇させる負担調整措置が講じられたと。評価水準が市町村ごとに異なりましたので、
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宅地の評価額の上昇割合にも全国にばらつきが生じたことになりました。 

 これらの解消を図るために、平成９年に評価がえにおいて地域や土地によりばらつきのある負担

水準、これは評価額に対する前年度の課税標準額の割合を示すものでございます。それを均衡化さ

せるため、宅地について負担水準が高い土地は引き下げ、また据え置きを、低い土地はなだらかに

税負担を上昇させていく仕組み、いわゆる据置特例が導入され、課税の公平性が図られてきたとこ

ろでございます。 

 結果、一部には依然としてばらつきが残っておりますが、負担水準の均衡化は相当程度進展をし

ている状況となったことから、据置特例は経過的な措置を講じた上で廃止となりますが、課税標準

額を徐々に是正をする負担調整措置は継続するものでございます。 

 以上が、今回の改正の内容でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 服部孝規議員。 

○１８番（服部孝規君登壇） 

 言葉では非常にわかりづらいと思いますので、パネルを用意しています。 

 これは、たまたま東京都の資料を使わせていただいております。東京都の場合のこの資料につい

ては小規模住宅用地というんですけれども、２００平方メートル以下で限定した表だということを

理解いただきたい。２００平方メートルを超える部分については、この６分の１というこれが３分

の１に変わりますので、これはあくまでも小規模の２００平方メートル以下ということで理解いた

だきたいと思います。 

 ２３年度、つまり昨年度まではどうだったかというと、この負担水準が８０％、つまり国が調査

をした公示価格と実際の評価額との差が８割というラインまで引き上げようということでやってき

たのが昨年までです。今度の改正は、この２６年度を見ていただきたいんですけれども、もう一気

に１００％。つまり、こういう８０％であるとか９０％とか、こんなことをせずにもう１００％

丸々公示価格に合わそうと、簡単に言うとこういうことなんですね。ただ、それを一気に２６年度

にやってしまうと、余りにも急激に税額がふえる人が出てくるので、２４年と２５年についてはと

りあえず８０と１００の間の９０まで引き上げようということですね。９０に達した人は９０でと

めるんですけれども、９０に達しない人は９０になるまで５％ずつ引き上げていくということです

ね。最終、２６年度で廃止されますと、１００に達するまで毎年５％ずつ、例えばその人が７５％

の負担水準であれば、８０、８５、９０、９５、１００というふうになるまでずうっと上がり続け

るということですね。これは地価の大幅な下落がないということが前提になりますけれども、負担

の水準としてはこういうことになってくるという問題なんですね。 

 わかりにくいんですけど、私のところへ来た課税明細書なんですが、ちょうど今年度からですけ

れども、真ん中あたりのところに９０とか１００とか数字が入っています。負担水準なんです、こ

れが。だからそれぞれの方が見ていただいて、自分の土地は負担水準が今どこにあるのかというこ

とは、この課税明細書の真ん中あたりの数字を見ていただくと、今どこにあるのか、例えば７５に

ある人は、２４、２５の間に９０までに向けて引き上げようとされる、だから固定資産税が増税に

なるということね。最終的に２６年度には１００まで上がってくるんだということがわかるわけで

す。既にもう１００に行っている方も見えるんです。公示価格と評価額とがほぼ合致しているとい
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うことで、１００に行っている方については２６年度まで、ここまで引き上げられても増税になる

ことはないということで見ていただきたいということなんです。 

 私、固定資産税をいろいろ調べてみたんですけれども、非常に説明しづらい税であるということ、

わかりづらい税であることがあります。やはりここを、まず基本的なことをお伺いしながら議論を

したいと思うんですけれども、まず固定資産税というのは、毎年１月１日現在の土地・家屋・償却

資産を所有している人が固定資産の価格をもとに評価をされて、算定された税額でもって市に支払

うという制度なんですけれども、まず固定資産税や都市計画税のもとになる評価額がどのように決

まるのか、この点について説明をいただきたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 答弁を求めます。 

 梅本市民部長。 

○市民部長（梅本公宏君登壇） 

 評価額につきましては、住宅につきましては議員が言われたように、住宅用の特例措置によって

小規模、面積によって違うんですけれども６分の１、３分の１の課税標準を適用して決定をされる

と。家屋につきましては建てた資産でありますので、家屋調査等々で、どういう資材を使ってとい

うような評価をもとに評価額を決定してしていると。 

 それから、償却資産につきましては、これは申告でございますので、幾ら購入にかかったかとい

うような申告に基づいて評価額というのは決定をされます。 

○議長（小坂直親君） 

 服部孝規議員。 

○１８番（服部孝規君登壇） 

 先ほども言いましたけれども、やっぱり各公示価格が、まず調査をされて、それをもとに評価額

が決まってくるということですわね、簡単に言えばね。３年に１回その評価を見直しするという、

これが評価額になるわけですね。 

 ちょっと前後しますけれども、私抜からかしましたんですけれども、今回の改正で、住宅用地の

固定資産税及び都市計画税の措置特例を、これにありますように平成２６年に廃止をするという場

合、どれだけの人がどれぐらいの負担増になるのかということをお聞きしたいと思います。平成２

４年度と２５年度は経過措置です。２６年度にはもう完全になくなるわけですけれども、それぞれ

の人数、額をお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 梅本市民部長。 

○市民部長（梅本公宏君登壇） 

 今回の改正によりまして、この据置特例が２６年度で廃止となった場合の影響額でございますけ

れども、概算となりますけれども対象者は約１万１,０００人、それから税額は約１,１００万円ほ

ど見込んでおるところでございます。 

 また、経過措置が設けられております平成２４年度と平成２５年度の２年度の影響でございます

が、対象者は約８,０００人で、税額は約６００万ほどを見込んでいるというところでございます。 

○議長（小坂直親君） 
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 服部孝規議員。 

○１８番（服部孝規君登壇） 

 １万１,０００人という数は、本当にこれは尐なくない数字だと思います。非常に大きな影響が

あるということを、私はまず言いたいと思います。 

 次に、また戻りますけれども、今、評価額というものがはっきりいたしました。今度はこの評価

額が決まると、それをもとにして課税標準額を決めるというふうになっています。この課税標準額

は評価額をもとにどのように決められるのか、この点についての説明を求めたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 梅本市民部長。 

○市民部長（梅本公宏君登壇） 

 今回の改正に伴って、具体的に数字を入れた中でご答弁を申し上げますと、２００平米の宅地で

平成２４年度の評価額が３００万円であった場合、すべての面積が評価額の６分の１となります。

５０万円が上限額、本則でいう課税標準額となります。 

 また、先ほどの上限額、本則課税標準額と前年度課税標準額の負担水準、議員が言われた負担水

準なんですけれども、これを比較し、負担水準が９０％以上であれば、前年度課税標準額を据え置

きます。９０％未満の土地については、前年度課税標準額に先ほど言いました最高額、この場合だ

と５０万になると思うんですけれども、５０万の５％を加えたものが今年度の課税標準額となるわ

けでございます。つまり、前年度の課税標準額が４０万円であった場合、４０万円割る５０万円で、

負担水準が８０％となりますので、４０万円プラス５０万円掛ける５％、４２万５,０００円が平

成２４年度の課税標準額となり、この課税標準額に標準税率の１.４を乗じて固定資産税を算出い

たすものでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 服部孝規議員。 

○１８番（服部孝規君登壇） 

 評価額そのものが課税標準額になるのではない。先ほど言われたように、２００平米以下の小規

模住宅用地であれば、それの６分の１を課税標準額にする。例えば６００万の評価ということであ

れば１００万と、単純に言うとなるということですね。２００平米を超える一般住宅用地は２００

平米までが小規模ということで６分の１にして、それを超える部分についてだけ３分の１の計算を

して課税標準額を求めるということですね。 

 今回、こういう形でこの負担水準が上がっていくことで、東京都のこれにも書いてありますけれ

ども、このブルーの部分の方については、例えば２３年度であれば、負担水準が８０％までの方で

あれば上がりませんよ。ところが２４年度、２５年度については、これが９０％に引き上がります

ので、９０％以上の人については固定資産税は変わりませんよ。ところがこれを下回っている人、

例えば８５％であるとか、８０％であるという負担水準の人は、その分だけ、年５％は９０に達す

るまでこの２年間は増税しますよということなんですね。最終的に２６年度は１００％ですから、

これに満たない人はすべて１００％になるまで毎年５％ずつ上がっていくということ。こういう計

算をするがために、先ほど言われたような１万１,０００人の１,１００万円、こういう大きな影響

が出るという問題であります。私はこれは小さくない問題だというふうに思います。 
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 今回、こういう質疑をするに当たって、いろんな問題を私も調べてみて、わかったことがありま

す。 

 １つは、固定資産税の評価額というのが、いわゆる公示価格、先ほど言いましたように新聞に年

１回出ますよね、例えば四日市市諏訪栄町は１平方メートル当たり幾らというようなのが出ますけ

れども、これが公示価格といわれるやつですけれども、これをもとに全部計算をされるということ

なんですね。ところが、土地を所有するのでもさまざまな目的があります。例えば銀行とか証券会

社、それから企業のオフィスビル、これは収益を上げるために土地を所有するんですけれども、そ

ういう土地であっても、私たちのような、ただ単に生活を続けていく、住み続ける、売ることもな

くとにかく住み続けていく、こういう土地も全く同じ物差しではかられるということですね。この

辺が一つ問題があるんだろうというふうに思います。 

 だから、共産党が提案しているのは、こういう公示価格に基づく取引価格方式ではなしに、収益

還元方式という言い方をしていますけれども、特に銀行やオフィスビルなどでは、やはりこれは収

益を目的として土地を所有しているんだから高くすると。それから一般商店はそれよりも低くする。

さらに個人が住み続けるだけの土地についてはもっと下げるというような、使用目的に合わせて差

を設けるという方式にすべきではなかろうかという提案をしております。なかなか実現はしません

けれども、やっぱり方向としてはそうなんだろうというふうに思います。 

 それから、もう１つの問題は、この固定資産税が単に固定資産税だけではなしに、都市計画税に

も直結をしますし、それから国民健康保険税の資産割にも影響してくるわけですね。だから固定資

産税が高いということは、資産割の額も高くなるということですね。逆に言うと、それを下げるこ

とによって固定資産税を下げることだってできるんですね。そういう意味で、固定資産税というの

は非常に大きな役割をしていますし、それから住宅家賃、これはもちろんこの固定資産税というの

が大きな要素を占めて、家賃が決まるということがあります。だから、そういう意味でいくと、や

はり固定資産税というのはできるだけ抑えるということが私は必要だろうというふうに思っていま

す。 

 今、たまたま市・県民税の今年度の納付書が来ました。１回当たり私で８万円ぐらい支払うんで

すね。物すごいびっくりしました、金額を見て。そんなことも含め、この間から言っております介

護保険料は上がる、後期高齢者の医療保険料は上がる、それから消費税も、どうも今の議論だと政

府は国民の反対を無視して上げそうだというようなこともあります。こういう状況の中で、さらに

負担増となるこういうことをやるということは、やはり私はやるべきではないんじゃなかろうかと

いうふうに思います。そのことを指摘して、質疑を終わりたいと思います。ありがとうございまし

た。 

○議長（小坂直親君） 

 １８番 服部孝規議員の質疑は終わりました。 

 以上で、日程第１に掲げた上程各案に対する質疑を終結いたします。 

 続いて、ただいま議題となっております議案第４０号から議案第５１号及び報告第７号から報告

第９号までの１５件については、お手元に配付いたしてあります付託議案一覧表のとおり、それぞ

れ所管する常任委員会にその審査を付託いたします。 

 なお、報告第３号から報告第６号までの４件については、地方自治法施行令及び地方公営企業法
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の規定による報告、また報告第１０号及び報告第１１号についても、地方自治法の規定による報告

でありますので、ご了承願います。 

 

       付 託 議 案 一 覧 表 

 

   総務委員会 

 

議案第４０号 亀山市国民宿舎関ロッジ条例の制定について 

議案第４１号 亀山市道の駅関宿地域振興施設条例の制定について 

議案第４２号 亀山市税条例の一部改正について 

議案第４３号 亀山市都市開発区域に係る固定資産税の不均一課税に関する条例の一部改正につい

て 

議案第４４号 亀山市国民健康保険条例の一部改正について 

議案第４９号 三重県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について 

報告第 ７号 専決処分した事件の承認について 

報告第 ８号 専決処分した事件の承認について 

報告第 ９号 専決処分した事件の承認について 

 

   産業建設委員会 

 

議案第４７号 工事請負契約の締結について 

議案第４８号 訴えの提起について 

議案第５０号 市道路線の認定について 

議案第５１号 市道路線の変更について 

 

   予算決算委員会 

 

議案第４５号 平成２４年度亀山市一般会計補正予算（第１号）について 

議案第４６号 平成２４年度亀山市国民宿舎事業会計補正予算（第１号）について 

 

○議長（小坂直親君） 

 続いて、お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、あすにお願いしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君） 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、そのように決定いたしました。 
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 明１９日は午前１０時から会議を開き、市政に関する一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

（午後 ４時０４分 散会） 
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平成２４年６月１９日 

 

 

 

 

 

 

亀 山 市 議 会 定 例 会 会 議 録 （ 第 ３ 号 ） 
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●議事日程（第３号） 

 平成２４年６月１９日（火）午前１０時 開議 

第  １ 市政に関する一般質問 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●出席議員（２２名） 

   １番     髙 島   真 君       ２番     新   秀 隆 君 

   ３番     尾 崎 邦 洋 君       ４番     中 﨑 孝 彦 君 

   ５番     豊 田 恵 理 君       ６番     福 沢 美由紀 君 

   ７番     森   美和子 君       ８番     鈴 木 達 夫 君 

   ９番     岡 本 公 秀 君      １０番     坊 野 洋 昭 君 

  １１番     伊 藤 彦太郎 君      １２番     前 田 耕 一 君 

  １３番     中 村 嘉 孝 君      １４番     宮 崎 勝 郎 君 

  １５番     片 岡 武 男 君      １６番     宮 村 和 典 君 

  １７番     前 田   稔 君      １８番     服 部 孝 規 君 

  １９番     小 坂 直 親 君      ２０番     竹 井 道 男 君 

  ２１番     大 井 捷 夫 君      ２２番     櫻 井 清 蔵 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●欠席議員（なし） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議に出席した説明員職氏名 

市      長  櫻 井 義 之 君    副 市 長  安 田   正 君 

企 画 部 長  古 川 鉄 也 君    総 務 部 長  広 森   繁 君 

総 務 部 参 事                
          笠 井 泰 宏 君    市 民 部 長  梅 本 公 宏 君 
(兹)契約監理室長                

文 化 部 長  最 所 一 子 君    健 康 福 祉 部 長  山 﨑 裕 康 君 

環境・産業部長  国 分   純 君    建 設 部 長  三 谷 久 夫 君 

上 下 水 道 部 長  高 士 和 也 君    関 支 所 長  稲 垣 勝 也 君 

医 療 セ ン タ ー 
          伊 藤 誠 一 君    会 計 管 理 者  片 岡 久 範 君 
事 務 局 長 

危 機 管 理 局 長  伊 藤 隆 三 君    消 防 長  渥 美 正 行 君 

消 防 次 長  早 川 正 男 君    教育委員会委員長  肥 田 岩 男 君 

教 育 長  伊 藤 ふじ子 君    教 育 次 長  上 田 寿 男 君 

監 査 委 員  落 合 弘 明 君    監査委員事務局長  栗 田 恵 吾 君 
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選挙管理委員会 
          井 上 友 市 君 
事 務 局 長 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●事務局職員 

事 務 局 長  浦 野 光 雄      書 記  松 村   大 

書 記  山 川 美 香 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議の次第 

（午前１０時００分 開議） 

○議長（小坂直親君） 

 おはようございます。 

 皆さんに申し上げます。 

 昨日も申し上げましたとおり、本日、台風４号が接近しておりますので、警報が発令されました

ら災害対策本部が設置されますので、質問の途中でありますが暫時休憩し、議会運営委員会を開催

しますのでよろしくお願いいたします。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第３号により取り進めます。 

 これより日程第１、市政に関する一般質問を行います。 

 通告に従い、順次発言を許します。 

 ３番 尾崎邦洋議員。 

○３番（尾崎邦洋君登壇） 

 おはようございます。 

 緑風会の尾崎です。本日は、この後、これから強い台風４号が上陸してくるというふうに言われ

ておりますけど、進路に当たる地域、特に亀山におきましてはどんな小さな災害も起きないことを

ご祈念申し上げまして、本文に入らせていただきたいと思います。 

 それでは、通告に従いまして質問させていただきます。 

 まず質問の前にお断りしておきたいのは、今回の非正規職員に関する質問は、私が過去に約５カ

月弱ですけれども、亀山市の非正規職員として働かせていただいたときに感じましたことや、経験

したことから今回の質問をさせていただきますので、決して現在お勤めの方から相談を受けた上で

の質問とか、情報収集したりした上での質問でないことを明言した上で質問させていただきます。 

 それでは、最初の質問としまして、現在、亀山市では大勢の正規の職員の方や非正規の職員の方

が採用され、お勤めいただいておると思いますけれども、現在働いてみえる方の正規職員と非正規

職員の定義についてお聞かせ願いたいのと、非正規職員におきましては、現在、亀山市が雇用して

おります臨時職員と非常勤職員の定義についてもお聞かせ願いたいと思います。 

 また、先ほど言いました非正規職員と正規職員、この方らの職務内容や勤務形態などについて、

簡単にお聞かせ願えればと思います。それでは、よろしくお願いします。 

○議長（小坂直親君） 

 ３番 尾崎邦洋議員の質問に対する答弁を求めます。 
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 広森総務部長。 

○総務部長（広森 繁君登壇） 

 おはようございます。 

 初めに、正規職員と非正規職員の定義は何かということでございますが、正規職員とは任用期間

に定めのない職員を指しまして、非正規職員とは任用期間を定める、いわゆる有期任用の職員を指

すものでございまして、臨時職員と非常勤職員に大別をされます。 

 臨時職員は地方公務員法第２２条の５に規定されます任用でございまして、緊急の場合、また臨

時の職に関する場合には６カ月を超えない期間で任用することができると規定をされておりまして、

緊急雇用での任用及び育児休業等の代替で配置している職員でございます。この臨時職員は６カ月

を超えない範囲で更新ができることとなっておりますことから、最長で１年の任用となってまいり

ます。 

 また、非常勤職員は地方公務員法第１７条の任用で、保育士、幼稚園教諭や給食調理員などの有

資格者も任用しているところでございます。任用期間につきましては、同法に特に規定はございま

せんが、臨時職員と同じ労働条件で雇用をいたしておりますことから、任用期間も臨時職員に合わ

せて１年と定めているところでございます。 

 職務内容につきましては、主に正規職員の補助的な役割を担っていただいておるといったところ

でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 尾崎議員。 

○３番（尾崎邦洋君登壇） 

 先ほど、詳しく定義のほうをお聞かせ願いましたですけど、現在、正規職員と非正規職員をそれ

ぞれ何人雇用しておられるかについてお聞かせ願いたいと思います。 

 また、非正規職員につきましては、臨時職員と非常勤の雇用人数がおわかりになっているようで

あれば教えていただきたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 広森部長。 

○総務部長（広森 繁君登壇） 

 正規職員と非正規職員の人数でございますが、本年４月１日現在で、市長、副市長、教育長を含

む正規職員は５８７人で、非正規職員は５７４人でございます。 

 非正規職員５７４人のうち、臨時職員は４４人、非常勤職員は５３０人でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 尾崎議員。 

○３番（尾崎邦洋君登壇） 

 先ほど、臨時職員が４４名で非常勤職員が５３０名とお聞きしましたが、実際に勤務されておる

方の中で、非正規職員でありながら正規職員を望んでいるけれども実際には現状のままで非正規の

職員でおられる方、そういった方も中にはおられると思いますし、またこのまま非常勤職員として

働くほうが自分の都合にいいという方も中にはいらっしゃると思いますんですけれども、そういっ

た数字を現在つかんでおられるかどうか、その辺のところをお聞きしたいと思います。 
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○議長（小坂直親君） 

 広森部長。 

○総務部長（広森 繁君登壇） 

 現在任用をしております非正規職員の中で、正規職員としての任用を希望されている方がどれぐ

らいお見えになるかといったことにつきましては、アンケートや調査をいたしておりませんので、

まことに恐縮ではございますが、把握をしていないといった状況でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 尾崎議員。 

○３番（尾崎邦洋君登壇） 

 これだけ大勢の方が非常勤職員として勤務されているわけなんですけれども、今後、先ほどお聞

きしましたようなアンケート調査、そういったことを行って正確な数字をつかんでみようかとか、

その辺のところの考えをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（広森 繁君登壇） 

 現在の非正規職員の中で、正規職員に任用を希望される方がどれぐらい見えるかということで、

現在のところアンケートとか調査は行っておりませんけれども、尐しそういった面でも今後検討さ

せていただきたいというふうに考えてございます。 

○議長（小坂直親君） 

 尾崎議員。 

○３番（尾崎邦洋君登壇） 

 非正規職員の方が五百何十名ということで、正規の職員の約同数ぐらいの方がいらっしゃいます

が、先ほどの説明の中では、仕事の内容については補助的な仕事をやられているとおっしゃられて

おりますが、例えば仕事の内容によって、無資格者でも働ける職場とか、有資格者でないと働けな

い職場もあると思いますけれども、有資格者でないと働けないという職場で働いておられる非正規

職員は何名ほどおられるのかお聞かせ願いたいのと、また職場によっては、必ず１名は有資格者が

いなければならないという職場もこの亀山市においてあろうかと思いますけれども、そういう場所

で非正規職員が唯一の有資格者としてその職場で中心になって働いていられる、そういった場所が

あるか。あれば教えていただきたいと思いますが、これについては差しさわりがあるといけないの

で、職場の名前ははっきり申されなくても結構ですけれども、そういうような職場があるかどうか

をお聞かせ願いたいと思います。 

 もしそういう方がいらっしゃれば、補助的な仕事をしている臨時職員とは私は違うように感じる

んですけれども、まずとりあえずそういう方がおられるかどうか、ちょっとお聞かせ願いたいと思

います。 

○議長（小坂直親君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（広森 繁君登壇） 

 非正規職員で資格を必要とする職種につきましては、保育士、幼稚園教諭、看護師、給食調理員
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等多種多様でございますが、本年４月１日現在、先ほど５７４人と申し上げましたけど、そのうち

２５３人の方を任用いたしております。 

 それと、有資格者の配置を必要とする職場についてでございますけれども、具体的に申し上げま

す。小学校の給食調理場がこれに該当するかなあというふうに考えてございます。小学校の給食調

理場では、学校給食の衛生管理基準といったものがございまして、最低１人の調理師免許を有する

職員の配置が必要とされておりまして、小学校すべての給食調理場におきまして、調理師免許を有

した給食調理員を配置しているところでございます。 

 しかしながら、１校におきまして正規職員が調理師免許を未取得でございますので、免許取得に

向けて現在鋭意指導を行っている状況にございます。以上でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 尾崎議員。 

○３番（尾崎邦洋君登壇） 

 非正規の方は補助的な仕事ということでお答えいただきましたですけれども、そういう仕事の内

容からすると、補助的ではないような仕事に携わっている方というところには、やっぱり正規の職

員を配置すべきであるかというふうに思います。 

 また、地方公務員法によりますと、職員の給与はその職務と責任に応じるものでなければならな

いとあり、給与は職員の勤務に対する対価であることを示すとともに、給与は職務と責任に応じて

決定されなければならないとなっています。 

 ということで、その方の給与は、細かい金額は結構ですけれども、通常の非正規職員と同等であ

るのか、またそうではなくて正規職員と同等扱いになっているのか、その辺のところをお聞きした

いと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（広森 繁君登壇） 

 有資格者につきましては、賃金に差がついているのかといったご質問でございますけれども、非

常勤、臨時職員の賃金は、その職務と責任に応じ職種ごとに細かく定めているところでございます。 

 給食現場におけます有資格者の非常勤職員につきましては、その職名を給食調理員といった形に

してございまして、具体的に申し上げますと、１時間当たり１,１５０円といたしておりまして、

資格を有しない給食調理補助員につきましては時間当たり８２０円ということで、賃金面で差異が

ございます。 

○議長（小坂直親君） 

 尾崎議員。 

○３番（尾崎邦洋君登壇） 

 先ほど給与においてはそういう単価の違いで、非正規とは若干違って、正規職員と同等かどうか

確認できませんが、そういうふうに一応はなっているということをお伺いしました。 

 それと、現在亀山市では臨時職員の方、１年契約を結んで契約期間が満了すると一たん雇用契約

を切って、その後に再度雇用契約を結んで、そういう形をとりながら雇用を繰り返していると思い

ますが、実際にそのとおりであるのか。また違うようであれば、どのように雇用をやっているのか
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をお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（広森 繁君登壇） 

 先ほどもご答弁を申し上げましたように、臨時職員と非常勤職員の任期は最長で１年でございま

す。次に、再雇用させていただけるかどうかは、ご本人の希望と職場における必要性であるという

ふうに考えてございます。 

 こうした要件が満たされた場合、再度の雇用をお願いしているといった状況にございます。 

○議長（小坂直親君） 

 尾崎議員。 

○３番（尾崎邦洋君登壇） 

 非正規職員の場合、非常勤とか臨時職員とかいう呼称で呼ばれておりますが、通常、臨時という

言葉を聞いたりしますと、本当に臨時であって、毎年契約を更新していくということがもし現実に

あるとすれば、それはもう臨時とは言わないような話だと私は思います。ということは、常勤が当

たり前になっていて、そういうところはやっぱり必要な方ではないかというような考えを持ってお

ります。 

 また、私は安定した雇用の中で責任ある仕事が遂行されるというふうに考えておりますけれども、

現在雇用されている非正規の職員を、全員正規職員にしろとかいうような乱暴なことを決して考え

ているわけではありません。仕事の度合いや責任の度合いなどを考えた上で、必要に応じたそうい

うような場所においては、正規職員の採用または非正規職員の正規職員化、こういうことを図って

いくべきだと思います。 

 そういうことで、今後の非正規職員の雇用についてどのように考えられているのか、市長のご答

弁をお願いします。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 おはようございます。 

 尾崎議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 ご案内のように、財政状況は厳しくなります中で、定員適正化計画によりまして平成２１年度末

までの５カ年におきまして、本市の場合、正規職員で２３名の削減を実施してまいりました。その

後、平成２２年度に策定をさせていただきました新たな定員適正化計画におきましては、一定率で

の削減は行わず、現状の体制の職員数を基本といたして展開していくというふうにお示しをさせて

いただいたところでございます。 

 これにつきましては、正規職員として雇用した場合の生涯賃金により、人件費を考慮した上で、

新たに発生する事務事業などさまざまな市民ニーズ、行政需要、この要素を勘案して決定させてい

ただいたものでございます。尐なくとも、本計画の期間中につきましては、この定員適正化計画の

考え方に沿って進めてまいりたいというふうに考えております。このような状況の中で、議員ご指

摘をちょうだいいたしておりますが、市民サービスの低下を招くことなく事務事業及び行政課題の
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増加に対応するため、現在の状況がそうでございますが、非常勤、臨時職員が増加傾向の流れの中

にございます。 

 しかしながら、これにつきましては、他方では雇用機会の提供という面も持っておるわけでござ

いまして、今日の雇用や経済の情勢を考えますと、その役割も行政としてあるというふうに認識も

いたしておるところでございます。 

 ご所見がございましたけれども、今後も厳しい財政状況が続くと見込まれます中で、総人件費を

抑制しながら、国からの権限移譲も今後どんと進んでまいりますが、この権限移譲に伴います事務

事業の増加などにしっかりと対応していくために、非常勤職員の効果的な配置を行いながら事業を

進めてまいりたいと存じておりますが、正規職員全体の配置を見直す中で、必要がございましたら

非正規職員にかえて正規職員を配置していくことも検討してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 なお、非常勤、臨時職員の待遇に関しまして、全体の財政状況とのバランスもございますが、非

正規職員が責任とモチベーションを持って業務に当たることができますよう、その待遇改善に取り

組んでまいる必要もあろうかと思っておりますし、現在、国におきまして、今は認めておりません

非正規職員への諸手当について、支給可能とする地方自治法の改正を検討しておるというふうに伺

っておるところでございますので、今後、国のその動きもしっかりと注視をしてまいりたいと考え

ておるところであります。 

○議長（小坂直親君） 

 尾崎議員。 

○３番（尾崎邦洋君登壇） 

 先ほどお話しになられたご答弁のように、ぜひ進めていってほしいと思います。 

 次に、非正規職員の採用時における取り扱いについて質問していきたいと思います。 

 これは私の経験上なんですけれども、市役所で非正規職員として勤務させていただいたとき、た

しか１０月に一応採用になりまして、１１月から勤務してくださいということで出ていきました。 

 作業服を支給していただいて、それを着て仕事するという職場だったんですけれども、勤務すべ

き日に来て、その日に服のサイズをはかり、それから服が到着するまで１週間の上待ってやっと来

たと。その間は何をしたかというと、本来の仕事は外でやる仕事だったんですけれども、その間、

机へ座って内勤をやっていたと。特にやる仕事もなかったんですけれども、外へ出てやる仕事の内

容を一応確認していたという時間が長かったんですけれども、私らが勤務していた企業では、当然、

勤務する日にちが決まれば、それ以前に、服が例えば在庫がないようであれば、当然採用の後に出

てきていただいて服を合わせ、仕事をやる初日から支障を来さないような、そういう配慮をやるは

ずなんですけど、私の勤務していた会社は各サイズにおいて１０着以上を全部持っていて、いつど

んなときに作業服が要るとなっても一応対応できるような体制はとっていたと。 

 それは作業服の話なんですけれども、実際にこの市役所のほうにも総務部門があり、総務部門で

勤務したわけではなかったんですけど、そういうことはすべてその現場に任されていると。そうい

う仕事を中心にしてやってきた人でない方が面倒を見ようとしても、非常に無理のあるところがあ

ると。そういうところは、総務部門の方がそういうことが起きないようにやっていただくことが、

非常勤であれ非正規であれ費用対効果というか、賃金を払う以上はそれだけの効果というのは生み
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出すようにできる仕組みだと思うんですけれども、そういったことをぜひ心がけていただきたいと

いうことですね。 

 その上、実際にこういう職場なんかなあと思ってがっかりしたことがあるんですけれども、私ら

が勤務していた民間企業では、請負の作業員であれ派遣の作業員であれ、当然勤務する会社の作業

服を着用する以上は、その会社の就業上の注意事項や安全衛生に関する教育というのを徹底的に行

った上で現場に配置するというのは当然だったんですけれども、残念ながら私が入って非正規職員

として勤務させていただいたときには、就業上の注意事項も全くなく、公務員倫理のそういったこ

とに関する説明も全くなかったもんで、非正規職員の仕事に対する、私への期待感は全くないのか

なあと感じたわけですけれども、総合環境センター、事務職と違ってそういうところで働いておら

れる方は当然安全教育とかそういったことをやられておると思いますけれども、そういった方々に

ついて安全教育の実施記録、そういったことを作成し保管されているかのことについてお聞きした

いと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 当局の答弁を求めます。 

 広森総務部長。 

○総務部長（広森 繁君登壇） 

 具体的に、総合環境センターにおきましての安全教育といったご質問でございますけれども、就

業時におきます安全教育につきましては、所属長が口頭で行いまして、必要があれば講習会等にも

積極的に参加をさせているところでございます。 

 また、労働安全衛生規則に、特別の教育が必要な業務につきましては記録を作成しておくことが

定められておりますが、同規則には、十分な知識、技能を有していると認められる労働者について

は特別教育を省略することができるといったこともあわせて定められているところでございます。 

 現在採用の職員につきましては、十分な知識及び技能を有しているといったことで、特別の教育

を省略しているところでございますが、今後、新たに特別教育が必要な職員を採用する場合につき

ましては、労働安全衛生法の趣旨に基づきまして、安全教育、実施記録の作成また保存といったも

のを行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 尾崎議員。 

○３番（尾崎邦洋君登壇） 

 安全教育というのは、就業される方本人の安全を管理すると同時に使用者側の責任を果たすこと

にもなりますので、事故が起きたときに、そういう安全教育を行ったかどうか、やっぱり実施した

んであれば書類として一応教育した側とされた側の教育にかかった時間とか、それとかサインをい

ただいて、受けましたよという記録をとっておくのとおかないのとでは、もし何かの災害が起きた

ときは、そういったことが亀山市自体を守ることにもなると思いますし、また実際にそういうこと

を書類で残すということは、それなりの教育を行わざるを得ないということにもなると思いますん

で、ぜひこのことについては励行していただきたいというふうに思います。 

 次に、職員の守秘義務と市民サービスについてなんですけれども、正規職員、その方が退職され

た後、及び非正規職員の離職後の守秘義務についてお伺いしたいと思いますが、私が働いていまし
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た民間企業では、当然、就業している期間は就業規則の中で守秘義務規定が規定されており、それ

によって守秘義務を守るとなっており、退職するときに、特に個人情報だとか特許など企業の秘密

にかかわるようなことを今まで仕事として携わっていた方については、退職時に、今後そういった

個人情報を守ったり企業の秘密は守るという誓約書を交わしているわけなんですけれども、亀山市

ではそういったことをどのように管理して周知徹底されているのか、お答えいただきたいと思いま

す。 

○議長（小坂直親君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（広森 繁君登壇） 

 正規職員、非常勤職員、臨時職員のいわゆる非正規職員ともに、地方公務員法におけます一般職

に該当をしますことから、これら職員はすべて同法の第３４条に規定されます秘密を守る義務が課

せられております。 

 これによりますと、職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた

同様とすると規定されておりまして、明確に退職後における秘密を守る義務が規定されているとこ

ろでございます。 

 また、地方公務員法にはほかにもさまざまな服務義務が規定をされている中で、この秘密を守る

義務に違反しました場合には、同法の第６０条でございますが、罰則規定が設けられておりますこ

とから、特に厳しい義務となっております。 

 職員に対しましては、常日ごろから研修の機会等を活用して、秘密を守る義務のほか地方公務員

法に規定されております服務義務の周知徹底を行っているところでもございます。 

 なお、非常勤、臨時職員に対しましては、採用時に機密及び個人情報の守秘に関する注意事項と

いたしまして、守秘義務に関する事項について教育をいたしているところでもございます。 

○議長（小坂直親君） 

 尾崎議員。 

○３番（尾崎邦洋君登壇） 

 ありがとうございました。 

 ただ、先ほどの中で、非正規職員の私は、守秘義務についてのお話というのは全然伺ってなかっ

たことだけ申し添えておきますんで、ぜひ全員にそのようにやっていただくようにお願いしたいと

思います。 

 次に、市民サービスについての質問をさせていただきます。 

 私も公務員になりまして、余り好きでもない言葉には、お役所仕事という言葉があります。どん

な意味かなあということで、パソコンを開いて確認しましたら、一般的には、融通がきかない、縦

割りなのでちょっとでも管轄が違うと動かない、たらい回しにする、しゃくし定規である、マニュ

アルどおりにしか動かない、前例がないことをしたがらないなどの不親切な仕事を非難していう言

葉と出てきました。 

 先ほど言いましたように、私も公務員の端くれになりますので、こういったことはぜひ亀山市で

は当てはまらないようにしていただきたいと思うんですけれども、気づいたことをお話ししますと、

ちょうどことしの確定申告時だったんですけど、たまたま私が座っていた隣の方が、書類が足りな
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いという方で、市の方から指摘を受けておられました。 

 その方は、「これは市役所の別の部門からそういった書類をいただかないと出せないもんで、催

促はしているけどもらっていないと。それはあんたらのほうから言ってくださいと、同じ市でしょ

う」という話しをすると、それは私に言われても困るもんで、そこへ行って言ってくださいという

ようなことを言われているんですね。 

 確かに市の方の言うことも理解できないことはないんですけれども、これも私の働いていた会社

がそれほど立派な会社でもないんですけれども、私ら物づくりには携わっていなくても、お客さん

からつくったものの苦情なんかが来たときは、それは私はつくっていないから、向こうへ行って話

してくれというようなことは一切言ったことはなく、申しわけありませんということで一応その場

で事情を聞き、それを担当の部署に伝えるか、それとも丁寧にお話しして、その担当の部署へ電話

を回すとか、そういったことを扱っていたんですけれども、そのお話しになられた方は、私に言わ

れてしようがないからその部署へ行って言ってくださいと。そういう言い方だと、やっぱり同じ聞

いていてもあんまりいい印象は受けないと思うんですね。その辺のところの気遣いというか、そう

いったことも今後は考えてやっていただいたらと思います。 

 また、これも経験上なんですけど、私は３月３１日に市で働いていた雇用期限が切れて、翌４月

１日から失職したわけですけれども、健康保険の取得については２週間以内ということが定められ

ているんですけれども、いつまでたっても退職証明書が来ないということで、９日ぐらいに亀山市

役所へとりに来ました。退職証明書をもらえないから、健康保険証ももらえないということで。 

 そうしましたら、何か書類を、３カ所ぐらい回った上で発行していただいたんですけれども、そ

の部署の方は、その方がおくれることによって次の手続がとれないし、また病院にかかるにも実費

で受けなきゃいけないということがあるんですけれども、そういったことも考えていただいて早目

に発行するとか、そういったこと。たまたま私は職員だったんですけれども、これも亀山市の仕事

に携わってない方が市の書類を待つようなこともあると思いますけれども、そういったときにやっ

ぱり自分のこととして早目にやっていただきたいということがあります。 

 幸いにして書類をいただいて、健康保険証の手続をとったわけなんですけれども、市の方の控え

としてコピーをして、私に返していただくのが、その間でなくしてしまわれまして、その方が。ビ

ニールのこういったケース、手元にありながら、もういいですということで言われたもんで健康保

険証を私いただいていませんということを話して、コピー機とかその辺を探しに行っていただいた

んですけれども結局はなかったということで、再発行しますということで、何か変な気分だったん

ですけど、まあとりあえず再発行していただいたことがあります。 

 それから、うちへ帰って、健康保険証も悪用される可能性があるしということだったんですけれ

ども、その後役所内でもし出てきたんであれば、電話の１本でもしていただいて、もう出てきまし

たから処分しましたとか、そういったちょっとした気遣い、こういうこともぜひ心がけていただき

たいと思います。 

 最後になるんですけれども、先ほど確定申告のお話ししましたですけれども、確定申告の時期に

なると非常に市の駐車場が混雑します。そのときだけではないんですけれども、駐車スペースも尐

ないし、駐車台数に限りがあるせいか常に混雑しております。 

 そういったときに、西小学校の東側にある駐車場なんですけれども、あちらのほうへ車を移すよ
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うにといって説明がなされているんですけれども、そんなにしょっちゅう来ない人は、あの第２駐

車場というんですか、あそこに駐車場があるということも知らない方も大勢いらっしゃると思うん

ですけれども、ぜひああいうところにも駐車場の看板を掲げていただいて、あちらへと言ったとき

に一目でわかるようなことも大切ではないかというふうに考えております。 

 そういったことで、私の愚痴に近いような意見を申し上げましたんですけれども、最後に、市民

の方々にサービスを今後よくしていっていただきたいという思いから、せめて駐車場に看板をつけ

ていただきたいと思うんですけれども、その辺についてのお考えをちょっとお願いします。 

○議長（小坂直親君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（広森 繁君登壇） 

 初めに、市民サービスへのことでございますけれども、市役所などにお越しになられました市民

の方々に対します窓口サービスにおきましては、親切丁寧で迅速な対応を心がけるとともに、窓口

の応対アンケート及び接遇研修を実施することによりまして、その向上に常に努めているといった

ところでもございます。 

 しかしながら、議員のご指摘のよりますと、窓口対応におきまして配慮の足りないところが見受

けられたといったところでございます。市役所をご利用になられます市民の方にとっては、どこの

部署も同じ市役所でございます。今後、部署間におけます連携を十分に図りながら、常にお越しに

なられました市民の方々の立場に立ったサービスを行うよう、各所属におきまして徹底をいたした

いというふうに考えてございます。 

 それと、駐車場の案内看板でございます。 

 ご指摘のとおり、市役所前の駐車場は非常にスペースが十分でないということで、特に確定申告

のときは大変混雑をして、来庁されます市民の方々にはご不便をおかけいたしております。市役所

の駐車場には整理員１人おりますけれども、こういった混雑の激しい時期につきましては２人を配

置して対応しております。 

 さらに、駐車場が満車になった場合は西小学校東側の駐車場をご案内いたしておりますが、場所

がわかりづらいといったところのご指摘でもございますので、案内看板の設置だとか、案内地図を

その場で配付するといったことも考えまして、案内方法の改善を検討していくといったことを考え

ているところでございます。 

○３番（尾崎邦洋君登壇） 

 どうもありがとうございました。終わります。 

○議長（小坂直親君） 

 ３番 尾崎邦洋議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、１０分間休憩いたします。 

（午前１０時４２分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午前１０時５３分 再開） 

○議長（小坂直親君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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 次に、１３番 中村嘉孝議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 おはようございます。 

 本日は、大きく２点質問したいと思います。 

 昨今、国を初め世界でも大変経済的にも厳しい状況の中で、亀山市も同じ状況でもございますん

で、今回は行財政改革といった観点から全般にわたってお尋ねしたいと思うところでございます。 

 １点目は行財政改革ということで、皆さんもご承知のとおりでございますけど、現在、日本でも

国債や借入金、ずばり国の借金ですね。 

 このごろ借金時計というのもございますけど、そういった中でその総額がとうとう１,０００兆

円近くに達すると言われておるところでございます。この中には地方の借金も含まれておるという

ことでございまして、その中で、日本国民全体のそれぞれ預金してみえる預金高の資産、家計の資

産といいますか、それが約１,４００兆円と言われておるということですね。 

 そういった中で、一般の市民の方が銀行へ預金して、その銀行預金などを経由しながら国の借金

を国民みんなの貯蓄で賄っていると。そういった状況の中で、他国と違って日本は多額の借金を、

世界でも一番たくさんの借金をするけどもっているんじゃないかと、そのように言われておるとこ

ろでございます。住宅ローン等を差し引くと、もう１,４００兆もないと言われておりますね。大

体もう１,０００兆ぐらいしかないと、そのように聞いておるところでもございます。 

 これは数年先にこの１,４００兆円を上回ってしまうと、この赤字国債が。そうなれば国内だけ

で国債を購入ということができなくなりますんで一体どうなるのかと。そうなりますと国債価格が

暴騰して、金利が今低いんですけど、金利が上昇して今のヨーロッパのギリシャのような状態にな

るかもしれないと、そういった危惧もあるわけでございます。これはちょっと極論かもしれません

けど、そういう可能性もなきにしもあらずということで、かなり国も厳しい状況の中で、亀山市に

おきましても今後財政が大変厳しくなるということで予測されるわけでございます。 

 そういった中で、３月もちょっとお尋ねしたわけでもございますけど、大変重要な問題であると

いうところから上げさせていただきました。 

 本年度から、市の方向性として総合計画の後期基本計画を着実に推進し、選択と集中を基本姿勢

に４つのプロジェクトにより事業を進めていくということです。将来の亀山市を見据えた上で、着

実に行財政改革を進める必要があると。そのため、現在の行財政改革大綱というのがありますね。

いただいたものですけど、その見直しを行い、財政運営の健全性を高めるための方策について、検

討を加えた上でさらなる改革を行うとあります。 

 持続可能な健全財政を行うということでございますが、そこでまずこの行財政改革大綱を具体的

にどのように見直していくのかをお尋ねいたします。 

○議長（小坂直親君） 

 １３番 中村嘉孝議員の質問に対する答弁を求めます。 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 おはようございます。 

 行財政改革大綱の見直しのことでございますが、進捗状況とかスケジュールの観点からご答弁さ
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せていただきたいと思います。 

 現在の行財政改革大綱につきましては、平成２３年２月に策定いたしまして、その後平成２４年

２月に中期財政見通し、ことしの３月に総合計画後期基本計画を策定いたしたところでございます。 

 この中期財政見通しと総合計画後期基本計画を踏まえまして、現大綱における行財政改革の施策、

取り組みが有効に機能しているかの観点から検証、見直しを行っておるところでございます。 

 進捗状況といたしましては、部長級で構成します行政改革管理委員会における検証、見直しを経

て、市長を委員長とします行政改革統括管理委員会、これも庁内組織でございますが、ここに諮り、

そこで出された意見について現在調整を図っているところでございます。主な論点といたしまして

は、財政改革、それから２点目には職員の意識改革、３点目には公と民の役割分担についてでござ

います。 

 現段階における見直しにつきましては、現大綱における基本的な考え方は変わりございませんが、

さらなる行財政運営の強化の必要性があることから、現在の取り組みについては実効性を高め、ま

た新たな取り組みを入れるなどの見直しを行うものと考えております。 

 今後の予定といたしましては、市の見直し案の決定後、７月には、これは外部の方々で組織する

ものでございますが、行政改革推進委員会へ諮問したいと考えており、そこでの審議を経まして答

申をいただき、その後パブリックコメントの手続を行いたいというふうに考えておるところでござ

います。 

○議長（小坂直親君） 

 中村議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 ありがとうございました。 

 現在調整中ということで、７月に行革のそういった委員会に諮られてということで、わかりまし

た。 

 計画期間というのは平成２２年から２６年の５カ年ということで、２２年から２３年が前期で、

２４年から２６年が後期となっているわけでございますけど、その後期分３カ年につきましては、

実施計画書等は作成するおつもりなのか。また、作成されるのでありましたら、いつごろを目安に

されるのかお尋ねしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 この後期実施計画につきましては、大綱の見直しとあわせまして現在策定中でございまして、大

綱と同時にお示しをしたいと考えております。 

 ですので、スケジュールにつきましては、７月に行政改革推進委員会のほうにこれも同時にお諮

りをして、その後お示しできるものというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 中村議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 はい、わかりました。 
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 先ほどちょっとお触れにもなったんですけど、行政システムの再構築とかということにつきまし

ても検討、見直しを行うのか。例えば、適正な人員管理とか職員の意識改革、人材育成、事務事業

の効率化などでございますけど、その辺についても見直されるのかお尋ねします。 

○議長（小坂直親君） 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 現大綱につきましては、政策が３つございまして、効果的・効率的な行政システムの構築という

ふうな政策については変わりございませんが、その中でマネジメントシステムの構築から国からの

権限移譲までの８つの項目がございますので、こういった部分の中で現在見直しを行っているとこ

ろでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中村議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 はい、わかりました。 

 次に、組織機構改革の取り組みということで、権限移譲に伴う事務事業の増加というのは先ほど

ご答弁にもあったんですが、それと育児休業等の長期化に対応するとともに、質の高い行政サービ

スを提供しさらなる組織機構改革を行うと、先般のいただいた資料の中にもこういった表現がござ

いました。 

 現状と、具体的な改革のイメージをお伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（広森 繁君登壇） 

 組織機構改革のご質問でございますけれども、今回検討いたしております組織機構改革の目的に

つきましては、先ほど議員ご指摘のように、権限移譲に伴います事務事業の増加や、育児休業等の

長期化に対応するとともに、質の高い行政サービスを提供していくことでございます。 

 特に、地域主権改革によります法定権限移譲事務につきましては、昨年の１２月にも総務委員会

にも資料としてお示しをさせていただきましたが、本年と来年４月に、３２の法律で２８５の条項

にわたる事務が県より移譲されることとなります。 

 本市には該当がない事務もございますが、社会福祉法人の定款の認可や未熟児の訪問指導、養育

医療の給付、簡易専用水道の給水停止命令等新たな権限が付与され、事務の増大や担当部署が現在

の機構にそぐわない業務も出てくることが予想をされます。 

 今後、権限移譲の進捗状況も勘案し、各部局と協議を行いながら、実施時期も含めて検討を進め

てまいりたいというふうに考えているところでございます。 

 現状につきましては、現在、関係する部長、各室長とのヒアリングも終わっておりまして、それ

の取りまとめを行っているといった状況でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中村議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 
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 かなりたくさんの事業が権限移譲されると理解しました。今ちょうど検討中ということでござい

ます。 

 そして、現在の建設部でございますけど、まちづくり整備室とかまちづくり計画室とか、以前は

３種類ぐらいあったんですかな。そういった関係でいろいろ土木工事とかそういうことで各自治会

長さんたちが要望しに行く場合に、どの課に行ったらいいのか、ちょっとその辺のところがわかり

にくいという声も聞いておりますし、そういった中で今後そういった部署についてもわかりやすい

形の部署にしていただきたいと、そのようにも考えるところでございますけど、その辺についても

お考えあるのかお尋ねしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（広森 繁君登壇） 

 具体的に建設部の所管室につきまして、現在、まちづくり整備室、まちづくり計画室がございま

すが、名称がわかりにくいとのご指摘につきましては、去る平成２２年４月に実施をしました組織

機構改革におきまして一定の整理をさせていただいたところではございますが、再度こうした部分

も含めて十分に協議をしてまいりたいというふうに考えてございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中村議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 よろしくお願いします。 

 次に、中期財政見通しにおける課題ということでございます。 

 本年の初め、平成２４年から２８年の５カ年の中期財政見通しというのをいただいたところでご

ざいます。歳入面で、今後市税の増収は期待できないと。地方交付税についても、平成２７年以降

合併算定がえが段階的に減額となると。一方、歳出においても高齢化の進展に伴う扶助費の増加、

定年退職者の増加による人件費の増、多額の財源不足が見込まれるということでございました。 

 ここのところ長きにわたって、この財源不足を補うために財政調整基金とか減債基金の活用をさ

れてきたわけでございます。平成２８年度には各基金が枯渇すると、そういうふうな予測が出てお

りました。財源手当が大変厳しくなり、財政運営が極めて困難になると、そういったシミュレーシ

ョンも出てきたところでございます。 

 そういった中で、これは大変亀山市にとっても厳しい状況であるということでございますので、

あえてまたこういうお尋ねをしておるわけでございます。こういった状況が予測されるということ

でございますけど、これに対する対応等でございますが、市のほうではどのようにお考えか、まず

お尋ねしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（広森 繁君登壇） 

 本年２月にお示しをさせていただきました中期財政見通しでは、第１次実施計画に位置づけた各

事業の実施経費を計上しない見込みにおいても、実施のための財源を確保し２７年度、２８年度で

は投資的経費を計上しない見込みにおいても、２８年度には財政調整基金が枯渇をすることとなり
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まして、将来の財政運営は極めて困難なものになることが予想をされております。 

 このような見通しであることから、現在、２３年２月に策定を行いました行財政改革大綱につい

て、そこに掲げる基本方針に沿って行財政改革の施策、取り組みが有効に機能しているかとの観点

から検証するとともに、見直しを行っているところでございます。 

 見直し後の行財政改革大綱では、基本的には今ある大綱を踏襲しつつ、歳入においては新たな企

業の誘致や市債権の管理に関する条例に基づく収納対策の強化による市税収入等の確保、また新た

な財源として広告収入の確保、基金の有効活用、受益者負担の適正化などを図ってまいりたいと考

えております。 

 一方、歳出においては、政策的経費については選択と集中により事業の効率化、重点化を進める

ことや、標準的経費については事務事業の見直しや、効率的な行政運営により徹底した経費の削減

に努めるとともに、先ほどの財源確保を図りながら、一律の削減も視野に入れた財政運営も考えて

いるところでございます。 

 今後改定をいたします行財政改革大綱に基づきまして、歳入歳出両面からの取り組み強化に努め、

財源不足額の圧縮を図ることで持続可能な健全財政の確立といったものを目指してまいりたいと存

じております。 

○議長（小坂直親君） 

 質問の途中ですが、ただいま１１時５分に三重県北部に暴風警報が発令されましたので、暫時休

憩をさせていただきます。 

（午前１１時１１分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（小坂直親君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 引き続き、中村議員の一般質問を再開いたしますが、ただいま警報が発令中ですので、台風によ

る被害等の状況に応じ会議を閉じ、延会することもあり得ますので申し上げておきます。 

 なお、災害対策本部設置により、渥美消防長と危機管理局長はその任務に当たるため欠席してお

りますのでご了承願います。 

 中村議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 ６月に台風が来たというのは、本当に珍しいことであります。被害のないのを祈念するものでご

ざいます。 

 それでは、引き続き入らせていただきます。 

 先ほど総務部長からの答弁の中で、今後、財政的に厳しくなると財調も枯渇する可能性も十分あ

るというようなお答えでございました。 

 そういった中で、２８年ごろに財調も枯渇するんじゃないかという予想があるわけでございます

けど、果たしてここの可能性はどれほどお考えになってみえるのか、わかる範囲で結構ですのでお

尋ねしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 
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 広森総務部長。 

○総務部長（広森 繁君登壇） 

 先ほどご答弁をさせていただきましたとおり、中期財政見通しでは、平成２８年度には基金が枯

渇する見通しとしております。 

 そのために、行財政改革大綱の改定も現在やっておりますし、歳入歳出両面からの取り組みを徹

底することで財源不足額を圧縮して、それを補てんする各基金の活用額を抑制してまいりたいとい

うふうに考えております。 

 こういった取り組みを進めることで、必要となる基金の確保といったものを図っていきたいとい

うふうに考えてございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中村議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 ありがとうございます。 

 今般、シャープのスマートフォンの操業開始の見込みとか、新たに新しい企業誘致の会社もあっ

たわけでございますけど、そういったところもある程度は期待ができるという望みもあるわけでご

ざいますが、今後、財調の積み立てが大変厳しい状況になると。 

 そういった中で、それに関連してお尋ねしたいと思います。 

 次に基金の管理計画ということでございますが、特定目的基金の整理や再編ということで、本年

度当初は財調に１３億円、そしてまた減債基金に５億円を繰り入れて予算に充当しておるわけでご

ざいます。当市は、特定目的基金や果実運用型基金等１７種類あると考えております。その総額が

現在約１１１億円ということで聞いております。 

 市の抱える課題と今の財政状況のもとでは、現時点での市民のニーズに合わせて、基金の目的と

する事業の優先度や実施の可能性そのものを見直していくことがより現実的な今後の対応と、今広

森部長も尐し触れられましたけど、その辺が大切なところだと思います。 

 こういった特定目的基金やら果実運用基金の整理再編、今後は必要となってくると考えると思い

ますが、このことにつきまして、どういった見解をお持ちかお尋ねいたします。 

○議長（小坂直親君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（広森 繁君登壇） 

 議員ご所見のとおり、現在、本市の基金につきましては財政調整基金及び減債基金のほか、リニ

ア中央新幹線亀山駅整備基金などの特定目的基金が１５基金、土地開発基金などの定額運用基金で

２基金の合計で１７基金で、平成２３年度末残高の見込み額につきましては約１１１億７,０００

万円でございます。 

 これまでから、これら基金の活用につきましては基金条例の設置目的に沿って基金から繰り入れ、

事業の財源として活用をしてまいりました。本年度におきましても、財政調整基金のほか減債基金、

地域福祉基金、下水道事業基金などを活用して財源の確保を図ったところでございます。 

 基金の整理再編につきましては、行財政改革大綱の中でも特定目的基金や定額運用基金の積み立

て、運用など、基金の必要性及びあり方を検討するとしておりまして、こういった取り組みにより
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基金の有効活用を図ってまいりたいというふうに考えてございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中村議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 ありがとうございました。 

 財政的にも大変厳しい状況になっていく状況下、これからは基金設立当初からの社会経済情勢等

の大きな変化によって成立しなくなっている現状をかんがみながら、優先度の見直しという形で整

理していかなければならないと、先ほど言われたとおりでございます。つまり、より優先度の高い

政策に向けて基金の再配分をするといったことが必要だと思います。確かに、現在あるハードやソ

フト事業に対する基金は、設立当時は市民の思いがあったと思います。そういった経過は十分尊重

しながらやっていかなければならないと、そのように思っております。 

 亀山市にも、先ほども言われた基金条例は確かにあります。こういった中で、基金の活用指針は

まだないと思いますが、必要になってくるであろうと、そのように考えるところでございます。 

 今後その基金に対する活用指針でございますが、作成するおつもりがあるのか、また作成するお

つもりがあるのであればいつごろになるのかをお尋ねいたします。 

○議長（小坂直親君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（広森 繁君登壇） 

 今後、基金につきましては、財政運営も厳しさを増してまいりますので、計画的な積み立てを行

うことはもちろんでございますが、これまで以上の有効的な活用も必要になるものというふうに存

じております。 

 このようなことから、基金の設置目的に沿った、具体的な活用事業などを踏まえた基金の活用指

針といったものを来年度の予算編成に活用できるように、１２月を目途に策定してまいりたいとい

うふうに考えているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中村議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 １２月を目途に作成ということで、よろしくお願いいたします。 

 次に、税外収入の確保ということでございます。 

 これも財政が厳しいという中で一つの手段ということでお尋ねするわけでございますが、税外収

入の確保については、以前尐しお尋ねしたこともありました。歳入不足が今後続く中で、尐しでも

租税収入以外の収入を確保するのは当然のことでありまして、たとえそれが尐額でも、努力をして

いくことは大変必要なことだと、そのように考えます。 

 方法としてはいろいろあるわけでございますが、普通財産、国有財産の譲与によりまして赤道等

行政財産として利活用が見込めない財産については売却したり、あとは貸し付けを推進したり、こ

れは今の市のほうでもやってみえることでもございます。また、広告導入事業によってホームペー

ジのバナー広告にも準備を進めているということも聞いております。市の広報等も活用できるわけ

でもございます。 
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 その後、バナー広告等庁内協議を進めて対応していくというご答弁をいただいておりますんです

が、現在の進捗状況について、今どういった状況であるかお尋ねしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（広森 繁君登壇） 

 税外収入の確保といたしましては、特に広告収入の導入に向けて、県内各市の取り組み状況を見

ながら研究、検討を進めまして、平成２３年２月に策定をいたしました行財政改革大綱においても

広告収入の導入を掲げております。 

 本年の４月に、広告掲載に関して募集や内容の適否の審査など必要な事項を定めました亀山市広

告掲載要綱を設けたところでございまして、今後、要綱等に基づき取り組みを進めてまいりますが、

まずは市ホームページへのバナー広告掲載を試行的に開始し、新たな財源として確保をしてまいり

たいというふうに考えてございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中村議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 ありがとうございます。 

 広告掲載要綱というのを作成されたということで、大変結構なことだと思います。確かに、こう

いった事業では多額の増収というのは見込めないと、そのようには思いますが、尐しずつでもやっ

ていくことが肝要だと、そのように思っております。 

 先般は３月議会ですか、私債権に関する条例も制定されたところでもございます。ちなみに県内

の、三重県を初め四日市市、伊賀市等では、例えば市役所の封筒に広告を導入しているということ

も聞いております。 

 そういった中で、各県内市町もいろんなことでバナー広告等税外収入の努力をしておるわけでご

ざいますけど、こういったことにつきまして、市としてはどんな見解をお持ちかお尋ねいたします。 

○議長（小坂直親君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（広森 繁君登壇） 

 各市さまざまな媒体で広告を掲載しておるところでございます。 

 市が使用する各種封筒に掲載をする自治体もふえておりますので、先進事例を参考にしながら、

例えば内容によっては信頼性に課題があるといったこともございますので、研究、検討していきた

いというふうに考えてございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中村議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 なかなか封筒等の収入では多額な増収というのは見込めないとは思うんですけど、ちりも積もれ

ば何とやらとか、そういったこともございますし、小さいことからでも徐々に始めていくべきだと、

そのように考えます。 

 次に４番目の、財政健全化における数値目標の設定ということで尐しお尋ねしたいと思いますが、
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今後５年間の後期基本計画もございますし、先ほど行財政改革大綱の見直しの中でも後期の３年間

の実施計画の策定と、そういった中もございます。 

 そういった中で、将来にわたり持続可能な財政運営を目指すといったことからも、やはり今後先

５年間程度の数値目標の設定というのは大変重要であると、そのように思います。例えばどんな数

値目標といいますと、実質収支比率とか経常収支比率、あとは市税の収納率の向上や公債費比率の

抑制とか、公共工事のコストの削減等々いろいろ数値目標の設定というのはあるわけでございます

けど、やはり５年間ぐらいのある程度の目安といいますか、そういった数値目標を設定して、それ

に向かって事業を行っていくことが必要だと考えますが、この辺について考えをお伺いいたします。 

○議長（小坂直親君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（広森 繁君登壇） 

 現在の行財政改革大綱におきましては、平成２６年度に財源不足となる約２０億円について、２

３年度から２６年度までの４年間で除しました５億円を、各年度における削減目標として設定をい

たしております。 

 今回改定を行います大綱におきましては、後期基本計画の第１次実施計画の事業費を含めた中期

財政見通しの策定によりまして、平成２６年度までの財源は確保できる見通しとなったことから、

現在のところでは数値での削減目標といったものは設けることは考えていないところでございます。 

 一方、行財政改革大綱を、今改定を進めているところでございますけれども、財政健全化のため

の個々の数値目標としましては、財政構造の弾力性を判断するための指標でもございます経常収支

比率では、後期基本計画の目標値でもあります８５％以下を、また公債費負担比率では１５％以下、

財政調整基金では残高を２０億円以上の維持、これらを行財政運営の数値目標としていく考えでご

ざいます。 

○議長（小坂直親君） 

 中村議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 ありがとうございます。 

 その大きな３点ですね。これはある程度数値目標と考えさせていただきます。確かにこれは重要

な３点でございますので、大きな視点で目標を持ってみえるということで理解させていただきます。 

 ただ亀山市はまだまだ余裕があると、そういった考えがあると思います。全国でも、県内も含め

財政的にも厳しい市町というのはたくさん今出ておるところでございまして、破綻寸前の市町がな

いわけでもございません。 

 そういった中で、それがそういった破綻に近づいておるような市町村におきましては、すべての

分野において数値目標をきちっと設定してやってみえると、そういうところも多いと聞いておりま

すので、今のうちに亀山市も、３つのこういった指標も大事ですけど、もう尐し踏み込んでいろん

な数値も考えて事業を行っていただくようにお願いしたいと。やっぱり早目の準備が肝要だと思い

ますんで、ひとつよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、次の大きな２つ目に行きたいと思います。 

 次に、太陽光発電のことでございますが、この太陽光発電というのは再生可能エネルギー、枯渇
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することのないエネルギーで、一般家庭の屋根にソーラーパネルを取りつけるもので、また電力の

節減やら余った電気を売ることもできるということでございます。もうこんなの皆さんご承知のと

おりてございますけど、かなりメリットのあるもので、近年、亀山市内にも、全国的にも大注目を

されているのは各新聞紙面でも出ておるところでございます。このごろ本当毎日といってもいいほ

ど、新聞にそういった太陽光発電の話もにぎわせているところでもございます。安全でクリーンな

エネルギーといって、いろいろ今注目されておるところでございます。特に、東日本の震災以降、

今後の電力不足が大変深刻化する中、注目を浴びておるわけでございます。 

 三重県知事も先般、伊勢新聞でしたか掲載されておりましたんですけど、太陽光発電に力を傾注

していくと、そういったことが報じられておりました。もともと日本は、大分昔になるわけでござ

いますけど、オイルショック以降、太陽光発電にはかなり力を入れておりました。そのころは、た

しか日本の技術は世界一だったと、そのように認識しておるところでございます。今は中国とか、

そういったところがトップを占めておるようなことを聞いております。 

 そういった状況下、当市の太陽光発電ソーラーシステム、一般家庭用の話でございますが、現在

の設置状況と補助制度についてお伺いいたします。 

○議長（小坂直親君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 設置状況と補助制度でございますが、家庭用太陽光発電に関します補助金につきましては、平成

１８年度から新エネルギー普及支援事業として交付をしてまいりました。さらに、２２年度からは

補助内容を拡充いたしまして取り組んでまいったところでございます。 

 そのような中、２３年度までの各家庭に対します補助件数の累計でございますが、４６７件とな

ってございます。また、現在の補助制度でございますが、補助金額は上限を１０万円といたしまし

て、１キロワット当たり３万円の補助を行っているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中村議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 市内で４６７件ということでございます。 

 それで、一般家庭がソーラーシステムを導入する場合の平均的な工事費と、それを償還できる期

間はどれぐらいなのか、何年ぐらいなのか。また、電気の売電でございますけど、そのメリットに

ついてお尋ねしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 工事費でございますが、一般社団法人太陽光発電協会 太陽光発電普及拡大センターの発表でご

ざいますが、こちらによりますと平成２４年１月から３月までの平均工事費は、新築家屋の設置の

場合はキロワット当たり４６万６,０００円、それから既存家屋への設置の場合は、これもキロワ

ット当たり５２万３,０００円と公表されてございます。 

 それから、設備投資額の回収に要する期間でございますが、屋根の構造や日照時間などによりま
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して収益も異なりますことから、明確な回答につきましては国やメーカーなどからも示されてはご

ざいませんが、経済産業省の資源エネルギー庁による検討委員会の資料によりますと、おおむね１

０年程度となると試算をされております。 

 また、設置に対しますメリットでございますが、買い取りの電力料、今４２円という形で取り組

みをされておりまして、またこの７月１日からの制度改正におきましても同じように４２円という

ことで提案をされておると、そのような形になるということで情報は得ております。 

○議長（小坂直親君） 

 中村議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 ４６万、５２万ということでご答弁あったんですけど、一般家庭の一軒家に１つのソーラーシス

テムを屋根に取りつける費用全額で、もう尐しわかりやすく、１００万かかるとか、その辺につい

てちょっとお答えをお願いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 各家庭におきまして、その家庭の新築家屋の大きさとか、そういう形にもよりましてさまざまで

ございますが、今大体３キロワットから４キロワットが、新築の一般家庭に設置をされる場合そう

いった規模が多いということをお聞きしておりますので、先ほど申しました新築の４６万６,００

０円掛ける３及び４という形が設置工事費になるのかなというふうに思っております。 

○議長（小坂直親君） 

 中村議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 はい、わかりました。大体３倍すると１５０万ぐらい、その辺がかかるということだと理解させ

ていただきました。 

 聞くところによりますと、こういった補助金も当初から年々減尐して、国の補助金ももう来年ぐ

らいから廃止の方向に向かっていると、そのように聞いておるわけでございます。今後の動向を見

ておかなきゃわからないんですが、国がそういった補助金を廃止された場合、もちろん今三重県の

場合は県の補助金はないわけでございますが、当市の補助金のあり方といいますか、そういった方

向性につきまして、どういった考えをお持ちかお伺いいたします。 

○議長（小坂直親君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 現在、全国的に住宅用の太陽光発電の導入は増加しておりまして、亀山市のこの事業につきまし

ても現在のニーズに合った制度と考えておりますが、市単独の制度でもありまして、限られた財源

を有効に活用するためにも、今後は再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度や国の支援の状況

等を勘案して、新しく策定いたします地球温暖化防止対策実行計画の方針も含め、総合的に検討を

してまいりたいというふうに考えてございます。 

○議長（小坂直親君） 
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 中村議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 これからは再生可能エネルギーというのは大変重要だと思いますし、市のほうも前向きに、補助

金とかそういった面でも奨励していただくようにお願いしたいと思います。 

 今回、市内に学校等そういった施設があるわけでございますけど、小・中学校でございますが、

施設のソーラーシステムの設置状況、それと今後の小・中学校についての取りつけの方針について

はどういったお考えをお持ちかお尋ねいたします。 

○議長（小坂直親君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 現在、亀山市の公共施設への設置数、設置状況でございますが、あいあい、西小学校、東幼稚園、

アスレ、この４施設でございます。 

 今後の導入につきまして、基本的な考え方でございますが、基本的には新設の施設に設置をする

ということを原則として考えておりますが、施設の配置とか景観への配慮とか、そういったことを

勘案しつつ取り組んでいくというふうに考えてございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中村議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 ありがとうございます。 

 他市といいますか、国内でも学校とかそういう施設にこのごろソーラーシステムを取りつける件

数もふえておると聞いておりますので、当市も前向きに行っていただければと、そのように思うと

ころでございます。 

 次に大規模太陽光発電所、メガソーラーについてでございますが、このメガソーラーに関しまし

ても、今新聞紙上かなりにぎわせている問題でもございます。 

 このメガソーラーの新設計画が全国各地で４０件以上あると、先般載っておりました。また、

年々これが増加しているということでございます。先ほど言いましたように、三重県知事もメガソ

ーラーシステムについて県内で前向きに検討しておるということも載っておりましたし、中部電力

さんも以前からこういった事業には力を入れているところでもございます。ほかにも、さまざまな

大企業がこの事業に力を入れている現状でございます。当市の関係の深いシャープにおきましても、

全国で４カ所ですか、そういったところを選定してメガソーラーシステムをやっていこうやないか

と、そういうことが記事にもかなり載っていた現状でもございます。まんざらシャープさんとは亀

山市も関係も深い仲で、こういったことも大切なことだと、そのように考えております。 

 今後、ますます再生可能エネルギーが重要視されている中で、また歳入財源の確保、そういった

観点からも、当市においてもすぐにこういったソーラーシステムを導入ということも難しいことも

考えられますが、メガソーラーの全国的な設置の流れ、そういったところもかんがみまして、市長

として、メガソーラーの建設等々こういった事業に関しまして、どういった見解をお持ちかお伺い

いたしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 
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 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 中村議員のご質問にお答えをいたします。 

 今後の市長としての取り組みの考え方はということでございましたが、申し上げるまでもござい

ませんが、エコシティかめやまを目指して、この施策、事業を強化していきたいと基本的に考えて

おります。 

 具体的には、地球温暖化防止対策の推進、それから災害時の電力確保、地域産業の活性化などさ

まざまな観点から、新エネルギーの施設等に関します新たな導入を促進していく必要があると、私

自身も考えておるところでございます。 

 今後、２４年度から２５年度にかけて見直し作成を行ってまいります環境基本計画や地球温暖化

防止対策地域実施計画の中にも、そういう視点からの導入をしっかり位置づけて取り組んでまいり

たいというふうに考えておるところでございます。 

 それと、尐しシャープのご指摘もございましたが、ちょうど本年２月であったかと思います。社

団法人太陽光発電協会の会長でもございましたシャープ株式会社の片山社長と面談の機会がござい

ました。ちょうどその折に、ぜひとも亀山市内で大規模ソーラーの建設をやっていただけないかと

いうご提案もさせていただいたところでございます。しかしながら、建設の具現化には大規模な土

地が必要であったり、あるいは日照条件や景観などの諸条件の要件が必要であるということから設

置には至っておりませんけれども、今後、シャープ株式会社に限らず、広く民間の事業所が参入あ

るいは整備をいただくような促進を亀山市としても図ってまいりたいというふうに考えておるとこ

ろでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中村議員。 

○１３番（中村嘉孝君登壇） 

 ありがとうございました。 

 市長も前向きに考えてみえるということで、理解させていただきました。 

 確かに今の工業団地でメガソーラーを活用すると、単価的にも、いろんな面であの工業団地を利

用するということはもう難しいと思います。かなり広い遊休地も必要ですし、そういった問題もク

リアせなあかんので、急には難しい問題だと考えます。 

 しかしながら、メガソーラーシステムというのも増収のための一つの例でございますが、三重県

も、市長もご存じだと思うんですけど、新しいビジョンで２０２０年までに４６万世帯分の再生エ

ネルギーを導入すると、そういった計画も県は掲げておるところでもございまして、メガソーラー

システムにも積極的であるといった状況の中で、当市も企業誘致を含めさまざまな分野で前向きに

ビジョンを持って取り組んでいただく。先ほど、市長もそのように言われてみえましたんで、今後

ともメガソーラーシステムも含めて、ひとつよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 以上で、私の質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

○議長（小坂直親君） 

 １３番 中村嘉孝議員の質問は終わりました。 

 次に、１６番 宮村和典議員。 
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○１６番（宮村和典君登壇） 

 ６月は衣がえの月だということで、服装だけじゃなくして心身ともに新たなる、そんな自然体で

思っておるのは私自身の現実であります。 

 衣がえといえば、昨日は議案質疑で、何名かの方がされましたが、亀山関ロッジの条例制定は、

言い方を変えればこちらも衣がえのような、そんな感じが私自身はいたしております。 

 いろんな方から要望いただいている中で、１つだけ今回質問を選択いたしました。そういった中

で、キーワードは期待される側イコールというか、正反対なんですが期待する側。だから、される

側、する側で人、物、金、あるいは市民というんですか、企業も含めて顧客満足度が行政経営でど

のように生かされているのか。櫻井市長の市長像と、言葉ではこういう表現を捉まえておりますが、

ひとつ何分範囲が広いもんですから、私なりの焦点を絞って、通告に従いながら一般質問に入りた

いと思います。 

 まず１番目に、僭越ではございますが、恐らくや市民の方、きょうの放映等で関心を持ってみえ

る方もおられます。ありきたりの、わかりやすい市民向けの、失礼ながら市長としての職務はどう

なんでしょうかと、こんな尋ね方をいたしたいと思います。 

 責任、権限はすごいものがあるかと思いますもんで、そういったものを含めて、ひとつ市民にわ

かるようにお答えをしていただきたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（広森 繁君登壇） 

 市長の職務につきましては、地方自治法の第１４７条で規定をされておりますとおり、市全体を

統括し市を代表することでございます。 

 また、同法第１４８条では、市の事務を管理し、及びこれを執行することとされております。こ

こで言う市の事務とは、同法第１４９条で規定されております議案の提出、予算の調整、執行及び

地方税の賦課徴収などでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 宮村議員。 

○１６番（宮村和典君登壇） 

 総務部長からの答弁なんですが、ここからは市長なんですが、市のトップとしてすごく権限を持

っていると、平たく言えばそういう言い方だったと思います。 

 そこで、地方自治法に基づいてというくだりがありました。だから、後ほど副市長に対しても同

じことをお尋ねしますが、亀山市での行政組織条例の規則がありますが、ここでは市長は入ってな

いというか別枠だと。もっと言えば殿上人なのかなあ、そんな思いがしますので、自治法でこう決

められていますというかたいご説明じゃなくして、ひとつ市長みずから、後の質問にも関係してま

いりますので、何年となく首長の姿も見られ、そして櫻井市長、市長としてのキャリアも数年済ん

できてみえますので、思いでも結構ですので、ひとつご答弁をよろしくお願いします。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 
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 宮村議員のご質問にお答えをいたします。 

 今、総務部長が答弁をしました。法に基づく市長の職務、ある意味それに基づいて、先ほどの市

全体を統括しそれに対して代表すると。この統括代表権という責任、機能、これは私自身就任をさ

せていただいて、大変大きなものであるというふうに改めて感じさせていただいております。権限

と同時にその責任は非常に重いということと、先ほどの予算の編成あるいは執行、管理、行政サー

ビスすべてにおけるその運用につきまして、市長自身が持っておる役目というのは非常に重たいと

いうふうに考えておるところであります。 

 一方で、尐し副市長との絡みでおっしゃっていただきましたが、市長の権限につきましては、や

はり地方自治法で縛られておると。それ以外にもいろんな意味で、道義的、政治的、いろんな要素

はあろうかと思っておりますが、行政上の職務についてはそこでしっかり縛られておると。殿上人

という言い方をちょっとされましたけれども、そういうことではなくて、例えば副市長の職務につ

きましては、地方自治法に規定されているもののほかに、例えば、市長の職務を代理することがで

きるというふうにされておりますので、亀山市の事務分掌規則におきまして、別に副市長の職務を

定めているところでございます。 

 いずれにいたしましても、自治法に基づく責務、職務、それからその他政治的にも行政上も、そ

ういうことをひっくるめて統括代表権は非常に範疇の広い重たいものであるという認識のもとに、

職務に専念をさせていただいておるということでご理解いただきたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 宮村議員。 

○１６番（宮村和典君登壇） 

 市長のほうから、亀山市の市役所を統括し、その代表であるということをまず認識と、私自身確

認をさせていただきました。 

 次に、副市長にお尋ねしたいと思うんですが、先ほど市長のほうからも地方公共団体の自治法が

あって、そして副市長を含む副市長以下は亀山市で行政組織条例を具体的に知らしめるというのか、

共通の、ここに見える理事者側の方も含めて、組織上いろんな役割分担も含めたそういう条例がで

きております。 

 そこで、ちょっと時間の関係上簡潔で結構ですが、市長を補佐されるというご答弁をいただける

かと思うんですが、条例で書いてあることをそのままおっしゃってもらっても結構ですが、ポイン

トだけ、副市長としてどういう責任ある職務を毎日遂行されているのかお尋ねしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 安田副市長。 

○副市長（安田 正君登壇） 

 私の職務に関しましては、亀山市事務分掌規則第１４条におきまして定められております。 

 その職務には３つの点がございまして、１つ目は、市行政の基本方針の決定及びその推進につい

て市長を補佐すること。２つ目は、市長の命を受けて、政策及び企画をつかさどること。３つ目は、

組織の適正な運営を図るため、理事、部長、支所長及び局長を指揮監督し、権限の裁定を行うとと

もに、事務事業の実施について総合調整を行うことと、このように規定をされております。 

 こうした職務を着実に進めていくことが、私の使命と強く認識をいたしております。以上でござ
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います。 

○議長（小坂直親君） 

 宮村議員。 

○１６番（宮村和典君登壇） 

 副市長みずから、条例の規則第１４条のご説明がありました。まさにそのとおりだと思います。 

 そこで、まず１つ目は市長を補佐しますよ。私は、補佐よりももう尐し上の段階の、市長にかわ

ってと、こんな解釈もできるんじゃないかなと私なりにそう解釈をしておりますが、要は補佐をさ

れるということです。 

 それと、政策、企画、これはもう当然市長の命令を受けて携わってみえるかと思うんですが、３

つ目なんですね。 

 副市長は、組織上、上司は市長お１人です。そうなってくると、副市長は副市長を除く部長、理

事以下オール市役所をこの手に握ってみえるわけですね。そういった意味で、理事とか部長とか、

そういった方の指揮監督をしながら事務事業の実施について総合的な調整も図っていきますよ、そ

ういうことですので、事務事業のトップであるということははっきりとここで申し上げておきたい

と思います。 

 そうした中で副市長に、余り比較するのは、私、嫌な性分、性格なんですが、はっきり言ってナ

ンバーツーのポジションに見えるわけですから、例えばこの本会議で議員それぞれが思いがあって

質問されます。そのときに、部長とか市長が答弁されるのが大半なんですが、どうも副市長が登壇

されて答弁される機会が、私、本会議場でおつき合いさせていただいて、数尐ないかなあと、この

ように思っております。 

 そういった意味で、前の副市長さんは部長の答弁で言葉足らずというんか、答弁の打ち合わせ等

でもう一つ質問に対して説明、答弁不足だなあと思ったらみずからが登壇されて、そこどけという

感じで、まあいいんですよ、積極的で。そんな方とどうしても私は、副市長はお２人しか仕えてお

りませんので比較しがちなんですが、いい悪いは別にして、ナンバーツーの、事務事業のトップと

いう認識を持たれたわけですから、その辺これから登壇されて説明、もう尐し詳しくしたいなとい

う思いがあるのかどうか、この１点だけお尋ねしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 安田副市長。 

○副市長（安田 正君登壇） 

 ご指摘されましたことについては、今後とも前向きに対処してまいりたいと思います。 

 また、いろいろ問題がありましたら、特に先ほど、各部長にかかわるようなことになりましたら、

私がまた代表してご答弁をさせていただきたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 宮村議員。 

○１６番（宮村和典君登壇） 

 副市長、どうもありがとうございました。 

 それでは、本来の中身に入っていきたいと思います。 

 まず櫻井市長として、トップマネジメント、１つ目に、私が理解しているトップマネジメントと
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いうのは、官も民も関係なくしてあくまでもトップがどんなマネジメント、絵をかいて、というこ

とは、あくまでも施策を、政策、施策、事務事業とこんな一連の流れになっているのが現実なんで

すが、そこで、企業経営、市長も以前コンサルタントで一生懸命勉強されて実績を上げてみえると、

そんなことも聞いておりますので、ひとつ企業経営というのか、市役所経営ですね。この経営方針

の意思決定は、これは市長しか見えないわけですね。 

 そこで、トップマネジメントの定義、ちょっと私のほうから申し上げます。もし間違っておれば

ご答弁願えれば結構ですが、一番上のトップですね。最高位で組織を指揮し管理する、そんな方だ

と。組織とか企業の最高経営者、だから経営者ということをまず含んでいただきたいんですが、そ

の組織の基本方向を決定したりするのは、私、何回でも本会議場でこういう関連することは、人、

物、金、この３つが要素で、これの責任と権限を握っているのがまさに地方自治体の首長、市長、

当市においては櫻井市長ですよとこんな思いがしますが、この定義でよろしいでしょうか。いいと

思えば、もうそのまま着席で結構ですが、どうですか。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 一般的にトップマネジメントと、今尐しお触れいただいたことは当然そのとおりだと思っており

ますが、いわゆる組織、特に企業の経営層、一個人、社長だけではなくて、あるいはその役員、経

営幹部といいますか経営層を指すものであるというふうに思っておりまして、ご指摘のようにその

経営管理の最高方針を決定する部門をトップマネジメントと、このように指しておると理解をいた

しておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 宮村議員。 

○１６番（宮村和典君登壇） 

 まずお考え方を問いたいと、そして果たす役割はどうなんでしょうかと。これはもう一連のもの

ですので、どちらがどうなのかわかりませんが、両方と絡んでの確認をさせていただきたいと思い

ます。 

 市長、ナンバーワン、オンリーワンってこんな言葉があるんですが、どちらを選ばれますか。両

方とも選ばれますか。市の経営に際してです。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 市の経営とこうおっしゃられました。本市のまちづくりということで、過去にもご議論の機会が

あったような記憶がございますが、本市のまちづくりにつきまして、尐し私の考え方を申し上げた

いと思います。 

 その基本構想に位置づけますまちづくりの基本的な考え方に基づいて、さまざまな地域資源を最

大限に生かして、連携、交流を促進しながら市民力で地域力を高めていくことであると。その成果

として、亀山の独自性が発揮をされ、だれもが愛着と誇りを持って暮らし続けられるまちを形成す

ることが大切であると考えておるというふうに、基本的に思っております。 
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 そのことがやはりこのまち独自のオンリーワンといいますか、独自のもの、愛着や誇りにつなが

るもの、オンリーワンに向けたその取り組みそのものであると、このように考えておりますし、将

来の亀山市の都市像の実現に向けて、当時から申し上げてまいりました「小さくともキラリと輝く

まち」に通ずるのではないかというふうに思っております。 

 オンリーワンのまちづくりを進めていくことが、その延長線上の結果として広くナンバーワンの

評価をいただければ、本市のまちづくりの大きなインセンティブになるのではないかなと、このよ

うに考えておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 宮村議員。 

○１６番（宮村和典君登壇） 

 私の考えどおりということで、恐らくオンリーワンをおっしゃられるんじゃないかなと。 

 だから今はソフトの面で、また後ほど地域力について確認させていただくんですが、ソフト面で

のオンリーワンを目指したいと。市民の方、いろいろとよく知ってみえますが、ハードの部分でい

うとオンリーワン、たった１つしかありませんよ。シャープ株式会社の液晶テレビ、まさにこれは

宣伝効果が大抜群で、たった１つしかありません「亀山モデル」、そんな思いがしますので、ぜひ

とも私はハード・ソフトともに、地域力も私は同感でございますが、ひとつ時間の関係上、トップ

リーダー、リーダーシップをぜひとも発揮していただきたいなあ、そんなことを思っております。 

 そこで、最上位計画である総合計画の後半の部分、市民の方も、１０年の大きな計画があって、

残りの半分の５年間がこの４月からスタートしたんかなと、市長も恐らく政策について説明その他

いろいろとされるであろう。市長に限らずですよ。 

 副市長以下されるわけですが、ひとつこの４月から向こう５年間、後期基本計画がスタートする

わけですが、この中で、市長、簡単に政策の中で１つ、２つで結構です。目玉になるもの、こんな

ものが政策、施策として公約したんだということを端的にちょっと申し上げていただきたい。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 さきの３月議会で、後期基本計画につきましていろいろご審議をちょうだいいたしました。 

 本年度からこの基本計画をスタートさせていただきましたが、その中の主な取り組みということ

で、端的にちょこっと上げてもらえないかというご趣旨でございました。 

 例えば、後期基本計画における主な取り組みの中で、いろいろご議論いただきました市北東部へ

の消防分署の設置を初め、亀山市の顔づくりとなりますＪＲ亀山駅前の再生とか、健康都市連合加

盟市としての市民の健康寿命を延ばす本格的な取り組みへの移行、あるいは医療センターを核とし

た地域医療の再構築、さらには地域コミュニティの活動拠点の整備や、地域の判断と責任で課題解

決を図れる仕組みづくりなどにつきましての主な取り組みになろうかというふうに思っております

し、今後、後期基本計画の計画推進力を高めるとりわけ４つの戦略プロジェクトに呼応した取り組

みでもあるというふうに思っておりますので、この戦略プロジェクトの実効性を向上させつつ、マ

ニフェスト等々で掲げておりましたその達成に向けて全力を挙げてまいりたいと考えております。 

○議長（小坂直親君） 
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 宮村議員。 

○１６番（宮村和典君登壇） 

 オンリーワンというのは、余り大きく考え過ぎるとなかなか難しいんですが、亀山市の全域、地

域地域によっていろんな歴史とか風土とか、過去からの、先祖からのいろんな風習とか流れがあっ

て、それぞれの地域にオンリーワンにすべく施策は私は満ち満ちているかと思いますので、先ほど

ご答弁していただいたのを本当にありがたく思っておりますし、ひとつ今後とも力を入れていただ

きたいと。オンリーワンの材料はどこにでも落ちていると、そんな思いだけは、市長だけの責任で

はありませんが、トップマネジメントとしてそんな考え方を持っていただきたいなあと。 

 ちょっと話は変わりますが、国にしても混沌としております。細かいことは言いません。円高、

デフレもそうですね。それから電力料金が、これはもう値上がりします。どこへ痛みが来るかとい

うのは、もうおのずと決まっておりますが、大変問題の多い、そんな不透明な先行きであることは

間違いないんですが、当市においても非常に厳しい財政状況が続いていきます。ご説明も受けてお

りますので、そのとおりだと思います。 

 そこで、地方分権の中で市長いつもおっしゃっておられました、あれもこれもから、あれかこれ

かに変えていくんですよ。先ほどご答弁願ったのは、まさに市だけでは、オール亀山市だけではわ

ずか５万、されど５万。わずか５万だけどされど５万です。だからこのされどというところ、よく

認識して、理事者側全員が共通の認識で持っていただいて、それでこの亀山は先ほど、もう地域の

力をかりないといけないんだと。オール市役所だけではもう限界とは言いませんけれども、限界と

いう言葉は行政運営をやっていただいておる間は、私は死語です、一切ないと思っていますから、

字引には。 

 そうしたことで、他人の力をかりるということは、先ほども人、物、金、やっぱりこれ人になっ

てくるかと思うんですね。ある程度補助金は交付、補助金を出されるかどうかは別にして、これも

共通しています。やっぱり地域力を上げないといけないと。これも市長は先ほど述べられました。 

 そこで、地域コミュニティしくみづくり支援事業、これ簡単に、３月でご説明ありました。要は

地域にお世話になりたいと。お世話になりたいけれども、地域も自己責任を持っていただきたいな

あと、やっぱり口説き落とさんといけない部分もあるかと思うんですが、まずこの仕組みですね。

簡単に、ちょっとどういったものかお尋ねしたいと思います。市民の方がわかるようにお願いした

いと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 現在、地域コミュニティしくみづくり支援事業につきましては市民部のほうで行っていただいて

おるところでございますが、主要事業という観点から、私のほうから答弁させていただきたいと思

います。 

 市町合併から７年余りが経過する中で、前期基本計画の施策推進を通じて市町の一体感というの

は醸成されてまいったと考えておりますが、地域内分権を初めとした地域自治の組織づくりについ

ては、まだまだ取り組みが進んでいない状況にあるということでございます。 

 そのため、今後は市民力で地域力を高めるまちづくりを進めるための舞台となります地域コミュ
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ニティの活性化に向けた取り組みを展開すべく、後期基本計画において４つの戦略プロジェクトの

推進力を高める取り組みといたしまして、多様な主体による自律した地域コミュニティ活動を推進

するための仕組みづくりや、その担い手となります人材の発掘、育成を位置づけたところでござい

ます。こういったところが地域コミュニティの仕組みづくりでございまして、人口５万人の都市規

模から、人と人との関係が築きやすい地域特性を生かしながら、地域の力強い取り組みに対し市も

積極的にサポートさせていただきながら、特色のある元気な地域づくりをつくる取り組みとして進

めてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 宮村議員。 

○１６番（宮村和典君登壇） 

 ご説明はよくわかりました。 

 やっぱり市民力と地域力、これ重なって、一応サポート的なことを言ってみえたんですが、サポ

ートではないと思うんですね。やっぱり前へ、サポートというと単なる後ろから応援するんかなあ

と。横文字ですから、私は余り横文字は詳しくありませんから間違っているかわかりませんけど。

もっと積極的に、積極果敢に地域を育てようというんか、協力していただこうというんですか、行

政と一体になってという、そんな考え方だと思います。まして最上位である総合計画の後期５年間

の計画の中で４つの大きな戦略的な進め方の中の１つ、これ目玉に入っています。 

 そこでちょっとお尋ねしたいんですが、今現在、この所管の担当は、私なりに解釈しますと市民

部の市民相談協働室だと思うんですが、室長はよくやってみえますよ。だから、人を動かすとかい

うことは申し上げませんが、１つ、機構改革ですね。前回から広森部長も、時期が来れば機構改革

もと答弁されています。 

 そういった意味で、どうなんですか。相談、協働というと受け身ですわね。だから先ほどの、も

うそんなサポートじゃなくして前向きに協力をお願いするというのか、もうさしで協力、一体とな

ってやっていくというのであれば特化して、私なりの名前ですけれども地域の活躍の場、言葉はち

ょっとここでは浮かんできませんが、要は地域がみずから進んで地域づくりに取り組むような、そ

んなまず部・室の名称と、中身はもうご説明していただきましたので、何かちょっと室の編成、人

数も含めて、そんな考え方がもしあれば簡単にお答えください。 

○議長（小坂直親君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（広森 繁君登壇） 

 今回、検討いたしております組織機構改革の考え方につきましては、先ほど中村議員にもご答弁

を申し上げたところでございますが、議員ご指摘の地域づくり支援と、こういったキーワードも欠

かすことができないものと強く認識をいたしております。 

 組織機構改革に伴います行政組織条例の改正につきましては、議員の先ほどのご指摘の趣旨も十

分に勘案をいたしまして、検討をしてまいりたいというふうに考えてございます。 

○議長（小坂直親君） 

 宮村議員。 

○１６番（宮村和典君登壇） 
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 広森部長のほうから、非常に心強いってそんな言い方はしません。やはり的を尃たご答弁をいた

だいたなあと。これこそまさにそのように実行していただければ、これが市民顧客満足、いつも私

が言っている顧客満足度イコール市民、企業満足度につながるんじゃないかなあと思います。 

 そこで次は、市長のトップセールスについてお尋ねしたいんですが、ちょうど１年前だったと思

うんですが、３月定例会で、市役所にとっては入りの部分、歳入が非常に大事ですので、その中で

大いに貢献していただいているシャープ株式会社さん１社を例にとって、トップセールスとしてど

ういった情報交換なさってみえるんですかとお尋ねしました。その後、回数をお尋ねしたいと思い

ます。 

 それと、５月、６月の新聞紙上によりますと、シャープ株式会社さんは台湾の鴻海という企業と

資本提携をなされて、そして生産と販売の拠点は中国本土だと発表されましたが、まずこの情報は

的確なのか、いつ知り得たのか、これがまず１つ。 

 ２つ目に、シャープ株式会社さん、社長が片山社長から奥田社長にかわられましたね。だからそ

の辺も、何か密にしておれば内々に、こんなことは新聞紙上か総会がないと発表しないんですが、

そんなことも時間差なくして適切な、適度な時間帯で情報が入っているのか、その辺を含めてまず

シャープさんに限ってちょっとお尋ねしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 ご指摘のシャープ株式会社でございますけれども、市長就任以来、毎年、片山前社長との懇談の

場を持たせていただいてまいりましたし、日常的にも長谷川常務さん初め経営幹部の方や亀山工場

の皆さんや、情報交換を私もさせていただいておりますし、組織としても担当部局、担当所員、そ

れぞれ情報交換を密にとらせていただいてまいったところでございます。 

 直近では、先ほども尐し中村議員のときにも申し上げたんですが、２月１０日にシャープ大阪本

社にて前社長とお話をさせていただきました。その後３月に、これ突然でございましたが、新しく

奥田社長さんがご就任をされたということでございまして、来月、新社長さんとは懇談をさせてい

ただく予定となっておるところでございます。 

 その他のシャープ以外での対応でございますけれども、これは申し上げるまでもございませんが、

雇用の確保、それから財政力の強化、地域活力の創造などのため、ぜひとも市内事業所のますます

の充実した事業活動の展開を願ってきたところでございまして、亀山市といたしましても、できる

だけ市内事業所との情報交換に努めて、事業の継続やあるいは新事業展開にできるだけの支援を行

うことができればというふうに考えておるところでございます。 

 機会を見つけて、各事業所のほうへ私も訪問させていただいておりますし、同様に各担当部局も

情報の交換といいますか、情報の共有というか、こういうところを大切にした組織的な対応に努め

てきたという今現状でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 宮村議員。 

○１６番（宮村和典君登壇） 

 まさに、トップセールスは情報収集しかないと言っても過言ではないかと思います。 
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 そこで、シャープ株式会社さん、事あるごとに、月に１回とかってそんなことは申し上げません

が、それぞれの適切な時期に、市長だけじゃなくして担当所管の部長、室長、その辺の方も表敬訪

問を含めて共有していると。 

 そこで市長、市長と語る会で「キラリまちづくりトーク」というのがございます。これは地域編

と市民編というこの２編しかないんですね、ご存じだと思いますが。それで私がちょっと、提案に

なるのか、答弁次第では要望にいたしますが、ここで１つ抜けておるのがあるんじゃないかなあと。

市長、まさに地域と企業が連携して、綿密な連携をとりながら雇用の促進も図っていきたいですよ

と。私は雇用の促進だけじゃないと思うんですね。だからここで企業編というのを１つ入れてもろ

うたらどうかなあと。 

 例えば、なぜここで私が企業編と。全社とは決して申し上げません。いただいている資料で、入

りの部分で申し上げます、なぜ必要なのか。 

 当市の今年度、２４年の当初予算に占める法人市民税と固定資産税の額は、全体の何パーセント

ぐらい、幾らぐらいの額かなあというのを、亀山市の主要企業１５社。１５社ですよ、３０社、５

０社と違うんですよ。法人市民税は当初予算７億１,７８０万、まあ７億１,０００万、７億２,０

００万。上位１５社で占めるのは４億８,０００万ですよ。４億８,２２１万６,０００円、約６

７％。法人市民税のうち１５社でこれだけ占めておると、７０％近い割合。それから固定資産税、

これはことしの予算５８億２,９８０万、５８億３,０００万と。上位１５社で３０億なんですよね、

５２％ほどなんですよ。 

 だからこれぐらい亀山市にとって大事なお客さんなんですね。だからひとつ企業編をつくって、

そして雇用対策とかもうそんな視点じゃなくして、やはり企業はいろんないいことばっかりじゃな

いかと思うんですよ。だけど民間企業は赤字になってはだめなんです。黒字だから企業は存続でき

ます。当たり前のことです。社員も守らないかんし、家族も守らないかんと、社員のね。そんな思

いで、経営者というのはすごく繊細でスピーディーで、行動力もあって、すごい経営者の方たちば

っかりだと私は思っておりますので、ひとつ各企業個別に、これは団体での、市民とあるコミュニ

ティで一堂に会して要望を聞きましょう。総合計画できました、後期が。こんな施策でこうです、

はい、あと尐しの時間、失礼な言い方しますと、ちょっと要望だけ聞きましょうか。 

 そうじゃなくして、生の声をいかに早く正確にキャッチするかというのは、そういった意味で１

５社がいいのか知りませんが、一つのめどとして、各社ちょっと企業訪問していただいて、そして

そこの企業の設備投資がありますよといえば税収にはね返ってくるんですし、あるいはお困りのこ

とがあったらひとつ、そこがＡ社であれば、話の内容によっては仲人役というのか、どこかでこん

なことを応援してもらえればということがあれば、これはまさに市長の最高の仕事じゃないかなあ

と。何かこんな問題があるんだけど、どこかちょっとお得意先とか紹介していただけませんかと。

できるできやんは別にして、そういう綿密な関係をつくっていくがための企業編的なものをひとつ

組んでいっていただきたいと思うんですが、簡単にご答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 「キラリまちづくりトーク」につきましては、平成２１年度から実施をしております。その中で
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は、地域編とそれから市民編ということで２つに分けて行っております。 

 議員がご提案していただきました、企業への呼びかけというような部分につきましては、市民編

の一つの形態といたしまして現在まで取り扱ってはきておりますが、亀山エコー名店街、あるいは

亀山商工会議所の婦人部の方々とも開催をさせていただいているところでございます。しかし、一

企業での要請をいただいたケースはございません。 

 今後におきましては、市内主要企業に対し、亀山商工会議所や亀山市雇用対策協議会にご相談を

申し上げながら、開催に向けた要請を行ってまいりたいというふうに考えているところでございま

す。 

○議長（小坂直親君） 

 宮村議員。 

○１６番（宮村和典君登壇） 

 そういったことで、企画部長のほうから一応個別も含めてということで前向きな発言がありまし

た。発言だけじゃなくして、これはずうっと私も議員生活やっている間は注視してまいりますので、

ご答弁に沿うように、ひとつアクションを早速起こしてください。それだけちょっと申し上げてお

きます。必要性はわかっていただけたと、そのように解釈します。 

 それで、最後のほうになってきたんですが、市長のこの６月定例会の市政報告の中で、企業立地

促進法について、亀山地域産業活性化基本計画の策定をするというか、これからしていきますよと。

要は策定すると、そんな報告がありました。 

 この原案をまとめたとあるんですが、原案ってどんな内容なのか、簡単で結構ですよ。それと、

この企業立地促進法の法律は一体いつできたんですかね。数年前なのか、ずうっと古くからあった

のか。それで、このねらいは何ですかということと、この地域活性化協議会のメンバー構成、もし

おわかりでしたらお尋ねしたいと思うんですが。 

○議長（小坂直親君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 まず企業立地促進法の制定の時期でございますが、平成１９年６月に施行をされております。 

 それから、法のねらいでございますが、地域の特性や強みを生かしまして、地域が主体的に企業

を促進することによって地域産業の活性化を図るということが法のねらいでございます。 

 それから、この亀山地域産業活性化基本計画そのものでございますが、地域における産業集積の

形成、また活性化を図るというようなことが主なねらいでございます。 

 それから、協議会のメンバーでございますが、会長に四日市大学経済学部准教授の岡 良浩氏、

それから副会長には商工会議所の会頭、その他といたしまして鈴鹿工業高等専門学校の校長補佐、

それから公益財団法人三重県産業支援センター常務理事、また各金融機関の支店長、それから市行

政といたしまして副市長など１１名で構成いたしているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 宮村議員。 

○１６番（宮村和典君登壇） 

 一生懸命取り組んでいただきたいと。平成１９年なんですよ、法律ができたのはと。何年たって
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いるのかなというのはおのずとわかるんですが、遅きかなという思いもしながら、取り組んでいた

だけるということは非常に大切なことですので、この辺頑張っていただきたいなあと思いながら、

市長のトップセールス、トップマネジメント、垣根は非常にはっきりしないんですが、そういった

意味で進めていただく以上は、政策、施策、事務事業と行くならば、やはりその情報収集の大きな

範囲は国もあれば、細かいことは言いませんが、国へ行っていただくなり、あるいは県の情報、あ

るいは地方自治体、要は市ですね。近隣の市とはいろんな意味で、防災協定も結んだりしています。

何だかんだと親しくなっていますから、他市との協調・協働というんですか、そんなんでも私はや

っぱりトップセールスとして必要じゃないかなと、範囲の対象を申し上げたんですが、そこでこの

ことは、詳しいことはまた我が会派の竹井議員が、企業立地法に関しては質問されるかと伺ってお

りますのでよろしくお願いします。 

 時間が来ました。最後に市長に、市長の職務は何ですか、副市長の職務は何ですかと、失礼なこ

とをお尋ねしたかと思うんですが、これもひとえに市民の皆さんは名前、市長さんだ、副市長さん

だ。イベント等とか関係があるそれぞれの総会等で顔を出してもらって、それ以外も幾つか場面が

あるでしょうけど、本来の仕事の本質の責任と権限を知っていただいたと思いますので、私は大変

いい質問の機会をいただいたなあと、そう感謝しております。 

 市長、最後に提案あるいは要望も含めながら、市長のトップリーダーとしての使命感を確認させ

ていただきました。そこで、今後ともご答弁願ったその政策、施策、実行ですね、事務事業の。こ

の姿勢を貫いていく考えと、サステイナブルな行政経営は市長の望むところだと思うんですが、そ

の辺ですね。貫いていくんだと、お考えがあればご答弁お願いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 後期基本計画の目指す目標、具体的に本年度からスタートをいたしましたので、この確実な前進

を果たしていきたいというふうに考えておりますし、おっしゃるように持続可能なまちづくりをし

ていかなくてはならんという中で、公の責務をしっかりと果たしてまいらなければならないという

ふうに今考えておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 宮村議員。 

○１６番（宮村和典君登壇） 

 櫻井市長から、私の質問等に関して最後の確認事項についてまで、かたい意思表示をしていただ

きました、このように私は感じます。 

 これで質問を終わります。 

○議長（小坂直親君） 

 １６番 宮村和典議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、１０分間休憩いたします。 

（午後 ２時２４分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 ２時３５分 再開） 
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○議長（小坂直親君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、８番 鈴木達夫議員。 

○８番（鈴木達夫君登壇） 

 ぽぷらの鈴木でございます。 

 尐し慌ただしい中、質問がソフト・ハードにたくさん項目を用意しました。尐し足早に、台風も

足早に去っていただきたいという気持ちを込めまして、大風でなく、さわやかな風を吹かせたいと

思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 まず、水道事業における市外からの給水についてという項目を上げました。 

 まずわかりやすくするために、パネルを見ていただきたいと思います。 

 ごらんのように、この赤い線のこちらが鈴鹿市の小田町でございます。こちらが亀山市の田村町

でございます。このパネルは市外からの給水が必要な一例ということで挙げました。 

 亀山市の水道事業給水事業条例によれば、管理者（市長）は地形等給水が困難な場合は、やむを

得ず給水をしなくてもいいと。あるいはそのとき、第２項で、給水を受けようとする者は、自己負

担によってそれをしなさいということでございます。まさしく地形的に、ごらんのように、この方

は亀山市の市民でありながら亀山市の水道管が通っているここまで約４００メートル以上もある中

で、非常に地形的に配管が困難だという事例でございます。 

 そんな中で、そういう法の解釈の中で、この方が仮にここまで水道配管をするためには、アバウ

トでいいですから、およそどれぐらいの費用がかかるかお示しをいただきたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 ８番 鈴木達夫議員の質問に対する答弁を求めます。 

 高士上下水道部長。 

○上下水道部長（高士和也君登壇） 

 私、この４月から上下水道部長を拝命いたしました。今後ともよろしくお願いいたします。 

 それでは、鈴木議員のご質問にお答えをさせていただきますが、議員が申されるとおり、亀山市

水道事業給水条例施行規程第２条では、水道事業の管理者の権限を行う市長は、給水区域内にあっ

ても配水管の布設計画がないところは給水しないことができると定められております。また、第２

項において、給水を受けようとする者がその給水に係る工事費に要する費用を負担したときは給水

することができるとも定められていますことから、これに該当し、先ほどの概算事業費といったと

ころの費用負担が伴います。 

 概算事業費でございますが、既設の排水管から、パネルでお示しをしていただいておりますが、

４００メーターございます。また、配水管を布設する道路は県道長明寺井田川停車場線でございま

すので、県の舗装の復旧基準や舗装構成を考慮いたしますと、約１,８００万程度かかるものと考

えております。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○８番（鈴木達夫君登壇） 

 受益者負担ですと、ここの水道を引くためには約１,８００万ということでございます。 
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 もう一度パネルをごらんください。実は、この田村町にお住まいの方の自宅の真ん前に、鈴鹿市

の水道管の配管がここまでございます。ごくごく市民目線で考えれば、同じ水道が真ん前にありな

がら、なぜこれが利用させていただけないかと、単純な疑問だと思います。法的に、水道法に始ま

り給水条例の規定に基づいて、この方、私が相談を持ちかけられてもう１８年以上、その前に十数

年悩みを市のほうに伝えていたそうでございます。 

 何十年も、なぜそういうことが簡単にできないか、法的な根拠をお示し願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 高士上下水道部長。 

○上下水道部長（高士和也君登壇） 

 水道法第６条第２項におきまして、水道事業の経営主体は原則として市町村が経営するものと規

定されております。この考えは、水道事業が一定の区域を給水区域とする公益事業であることから、

地域の実情に通じた市町村が経営することが最も公益に合致するものとされております。 

 また、給水区域の設定の際には、給水人口や計画給水量等、市の土地利用や将来人口も含めさま

ざまな観点から検証し定めております。給水区域内は、需要者から給水の申し込みがございました

ら、正当な理由がなければこれを拒むことができないともされております。これは市民の方々に等

しく水道による給水サービスを提供する必要があり、その性質上、自由競争の原理になじまない事

業であるとされております。 

 隣接する鈴鹿市からの給水については、鈴鹿市の給水区域の変更や条例の改正、または水道事業

の変更手続等も必要となります。本市も同じことでございますが、先ほどご答弁いたしましたよう

に、水道事業は公益事業ということですから、個別的な事情のみに基づいて行われるものではなく、

広く不特定多数の者の日常的な需要に応じるものであることから、現在に至っていると考えている

ところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○８番（鈴木達夫君登壇） 

 今の答弁ですと、水道事業は公益事業であるから、個別な案件に対しての対応はなかなかできに

くいという答弁だったと思います。 

 私、この相談を持ちかけられたときは、この案件のみを頭の中に入って対応しようと図りました。

しかしよく考えてみたら、この方だけでなく、ひょっとしたら亀山市、あるいはお隣の鈴鹿市、津

市で同じような、いわゆる制度のはざまで悩んだり、あるいは苦しんだりしている方が見えるんじ

ゃないかと、そんな思いもしました。この給水区域という一つの法のはざまで悩んでいる、あるい

は困っている方が鈴鹿市、あるいは津市でどのぐらいいるのかとか、そんな確認ができたら数字を

教えていただきたいと思います。 

 もちろん井戸水を掘られた方や個別な案件は別として、いわゆるこの区域の境界の中で悩んだり

尐し困っている方がいたら、確認できる範囲でお答えを願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 高士上下水道部長。 

○上下水道部長（高士和也君登壇） 
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 現時点で、ほかにこのような相談がないかということでございますが、亀山市におきましてはこ

の方からご相談をいただいております。 

 鈴鹿市にも確認を行いましたが、このような相談は受けていないといったところをお聞きしてお

るところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○８番（鈴木達夫君登壇） 

 鈴鹿市にも確認したけれども、亀山市もこの１件、どれくらいの精度の確認かは私はわかりませ

んけど。 

 尐し法解釈、地方自治法の第２４４条の３、地方公共団体は他の地方公共団体との協議により、

当該他の地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができると。こういう法律、

自治法から見れば、何らかの工夫をもってすれば解決の糸口が見つけられるんじゃないかと、そん

な思いがします。 

 １,８００万自己負担をさせる前に、行政がもう尐し汗をかいてこの対応できそうにも思います

が、解決の糸口はないんでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 高士上下水道部長。 

○上下水道部長（高士和也君登壇） 

 まず法的な手続となりますと、先ほど議員申されますように、地方自治法第２４４条の３、これ

は両市長間の協議といったところになるわけでございますが、こういった中での水道施設は公の施

設ということでございますので、その協議に先立ちまして議会の議決が必要になってくるといった

ところがございます。 

 また、先ほども申し上げておりますが、水道事業の給水条例の改正や水道法第１０条に基づきま

す水道事業認可における給水区域の変更、これは亀山市につきましては除外と、鈴鹿市については

編入といったようなことがございますが、県、国に対しましても認可の許可が必要となってまいり

ます。 

 このような手続によりますと、やはりここでも１つ出てくる言葉が、公益性であるので個々の問

題に関してはそのようなことがないようということが定められておりますので、これを解決すると

いったところについてはなかなか難しいものがあると考えております。 

 また、私どもも市内ほかの既設配水管、ここら辺については調査を行い、尐しでも費用負担が尐

なく済むような新たなルートについて、また地権者ともご相談をしてまいりたいというふうには考

えておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○８番（鈴木達夫君登壇） 

 確認をさせてください。 

 この案件が１件であるから、地方自治法第２４４条の３が適応できないということなんですか。

複数あれば、両当局の協議により、あるいは市長同士の協議により、議会の議決をもって給水の可
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能性があるということなんですか。１件だからだめだと、公益性がないということでよろしいんで

しょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 高士上下水道部長。 

○上下水道部長（高士和也君登壇） 

 最終的には、公益性の議論といったところになろうかとは考えております。 

 公益性につきましては、議員もご存じですけれども、特定の個人や組織のみではなく広く社会一

般の利益に関することというような文言になっておりますことから、１人、２人ということにつき

ましては当然公益性はないと。何人が公益性があるかというのは、ちょっと判断には難しいところ

がございますが、今はそのように考えておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○８番（鈴木達夫君登壇） 

 私は、行政が汗をかいていただいて、協議の上あるいは議会の議決をもって、時間はかかっても

いいですから汗を流してもらいたいと思います。 

 今の答弁ですと、複数の人が対象でないと公益性になじまないんだと。自治体のサービスを得る

ことができない。しかし、日本国憲法、あるいは亀山市のまちづくり基本条例、すべて見ても「す

べての国民は」とか「何人も」という表現をしているんです。亀山市のまちづくり条例は、市民は

行政サービスを受ける権利を有するということがある。一市民であっても市民、公益性がある市民

だと思うんです。 

 市長、今の議論を聞いていただいて、たまたま今対象が１名、ひょっとしたら２名と尐ないから

公益性がないということに基づいて両市の協議が始まらない。あるいはそれをもって、議決をもっ

て水道の供給、いわゆる給水ができないということが果たしてこの新しい民主主義の時代の中でそ

の答弁が正しいかどうか、尐し判断をいただきたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 鈴木議員のご質問にお答えをいたします。 

 今、ご指摘をいただいておりますこの事例、これ以外にも現在市内には、さまざまな理由があろ

うかと思いますが、井戸で生活をされておられる方々が存在いたしております。 

 １つには費用の問題が大きいことも十分認識をいたしておるところでございますけれども、先ほ

ど来より答弁をさせていただいております個々の問題において、特に今回の案件でございますが、

隣接する鈴鹿市との行政間の協議は困難であるというふうに考えておるものでございます。 

 一方で、行政区域内におきましてもさまざまな法規制において制約がかかっておるのも事実でご

ざいまして、これは個々の問題よりやはり公益性が優先されるものであるというふうに解釈をいた

しておるものでございます。 

 新しい民主主義にふさわしいかというご指摘でもございますが、できる限り市民の皆様の個別の

案件に対してきめ細やかな対応を心かげてまいりたいというふうには思っておりますが、いろんな
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制度のはざまとおっしゃられましたが、制度についてご相談いただいたものの残念ながら対象とな

らなかった場合等々、市の制度だけではなくて、国や県などが行う他の制度が利用できないかなど

のできるだけ多くの選択肢を提示できるように、市としてはご案内をさせていただきたいというふ

うにも考えておるものでございまして、今の新しい民主主義にふさわしいかどうかということなん

ですが、やはり行政が行う中で法規制の問題はありますが、公益性を重視していくことが大変重要

なことであるというふうに認識をいたしておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○８番（鈴木達夫君登壇） 

 時間がありませんのでまとめますけれども、やはり私が、はいわかりました、これはできないん

ですねとおさまったら何にもならないんです。いま一度、先ほど言いました制度のはざまで悩んで

いる方、困っている方、もう一度精査していただきたい。私はもっといると思うんです。 

 それと、やはり１人であってもしっかりとした人格であり、行政サービスは受けられる権利があ

るということだけを主張させていただきます。２年前にぽぷらで市長に提案をしました。その中の

１項にこういう文言がございます。「行政は各種制度のはざまで悩んだり苦しんだりしている市民

や団体をつくらない。丁寧な行政運営に細心の目を向けること」という項でございます。 

 次の項に移りたいと思います。 

 もう１つ、ハードな質問をさせていただきます。 

 県道２８号、同４１号交差点、ＪＲの和田の踏切でございます。ここですよということだけで、

パネルを用意しました。ＪＲの踏切、ややこしいクランクの交差点のところでございます。 

 以前に質問をさせていただきました北東部のまちづくり推進協議会が２年前に調査をしました。

朝６時から夕方６時まで、約８,５００台くらいだったと私は記憶しております。たまたま朝６時

から夜６時ですから、仮に朝７時から夜７時だったら９,０００台くらいではないかなあという報

告書を出させていただきました。 

 このときの混雑度は、当時の国道１号線の羽若、今は改良されましたけれども、その地区と同等

の１.１５から１.１７ぐらいではないかというご指摘もさせていただきました。どうにかならない

かという質問に対して、当時の里部長は、根本的な解決は高架であるけれども、これは現実的では

ないと。踏切の拡張等を含め、県あるいはＪＲと協議するという答弁でございました。 

 そこで質問をします。 

 今の混雑度、交通安全の問題、あるいは市民の生活環境の中で、この和田の踏切がどれほどそう

いう面で大変なところであるかと、どんな認識をしているかということと、あわせてこの前の答弁、

市としては過去の答弁どおりの認識でいるのかということをあわせて質問します。 

○議長（小坂直親君） 

 三谷建設部長。 

○建設部長（三谷久夫君登壇） 

 県道亀山鈴鹿線のＪＲの和田の踏切につきましては、県道とＪＲが近接をして併走しております

ため、特に大型車がスムーズに踏切を曲がりにくく、朝夕を中心に交通渋滞の発生原因となってい

るだけでなく、交通事故の危険性も高い箇所であるという認識をいたしております。 
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 当該箇所における平成２２年の交通量調査によりますと、前回に調査した平成１７年の約８５％

と、尐しは減尐をしておるんですけれども、亀山と鈴鹿を結節する重要な路線であることについて

は変わりはないというふうに考えております。 

 また、これらの課題を解消する方法としては、立体交差が原則でありますが、費用や地域への影

響などの理由によりすぐさま実施することは困難であるため、現在の踏切を拡幅するなどの対策に

ついて、三重県やＪＲ東海と協議を行うこと。さらに、踏切拡幅については、市内における他の踏

切廃止が条件となることが課題となり、実現には困難が伴うこと、このことについて前回のご質問

において答弁をさせていただいておりますが、現在も以前と同様の状況であるというふうに考えて

ございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○８番（鈴木達夫君登壇） 

 交通面、生活面で改善を図るべくの対象であるという答弁だったと思いますけれども、ただその

認識の、僕は強さだと思うんです。 

 これはさまざまな要件の中で喫緊に解決を図らなければいけない事案なのか、あるいは、亀山市

にはこの場所ではなくさまざまな問題箇所があると。いわゆる全体の中の１つだという程度なのか。

喫緊に解決をしなければいけないのか、いわゆる全体の中の１つだと、ワン・オブ・ゼムだという

ぐらいの認識なのか、これだけ確認させてください。 

○議長（小坂直親君） 

 三谷建設部長。 

○建設部長（三谷久夫君登壇） 

 市としまして、他の交差点などの整備と同様に重要な課題であると、そういうふうに認識をいた

しております。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○８番（鈴木達夫君登壇） 

 他と同様に重要だということですね。 

 ひとつ話がずれますけど、ギリシャの哲学者の一人でありますアリストテレスが、非常に知性の

多い知能多い人だったと。そんな中で、弟子が、アリストテレスさん、あなたのように知を獲得す

るにはどうしたらいいんですかということを問いかけました。そうしたらアリストテレスは、その

弟子を川に連れていって、水の中に思いっきり頭をつけたんです。もう死ぬかなあと思ったときく

らいにぽっと離して、弟子さんにこう言われたそうです。あなたは水の中で何が欲しかったですか。

そうしましたらその弟子は、先生、空気が欲しかったです、そんな答えです。それで最後にアリス

トテレスはそのお弟子さんに、あなたが水の中で空気が欲しがったくらい知を欲しいとしたら、あ

なたは私以上に知を獲得するであろうと。 

 まさに喫緊の課題かどうかどうかということを問うに、私は、市長、北東部のまちづくり推進協

議会、あるいは１１支部、それから今の現状を見て、あそこは回生病院の大事ないわゆる救急車両

の通路でもございます。また和田の踏切がああいう状態の中では、井尻の中では朝夕非常に混雑を
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し、交通安全にも非常に危ない地点だという報告はもう十分ご認識だと思うんです。 

 市長が喫緊の課題だと本当に認識しているのかどうか、市長の答弁を聞きたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 この県道につきましては長年の懸案課題でもございますし、交通量が若干減尐しておるというの

はそうでございますが、亀山市内における重要な課題を持った踏切であるというふうにも感じてお

るところでございます。 

 今日まで、これも亀山市で単独で完結をいたしませんので、道路管理者であります三重県、ある

いはＪＲに要請をいたしてきておるところでございますけれども、残念ながら、現時点で具体的な

内容に進展していないという状況でございまして、いずれにいたしましても、今後も、市としても

この改善に向けて関係機関へ要請をしていくという姿勢に何ら変わりはございません。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○８番（鈴木達夫君登壇） 

 市長の本気度を試すバロメーターにさせていただきたいと思います。 

 時間がありませんので、次の項に移りたいと思います。 

 今度はソフト事業でございますが、子育て支援事業のうちの類似事業の見直しについてというこ

とで質問させていただきます。 

 昨年６月、ちょうど１年前ですね。特に児童センター、それからファミリーサポートセンターの

事業を上げて質問をさせていただきました。私の質問あるいは提案の趣旨は、細かいことから言え

ば、ファミサポ事業の委託している「かめのこ」さんに３２３万円委託料を払っています。１割程

度の、今非常に短期間の依頼が多くなった、援助会員の初期動作費用というのか、これにオンでき

る制度はできないかという細かい質問。 

 それから２つ目は、ファミサポ事業の事務所がある下で、いわゆる児童センターがございます。

児童センター、就学時間が延びて、あるいは実績的にも地域的にも非常に偏りがある中で、どうに

か同事業を再編成することはできないかという趣旨。あわせて３２３万と五百四十何万の両事業、

合わせて９００万程度の事業規模でないと、これからの協働とか市民感覚の推進は難しいんではな

いかということも同時に質問をしました。 

 細かいこの２つについて、その後１年を経て、この提案、担当部としてどう整理し議論をしたか

教えていただきたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 昨年の２つの提案に対する整理はということにつきまして、お尋ねをいただきました。 

 まずファミリーサポートセンター委託料の一部を援助会員の活動費用に充てられないかという点

でございますが、このファミリーサポートセンターの委託料につきましては、会員の募集や登録、

また相互援助活動の調整など事業運営に対する支出でございますので、それを相互援助活動そのも
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のの料金の補てんに充てるということはできないものと考えております。 

 料金も含め、さまざまな課題につきましてはファミリーサポートセンターとの協議の中で検討し

てまいりたいと、このように考えております。 

 それから次に、児童センターとファミリーサポートセンターの事業をあわせることによる見直し

はという点でございますが、児童センターは児童に健全な遊び場を与え、その健康を推進し情操を

豊かにするために設置している児童厚生施設で、対象をゼロ歳から１８歳までとしております。利

用者数は年々増加しておりまして、平成２３年度は年間合計９,０００人ということで、前年比で

約３００人増加をしております。 

 増加の内訳を見ますと、小・中学生の利用は減ったものの、そのかわりに幼稚園児を中心といた

しました乳幼児と保護者の利用がふえております。また一方、ファミリーサポートセンターはおお

むね生後６カ月から小学校を卒業するまでの児童を対象に、子供の送迎など会員間で相互援助活動

を行い、安心して子育てができる環境を整備するものでございまして、年間約８００件ほどの活動

が行われております。 

 このように、これらの事業は多くの方に必要とされてご利用いただいておりまして、その設置目

的や事業内容も異なりますことから、現在のところ両事業を合わせるという考えには至っていない

ところでございます。 

 それぞれの事業の利用の状況や実施内容等につきましては、個々に協議をしている現状でござい

ますので、運営組織のあり方など、見直すべきところは見直すスタンスで慎重に検討してまいりた

いというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○８番（鈴木達夫君登壇） 

 尐し意外な答弁だったんです。 

 私は今のところ、この案件については整理がついておりませんという答弁かなあというふうに思

ったんです。なぜなら、櫻井市長の答弁を見ますと、児童センターであったりファミサポ事業であ

ったり、学童保育であったり放課後子ども教室であったり、そういう事業単体でとらえることでは

なく、全体の子育て支援のうち、放課後対策の類似事業を整理しながらしっかりと再構築すること

を優先すると。個別のことは後だという答弁だったから、私はまだできていないと。 

 ということは、まさにこれはその類似事業が一定の整理がついたということで判断してよろしい

んでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 ただいまご答弁をさせていただきました児童センターとファミリーサポートセンター、これにつ

きましてはその統合を含め検討しているところでございまして、その運営組織のあり方につきまし

ては、今後も協議をしてまいりたいというふうに考えております。 

 それから、子育て支援全体のあり方といいますか、全体につきましては、個々の事業に優先して

しっかり整理をしていきたいという答弁をしておりますが、健康福祉部のほか市民部や教育委員会
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で合計７０の子育て支援事業を展開しておりますが、それらは総合計画の後期基本計画策定の中で

もそれぞれ必要な事業として確認をいたしたところでございます。 

 現在、国におきまして子育て支援の制度改正も検討され、今後もさまざまな保育ニーズに対応し

た新たな事業の創設等も考えられますので、ただ単に新規事業に取り組むだけでなく、地域の力の

活用も考慮に入れながら、既存の事業との関係を再確認し、必要であれば整理・統合を含めた検討

をしてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○８番（鈴木達夫君登壇） 

 余り時間がありませんので、整理をします。 

 子育て支援の事業が非常にさまざまな部、室にわたり大変なことは十分わかりますが、１つこの

問題がなかなか整理つかない理由として、私がたびたびしつこいぐらい質問しているんですけれど

も、簡単に言えば、子ども総合センターが保育所や児童センター、学童保育所等、いわゆる子ども

支援室とか子ども家庭室を統括するのは、私は酷だと。今のつまずきのある方や戸惑いの子供たち

を総合型のいわゆる相談室で、十分それに特化して仕事をしているんだと。 

 その意味では、先ほども組織改革の議論もございましたけれども、やはり子ども総合センターの

位置づけを変更する、再度位置づけを明確にすると、こういう必要があるんじゃないかなあと思い

ますけれども、尐し勇み足ですけれども、機構改革の話も先ほど総務部長から出ましたので、今の

ところの中間報告でもよろしいので、この辺を聞きたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（広森 繁君登壇） 

 子ども総合センターにおきましては、現在、センター長を健康福祉部長が兹務しておるといった

こともございますし、また健康福祉部自体非常にすそ野の広い部局でもございますので、必ずしも

十分にマネジメントし切れていない部分もあろうかというふうに存じております。 

 また、国におきましては、幼保一体の施策として総合こども園等の構想も検討されておりますこ

とから、こうした部分につきましても検証を行いまして、今回、組織機構改革におきましては子ど

も総合センターが子育て施策の中心として十分機能するよう検討を行ってまいりたいというふうに

考えているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○８番（鈴木達夫君登壇） 

 子育て支援、今健康福祉部長、子ども総合センターが核になっているとはいえ、教育委員会、こ

の子育て支援に対してますます大きな力を、目を向けていかなければならない等々の発言を次長か

らもよく聞きます。 

 子育て支援に関しまして、特に放課後支援に対しての教育委員会としての見解を聞きたいと思い

ます。 

○議長（小坂直親君） 
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 上田教育次長。 

○教育次長（上田寿男君登壇） 

 教育委員会としての子育て支援策の見直しの考え方ということで、特に子供の居場所づくりの中

で放課後子どもプランの運営委員会というのがございまして、放課後子ども教室と放課後児童クラ

ブというのがございますけれども、そのあり方について健康福祉部と連携をしながら、今後のあり

方の見直しを検討していきたいと考えているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○８番（鈴木達夫君登壇） 

 教育委員会の独立性等難しい問題がございますが、やはり本質的に教育委員会も一緒になって子

育て支援、放課後対策、取り組んでいただきたいと思います。 

 通告によりますと３番目、行政改革大綱についてという項目がございまして、そのうちの１番、

新たな公共領域とは具体的にどういうことかという質問を用意しましたけれども、残り時間を見る

に、これを広げてしまうと多分結びがつかないという意味で、２番目の歳入改革の推進についてと

いうことに入りたいと思います。 

 パネルも用意をしましたので、これをやらせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

 先ほどもございました中村議員、広告収入の導入ということでございます。 

 本年４月に広告掲載要綱が施行されて、いよいよ本腰を入れてやるのかなあということでござい

ますけれども、この要綱の中の広告媒体として、１番として市が発行する印刷物、２番目が市が管

理するホームページ、３、その他、市長が定める活用できる資産とございます。 

 ホームページだけはわかりますけど、印刷物はたくさんありますね。印刷物と活用できる市の資

産について、具体的にどんなものか上げていただきたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（広森 繁君登壇） 

 亀山市の広告掲載要綱第２条に定めます広告媒体の具体的なものでございますが、まず市が発行

する印刷物とは「広報かめやま」や封筒といったものを考えてございます。その他、広告媒体とし

て活用できる資産として、市長が別に定めるものといったものにつきましては、ケーブルテレビの

行政情報番組だとか、例えば公用車、それと公共施設の空きスペースへの広告看板等を想定いたし

ているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○８番（鈴木達夫君登壇） 

 中村議員の答弁にもございましたけれども、例えば「広報かめやま」とかケーブルテレビ、これ

らの広告宣伝は公共としてなじまないんじゃないかというご意見もあると思います。これに対して、

どうお考えになっているか聞かせてください。 

○議長（小坂直親君） 

 広森総務部長。 
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○総務部長（広森 繁君登壇） 

 「広報かめやま」やケーブルテレビの行政情報番組につきましては、広告の内容にもよりますが、

市への信頼性の問題といった懸念もございますので、もう尐ししっかり時間をかけて検討していく

必要があるものというふうに考えてございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○８番（鈴木達夫君登壇） 

 私は行財政改革の一環として、広告収入、これは長い間市がしたためてきて、いよいよやるんだ

という結論であるから、私はこれ推進すべきだと思うんです。 

 そんな中で１０条に、要綱の実施に関して必要な事項は別に定めるということがございますが、

定めてございますか。 

○議長（小坂直親君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（広森 繁君登壇） 

 広告媒体への広告掲載の可否を判断いたします詳細な基準として、亀山市広告掲載基準を別に定

めまして、本年４月１日に要綱と同時に施行したところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○８番（鈴木達夫君登壇） 

 要綱並びに基準は読ませていただきました。それを見ますと、特に基準を見ますと、いわゆる公

序良俗の中で、これはやってはだめ、これはおかしいですよということばかりなんですね。いわゆ

る公序良俗の説明に過ぎない。 

 私、今から提案をしたいんです。今お手元にも資料がございます。皆さんにも見ていただきたい

と思います。 

 これは電柱広告でございます。避難所は、城北コミュニティはこちらですよという矢印、それか

ら３分の１弱をスポンサーの名前で、一番下が地名ですね。こういう広告、いわゆる電柱の広告が

ございます。それから、電柱広告でいえば、地域の未来を開く子供たちとか、あるいは何かあった

ら１１０番をしなさいというような広告もございました。 

 これを見ますと、この広告には市民のためにも、いわゆる公的にも非常に有用であって、しかも

企業のイメージにもつながる。そして広告主も何らかの広告収入が入る、いわゆる３者がウイン・

ウインの関係でこのものが成り立っているわけです。 

 要綱とかその基準を見ると、これをやってはだめだ、これはだめですよと、そういう書き込みだ

けなんですね。私は、これ本当に細かい事業なんですけれども、行政改革でこれをやろうという場

合は、とにかく推進するような形で物事を進めないかん。いわゆるここの広告収入の導入に関して

は、こういうものであったらば広告としてなじむだろうと、こういう案を行政が出していく工夫が

足らない。だから、総論賛成ですべて各論が足踏みになってしまうんです。 

 ぜひ広告収入導入、行政改革の１つとして上げたわけでありますから、推進できて、こういう広

告ならいいんじゃないかみたいなものを提案するのが行政の役割だと思います。 
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 もう１枚用意しましたので、見てください。 

 これは「広報かめやま」の一部にコマーシャルを入れてみました。ある時計メーカーのをちょっ

とぱくったんですけれども、ここに「たった１秒程の交わす言葉で人はやさしくなれる「ありがと

う」」と、何とか時計ということです。 

 これにも、やはり市民に対して温かいメッセージがありながら、全体の中でいわゆる広告収入の

スペースが３分の１におさめたつもりでございますが、なっていくと。こういう一例もございます。 

 本当に私の一例に過ぎないんですけれども、これはだめだ、これはだめだというよりも、こうい

うものをやっていくという発想でこういうことを進めていただきたいという一例を挙げましたので、

もし仮に、尐しでも参考になればご活用いただければありがたいと思います。 

 その次、白鳥の湯の入浴料の見直し、動物火葬炉の使用料の見直し、事業系一般廃棄物処理手数

料の見直し、３つ合わせて簡単に答えてください。時間がございません。どうなったかということ

ですね。あるいはランニングコストはどのようなのか、あるいは近在の市町と比較してどうなのか、

今後どう進めていくのか、簡単にお願いします。 

○議長（小坂直親君） 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 白鳥の湯の入浴料につきましては、近隣の市町等の調査も行っております。 

 その結果によりますと、ほとんどが５００円以上でありました。亀山市は非常に安価に設定され

ている、市民の健康福祉増進が目的ということでございますので、格別に安価に設定しているとい

うことを確認しております。 

 検討の状況としましては、去る１月にアンケートをやっておりますので、その結果等を見まして

今後整理し、料金の見直しの検討を進めてまいりたいと思います。ランニングコスト等についても、

その検討材料になるというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 まず動物火葬炉でございますが、こちらの使用料金につきましては、火葬に係るランニングコス

トの面、また市民サービスの観点からいろいろ検討をしてまいりました。 

 そのランニングコストでございますが、まず２３年度で積算をいたしましたところ、１件当たり

約１万２,０００円、それから他市との火葬料金の検討、比較でございますが、他市の場合はほと

んど１,４００円から６,０００円の間で設定をされておりまして、亀山市の料金３,０００円は、

他市との比較ではおおむね平均的なところであるというふうに考えてございます。 

 しかしながら、他市におきましては、ペットの大きさや火葬後の収骨の有無などによりまして料

金に差をつけているところもありますことから、さらなる検討を重ねてまいりたいと思っておりま

す。 

 それからもう１点、事業系一般廃棄物の処理手数料、こちらにつきましては、調査しましたとこ

ろ亀山市の場合、搬入件数のうち個人の商店さん、また農業者の方々の搬入割合が約６割を占めて

いると。それから、搬入量につきましては、中小企業から排出される割合が６割を占めているとい
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うようなこともありまして、景気低迷のこの時期に手数料を見直すことは経営に影響を及ぼすこと

が懸念されますことから、慎重に進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○８番（鈴木達夫君登壇） 

 今上げたもの、行政改革大綱の中では２２年、２３年で十分検討、いわゆる２４年度には一定の

結論が出てしかるべきだというように私は思っております。 

 行政改革、今後の取り組み等残した課題については、また別途質問をさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（小坂直親君） 

 ８番 鈴木達夫議員の質問は終わりました。 

 次に、１８番 服部孝規議員。 

○１８番（服部孝規君登壇） 

 通告に従い、質問に入ります。 

 まずリニア中央新幹線建設計画の推進を見直し、建設計画の撤回を求めることについてでありま

す。 

 私たち議員団は、これまでリニア新幹線の亀山駅誘致に対して、その実現の見通しも必要性もな

い中でのリニア基金の積み立てに反対するとともに、亀山に駅ができたときの効果などを市民に明

らかにするよう求めてきました。しかし、いまだに、後期基本計画でさえ市内停車駅の設置につい

ては、その経済効果等の検討を進めていく必要があるとするだけで、そのできた場合の経済効果等

も明らかになっておらず、駅誘致運動等基金の積み立てだけを熱心にやっているという状況であり

ます。 

 また最近では、市民団体であるリニア市民ネットが指摘をする建設の問題点や課題、長野県知事

の環境アセスメントへの追加意見書を紹介しながら、駅誘致や積み立てをする前にこうした団体や

沿線住民の意見、自治体、こういう指摘されている問題の検証をすべきだということも指摘してま

いりました。これも、現在まで検証が行われておりません。 

 そんな中で、５月１７日に我が党の志位委員長が遊説先の山梨県で記者会見をし、リニア新幹線

について党の見解を発表し、リニア新幹線建設に反対し計画の撤回を求めると述べました。志位委

員長は、建設反対の理由について次の５点を上げています。 

 １つは、輸送需要、時間短縮などに国民的な要望も、経済的、社会的な要請もなく、建設には大

義がない。２、事業失敗の穴埋めで、国民への多大な負担と犠牲の押しつけが起きる可能性がある。

これまで、全国で空港や高速道路など、失敗した大型開発は山のようにあります。３、リニア建設

ではなく東海道新幹線の地震・津波対策や、東日本大震災からの鉄道網の復旧を行うべきである。

４、リニアは使用電力が新幹線の３倍以上で、エネルギー浪費型の社会、交通体系を導入すること

には道理がない。５、運転士が乗車せず遠隔操作で運行するなど、安全確保への大きな不安を置き

去りにする建設になっている。 

 以上の５点を指摘した志位委員長は、リニア建設はやめるべきで、東海道新幹線の防災、東日本

大震災の鉄道復旧に力を注ぐことが最優先されるべきだと語りました。その上で、リニアにまちづ
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くりの将来をかけていいのか、考えるべき大きな問題と提起をいたしました。 

 そこで、この２０年間、東京―大阪間の輸送需要はほとんど横ばいなのに、なぜ新たにリニア新

幹線が必要なのか、まずお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 １８番 服部孝規議員の質問に対する答弁を求めます。 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 このリニア新幹線の建設につきましては、昨年５月に建設主体に指名されましたＪＲ東海に対し、

国から建設指示が行われ、現在、着工に向けた取り組みが進められております。 

 こうした中で、リニア中央新幹線につきましては、東京、大阪、名古屋の３大都市圏を高速かつ

安定的に結ぶ幹線鉄道網として充実するものでございます。また、東日本大震災の教訓を受けまし

て、災害に強い国土づくりのため、リスク回避の観点からも日本経済の大動脈の二重系化を可能と

するとともに、開業後５０年弱が経過します東海道新幹線の経年劣化に伴う大規模改修工事につい

ても、その運行に及ぼす影響を低減する効果が期待されるところでございます。 

 このように、リニア中央新幹線の整備につきましては、３大都市圏間の高速かつ安定的な旅客輸

送を中長期的に維持・強化するものでございまして、国民生活及び国家経済にとって極めて重要な

ものと、国あるいはＪＲ東海でされておりまして、こういったところから必要というふうな認識で

ございます。 

○議長（小坂直親君） 

 服部議員。 

○１８番（服部孝規君登壇） 

 まず先ほど言いましたように、この２０年間横ばいなんですよ。 

 だから前はＪＲ東海も、輸送力の限界に達している、だから新たなものが必要だというふうな主

張をしてきましたけど、最近はそれをもう言いません。というのは、人口が長期的に見れば減って

いく、特に新幹線の利用が多いと言われる１５歳から６４歳、この年齢層が２０年後には１７％減

尐するんです。だから、どう見ても利用者数は減っていくと、そういう予測が立つわけですね。だ

からそういう意味でいくと、まず１つ、輸送力が限界に来たから新たなものが要るという従来のＪ

Ｒ東海の主張というのは、もう根拠がないというふうにＪＲ東海自身も認めているんだろうと思い

ます。 

 それからもう１つは、今、新幹線と飛行機で東京―大阪間、頻繁に運行しています。これをさら

に時間を短縮せよという強い国民的な要望や、そういうものがあるのかどうかということですね。

私はないと思います。 

 それから、もう１つ考えなきゃならないのは、東海道新幹線の問題です。これは地震・津波対策、

それから今部長も言いましたように、老朽化対策ということもそろそろ考えなきゃならないという

状態があります。 

 近い将来、やはり東海道新幹線の施設の改修というのがどうしても必要になってくるわけですね。

こういう改修のために、新たにバイパス路線をつくる鉄道会社というのは、一遍思い出してくださ

い。日本で今までないですよ。老朽化してきたから、新たにバイパスで鉄道をつくりましたという
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ようなところはないと思います。その鉄道を運行しながら、改修しながらやっているというのが今

日本の鉄道会社のあり方であります。 

 そういう意味でいいますと、当然、リニアをつくったとしても東海道新幹線の大改修はしなきゃ

ならん。そうすると、リニアを９兆円ものお金をかけてつくりながら、さらに東海道新幹線の大改

修も同時にできるのかということですよね、財政的な問題を含めて。そういうことを考えると、到

底、私は無理な話だろうというふうに思うわけです。 

 最近、南海トラフの地震予測で、さらに従来よりも津波とか地震の被害が大きくなるということ

が言われています。だから今必要なのは、こういう大震災を受けて何が必要かというと、やはり日

本の鉄道全体として優先させるのは、東海道新幹線を初めとした地震・津波対策をまずやらなきゃ

ならん、これが優先だろうと思います。 

 同時に、東日本で鉄道がかなりやられました。これの復旧も国家的な事業だと思います。ＪＲ東

日本にその鉄道の復旧は任せておいて、ＪＲ東海はリニア建設だということでいいのかということ

ですよ。ＪＲが発足した当時、旧国鉄の債務を２４兆円、国民が肩がわりをしています。毎年、数

千億円程度の税金でこれの穴埋めも行われています。現在、まだ１９兆円が借金になっています。

９兆円もかけてリニア新幹線をつくる余裕があるんなら、その利益の一部を国に入れて国民に返す

ことを考えること、そしてそれを東日本大震災で被災した鉄道の復旧に充てる、このことが優先さ

れるべきであって、リニア新幹線の建設が先だと、こういうことにはならないだろうということ、

このことを反論しておきたいと思います。 

 それで、２つ目にお聞きしたいのは、先ほどから強調していますように、リニア建設よりもまず

やることがあるんじゃないかということで、東海道新幹線の地震・津波対策、それから老朽化対策、

それから東日本大震災からの鉄道網の復旧、このほうがリニア建設よりも優先ではないかと考える

んですが、ご見解をお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 リニア中央新幹線建設につきましては、東日本大震災発生後、国の諮問機関であります国土交通

省交通政策審議会の中の中央新幹線小委員会の中でも、東北新幹線の被災状況等も踏まえながら、

地震対策やＪＲ東海の財務的な事業遂行能力について審議が行われているところでございます。 

 こうした審議会での審議を踏まえつつ、超電導リニア方式の安全確保が確認され、答申、さらに

は建設指示へと至っておりますので、その経緯を真摯に受けとめるとともに、大震災以降、リスク

回避の視点から、東海道新幹線の代替補完機能を有するリニア中央新幹線の早期整備の必要性につ

いてはむしろ高まっているところと考えております。 

 なお、リニア中央新幹線の建設は、ＪＲ東海がみずからの経営判断に基づき、全額自己負担で行

うことを前提とした民間事業でございます。こうした中で、事業投資の優先度につきましては、大

量輸送を営む国内屈指の鉄道事業者としての判断であり、リニア建設自体も、国の建設指示を受け

て進められているものとして認識しております。 

 なお、先ほど言いました中央新幹線小委員会の中で、東海道新幹線大規模改修工事に与える効果

ということがその小委員会にも出されておりまして、この資料によりますと、平成３０年以降に約
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１兆円で大規模改修をするという計画が出されておると、こういったことはＪＲ東海では可能だと

考えておるというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 服部議員。 

○１８番（服部孝規君登壇） 

 まず反論したいのは、民間企業が全部お金を出してやっていることだからって、こういう言い方

をされました。しかし、考えてみてください。東京電力、あれ全くの民間企業ですよ。今どうなっ

ていますか。国有化をする、税金を投入する、こういう事態が起こっているじゃないですか。 

 だから、公共鉄道としての公共性があるものについては、民間だから民間に任せておいていいん

だという話にはならないんですよ、これは。そこのところを考えなきゃならん。だから、もし何か

あれば、当然、国として税金を投入するなり何なりやらなきゃならん。民間であるから、それはも

うつぶれてもよろしいよということになりますか。ならないでしょう。だから、民間が全部金を出

すからいいという話にはならないんですよ。 

 先ほど、小委員会の話が出ました。私は、１つ考えていただきたいのは、これがその小委員会の

開かれる前に行われたパブリックコメントが１つ入っています。これはリニア中央新幹線に関する

パブリックコメントを、国土交通省の鉄道局が実施したものであります。下から古い順に、上を向

いて新しくなっています。一番上が３・１１の大震災後に行われたパブリックコメントです。 

 私が言いたいのは、一番端が促進、これはリニア新幹線を早くつくれと。それから赤は、大阪ま

で早く開通させよ。緑は、いや中止もしくは再検討せよと。黄色はそれのどちらにも属さない意見

ということでこれ分類してあります。これを見ると、１回目、２回目、３回目とずうっと見ていき

ますと、３回目で劇的な変化が起こっているんです。つまり、私はこの７３％の中止・再検討が国

民全体の意見だとは言いません。あくまでもパブリックコメントに意見を寄せた人だけですからね。

私が注目してほしいのは、これだけ大きな変化が大震災後起こっているということですよ、国民の

意識の中に。 

 反対の意見の中にどんなのがあるかというと、震災の影響がおさまっておらず、新たな大規模事

業を進めるような社会的状況ではない。中央新幹線の整備に係る費用、エネルギー、人的資源など

は、まず東北地方を初めとする被災地の復興に充てるべきだ。福島第一原発事故が収束しておらず、

今後の電力供給が不透明である。つまり、新幹線の３倍以上の電力を使うということですわね。そ

ういうリニアの安全性やら環境破壊、国民への財政負担を危惧する声が多く寄せられたと、こうい

うことなんですよ。 

 ところが、こういうパブリックコメントをしておきながら、この直後に開かれた小委員会では、

先ほど部長が言われたように、全くこの反対意見は考慮もされず、最終答申がまとめられた。その

直後に国土交通省が中央新幹線の建設指示を出すという、本当に出来レースのようなことをやった

わけですよ。一体パブリックコメントって何なんだと思うんですね。単なる手続で、前もってやら

なきゃならんからやる。その結果については、もう無視しますよと言わんばかりのことですよ。 

 おもしろいのは、国土交通省のホームページを読むと、パブリックコメントとはと書いてあるん

ですよ。この案に対して、国民の皆様から提出していただいたご意見、情報を考慮して意思決定を

行う手続、平気でこれ書いてあるんですよ。これだけ反対意見がありながら、ゴーサインを出して
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おきながら、こういうことを平気で書いておるわけです。 

 市長に聞きたいんですよ。このパブリックコメントの結果を見て、本当に国民の意識は変わって

いるんだと思うんですよ。その点のことについて、このままリニア建設を進めるべきだというふう

に、市長、考えてみえるのか、その点についてお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 服部議員のご質問にお答えをいたします。 

 このままリニア建設を推し進めていく考えはどうだということでございましたが、過去にもいろ

いろ議論させていただきましたけれども、国家プロジェクトでございますリニア中央新幹線につき

ましては、ご指摘のように、昨年５月に整備計画が決定をされまして、東京―名古屋間についての

環境影響評価に係る手続が行われました。大きく前進をしておるというふうに感じておるところで

あります。 

 その建設に当たりましては、これはご案内のとおりでございますが、全国新幹線鉄道整備法の規

定に基づく手続により進められており、国の諮問機関であります国土交通省交通政策審議会の中央

新幹線小委員会において、営業主体、建設主体、走行方式並びにルートなどにつきまして集中審議

が行われたところでございます。 

 また、東日本大震災後におきましては、東北新幹線の被災状況も踏まえながら、その整備につい

て、意義や防災対策について改めて確認がなされたその後、国土交通大臣に答申が行われて、昨年

５月の建設主体に指名がなされたと、建設指示に至ったというふうに考えておるところであります。 

 こういう流れも受けまして、亀山市といたしましては、この審議の経過をしっかり受けとめさせ

ていただくとともに、災害に強い日本の大動脈の二重系化という側面からも、東海道新幹線の代替

補完機能を有する機能として重要な役割を担うインフラ整備でもあるというふうに考えておりまし

て、今後も名古屋―大阪間を含む全線同時開業が実現されますよう、県並びに経済団体また沿線の

自治体等とも連携を図りながら、取り組みを継続していきたい、進めてまいりたいというふうに考

えております。 

○議長（小坂直親君） 

 服部議員。 

○１８番（服部孝規君登壇） 

 納得できませんけどね。小委員会の意見、私も読みました、答申。 

 結局、何も根拠を示さずに、大丈夫です、安全です、可能ですと、こういうことばっかり並べて

あるんですよ。説得力ないんですよ、一遍読んでください。 

 ＪＲ東海の試算でいっても、使用電力という問題は新幹線の３倍以上ですよ。実際に完成する路

線の勾配などで、よりもっと多くの電力が使われるだろうという指摘もあります。 

 今、大飯原発の再稼働の問題が大問題になっていますけれども、このリニアの使用電力が新幹線

の３倍以上ということになれば、東海道新幹線はそのまま継続して走らせるわけですから、それに

さらにプラス、リニアができるということになれば、原発をつくらないと電力が賄えない、こうい

う議論になりかねないわけですよ。 
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 今、原発事故を契機にして日本がどんな社会に変わろうとしているのか。大きな流れとしては、

省エネの社会に切りかえていこうというのが全体としての流れですよ。やはりリニアというのはも

っと前の段階で、それこそ日本が高度経済成長で右肩上がりに何でも上がっていくような時代に計

画をされたものですよ。だから、こういうようなことが平気でやられるわけですよ。消費電力３倍

ですよ、これ。こういうものがそのままやられる。やはりこれは今の時代に逆行する浪費型の交通

体系だと言わざるを得ません。省エネ型の交通体系、こういうものにすべきだと思います。 

 それから、もう１つ大きな問題は、路線の８割がトンネルなんですよ。８割トンネルですよ。こ

れ楽しむどころじゃないですね。鉄道に乗っておっても、トンネルが８割だったらちっとも楽しく

ありませんよね、旅行は。地下４０メートルですよ、そこを走るんですよ。運転士は乗りません、

遠隔操作です。もしこれで事故、火災、地震、こういうことが起きた場合の安全の確保ができるの

かという問題があるわけですよ。何人乗るのかわかりませんよ、乗務員が。そんなに数多く乗らな

いと思いますよ。その中で、１,０００人近い乗客を乗せると言っています。それをトンネル内で

事故が起こったら、どうやって１,０００人もの人を尐ない乗務員で避難させるのか。 

 例えば、トンネル内に避難時の脱出用の縦くいという縦にエレベーターかリフトかわかりません

けれども、上がれるようなものを何本かつくっています。しかしこれ、１,０００人の人が短時間

でどれだけ乗れるか、考えただけでも疑問が残ります。 

 それからもう１つ、これは余りわかってないんですけど、電磁波という問題あります。これは、

リニアというのは車体を浮上させるコイルと推進力を得るためのコイルが、ガイドウエーいわゆる

この枠の中に取りつけられて、車両側には低温超電導磁石が搭載されるというんですね。磁石があ

るわけですね、強力なる磁石がある。この磁力でもって電磁波が発生をして、車中の人に対する影

響であるとか、沿線の住民に対する影響をどういうふうに制御するのかという問題があるというふ

うに言われています。 

 よく言われるのは、高圧鉄塔の下は居住禁止というふうになっていますよね。だからそれも電磁

波の影響ですよね、これ危ないということですよ。それと同じようなことがこのリニアにもあるわ

けですから、これに対してどうなんだというと、国は規制値を設けていません。いわゆる電磁波、

これ以下なら人体に影響ないよという基準がないんです。それがないにもかかわらず、問題ないと

いうふうに小委員会の答申は出されているわけです。山梨の実験線での数値も公表されていません、

はっきりとはね。だから、そういうこともやらずに、安全性の確保が本当に心配だという声が多く

あるんだろうというふうに思います。 

 私は、このエネルギーを大量に浪費するような社会交通体系の見直しというのは、今本当に、震

災後、国民の思いではないかというふうに思います。それから、こうしたトンネル内の事故に対す

る対応、それから電磁波を本当にきちっと制御できるのかどうかという安全の問題、この問題につ

いてきちっとされているのかどうか、この点についてお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 今議員申された部分につきましては、私どもとしては、中央新幹線小委員会での議論ということ

によらなければ、そういった部分についてはお答えできませんので、こういった部分について議論
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された部分についてはご紹介させていただきながら、そのような考え方を持っておるというような

ことでご答弁させていただきたいというふうに思っております。 

 議員申されたとおり、さまざまなパブリックコメントが寄せられておりまして、その中でもそう

いった部分に対する反論等も書かれておるということはご承知だろうと思います。 

 それで、中央新幹線小委員会では、東日本大震災を踏まえての今後の電力供給につきましては、

建設主体であるＪＲ東海に対し、維持運営費用を含めたコストダウンの重要性について、エネルギ

ー効率性の向上に取り組むべきとして指摘も行われており、今後もエネルギー効率向上のための技

術開発に取り組みが行われるものと考えられております。 

 ちなみに、先ほど議員申されましたリニアにつきましては新幹線の３倍ということでございます

が、リニアにつきましては、東京―大阪間については１時間と。これに競合する輸送路としまして

は航空機しかございませんので、ＣＯ２につきましてはリニアの３倍ぐらいが航空機はかかるとい

う部分で、一方でそういった低炭素の乗り物だということも言われております。また、磁界の影響

による健康被害につきましては、山梨実験線での実験結果から、国際的なガイドラインを下回る水

準に抑制することが可能であると確認もされております。 

 さらに、地震時の安全性につきましては、阪神・淡路大震災に見直された耐震基準と同等の基準

で建設されることとなっておりまして、東日本大震災における東北新幹線の被災状況を踏まえれば、

所要の耐震性は確保できるものと考えられております。なお、国におきましても、東日本大震災の

経験も踏まえこれまでの地震対策の検証も行われており、その検証結果や最新の技術の知見をでき

る限り反映させてリニア中央新幹線の建設がなされるものと考えております。 

 なお、この検証の中で書かれておるのは、長大トンネルというのは全国で４つほどあろうという

ことでございますが、こういった部分の中での経験も踏まえて、最新の技術が導入されるというふ

うなことで書かれておりまして、こういった部分の中央新幹線小委員会の考え方があると。実際に、

国においてもきちっと確認はされておるというようなことでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 服部議員。 

○１８番（服部孝規君登壇） 

 私はやっぱり原発の安全神話と一緒で、今まで推進、推進でずうっと来たわけですよね。それで

ほとんどそれに対して検証もしてこなかった。どんどん進んできた。このことに対して、一度とま

って疑問を投げかけるべきではないかということなんですよ。 

 というのは、今、大飯原発でもそうです。実際にいろんな安全の確保しなきゃならんということ

がありますけれども、計画ができておればオーケーだというふうなことでゴーサインが出ているわ

けですよね、再稼働の。一緒ですよ。今の話で言うと、例えば消費電力も下げるように、抑えるよ

うに考えるということでしょう。そういうような、要するに方向性だけを出しておるだけで、実際

にどれだけになるのか、下がるのかということにはならないわけですよ。 

 だから、そんな方向性だけを示して、計画がありますから、こうなりますからというだけで、そ

れでオーケーですという話には私はならないだろうと。そこのところをもう一度考える必要がある。 

 それからもう１つ、重大な問題があるんですけれども、南アルプスを抜くんですよね、トンネル

で。これはやはり自然破壊、環境破壊ということでは非常に問題だろうというふうに思います。２
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０キロのトンネルをつくるっていうんですね、あそこに。 

 これ事実、２００９年１０月に山梨実験線のトンネル工事をやったときに、山梨県笛吹市の簡易

水道の水源が枯渇したと。これはネットでニュースを調べてもらえばわかりますけれども、載って

います。だから、当然トンネルを掘れば地下水脈を壊してしまって流れが変わる、とまる、こうい

うことはあり得るわけですね。そういうことが現実に起こるということですね。 

 それから、南アルプスには中央構造線、糸魚川静岡構造線の大断層があります。こういうことも

含めて、トンネル工事をやることによって地すべりが起こる、こういうことだって考えられるわけ

ですよね。だから、どう考えても南アルプスを２０キロにもわたってトンネルを通してまで、第２

の鉄道を引かなきゃならんという大義がないということですね。それよりは、本当に今ある東海道

新幹線、乗客も減っていくんだから、そこをしっかりと改修していくという方向に行くべきだろう

と私は思います。 

 それで、こういう自然破壊までやって進めようとしていることについて、櫻井市長、どうですか。

こういう自然破壊、環境破壊をやってでもリニアはつくるべきだと思いますか。この点、市長の見

解を聞きたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 議員の考え方、あるいは御党のお立場とか、触れていただいてまいりました。 

 当然、今の話、安全性の問題とか環境への影響とか、時間の短縮が必要かどうか。昭和３０年代

の東海道新幹線の整備の折、当時は国鉄が事業主体でございましたけれども、その折にも計画段階

から同じような議論があったというふうに承知をいたしておるところでございます。 

 しかしながら、長い歴史の中でその高速鉄道が果たしてきた役割とか、あるいは社会や経済や、

さまざまな人の生活やビジネスにおいて大きなインパクトを与えてきたということは事実であろう

と思いますし、環境や安全に対する問題につきましても、ご案内のように、東海道新幹線を運行し

てきた国鉄並びにＪＲは、本当に大きな事故を起こさずに今日に至ったと、世界でも称賛される状

況にございます。 

 したがいまして、リニア中央新幹線の建設の促進、あるいは駅誘致について、それはやはり議員

のお考え方よくわかるものでございますけれども、しかし亀山市といたしましても、本年まで多く

の市民の皆さん、あるいは経済界、あるいは議会の皆さん、そういう中で今日まで積み上げてきた

そういう流れの中で、技術的な問題や安全面やコストの問題や、これは国において、あるいはＪＲ

が主体となる事業でございますので、その過程でさまざまクリアをされて今後も展開されていって

ほしいというふうに思っておりますし、亀山市といたしましてもこういう流れの中で、やっぱりこ

のリニア中央新幹線が本市の将来の発展に大きなインパクトを持ち、大変重要な政策テーマの１つ

であると、このように認識をいたしておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 服部議員。 

○１８番（服部孝規君登壇） 

 今の市長の発言でおかしいのは、それは静観をする人ならそれでいいんですよ。ＪＲ東海がどう
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いうふうにしていくんか、今後どういうふうにこういう問題をクリアしていくのか見ていこうと。

あなたはそういう立場じゃないですよ。推進の立場なんです。これを進める立場にあるわけですよ。

そういう人がやるべきことは、こういう問題に対して、市民にきちっと答えができるということが

推進する立場の人の責任やと思うんですよ。それができないのなら、推進という立場をとるべきじ

ゃないと思うんですよ。そういうことがクリアされるまで私は静観しますというのなら、今の答弁

でいいんですよ。ところが、推進の立場でありながらそういうことを言うのは、やっぱり私はおか

しいと思う。だから、そこのところをきちっと整理していただきたい。そういう問題が解決するま

で静観させてもらいますというのならわかりますよ。その辺をきちっとする必要があると思います。 

 それから、最後に、亀山市にとってどうなのかということをただしたいと思います。 

 問題は、こういうリニアの駅をつくることで地域が活性化するのかどうか、こういう問題なんで

す。これまで全国で、大規模プロジェクトということで道路、空港、空港なんて本当にたくさんで

きましたよ。で、みんな赤字ですよ、これ。本四架橋、東京湾アクアライン、こういうものもつく

りました。これも採算に合っていません。こういうことをどんどんやってきたんですよ。 

 ところが、そういう地域が活性化したかというと、活性化してない。多くはその事業によってス

トロー効果、すうっと吸い込まれる。東京、大阪というような大都市へむしろ地方の人口が吸われ

ていくというストロー効果、こういうようなことが出て地方が疲弊しているというのが現実やない

ですか。新幹線についてもそうです。全国に広がっています。しかし、中小の都市を見てみますと、

やっぱり人口が大きくふえて地域が活性化したというのは余り例がないですね。 

 むしろ、ここに１人紹介しますけど、まちづくり・地域再生の専門家である久繁哲之介という人

がこういうふうに言っています。新幹線や高速道路の開業前はメリットだけを語る報道が特に多い。

しかし、開業後の地方都市は、すべてがメリットよりデメリットが圧倒的に大きくなって衰退して

いる。つまり、メリットとデメリットを比べるとデメリットのほうが圧倒的に多いということ。メ

リットがないと言っているんじゃないですよ。メリットよりもデメリットのほうが多いと、こうい

うことを指摘しているわけです。 

 そこで聞きたいのは、亀山市に駅を誘致して亀山市が活性化するのか、その辺の見通し、お聞き

したいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 新国土軸となりますリニア中央新幹線につきましては、圧倒的な時間短縮効果により我が国の３

大都市圏を結ぶ巨大な都市集積圏域、これ６,０００万人と言われておりますが、こういった集積

圏域が生まれまして、交流機会及びライフスタイル転換の可能性が拡大することで、産業経済分野

を初め学術研究分野、観光分野など幅広い分野における経済波及効果が期待できるところでござい

ます。 

 また、その停車駅誘致がもたらす地域への効果としましては、亀山市が首都圏、近畿圏へのター

ミナル機能と三重のゲートウエイとしての位置づけを持つことによりまして、リニア駅の利用を通

して県内・外の人、物、情報の流れが大きく変化し、市民の移動性はもとより市の拠点性や求心力、

知名度が向上し、さまざまな分野でのプラス効果が生まれるものと考えておるところでございます。 
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 それから、先ほどの中央新幹線小委員会におきましても、中央新幹線の整備効果拡大のための駅

及び周辺の整備についても議論されたところでございまして、こういったところも参考にしながら

今後のまちづくりを進めるということになろうかと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 服部議員。 

○１８番（服部孝規君登壇） 

 結局、いつもこれは質問で聞いていますけど、要は亀山駅におりて、亀山駅にとどまって何かを

したいと、そういう魅力がなければ駅におりないわけですよ、駅ができても。やっぱりそこの問題

をクリアしない限り、駅をつくっても私はふえないと思いますよ。年に何回利用するのか、利用す

る人の中でもわかりませんけれども、確かにその駅ができたらリニアを使って短時間で行けるとい

うことはありますよ。しかし、それが市民の圧倒的な声やないと思いますよ。年に利用しても１回

か２回かなあという程度の利用しかないわけです。 

 問題は、駅をつくることによって亀山でおりていただいて、亀山で泊まっていただいてとか、亀

山を散策していただいてとか、そういう人がふえることが駅をつくる意味だというふうに思います。 

 そういう意味でいうと、本当に亀山にそれだけのものが今あるのかどうか、そういうことを考え

た場合に、今の交通の中で、リニア駅がないとそういうことができないのかというと、道路網は整

備されていますし、それから不十分ながらも名古屋から１時間ちょっとで亀山、関へは来るわけで

すよ。そんな中で、果たして江戸時代の、例えば関宿、町並みを訪れたい人がリニアを利用するの

かどうか、その辺も含めて考える必要があるんやないかなあというふうに私は思います。だから、

そういう意味でいくと、亀山に駅をつくることの効果というのは、本当に十分考える必要があるん

じゃないかなというふうに思います。 

 最後に、私は幾つかきょう課題を言いました。これはぜひ人ごとではなしに、推進するんであれ

ばこれはきちっとＪＲ東海にも確認をするなり何なり、検証を求めるべきだというふうに思います

けれども、１つ紹介したいのは、去年の５月３０日の中日新聞の社説、抜粋ですけど、ちょうどこ

れで、このパブリックコメントの後、小委員会が結論を出して、建設のゴーサインを出した直後の

社説なんですけど、こういうふうに書いています。 

 ＪＲ東海のリニア中央新幹線計画に国がゴーサインを出した。都市部の深い地下や南アルプスの

長大トンネルを超高速で走るだけに、耐震性と地震対応が気がかりだ。十分な説明が聞きたいとの

書き出しで、企業と国でつくられた安全神話のように聞こえはしないか。絶対に安全とされてきた

日本の原発が、巨大地震と大津波でレベル７の世界最悪の事故を起こしたことを思うとなおさらだ。

リニアが原発と同じとは言わないが、人命を預かる以上、安全第一でなければならない。災害時の

対応について、まだ情報が尐ない。東京―名古屋間の南アルプスを貫く直線ルートは約８割がトン

ネル。深さ数十メートルの都市部地下は直下型地震に耐え得るのか。フォッサマグナの横断に支障

はないのか。想定外はないのだろうか。ＪＲ東海の計画では、長時間にわたって停電した場合、５

キロから１０キロ間隔の縦くい、先ほど私が言ったやつですね。縦くいや斜坑、斜めのものがある

らしいですね。脱出経路とする。停電でも地上へのエレベーターは動くのか。運転士がいないリニ

アに乗員は何人乗り込み、最大１,０００人の乗客をどう誘導するのか。綿密な脱出マニュアルを

つくり、国民に示してほしい。 
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 こういう問題点を中日新聞の社説は掲げています。これはもっともだと思いますよ。やっぱりこ

ういう点をきちっとやるべきだと思います。 

 最後に、市長に再度お聞きしたいと思います。こういう問題がまだ検証されずに、クリアもされ

ていない中で、推進一辺倒ということでいいのか。それとも、先ほど言ったように、そういういろ

んな問題提起、そういう検証が済むまで一時立ちどまる、ここにあるような、中止再検討という立

場に立つべきではないかというふうに思うんですが、市長の見解をお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 このリニア中央新幹線の建設促進や駅の誘致活動、亀山市にとりましても長い間時間をかけて、

これは市民の皆さんにも参画をいただいて、ＪＲの複線電化とあわせて市民会議を推進してまいり

ました。 

 本当にさまざまな思いが積み重なって今日に至ったというふうに感じております。特に、今時間

軸の話が欠けておりますが、先ほど申し上げた東海道新幹線が生み出したさまざまなインパクト、

あるいはその技術的な問題やいろんなものや英知をそれぞれの立場でクリアして今日の時代をつく

ってきたということを考えますと、先ほどご紹介をいただいたような課題につきまして、本当に英

知を結集して乗り越えられるものというふうにも感じておりますし、その間立ちどまれというご指

摘でございますけれども、今日まで積み上げてまいりました市民会議の活動、例えば山梨の実験線

には亀山の次代を担う子供たちも数百名が試乗したり、夢をはぐくんできたと、こういう時間軸の

重要性もあろうかというふうに思っておりまして、未来への可能性につきましてもまちを挙げては

ぐくんできたと、また今後もはぐくんでいかなくてはならないというふうに思いを持たせていただ

いております。 

 半世紀以上かけて、この国家プロジェクトでありますリニア中央新幹線が、価値があるプロジェ

クトであって、先ほども企画部長が答弁をさせていただきましたけれども、今後も市として積極的

に推進をする方針を堅持していきたいと考えておるものでございます。 

 市の将来を展望して、その発展を考える上で、尐し長いスパンの中で、単なる新国土軸の通過地

域ではなくて、その活用拠点地域であることはもとより、さっきご指摘をいただいたような交流が

盛んになっていく、あるいはその中でさまざまな経済効果が生み出されていく、そういうような状

況も同時につくり上げていくために、東京一極集中ではない状況をつくっていくためにも、このリ

ニアの駅を核とした魅力的な都市空間の形成やアクセスが本市の将来にとって不可欠であるという

ふうに思っておりまして、その意味で、来るべき時期に向けてやっぱり私どもは市民の皆さんや議

会の皆さんや、行政の力、経済界の力を総結集して備えてまいりたいという考え方を強く持たせて

いただいておるものでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 服部議員。 

○１８番（服部孝規君登壇） 

 まあ残念ながら、そうはならないと思いますよ。 

 私がきょう１つ提案というか課題として出しました問題、一つ一つ本当にまじめに検討したら、
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おのずと推進から僕は中止、再検討になると、このことを申し上げて、時間がもうありませんので

次の問題に移ります。 

 次に、旧国道１号線の野村から御幸にかけての歩道整備についてであります。 

 この問題は、旧国道１号線、今もうバイパスができたために旧国道１号線と呼びますけれども、

太岡寺のあたりから井田川までの間の歩道、県道になりましたけれども、一部を除いて歩道がない

という問題ですね。特に、この歩道整備については１６年６月議会でも取り上げました。 

 特に、私が住んでいる野村のところから郵便局、エコーへ高齢者の方が徒歩もしくは自転車で、

いわゆる平たんなところですので、国道１号線が。だからそこをずうっと行かれると。ところが、

歩道がない上に、ガードレールのあるところと一部ガードレールのないところもある。非常に危な

いところになっています。やっぱりこういう問題を早急に解決しなきゃならないなというふうに思

っています。 

 まず１つ目は、１６年６月以降、どんなふうに取り組まれたのかというのが１点と、もう時間が

ありませんので、もう１つ、バリアフリー構想というのが新たにできました。その中で、ちょうど

河合石油のあたりからエコーのあたりまでのエリア、重点地域に入っております。そのバリアフリ

ー構想の中でこの歩道を何とか整備するという道がないのかどうか、この２点についてお聞きした

いと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 三谷建設部長。 

○建設部長（三谷久夫君登壇） 

 平成１６年にご指摘をいただきました御幸地区の歩道におきまして、県道と隣接する宅地で急勾

配になっている箇所、その辺につきましては、現在できる範囲ではございますが、道路管理者であ

る三重県において改善を行っていただきました。 

 ただし、河合石油前からバリューセンター前までの区間の歩道を連続的に整備することにつきま

しては、道路橋や擁壁などが支障となっておりまして、新たに歩道を設けるスペースを確保するこ

とが難しいことから、歩行者や自転車については、タカラブネ前へ迂回していただくように案内看

板を設置していただいたところでございます。 

 亀山市交通バリアフリー構想におきまして重点整備地区に設定されたこの地域につきましては、

生活に関連する施設を結ぶ経路を選定して、バリアフリーに対応した歩道整備を亀山市と三重県で

分担して計画的に進めております。 

 県道関係としては、農協前から商工会議所前までの歩道整備を進めていただき、今年度からは商

工会議所前からエコー方向への整備に着手していただけると伺っております。現在、三重県におい

て進めていただいております歩道整備は、先ほどご説明しましたバリアフリー関係の事業と、歩道

が未整備の箇所において外側線の設置やカラー舗装などの簡易な手法も含めて、短期間で経済的に

効果を発現することをねらった「安心路肩事業」がございます。 

 当該箇所については、構造物等の取り合いの問題や、側道との合流・分流に伴う安全性が確保で

きるかなどの課題もありますが、「安心路肩事業」としての整備の可能性について、三重県に相談

をさせていただきたいと考えております。 

○議長（小坂直親君） 
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 服部議員。 

○１８番（服部孝規君登壇） 

 ぜひ前向きに検討していただいて、県とも協議をしていただいて実現していただきたいというこ

とを申し上げて、終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（小坂直親君） 

 １８番 服部孝規議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、１０分間休憩いたします。 

（午後 ４時１３分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 ４時２４分 再開） 

○議長（小坂直親君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長いたします。 

 次に、２番 新 秀隆議員。 

○２番（新 秀隆君登壇） 

 ２番、公明党、新 秀隆でございます。 

 通告に従いまして、始めさせていただきます。 

 まず初めに、健康づくり対策についてでございますが、現在の国民の死因の第１位となっておる

のががんでございます。国民の命を守る、これが私が思うに政治の重要な責務だと思っております。 

 子宮頸がん、ヒブワクチン、そして肺炎球菌等の３種の予防ワクチンについても、昨年来より全

額助成、無償という形になっておりましたが、本年の３月をもって期限が切れて、そして有料にな

るという方向ではございましたが、ことし第４次補正に組み込まれ何とか継続するという形にはな

りました。しかし、これも１年限りという実におかしな話でございます。 

 今、亀山市といたしましても中学生までの児童の医療費の無償化、この件につきましては県内は

もとより全国レベルでも確かに高い評価と誇れるものと、一市民として自負させていただいておる

次第でございます。 

 こうやって国会を見ても、現在まだ１年限りで３ワクチンの補助が決まっておらんという事態に

ある中、本当に憤りを感じる昨今でございます。こういうことにつきましても、すべては亀山市の

予算にも即はね返ってくるのは実情でございます。予防接種の抜本改正によるのは、これは制度の

恒久化を求めるものでございまして、我が公明党初めみんなでこの辺については強く求めていきた

いと思っております。 

 さて、それでは現在の亀山市におけるがん予防対策について、現在の予防対策の実施の状況をお

伺いいたします。 

○議長（小坂直親君） 

 ２番 新 秀隆議員の質問に対する答弁を求めます。 

山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 がんにつきましては、先ほどご紹介いただきましたように日本人の死亡原因の第１位となってお
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りまして、年間３０万人以上の方が亡くなっております。この状況につきましては、亀山市におい

ても同様でございます。 

 そこで、胃がんのみならず、がんの予防につきましては１次予防と２次予防がありまして、この

ことは平成２３年３月に策定をいたしました亀山市食育推進・健康増進計画の中でもあらわしてお

りますが、１次予防というのは、喫煙や塩分の多い食事などがんにかかる危険性を高める生活習慣

を改め、バランスのよい食事や適度な運動など、がんにかかりにくい生活習慣を築くというもので

ございます。まずは市民の皆様一人一人が、日常の生活の中で自分の健康管理に心を配っていただ

く、そういった考え方でございます。 

 そしてその次に、がん検診を定期的に受け、早期発見、早期治療につなげるのが２次予防でござ

います。がんの多くは無症状で進行しまして、明らかな自覚症状が出たときは重症化している場合

も多くあります。 

 そこで、市では健康管理の重要な施策といたしまして、がん検診を主要事業に位置づけまして、

胃がん、肺がん、大腸がんなど主ながん６つにつきましてその検診を行っております。 

 そして、検診につきましては、検診バスで行う集団検診と、市内の医療機関で実施をいたしてお

ります個別検診の２つの方法で行っております。 

 集団検診は気軽に受診できますように、あいあいや健康づくり関センターのほか、地域のコミュ

ニティセンター等でも実施をしており、検診内容といたしましても、胃がん以外にも肺がん、大腸

がん、前立腺がん、それから健康診査、これらを同時に受けられるようにしております。自己負担

金も、１つの検診につきまして２００円から４００円と県内で最も安価で受診をしていただけるこ

ととなっております。また、個別検診におきましては、すべてのがん検診につきまして６月から翌

年１月の８カ月間、市内の各医療機関で受けていただくことができます。 

 このように、市民の皆様自身で取り組むそういったがん対策、それからがん検診と、この両面か

らがん予防に努めているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 新議員。 

○２番（新 秀隆君登壇） 

 ありがとうございました。 

 そこで胃がんの発生、特に３０万人とも言われるがんの発生が起こっている中でも胃がん、今は

がんイコール死というものではないというような、がんの治療をあらわす５年生存率は、日本のが

ん患者全体の５７％と年々上昇しております。 

 がんと診断されたときには衝撃を受け、本当にその悩みははかり知れないものがございます。そ

ういった中でも、３０万人のがん発生の中で、胃がんの発生は日本では年間約５万人が死亡すると

いうことまで言われております。胃がんの発生につきまして、これらを抑止する啓発運動の実施に

ついてもいろいろ努力されておると思います。先ほど、山﨑部長がおっしゃっていただいたいろい

ろ案内があります。 

 実際に、ことしの６月１日号でございましたが、このような「健康づくりのてびき」というのを

各戸に配布していただいたと思います。これらの「健康づくりのてびき」には、しっかり私も拝見

させていただきましたが、個別診断、集団検診の実施日や、また実施の会場に至るまで、そしてま
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た「適正飲酒のススメ！」「こころの健康管理」に各種教室の案内等々、実に丁寧かつ親切に記載

されておりました。 

 そういう中で、胃がんについてちょっと特化させていただきますが、胃がんについての特化した

啓発運動についてお伺いいたしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（小坂直親君） 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 がんの予防の啓発につきましてでございますが、先ほど議員ご紹介いただきましたように、この

ような平成２４年度「健康づくりのてびき」保存版ということで、広報の６月１日号と同時に各世

帯に配布をさせていただいております。 

 そして、この「健康づくりのてびき」におきまして、その１２ページ分をがんの予防に充ててお

ります。全体で２２ページのところ、その半分以上をがん予防に充てているわけでございます。そ

して、その６ページには、がんを防ぐための新１２カ条、これは財団法人がん研究振興財団が発し

ているものでございますが、これを掲載いたしまして、胃がんを含むがん発生抑止のための取り組

みを訴えております。 

 それを見ますと、まず第１条は、たばこは吸わない。それから第２条は、他人のたばこの煙はで

きるだけ避ける。それから第３条は、お酒はほどほどにと、こういったことで胃がん予防に対しま

して、その新１２カ条の中でも大きく割いているところでございます。 

 さらにこの「健康づくりのてびき」では、１年間の検診日程の一覧表を掲載して、市民の皆様ご

自身がご自分の生活の予定にこの検診も組み込んでいただきますように、そういった思いも込めま

して、先ほどご紹介もいただきましたが、検診の日程も載せております。そのほか、広報やケーブ

ルテレビ、地域で行う出張健康福祉講座、各種教室などさまざまな機会をとらえまして、がんを防

ぐ生活習慣について啓発も行っているところでございます。 

 このように、がんの予防につきましては、１次予防、２次予防の２つが合わさってこそ効果が発

揮されるものでございますので、市といたしましては、がん予防対策全体の中で受けやすい検診の

体制づくり、それからがんを防ぐ生活習慣の啓発に力を入れて取り組んでいるところでございます。 

 市民の皆様には、ぜひこの「健康づくりのてびき」を身近なところに置いていただきまして、日

ごろの健康管理に役立てていただきたいと、このように考えているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 新議員。 

○２番（新 秀隆君登壇） 

 先ほどの、がんを防ぐための新１２カ条と、まさに何か新（あたらし）の１２カ条のようにです

ね、たばこも吸わない、お酒はほどほどにと、ちょっとちくっとしている方も多々見えるんではな

いかなと思いますが、実際のところ、非常にがんというのは怖いものでございまして、やっぱり自

己抑制、その辺もしっかりと自己管理によって防げるものは防いでいきたいと思います。 

 この問題は、先ほど来からがんにちょっと特化いたしまして、発生抑止についてでございますが、

今回はピロリ菌検査の助成制度について提言させていただきたく、そして亀山市の医療制度は確か

に県下でも、先ほど申したように群を抜いたものでございます。しかしその反面、医療費の高騰、
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そして財政の右下がりの実情ではございます。それゆえに予防検査の推進により、尐しでも大事に

至る前に、迅速な手当てにより健康な状態を維持できることで医療費の抑制につなげてまいりたい

とも思います。 

 そこで、長野県飯島町での実例を尐し紹介させていただきたいと思います。 

 日本で、先ほども言いました年間５万人という胃がんによる死亡が発生しております。この原因

の１つが、日本人の２人に１人が胃に持っている言われるヘリコバクター・ピロリ、つまりピロリ

菌でございます。長野県の飯島町では、胃がんを減らすためにピロリ菌の検査費用を、２００７年

度から補助制度を実施しており、対象が１９歳から６９歳、約６,４００人のうち１,４８９人がこ

れまでに検査を受け、そのうち４９１人にピロリ菌が見つかった事例がございます。 

 そこで同町は５年間、胃がん撲滅キャンペーンとして助成制度を始め、検査は尿素呼気試験と血

液検査の２種類を実施し、合計で５,０００円の費用のうち町が３,５００円を補助し、自己負担が

１,５００円と。検査にもよりますが、大体３０分ぐらいで終了すると。その検査は集団検査を年

２回、同病院での検査を毎週実施されたそうです。 

 そして、キャンペーンの開始３年後に町が行った検査では、検査でピロリ菌がいるとわかった人

の約８４％、検査後に病院で受診してピロリ菌が見つかった場合、除菌により発がんの確率を３分

の１まで押し下げたという成果を上げられております。 

 このことで、国が昨年ピロリ菌を胃がん発生の因子であると認めたことに触れ、胃がんの死亡率

が減るかどうか、またピロリ菌がいなくなったことによってトータル的に医療費が減るかどうか、

その点は私はよい結果が出ると信じております。 

 さて、亀山の予算にも上がっていない現在のピロリ菌検査の助成制度について、この件につきま

してお考えをお伺いいたします。 

○議長（小坂直親君） 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 ピロリ菌でございますが、これは胃の粘膜に感染する細菌で、１９８０年代に発見されまして、

その後の研究で胃がんや慢性胃炎、胃潰瘍や十二指腸潰瘍などいろいろな病気の発生に影響を及ぼ

す原因となる病原体であることが明らかになってきております。 

 ピロリ菌の感染を検査する方法としましては、胃カメラを使い直接胃の粘膜を採取して検査する

方法や、血液検査のほか便検査などの簡単な方法でも検査することが可能でございます。 

 しかしながら、現在のところ、胃潰瘍や十二指腸潰瘍などにかかっている場合には健康保険が適

用されますが、がんの予防のための検査には保険が適用されず、全額自費での検査となり、検査方

法にもよりますが、費用が数千円ほどかかるものと聞いております。 

 このピロリ菌を退治することで胃がんの発生リスクを大きく下げられるということもわかってき

ておりまして、ピロリ菌の検査は胃がんを初めとする胃の病気を予防することにもつながるものと

考えておりますが、まずは現在行っておりますがん検診の受診率の向上を図り、がんの早期発見、

早期治療につなげていくことが急務と考えております。 

 そのため、ピロリ菌検査への助成につきましては、その後の課題といたしまして、県内他市の状

況も見ながら、がん予防施策全体の中で研究をしてまいりたいと、このように考えているところで
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ございます。 

○議長（小坂直親君） 

 新議員。 

○２番（新 秀隆君登壇） 

 ありがとうございます。 

 ピロリ菌検査の助成制度をしっかりと提言いたし、また早期ピロリ菌除菌で胃がんの撲滅につな

げ、そして市の財政の医療費抑制につなげていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いした

いものでございます。 

 続きまして、大きく２つ目の点でございますが、市民の安心・安全対策についてということで、

消防バイクについてということでございますが、現在、狭隘道路を有する地域への消防車の対応に

ついてということで、亀山市におきましては、１号線や名阪国道のような自動車専用道路以外では

そうそう渋滞とか発生する地域ではございませんが、亀山市ならではのお土地柄、狭隘道路、すな

わち軽トラでも走行が不可能な非常に狭い道とかがたくさんございます。 

 このような場所への消防車の走行は、非常に困難な状況であります。このような地域であっても、

やはり火災というものが発生することもあり、消防署員の方、そして各地域の消防団の決死の消火

活動により大事を免れたという事例も多々聞き及んでおります。 

 そこで、この狭い道を持つ地域への消防車、消防活動はどのように対応されているのか、お伺い

いたします。 

○議長（小坂直親君） 

 早川消防次長。 

○消防次長（早川正男君登壇） 

 狭隘道路への消防の対応でございますが、救急や火災発生時の狭隘道路への対応につきましては、

平常業務のほか非番等休みを利用して、管内の道路状況また水利等を調査し、把握に努めておりま

す。 

 災害時の指揮者の判断によって、可能な限り現場まで直近し、消防車両を進入し、その後は徒歩

にて対応しております。また、消防団につきまして、台車つきの小型動力ポンプが市内に９台配置

しておりますので、狭隘な道路でも進入は可能であると考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 新議員。 

○２番（新 秀隆君登壇） 

 出動のないときに、日々市内を回って土地柄をしっかり頭に入れて、惨事のときには早々に駆け

つけられるというふうな日ごろの努力には感謝いたします。 

 そういう中で、消防バイクの導入についてということで、では本題のこの消防バイクについてで

すが、地震や火災などの災害時にすぐれた機動力を発揮し、初期消火活動や情報収集に大きな効力

が期待されると言われる消防バイク、通称赤バイとも言われておりますが、昨年の３・１１東日本

大震災はもとより、平成７年にさかのぼる阪神・淡路大震災を受け、それらの教訓以降、その機能

と役割に注目が集まっております。 

 既に災害現場での第一線へ導入している自治体の現状と、バイクの性能、全国的な導入促進に向
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けた課題について尐し考えてみたいと思います。 

 今現在、総務省消防庁といたしまして、３つの機能の把握というか状況の把握の調査依頼が打ち

出されております。 

 まず１つ目としまして、消防バイクの配備台数と車種、２番目に運用方法の体制、３番目に積載

機材など消防バイクの全国的な運用状況の実態調査を６月中には把握したいと。また、その結果を

取りまとめ、各地の消防本部へ適切な助言を行っていくということを示されております。 

 亀山市には消防バイクの存在はございませんが、先ほど次長がおっしゃっておりました９台の手

押しといいますか、あの車で対応もあるし、またホースをつないだりとか、そういう形で対応をと

っていただいておると思います。先ほど報告をいただきました。 

 でも、即駆けつけられて、初期消火で消せたという事例も各県でも出てきております。そういう

中で、三重県の消防バイクの保有の実態を伺うとともに、また消防バイクを保有している他市の活

用状況がわかればご一緒にお答えいただけますか。 

○議長（小坂直親君） 

 早川消防次長。 

○消防次長（早川正男君登壇） 

 消防バイクの導入についてでございます。 

 消防バイクの導入についてのご提言をいただきましたが、火災現場における消防活動は部隊活動

が大原則であることや出動体制の確保、安全管理の徹底、さらに免許取得や高度な運転技術を要す

るなどの要因から、当消防本部では配置はしておりません。また、現在策定中の亀山市消防力整備

基本計画の中でも議論の対象とはしておりません。 

 なお、消防バイクを配備している県内３つの消防本部の運用実態は、運用日数もわずかであり、

出動体制の確保面からも苦慮していると聞いております。 

 また、消防バイクの導入の目的から考えると、当消防本部といたしましては、発災直後の情報収

集等の任務を、今年度設置しました指揮支援隊の指揮のもと、迅速、的確に対応することとしてお

ります。 

 さらに初期消火につきましては、発見者等の関係者による効果が最大であるため、各自治会が設

置の消火栓ボックスの活用や自主防災組織の配備した消火器などの活用により、効果的な初期消火

に努めることが重要であると考えているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 新議員。 

○２番（新 秀隆君登壇） 

 現在のところは予定もないという、検討段階にもなかなかなっていない状況が現状だと思います。 

 しかし、オンロードタイプでは走行等、瓦れき等の災害時には難しいものがありますが、オフロ

ードタイプというのが最近は主流になってきております。そういう中で、やはり足場の悪い道とか、

そして砂利道など、また岩場、その辺等走行しやすい最大の特徴を持つのが消防バイクであり、何

といっても機動力を生かし、渋滞でも、倒壊場所にいち早く駆けつけ、通行車両が行けないような

場所にでもはせ参じていける、そしてまた１分１秒を争う交通網の遮断されたところへも入ってい

けると。 
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 そして、今の事例ではございますが、各県のを調べてみましたが、パネルにできないのが残念で

ございましたが、山を駆けめぐることができるという乗り物というのが貴重なところであり、そし

て先ほども申し上げました災害時に非常に走行困難な道であっても走り抜けることができると。ま

た、中には「インパルス」という、消火銃とも言われる、空気を圧縮して水を強い力で、至近距離

では車のフロントガラスでも割れるほどの威力のある消火機能を持ったバイクも存在しておるとい

うこともございます。 

 ただ単に火事だけではなく、亀山市におきましてもいろいろ行方不明とか、そういう話でいろい

ろの人が出てきております。山岳地域やまた河川敷、川の中とか川を渡っていくとか、捜索につい

て、そういうふうな面についてもまた貢献できるんではないかと。そしてまた、今新名神で何かあ

ったときの出動時にも迅速に行けると。排気量の関係もございますが、いろいろ消防士の方のプロ

の目で見た状況を、しっかりした始点の情報を後発隊に伝えていくというのが大切なことではない

かと思われます。亀山市にはないアイテムではございますが、貢献度の高い役割を担うことを確信

するものでございます。 

 消防バイクの機動力、特徴のイメージをどこまで皆様に伝えられたかわかりませんが、やはり北

東分署を控えた、財政の逼迫しているところではございますが、その点はお察し申し上げますが、

先日も鈴鹿市のほうで新しい消防署の竣工式が、６月３日に中央消防署竣工式ということで行われ

ました。そういう中にも、今回は本田技研さんのほうから寄贈という形で２台贈られたそうでござ

います。現在、鈴鹿市の消防署のホームページに載っているのが旧のオンロードタイプで、ちょっ

と山道を走るには難しいような形でありますが、今回の寄贈されたものはそういう難所でも走れる

ような車両を２台寄贈されたそうでございます。 

 亀山市にも広域という形では考えてみますと、我々も鈴鹿市というナンバーをつけておりますの

で、そういう面でも、またホンダさんと言えば、当初、東京消防庁が正式に入れたバイクがホンダ

のバイクであると。地元の鈴鹿ともに広域の中であるメーカーでもございますので、その辺をしっ

かりと意向を担っていけるような亀山市にもなっていきたいと思っております。そういう中で、消

防バイクの導入に強く関心があり、また提言したいものでございます。 

 最後のオフロードバイクの件についてでございますが、先ほど、渋滞や倒壊の難所の道路を行く

ことにつきましては、再三消防バイクのところでご説明いたしましたので省略させていただきます

が、今現在の災害時の情報の収集方法についてというところでございますが、インフラ切断時、こ

ちら確かに衛星携帯電話等々ございますが、こういうところについて、まずインフラ切断時の情報

収集の方法についてお伺いいたします。 

○議長（小坂直親君） 

 安田副市長。 

○副市長（安田 正君登壇） 

 伊藤局長が災対本部業務に従事しておりますので、私のほうから答弁させていただきます。 

 孤立した被災地における情報収集の手段といたしましては、通常用いております有線電話、これ

が通じますかどうかはわかりませんのですけど、そういうもの。そして携帯電話、そして特に衛星

携帯電話が亀山市の中で一番主流になっております。 

 そのほか、防災行政無線や消防団車両が所有しております消防無線などが重要な通信施設である
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ということで、活用していくということで現在考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 新議員。 

○２番（新 秀隆君登壇） 

 やはり電波の飛ぶものが主流になってくるとは思います。 

 先日、静岡市の危機管理部の防災対策課の方のお話を伺うことがありました。その中でも、静岡

市のオフロードバイク隊というのが、しっかりお話を伺うことができまして、確かに静岡市と言え

ば政令指定都市で人口が７２万と、亀山市の１４倍ほどの規模ですので同じ感覚で考えるのは難し

いものがあるかもわかりませんが、こちらでは平成８年設立のオフロードバイク隊、バイクの数が

４０台、そして配備されている、これは市職員になるんですが、３５名を待機しており、地元のバ

イク製造メーカーもございまして、そちらのボランティア等の方の協力を得て、バイクの操作技術

を教育、そしてまた指導ということを展開され、昼間だけではなく夜もバイクの練習とか、そうい

うものを実施されているようでございます。 

 先ほど、消防バイクでオフロードバイクの機能性についてはお話しいたしましたが、直接現場で

状況を把握する、その現場に行くことにより状況をしっかり把握できると。そしてまたその情報を

伝えると。確かにバイクですので、救援物資等を運ぶというにはちょっと荷が重過ぎるとは思いま

すが、そういう中でオフロードバイクの活用について、どのようなお考えをお持ちかという点につ

いてお伺いいたします。 

○議長（小坂直親君） 

 安田副市長。 

○副市長（安田 正君登壇） 

 オフロードバイク隊の導入についてでございますが、建物の崩壊による瓦れきの散乱などにより

まして、道路網の寸断によって自動車の利用が制限された場合の有効な手段となるというふうに思

っておりますが、先ほど、消防バイク隊の導入で、消防次長から答弁させていただきましたように、

安全管理、運転技術の確保などの諸問題が考えられるところでございます。 

 現在、県下各地の導入状況は、消防以外の配備はございませんが、今後効果等を検討、研究して

まいりたいと存じます。 

○議長（小坂直親君） 

 新議員。 

○２番（新 秀隆君登壇） 

 そうですね。やっぱりないものを一から始めるというのは非常に危険なものがあるかもわかりま

せんし、不安なものがあるかもわかりません。先ほどの消防バイクも同じでございますが、実際に

危機管理を備えた各市町村、また県におかれてもそうですが、危機管理意識の持ちようのレベルと

いうか、意識の感じ方の違いだとは思いますが、実際にこのように配備されて、惨事に心得るよう

対応をとられているところがあるのは紛れもない事実でございます。 

 当亀山市におきましては、津波というところにつきましてはかなり薄いものがあり、そういう点

につきましても、亀山市の危機管理の体制を今問うところではないかと私は思います。 

 実際に、このように日本各地で装備されているところを、もう一度亀山市としてもこれでいいの
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かというところを確認していただき、そして亀山市としては、やはりバイクの好きな方も見えます

し、たけた方も見えます。 

 実際、私も十数年前にはオフロード車もオンロード車もいろいろ乗り継いでまいりまして、現在、

亀山市の職員の中にも乗っておられる方もお見えになります。確かにこういうバイク隊というとこ

ろにつきましては、市職員を募るか、また民間の協力を得るのかと。またその車両についての保障

について、民間だったらどうなるんだと、いろんな問題があると思います。そういう中で、いろい

ろな企画を募ってみてはどうかとか、また賛同をいただける職員の方やそういう方が見えないかと

か、そういうところにも今後気を配っていただけるようなことがありましたら、考えていただきた

いと思います。 

 最後に、行政の考えをお伺いということでしたが、副市長のほうからもお話しいただきましたよ

うに、またその辺についてしっかり資料をお届けし、今回の消防バイク、そしてオフロードバイク

についても提言を続けていきたいと思います。 

 それも皆さん、先ほどのピロリ菌のがんをなくすという目的に置き、すべては市民の方が健康に、

穏やかに過ごしていただける、そのようなことを望んで私は今後また提言を続けていきたいと思い

ますので、以上をもちまして質問を終了させていただきます。ありがとうございました。 

○議長（小坂直親君） 

 ２番 新 秀隆議員の質問は終わりました。 

 以上で、本日予定しておりました通告による議員の質問は終了いたしました。 

 次にお諮りいたします。 

 質問はまだ終了いたしておりませんが、本日の会議はこの程度にとどめ、あすにお願いしたいと

思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君） 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、そのように決定いたしました。 

 明２０日は午前１０時から会議を開き、引き続き市政に関する一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

（午後 ５時０４分 散会） 
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●議事日程（第４号） 

 平成２４年６月２０日（水）午前１０時 開議 

第  １ 市政に関する一般質問 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●出席議員（２２名） 

   １番     髙 島   真 君       ２番     新   秀 隆 君 

   ３番     尾 崎 邦 洋 君       ４番     中 﨑 孝 彦 君 

   ５番     豊 田 恵 理 君       ６番     福 沢 美由紀 君 

   ７番     森   美和子 君       ８番     鈴 木 達 夫 君 

   ９番     岡 本 公 秀 君      １０番     坊 野 洋 昭 君 

  １１番     伊 藤 彦太郎 君      １２番     前 田 耕 一 君 

  １３番     中 村 嘉 孝 君      １４番     宮 崎 勝 郎 君 

  １５番     片 岡 武 男 君      １６番     宮 村 和 典 君 

  １７番     前 田   稔 君      １８番     服 部 孝 規 君 

  １９番     小 坂 直 親 君      ２０番     竹 五 道 男 君 

  ２１番     大 五 捷 夫 君      ２２番     櫻 五 清 蔵 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●欠席議員（なし） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議に出席した説明員職氏名 

市      長  櫻 五 義 之 君    副 市 長  安 田   正 君 

企 画 部 長  古 川 鉄 也 君    総 務 部 長  広 森   繁 君 

総 務 部 参 事                
          笠 五 泰 宏 君    市 民 部 長  梅 本 公 宏 君 
(兹)契約監理室長                

文 化 部 長  最 所 一 子 君    健 康 福 祉 部 長  山 﨑 裕 康 君 

環境・産業部長  国 分   純 君    建 設 部 長  三 谷 久 夫 君 

上 下 水 道 部 長  高 士 和 也 君    関 支 所 長  稲 垣 勝 也 君 

医 療 セ ン タ ー 
          伊 藤 誠 一 君    会 計 管 理 者  片 岡 久 範 君 
事 務 局 長 

危 機 管 理 局 長  伊 藤 隆 三 君    消 防 長  渥 美 正 行 君 

消 防 次 長  早 川 正 男 君    教育委員会委員長  肥 田 岩 男 君 

教 育 長  伊 藤 ふじ子 君    教 育 次 長  上 田 寿 男 君 

監 査 委 員  落 合 弘 明 君    監査委員事務局長  栗 田 恵 吾 君 
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選挙管理委員会 
          五 上 友 市 君 
事 務 局 長 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●事務局職員 

事 務 局 長  浦 野 光 雄      書 記  松 村   大 

書 記  山 川 美 香 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議の次第 

（午前１０時００分 開議） 

○議長（小坂直親君） 

 おはようございます。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第４号により取り進めます。 

 これより日程第１、市政に関する一般質問を行います。 

 通告に従い、順次発言を許します。 

 １０番 坊野洋昭議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 おはようございます。 

 緑風会の坊野洋昭でございます。よろしくお願いをいたします。 

 昨日の台風、大したこともなく過ぎ去ったと思っておりました。先ほど登庁いたしますと、会派

室が雤漏りをしておりました。降り込みと言われますので、何かもうけ話があるんかなというふう

に期待をいたしております。 

 早速質問に入らせていただきます。 

 まず１番目の公共下水道について。 

 平成２４年５月、産業建設委員会で示されました所管事務事業概要書で、上下水道部、下水道室

の主要事務として４つの事業があります。１番目、公共下水道施設整備事業、２番目、流域下水道

整備費負担金事業、３番目、農業集落排水事業、４番目、企業会計化事業、以上４つです。２番目

の流域下水道整備費負担金事業につきましては、亀山、鈴鹿、四日市、３市を処理区域とする四日

市楠町にある南部浄化センターの整備拡大を図るための建設負担金です。８,９１９万４,０００円

が亀山市の本年度負担金です。４番目の企業会計化事業につきましては、平成２７年度からの地方

公営企業法の適用を目指すという新規事業で、本年度の事業費は３００万円です。 

 以上、２つに対しては特にお伺いすることはありませんが、３番目の農業集落排水事業につきま

して、まずお伺いをいたします。 

 農業集落排水事業は、農業振興地域内で１４の地区を計画的に進めているが、既に１３地区で供

用を開始されています。１４番目の昼生地区が、平成２６年度末の供用開始を目指し、現在実施し

ているということですが、農業集落排水事業につきましては、この昼生地区で最後になるものなの

かどうか、それとも、新たに農業集落排水事業として計画しなければならない地区があるのかどう

かということをまず最初にお聞かせいただきたいと思います。 
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○議長（小坂直親君） 

 １０番 坊野洋昭議員の質問に対する答弁を求めます。 

 高士上下水道部長。 

○上下水道部長（高士和也君登壇） 

 おはようございます。 

 坊野議員のご質問でございますが、農業集落排水事業、現在１３地区が供用をしておりまして、

最後、昼生地区、これが最後の地区になっております。これにつきましては、県のアクションプロ

グラム、要するに農業集落排水事業、公共下水道事業と浄化槽の事業がございますが、その３つの

中で枠組みを決めまして、農業集落排水については、亀山市は１４地区ということを定めておりま

す。 

○議長（小坂直親君） 

 坊野議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 農業集落排水事業につきましては、もうこれで、一応昼生地区で終わりですよというふうな答弁

だったと思います。 

 そこで、公共下水道施設整備事業についてお伺いをいたします。 

 公共下水道施設整備事業は、平成６年から始まり、平成３０年までの３２年間を要する息の長い

事業です。公共下水道事業は、都市計画区域内の用途地域及び将来市街化が予想される地域におけ

る計画です。都市計画区域内で用途地域の指定のない白地と呼ばれる地域が一番最後に公共下水道

が整備されることになっているものと思われます。整備の順序に関する考え方は、用途地域の指定

のない地域が最後になるということで理解していいのかどうか、お伺いをいたします。 

○議長（小坂直親君） 

 高士上下水道部長。 

○上下水道部長（高士和也君登壇） 

 本市の公共下水道事業につきましては、県が事業主体の北勢沿岸流域下水道、南部処理区に当た

りますが、その関連公共下水道として、先ほど議員申されましたとおり、平成６年度から事業を開

始し、五田川町地内から関町新所地内までの旧国道１号を含む、国道１号沿いの流域下水道幹線の

接続点に向けて、下流から上流へ、主に都市計画上の用途地域、とりわけＤＩＤ区域、これは人口

集中地区でございますが、これを先行して整備してまいりました。昨年度末現在で、全体計画区域

が１,８８５ヘクタール、そのうち事業を実施するための認可を受けた区域が８３８.１ヘクタール、

供用開始した区域が６５１.９ヘクタールで、この１８年間の面積での進捗率は３４.６％となって

おります。また、公共下水道処理人口普及率は、平成２２年度末でございますが、４３.４％、三

重県の整備率が４６.３％となっている状況でございます。今後、まだ南部、特に天神、阿野田、

天神はこのＤＩＤ区域にも一部入るといったところで、今後の整備を目指してまいりますが、議員

申されますとおり、白地の区域、特に国道１号が流域関連公共下水の本管が入ってございますので、

それから遠ざかるところについては、整備としてはおくれるものというふうに考えておるところで

ございます。 

○議長（小坂直親君） 
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 坊野議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 公共下水道施設整備事業につきましては、処理人口が３万９,５００人のうち、平成２３年度末

で供用人口が２万９３４人で、普及率が４３.８％となっております。平成６年度から平成３７年

度までの３２年間の工程のうち、１８年間が経過しました。計画期間の半分が過ぎましたが、普及

率は５０％に至っておりません。本年度の事業費は６億８,０００万円強です。ここ数年は、毎年

６億円を超える事業費が計上されているものと思います。しかし、近年の国の経済状態を考えます

と、今までより年間の補助金は縮小されるのではないかと考えられます。 

 第１次の亀山市総合計画・後期基本計画では、平成２８年度の公共下水道処理人口普及率の目標

値を５０％とされています。今までの事業の進みぐあいから考えて、計画期間の平成３７年度まで

に普及率が７０％行くのも難しいのではないかと思います。市内全域の下水道の管理までの工程を

どのように考えておられるのか、３７年度までというふうな計画を変更される予定があるのかない

のかというふうなことも含めてお聞かせをいただきたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 高士上下水道部長。 

○上下水道部長（高士和也君登壇） 

 先ほどもご答弁申し上げましたが、１８年間をかけまして、下水道の公共下水道処理人口普及率、

２２年度で４３.４といったところでございまして、このように、全市を整備するに当たりまして

は、長期間にわたることや、財政面におきましても巨額な投資が必要となってまいります。最近で

は、国の財政の低迷や、市の財政も長期的には厳しい状況となることから、公共下水道の建設事業

費も十分確保することは難しいものと考えておるところでございます。このような状況のもとでご

ざいますので、平成３７年度の全市域の完成といったところは非常に厳しいというふうには考えて

おります。 

 下水道の整備の仕方につきましては、５年間ごとに、おおむね次期５カ年の整備計画を立ててま

いります。その段階で、当初計画から大きくずれる場合は、やはり全体計画の延期といったところ

も視野に入れながら進めてまいりたいというふうには考えております。 

 なお、最近の補助事業の推移でございますが、平成２２年度に市が国に対しましてご要望させて

いただいた金額は５億４,０００万、それで、交付決定額につきましては約４億円ということで、

約７８％程度、２３年度は８億６,０００万要求をさせていただきまして、約７億円、そして今年

度、６億１,０００万を要求させていただいておりますが、４億２,７００万程度と、７０％という

ことで、国のほうの財源も非常に厳しいといった状況でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 坊野議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 実は私は、２０年ほど前に浄化槽を単独浄化槽から合併浄化槽へ切りかえを行いました。金がか

かりました。これにつきましては、市から、いわゆる単独浄化槽と合併浄化槽との差額分に相当す

るぐらいの補助金をいただきました。ありがとうございました。 

 そこで、意見を言わせていただきたいんですが、最近、私は、周囲の方々から、公共下水道はい
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つ来るのかという質問をよく聞きます。住宅を新築したいと考えている人、浄化槽の更新を考えて

いる人たちからの質問です。合併浄化槽を設置するのに、いつ公共下水道が来るのかということは、

重大な問題です。そうでないと、急いで家をつくった、合併浄化槽をつくりました。元を引かない

うちに公共下水道が来ましたと。それに接続をしなければならないというふうなことになったら、

非常に困ったことになります。ですから、家をつくりたい、あるいは改造したい、そういうふうな

方たちが、いつ下水道が来るのかということを聞かれるわけです。こんな不景気な時代に、できる

だけ仕事をしてほしいんですけれども、もうちょっと様子を見ようかというふうなことで手控えて

おられる方もたくさん見えます。 

 そこで、私はどう答えているかといいますと、大丈夫やと、今から合併浄化槽を入れても十分元

を引けますよと。我々が生きておる間にはまず来んから、心配するなと申し上げることにしており

ます。ある意味では非常に無責任な対応です。非常に困ったものです。 

 公共下水道の市内全域での完備までの工程計画をはっきりと市民に提示して、市民に不安を与え

ないようにしていただくことを強く要望しておきたいと思います。よろしくお願いをいたします。 

 ２番目です。公共下水道の管路の布設工事の済んだ地域での住宅や建物への引き込みの進捗率に

ついてお伺いをいたします。 

 農業集落排水につきましては、処理人口普及率は８８.１％となっておりますが、ほとんどの地

域が普及率９０％を超えているというふうに書いてあります。公共下水道事業につきましては、処

理対象の７,１６６戸に対して６,１１７戸が引き込みを完了し、普及率は８５.４％とされていま

す。１,０４９戸がいまだに接続されていないことになります。 

 下水道への未接続につきましては、この公共下水道施設整備事業区域での接続が、環境や衛生の

観点から見ますと、非常に影響が大きいものと言えます。公共下水道の管路布設の済んだ地域にお

ける公共下水道への接続について、普及率を上げるためにどのような努力がなされているのか、ま

た、今後どのように考えておられるのかをお伺いいたします。 

○議長（小坂直親君） 

 高士上下水道部長。 

○上下水道部長（高士和也君登壇） 

 ５月の産業建設委員会の所管事務事業概要でもお示しをいたしましたが、先ほど坊野議員申され

たとおり、公共下水道全体では、平成２３年度末現在、７,１６６戸中、６,１１７戸が接続してお

り、接続率は８５.４％となっておるところでございます。 

 公共下水道への接続については、下水道法を受け、市条例で、排水設備の設置は、供用開始後１

年以内に、くみ取り便所から水洗便所への改造は３年以内と規定されており、そのことは、測量前、

工事前、供用開始前の３回の地元説明会についても周知を図っておるところでございます。しかし

ながら、接続のための宅地内排水設備等の設置には多額の費用が必要になることから、接続がおく

れている世帯も見受けられておるところでございます。そのようなことから、３年経過後の未接続

につきましては、文書や戸別訪問により、早期の接続を啓発いたしております。 

 なお、低所得者に対する助成制度や、３年以内であれば、資金の融資あっせん、利子助成制度も

ございますことから、今後も広報等によりそれらを周知することにより、接続の推進に努めてまい

りたいというふうに考えておるところでございます。 
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○議長（小坂直親君） 

 坊野議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 下水道の接続の問題、いろんな方から話を聞きます、金がかかったと。特にくみ取り便所から水

洗便所へ切りかえるというふうなことになりますと、家の改築とかいろいろなことも当然出てまい

ります。非常にたくさん金もかけたと。非常に無理をしたんやというふうな感覚の方がたくさん見

えます。そういうふうな方々にしてみますと、わしらはこんなに無理したのに、何にもせんと、い

わゆる下水道を接続せずに、周りに迷惑をかけておるやないかというふうな思いをされる方も相当

数見えるようです。そういうふうなことで、接続率をしっかり上げるような努力をしなさいと。市

は下水管路を布設するだけかと。後のことをきちんとやってもらわな困るやないかというふうな話

を聞くことが多々ありますので、今後さらなる努力をしていただくことを要望しておきます。 

 ２番目の質問に参ります。 

 市道道野１２号線改良工事についてです。 

 市道道野１２号線が、社会資本整備総合交付金事業として認可され、今年度、道路拡幅と歩道設

置のための用地購入費が、平成２４年度予算に土木費、道路橋梁費、道路新設改良費として道野１

２号線整備事業費を計上していただきました。平成２４年度に道路の拡幅と歩道設置のための用地

購入が始まることとなりました。道野１２号線は、神辺小学校児童の通学路です。地元の皆様は大

変喜んでおられます。地権者の方々も気持ちよく協力していただけることになっております。今月

中にも、地元地権者への説明会が開かれると聞いております。しかし、歩道設置を強く要望してき

た地元自治会には、どのような幅員で、どこからどこまでを改良していただけるのか、説明がなさ

れておりません。 

 そこでお伺いをいたします。市道道野１２号線改良工事の内容と規模、時間的な工程計画をお聞

かせください。 

○議長（小坂直親君） 

 三谷建設部長。 

○建設部長（三谷久夫君登壇） 

 おはようございます。 

 道野１２号線は、布気町道野地区の西部におきまして、市道道野下白木線から道野太岡寺線まで

を南北に結ぶ道路でございます。本路線は、中間において三重県が整備中の亀山関線と交差する道

路であり、道野地区から神辺小学校への通学路にもなっていることから、現道を拡幅し、歩道を設

置することにより、交通安全対策を行うものでございます。幅員につきましては、車道の幅員が４

メーター、歩道幅員２.５メーターの片側歩道で計画をいたしております。総延長は５６０メータ

ーでございますが、亀山スマートインターチェンジの整備にあわせて、平成１９年までに１３０メ

ーターの整備が既に完了しており、残る区間４３０メーターの整備を進めているものでございます。 

 スケジュールのほうでございますけれども、本年度は、県道亀山関線と交差する区間から用地買

収に着手をいたしまして、平成２５年度には、県道亀山関線の施行に合わせて、当該箇所の工事に

着手する予定でございます。その後、残る箇所の用地買収と工事を進めまして、平成２７年度末の

全線供用を目指してまいります。 
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○議長（小坂直親君） 

 坊野議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 この道野１２号線、スマートインターができましたときに、地元へ協力依頼がございました。た

だ、通学路でありますし、狭いし、歩道はありませんし、スマートインターができて車がどんどん

出入りするようになってきたら、とても安全が保障できないのではないかというふうなことで、大

きな問題になりました。そのときに、道路拡幅して、そして歩道をつけようというふうな話で、そ

れをやってくれるんなら協力しましょうというふうなことになった経緯がございます。スマートイ

ンターが設置されたときに、一部区間だけは拡幅されて歩道がついておりますが、スマートインタ

ーを中心にして北側と南側の部分が手つかずのままで来てしまっていたというふうな経緯がござい

ます。ですから、スマートインターが一番最初、実験線としてスタートするんですよと、実験イン

ターになったのが平成１７年からですね。もう相当な期間がたっておるわけです。地元としては、

遅いな遅いな、何やってくれているんやというふうな形で、非常に待ち望んでいた事業でございま

す。地権者の方々は、もろ手を挙げてというわけではありませんけれども、地元の子供たちのため

に全面的に協力をするというふうなことを言っておられます。ですから、これ以上この工事がおく

れるようなことがあっては、これは市としては言いわけがきかないところまで来ておりますので、

その点を十分心得てやっていただきたいというふうなことを注文しておきます。 

 神辺地区連合自治会では、毎年、連合自治会から市への要望の１番目としまして、道野１２号線

から太岡寺のばんた橋、ばんた橋から神辺大橋、そして県道鈴鹿関線までつながる地域生活道路を

つくっていただくことをお願いしております。神辺地区の中心は神辺小学校、保育所、ＪＡの神辺

支店、コミュニティセンターの集中している江戸の道、桜での名所であります太岡寺畷のあたりが

中心でございます。神辺地区は、鈴鹿川、ＪＲ関西線、国道１号線と、非常に近接した形で３つの

路線によって分断をされています。この分断されている神辺地区を南北につなぐ地域の生活道路が

何としても必要だというふうなことで、前々市長の今五市長の時代からずうっと要望をしてきてお

ります。田中市長の時代になりまして、やっとＪＲ関西線と国道１号線をまたぐばんた橋が完成い

たしました。つくっていただきました。神辺地区キラリまちづくりトークでも毎年要望しているこ

とは、市長さんを初め、出席いただいた市の部長さん方もよくご存じのはずです。櫻五市長も、市

長就任以来、毎年、神辺地区を南北につなぐ地域の生活道路、通学道路でもあります。これの要望

は承知されているはずです。 

 前教育長の伊東靖男氏の時代に、通学路を歩いていただきました。実情を視察していただきまし

て、当時の田中市長にも報告をしていただきました。大変なところを通っておるのやなあと。こん

なところを通っておるなんていうのは知りませんでしたというのが、当時の市長の反応でした。そ

ういうことも踏まえて、これから、新しく教育長に就任されました現教育長、新しく市長に就任さ

れた櫻五市長にも実情を知ってほしいという要望が、ＰＴＡ、あるいは小学校、あるいは神辺地区

の連合自治会から出てくるものと思います。歩いてもらって、実際を見てもらって、これは何とか

せなあかんのやということをわかっていただきたいという思いからでございます。そういう要望が

出ましたときには、ぜひＰＴＡの方々と一緒に歩いていただいて、よく考えていただきたいという

ふうなことをお願いしたいと思います。私個人としましては、建設部長さん、あるいは教育次長さ
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んも一緒に歩いてもらって、よく地域の皆様の気持ちをわかってほしい、実情を見てほしいという

気持ちがございます。いろんなことでお願いに参りますけれども、その節はぜひよろしくお願いし

たいと思います。 

 最後の質問、震災瓦れきの処理について、市の考え方をお伺いいたします。 

 質問に入る前に、現在の亀山市では、溶融炉を使いまして焼却をしております。最終処分場はど

こにあるのか。いわゆる焼却して灰になったものは、最終的には現在どこへ持っていっておられる

のかをまず先にお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 亀山市では、廃棄物の溶融処理後に発生をいたします飛灰につきまして、最終処分量ゼロという

ような、環境負荷の低減ということを基本といたしまして取り組んでございまして、現在は県外の

民間の処理施設におきまして、この再資源処理を行っております。県外といいますのは九州でござ

いますが、そちらで処分をいたしているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 坊野議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 最終処分は九州のほうへ持っていっておると。再資源化をするんだというふうな形で処理をされ

ているというふうなことをお聞かせいただきました。 

 それでは、被災地の瓦れきを亀山で焼却することになったとしまして、その飛灰の最終処分はど

のように考えておられるのか、お聞かせください。 

○議長（小坂直親君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 震災の瓦れきを処理いたしますと、当然そちらには放射性物質であるセシウムが含まれるという

ような形になろうかと思いますが、そちらにつきましては、現在、三重県におきまして、その飛灰

の処分先の確保ということで調整を進められているところでございますが、現在のところはその処

分先の確保にはまだ至っていないというところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 坊野議員。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 最終処分場をどうするのかというふうなことをお聞きいたしましたのは、先ほど、４月２０日付

で、いわゆる災害廃棄物、瓦れきの広域処理への対応にかかわる合意書というのが、県と市町村と

の間で合意をされました。それで、そこの４項目の合意点があるわけですけれども、４番目に、災

害廃棄物処理後の処理体制が整備されることと、これが整備をされたときに初めて対応できる市町

村から瓦れきの処理に協力をしていただこうと、多分こういうふうなことだろうと思います。 

 それから、もう一つ同時に出された、県と市町村での広域処理への対応に関する覚書というのが

ございます。３つの項目がございます。そこの中の３番目を見ますと、災害廃棄物焼却灰等の処分
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先は、県が国と協議して確保すると、こういうふうなことになっております。そういうふうなこと

になりますと、処分先が決まらないうちに瓦れきを受け入れて焼却を始めますと、焼却灰をずうっ

と保存しておかなければなりません。引き取ってくれるところがない、処分先がないということで

すから、そういうふうなことになりますと、私ども、いわゆる焼却場の近くに住んでおる、一番近

いところに議員の中では私が住んでいるんではないかと思っております。私の次に焼却場に近いの

は、議員さんでいうたら岡本議員さんが見えます。焼却場の地元に住んでおるというふうなことも

ありまして、この瓦れき処理につきましては、いろんなご意見を伺います。ほとんどが反対である

と。承知ならんぞというふうなご意見ばっかりでございます。 

 昨年の９月の議会で服部孝規議員が、瓦れき処理について質問をされました。亀山市が瓦れきの

焼却を認めたと、受け入れを始めるそうじゃないかと、こういうふうな報道がなされたとか、市民

の間でうわさが広まっていますよというふうな形での質問だっただろうと思います。そのとき市長

は、そういうことはないと、きちんと安全が確保されてからだというふうな形で、受け入れを決め

たという事実は一切ございませんというふうな答弁をされたものと思います。私も、申しわけない

話ですが、そのときの議会でのやりとりは、ある意味気楽に聞いていたわけです。ところが、その

日のうちに電話がじゃんじゃんとかかってくるようになりました。瓦れきの受け入れを決めたそう

じゃないかと、亀山市は。承知ならんぞと。おまえもまさかそんなもんに賛成したんと違うやろう

なと。絶対これは地元としてはだめだぞというふうなご意見でありました。私としましても、それ

ほど鋭い反応がいろんなところから出てくるとは思っておりませんでした。それは昨年の９月の段

階です。 

 それで、その後１０月になりますと、小学校の運動会の時期でございます。神辺小学校の運動会

に市長さんがお見えになりました。運動会を見るどころの騒ぎではありませんでした。本部席のわ

きにテントが張ってありまして、来賓席としてつくってありまして、コミュニティの方々、それか

ら地元の自治会長さん方もお見えになっておりました。運動会そっちのけで自治会長さん方と櫻五

市長との懇談会が始まりました。私も聞いておったんですけれども、とにかく受け入れは絶対だめ

だというふうな形での話であっただろうと思います。そこで、いや、受け入れは決めたのと違うと、

まだまだ決まっていませんよ、そんなことはありませんよというふうなことは申し上げてあったん

ですけれども、なかなか承知してもらえませんでした。そのときに私、市長に申し上げたんです。

市長さん、１年に１遍やで、ようけ話を聞いてやってくださいと。私はこの方々に毎日いじめられ

ておるんですよ、怒られているんですよと。市長さんはたまのことやから我慢してくださいよとい

うふうなことを申し上げた覚えがあります。市長、間違いございませんね、この話は。ところが、

被災地については非常に不幸なことだし、お気の每なことですし、いろんなことを協力していかな

ければいけないものだというふうなことは考えております。しかし、現状では、多分地元の合意は

得られないだろうと。とんでもない反対運動が起こってしまうんじゃなかろうかというふうな感じ

さえ受けております。飛灰の処分場が決まってから受け入れるんだというておったら、まず時間が

たち過ぎてどうしようもないというふうな事態に陥るであろうということは、目に見えております。 

 そこで、受け入れの安心は１００ベクレル／キログラム以下ですよとか、いろんな条件がかかっ

ておりますが、安心なのかどうかは我々にはわかりませんし、市民の皆様方にもなかなか理解でき

ないものだろうと思います。そこで、市民の不安感を払拭することというふうな、いわゆる合意文
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書での事項がございます。そこらのところを考えてみまして、地元への理解はどういうふうにして

得られるのか、どういう手だてを考えておられるのか、そういう点についてお考えがあったらお聞

かせください。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻五市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 おはようございます。 

 坊野議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 今、尐し触れていただきました４月の下旬に、三重県並びに市長会、町長会と、３者におけます

４条件３項目の確認書、覚書が結ばれたところでございます。その間、いろんなことがございまし

たけれども、先日、三重県のほうから、三重県における東日本大震災の災害廃棄物処理に関するガ

イドラインが示されたところでございますが、震災瓦れきの処理における安全性の確認について、

現在、整理する課題がまだ残されておると私どもは感じておりまして、三重県に対しまして、その

見解を求めておるという状況にございます。 

 今、当然、処理施設の周辺の住民はもとより、市民の皆さん、ある意味放射能が付着した瓦れき

に対する懸念や不安というものが、これは亀山に限らず全国で起こっておるところでございますが、

私どもは、この震災瓦れきの受け入れの是非については、まずはその処理の安全性に関する課題が

整理確認をされ、その上で、尐し触れていただいた飛灰の処理先が確保されることが必要であると。

同時に、住民の協力、あるいは議会の皆様方の賛同が必要だと、この４条件をクリアしなくては次

の段階には移れないという認識を持たせていただいておるところでございます。 

 したがいまして、今、さまざまな動きがございますけれども、私どもといたしましては、現在、

震災瓦れきの安全性に対する確証を持つに至っておりませんことから、さらなる情報収集や研究に

努めさせていただいて、引き続き慎重な対応をとってまいりたいというふうな立場でございますの

で、ご理解いただきたいというふうに思います。 

○１０番（坊野洋昭君登壇） 

 時間がございませんので終わりますが、とにかく地元の理解を得るというふうなことについては、

非常に私の感覚でなかなか難しいんだろうと思いますけれども、やろうというふうなことになりま

したら、やっぱりあらゆる手だてを使って地元の市民の皆様方に理解を得られるような努力をして

いただきたいと。そのための方策も考えておいていただきたいというふうなことを要望しておきま

して、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（小坂直親君） 

 １０番 坊野洋昭議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、１０分間休憩いたします。 

（午前１０時４９分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午前１１時００分 再開） 

○議長（小坂直親君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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 次に、９番 岡本公秀議員。 

○９番（岡本公秀君登壇） 

 おはようございます。 

 それでは、通告に従って、亀山市衛生公苑について質問を行います。 

 和賀町に現在ございます亀山市の衛生公苑は、今五市長の時代、昭和６２年に、当時の費用で９

億５,０００万の事業費をかけてでき上がったと。以降、もう２６年間にわたって延々と稼働して

いると、そういう状況であります。最初の設計仕様というのが、当時のパンフレットがありますが、

最初の設計仕様は、処理対象人口が４万１,３５６人と、えらい細かいことまで書いてありますね。

１日当たり処理能力は、生し尿４万６,０００リッター、生し尿というのは、要するにバキューム

カーでくんできたやつのことですね。浄化槽汚泥が１万４,０００リッター、合計６万リッターが

１日処理量の設定で設計されているという状況でありますが、ところが、あれから２６年たちます

と、生し尿と浄化槽汚泥の比率というのは、その当時は７７対２３の設定であったんですが、大き

な状況の変化が起きましたね。先ほど坊野議員もちょっとおっしゃっていましたが、個人住宅への

合併浄化槽というものが普及しました。そして、農業集落排水というのもできました。そして現在、

公共下水道も整備が進んでおると、そういう状況でありますとどうなるかというと、浄化槽汚泥と

いうのはどんどんふえるわけですね。その一方、バキュームカーが活躍することはどんどん減って、

生し尿は減尐すると、そういう状況が２６年の間に起きてきたわけです。当初とかなり異なった状

況になってきたと。 

 そこで、現在、衛生公苑で処理している１日当たりの生し尿の量と浄化槽汚泥の量、それぞれど

のぐらい処理しているのかと。その量と比率をまずお示しいただきたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 ９番 岡本公秀議員の質問に対する答弁を求めます。 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 現在処理しております量でございますが、手元に年間の搬入量の資料しかございませんので、日

のものはまた後でご報告させていただきます。 

 年間の搬入量でございますが、２３年度におきまして、し尿が３,０２７キロリットル、浄化槽

汚泥が１万５,１８５キロリットルとなっておりまして、この比率は、し尿が１７％、浄化槽汚泥

が８３％となっているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 岡本議員。 

○９番（岡本公秀君登壇） 

 先ほど申しましたように、最初の設計段階では、生し尿が７７％で、浄化槽汚泥が２３％という

設計条件であったのが、現在は生し尿が１７％と浄化槽汚泥が８３％ということで、まるきり搬入

されるものの内容が逆転しておるというふうな状況であると、これははっきりしておりますね。 

 それで、次に行きますが、この浄化槽汚泥というのは、生し尿とはかなり成分というか内容が異

なりまして、生し尿には有機物がかなり含まれておるわけですね。ところが浄化槽汚泥は、それを

一たん粗処理といいますか、そういった処理をした後ですので、有機物は非常に尐ないと。それは、
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処理施設において細菌の栄養になる有機物が尐ないということですから、細菌が活動しにくく、施

設建設時の当初の状況とこれだけ異なってくると、果たして現在の亀山市の衛生公苑でその設備全

体、プラントの運転が順調に行っていけるのか、それとも苦労してだましだまし何とかやっている

ような状況なのか、そういった状況に関してお伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 し尿と浄化槽汚泥の処理比率が、操業開始当初と比べまして大幅に逆転していることもありまし

て、安定処理を維持する上で、搬入量の変化を踏まえた運転調整というのが必要となってまいりま

すが、そのことから、微生物の活性化促進剤、またメタノールの投入量及び投入回数を調整するな

どいたしておりまして、放流水への影響などを十分考慮して、安定処理に努めているところでござ

います。 

○議長（小坂直親君） 

 岡本議員。 

○９番（岡本公秀君登壇） 

 あそこの管理を行っておる会社は、浅野環境ソリューションという会社がやっているわけですが、

かなり私も内心苦労しながらやっておると思うんですよ。それで、こういうふうな運転がだんだん

と設定と変わってきてやりにくくなるということは、どうなるかというと、最終的に鈴鹿川へ放流

する放流水の水質基準にまで悪影響を及ぼすんじゃなかろうかという疑いも持つわけです。そうい

うふうに毎日検査はしていると思いますけど、そうなってくると、水質基準がなかなかきちっと守

ることが難しくなるような状況になると、例えば水で薄めて水質基準をクリアするとか、そういう

ふうなことも考えるんですけれども、そういうふうにして量がふえると、今度は排水の総量規制と

いうのがありますから、薄めてどんどん出すんやったら、どんどんどんどん量がふえるんで、これ

は、排出物の総量規制にはならんから、高い煙突をつくって、余り好ましくない物質を広範囲にば

らまいたら薄まるからええんやないかというのが、昔、四日市でやられた手で、よく四日市にはえ

らい高い煙突がありましたが、あれも結局、薄めたらいいんじゃないかという発想で起こったけど、

それじゃあだめですよね。出さんようにせんことには。 

 そういうことで、こういった排水、鈴鹿川へ放流する放流水の水質を維持することがなかなか困

難で、以前、水で薄めて放流したとか、そういうふうな事故のようなものが果たしてあったのかな

かったのか、それをまずお伺いしたいし、次に、川に放流するといったら、農業集落排水も同じく

放流水、例えば椋川とか中ノ川とか、ああいうところへ放流するわけですが、その農業集落排水施

設から河川に放流される水の水質基準もきちっと守られているのか、これも重ねてお伺いいたした

いと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 水質基準等でございますが、亀山市衛生公苑から排出されます放流水につきましては、さまざま

な法等で管理されておりまして、水質汚濁防止法、三重県条例、及び三重県水質総量規制基準のほ
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か、鈴鹿川浄化対策推進協議会との覚書で取り交わしております水質に関する基準値を遵守すると

いうことが求められているところでございます。 

 代表的な水質基準値を申し上げますと、生物化学的酸素要求量でありますＢＯＤは、１０ミリグ

ラム／リットル、全燐は１ミリグラム／リットル、水素イオン濃度でありますｐＨは、５.８から

８.６、大腸菌群数は立方センチメートル当たり３,０００個となっているところでございます。こ

れらは手分析により定期的に測定を行っており、さらには、第三者機関に委託し水質検査を月１回

実施しておるというところでございます。加えて、総量規制の対象となります規制値は、化学的酸

素要求量のＣＯＤが１０.７キログラム／日以下、それから全窒素は２１.４キログラム／日以下、

全燐が１.６キログラム／日以下となっておりまして、測定器を用いまして毎時１回の測定を行っ

ているところでございます。これらの測定項目におきましては、すべて基準値を下回っているとい

うところでございます。 

 し尿と浄化槽汚泥の処理比率が操業開始当時と比べて大幅に逆転しているということから、処理

後の放流水に影響を及ぼさないよう、搬入量の変化を踏まえた運転調整に努めておりまして、水質

基準値を遵守しているというところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 高士上下水道部長。 

○上下水道部長（高士和也君登壇） 

 農業集落排水の排水基準でございますので、私のほうからご答弁させていただきます。 

 現在、農業集落排水施設は１３地区で供用をしており、それぞれ処理場を有しております。その

処理場は、処理場の規模、計画人口、日平均汚水量、または建設時期等、それと放流先の河川によ

り適用される法令等が分かれ、放流水質の規制、維持管理、水質測定の頻度も異なっております。 

 まず、放流水質の内容については、項目的に、ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）、ＳＳ（浮遊物

質量）のみの規制から、ＣＯＤ（化学的酸素要求量）等の測定機による連続測定の必要のある処理

場までございます。 

 次に、維持管理、保守点検の頻度は、計画人口が２０１人未満か以上によって分かれてまいりま

す。月１回ないし週１回の違いがございます。また、水質測定の頻度については、同様に年２回、

または月１回に分かれます。 

 放流先は、鈴鹿川水系の代表的な処理場の水質規制値を申し上げますと、ＢＯＤは１０ミリグラ

ム／リッター、ＳＳは３０ミリグラム／リッター、ＣＯＤは３０ミリグラム／リッター、全窒素は

２０ミリグラム／リッター、全燐は３ミリグラム／リッター、ｐＨ（水素イオン濃度）は５.８か

ら８.６と、大腸菌群数は３,０００個／立方センチメートルとなっております。 

 先ほどの衛生公苑との規制値の違いは、排水量や建設時期の違いによるものでございます。 

 なお、処理場の維持管理につきましては、市内４清掃業者に業務委託を行っております。また、

水質測定につきましては、その受託業者が検査機関に依頼をして行っておりまして、その結果は規

制値の範囲内で推移しているというところでございます。以上でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 岡本議員。 

○９番（岡本公秀君登壇） 
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 先ほどの答弁では、水質基準はきちっと守られておるということで安心いたしますが、私、実は

この前、衛生公苑へちょっとお邪魔して、分析室とやらをちょっと見せてもらったんですが、ＢＯ

ＤとかＣＯＤとかＳＳとか、トータル窒素、トータル燐とか、こういうのはそう難しい分析装置は

要らないわけで、一通りそろっておるなあと思って見せてもらってきたんですけれども、本当はや

やこしい化学物質を分析するような機械もあってもええんかと思いますけれども、それは別の話と

して、この場では触れることもないと思います。 

 それから、次にお伺いしますが、この最初の設定では、乾燥汚泥というものは施設内の焼却炉で

燃やすとなっておるわけですが、現在でも衛生公苑では焼却炉でそのような乾燥汚泥を燃やしてい

るのか、それとも、それは使用を取りやめて、野村の総合環境センターへ持ち込んで焼却を行って

いるのか、お伺いをしたいと。 

 それからもう一つ、次に、浄化槽汚泥と放流水の大きな排出源であるのは農業集落排水施設もそ

うですけれども、この農業集落排水施設というのは、管轄は上下水道部ですね。そして、先ほどか

ら言っている衛生公苑は、環境・産業部の管轄なんですよね。管轄が別という一種の縦割り行政の

中で、こういうふうな農業集落排水のところから出た汚泥を衛生公苑へ持ち込んでいろいろ処理し

ているわけですが、こういった縦割り行政の中で、亀山市を流れる河川の水質をきちっと維持する

ことがうまくできているのか、そういったことに問題はないのか、お伺いをしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 まず、汚泥の焼却に関してでございますが、衛生公苑に設置しておりました汚泥焼却設備は、ダ

イオキシン類対策特別措置法の施行によりまして、環境汚染の防止やダイオキシンを除去するため

の設備改修などの必要が生じましたこと、またさらには、汚泥の焼却のための燃料費を削減するこ

となどを考慮いたしまして、平成１５年の３月に設備の使用を取りやめたところでございます。現

在、衛生公苑で発生する汚泥につきましては、施設内の汚泥脱水機で含水率を８０％にした上で総

合環境センターへ搬入して、溶融処理を行っているところでございます。 

 また、農業集落排水との関係で、所管室との調整でございますが、こちらにつきましては、所管

室であります下水道室から事前に年間の搬入予定表を提出いただきまして、これを確認いたしまし

て、大型合併浄化槽の汚泥搬入時期などと重ならないように協議、調整を行いまして、水質に支障

がないように努めているところでございます。 

 それから、一番最初、日の処理量でございますが、現在、平均しますと、し尿は約９キロリット

ル、浄化槽汚泥が約５０キロリットルという形で処理をいたしているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 岡本議員。 

○９番（岡本公秀君登壇） 

 先ほどの答弁で、きちっと年間計画を出して、そういったまずいことのないようにやっていただ

いておると、それをきちっと守っていただけたら結構だと思います。 

 それから、これからのことですけど、これからまだまだ生し尿はどんどんどんどん減ると。もう

くみ取り便所というのがどんどんなくなるからね。そういう状況であり、浄化槽汚泥というのはそ
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れほど減らないと。そういった状況を考えますと、今の状況でずうっとこの設備を使い続けるとい

うのは、かなり無理があると。これはもう明らかなことであります。 

 衛生公苑というのは、環境センターのような、一般の人がいろいろごみを持ち込んで、絶えず多

数出入りする、そういった施設じゃないですわね。衛生公苑に出入りする人というのは、業者の人

だけでしょう。ほとんど一般の市民があそこへ、昔みたいに肥だるを担いで持ち込むとか、そんな

ことはもうあり得やん話やから、ほとんどの人は知らないと。衛生公苑があそこにあることもご存

じない人もようけおると思うんですよ。だけども、鈴鹿川の水質の保持ということに関しては、非

常に重要な施設であることは間違いないことです。そういうことですので、これからの衛生公苑の

設備の改修といいますか、そういったことに関して、今後の目算をお尋ねいたしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 亀山市衛生公苑と関衛生センターにおきましては、いずれの施設も浄化槽汚泥の搬入比率が年々

増加してきているということでございますが、一方では、公共下水の整備に伴いまして、市域全体

のし尿量、それから浄化槽汚泥の搬入量が減尐をしてきていると。このことから、数年後には亀山

市衛生公苑の１つの施設の処理で十分対応できるというふうに考えております。加えまして、農業

集落排水設備の整備や、合併処理浄化槽の普及に伴いまして、し尿の搬入量や搬入比率は、より一

層減尐するということも見込まれまして、今後の安定処理に、議員ご所見のように、影響を及ぼす

ということが懸念をされるところでございます。 

 これらのことから、本年３月に亀山市衛生公苑長寿命化計画を策定いたしまして、搬入比率が増

加する浄化槽汚泥に対応した処理機能の改善を図るとともに、老朽化した主要な設備機器を更新い

たしまして、施設を延命化することで安定した処理を継続して行っていきたいというふうに考えて

ございます。またあわせまして、関衛生センター処理施設を廃止いたしまして、亀山市衛生公苑に

統合することで、施設の効率化も図っていくというふうに考えているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 岡本議員。 

○９番（岡本公秀君登壇） 

 先ほど部長のおっしゃった長寿命化計画が、ちょっとこの前資料が出ていましたが、これが現実

のものとなって新しい施設ができるまでには、まだあと四、亓年ぐらいはかかると思うんですよね。

もっとかかるかわからん。その間、今現在、着々と公共下水道が整備されておるわけですけれども、

だから、どんどんどんどん比率はまた変動していくという状況で、あと４年とか、５年とか、６年

とか、その間の衛生公苑の安定的な運転ということに関しては特に問題はないとお考えか、そこを

お伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 改良工事を行うまででございますが、日常点検によりまして設備機器の状況把握に努めるととも

に、定期的な点検整備を実施いたしまして、事前保全対策として、機器の更新や修繕などを実施す
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ることにより、支障なく運転をいたすというふうに考えてございます。今後も計画的に点検整備を

実施いたしますとともに、搬入量の変化を踏まえた適切な運転に努めて、安定処理を行ってまいる

所存でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 岡本議員。 

○９番（岡本公秀君登壇） 

 搬入量はこれからどんどん変化をいたしますけれども、もうこれだけ既に変化すると、小手先の

いろんな手ではなかなかやりにくくなるのは事実ですから、根本的に設備をころっと入れかえると

いうのが、非常に現実に即したことであろうかと思います。 

 そういったことをやると多くのお金がかかるわけでございますが、そこで、いつも思うんですけ

ど、環境センターであれ、この衛生公苑であれ、非常にお金のかかる施設なんですよね。そういっ

た施設をきちっと維持するには、やはり市民の理解というのも要るんですよね。ところが、今度、

環境センターの長寿命化で３年間で１２億とか、今度の衛生公苑の設備の更新で何億で、これから

継続的にいうと全部足すと１３億とか、そんな話が出てきておるわけでございますが、これは大事

な施設だけれども、やはりこれだけの多額のお金を使うには市民の理解が必ず必要であると、私は

そう思うんですよね。 

 そこで思うんですけれども、例えば環境センターは、よく私もごみをほうりに行ったり、多くの

方がごみをほうりに行っておられますね。そこでいろいろ見るわけですが、その溶融炉のあるタワ

ーといいますか、ビルというか、あそこはエレベーターに乗ると、いきなり１階から４階へ行って、

２階、３階にはエレベーターはとまらないと。なぜかというと、２階、３階は、オペレーションル

ームといいますか、一般の人には関係ないからエレベーターがとまらんようになっておると思うん

だけれども、私もあそこの２階、３階のオペレーションルームとか、そこで現実にどういうふうな

人たちがどんなことをやっておるのか見たことがない。だれも見たことないですわね。見る人は、

あそこにおられる職員ぐらいじゃないですか。私ら見たことないですよ。それと同時に、衛生公苑

でも、あそこは逆に、見せやんというよりも、見に行こうというような必要性のある人がいないか

ら、逆に人が見たことないと思うんですけど、やはり大きなお金を使うこういった施設は、やはり

市民の方にある程度定期的に、ちょっと見に来てくださいと、こういう施設があると、これは非常

に重要やけれども、金もかかると、そういったことをやはり市民の方対象に、定期的に施設見学と

いいますか、もちろんエレベーターで１階から４階まで直接行くんじゃなくて、２階、３階を見る

とか、そういったことを一回検討してもらうというようなことはできませんか。 

○議長（小坂直親君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 溶融施設でございますが、市民の方々にその見学をしていただくというような形も取り組んでご

ざいまして、その際には、今言われた、２階にある中央操作室でございますが、この辺も十分見て

いただいたり、また、ごみピットを２階のほうの窓からのぞいていただいたり、それから、直接溶

融、出湯の状況を、これは１階でございますが、大きな窓から見ていただくというような、市民の

方々にどんどん処理状況等を見ていただくようには対応してございますので、またそういうお声が



－１６５－ 

あれば、受けたいと思います。 

 それからもう一つ、衛生公苑のほうでございますが、今から長寿命化により整備をしていくわけ

でございますが、その整備の際に、今議員が言われたような、市民の方にどんどん見ていただける

というようなことも考えていきたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 岡本議員。 

○９番（岡本公秀君登壇） 

 最後でございますけれども、衛生公苑にしろ、農業集落排水設備にしろ、やはり亀山市を流れて

いる河川の状況をきちっといい状況で保つためには非常に重要な施設であると、私たちはそう考え

ておりますので、きちっと管理運用して、亀山市の鈴鹿川を初めいろんな川を非常にきれいな状態

に保つためにいろいろと努力をしていただきたいということを申し述べて、私の質問は終わります。

どうもありがとうございました。 

○議長（小坂直親君） 

 ９番 岡本公秀議員の質問は終わりました。 

 次に、２０番 竹五道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 それでは早速ですが、一般質問、通告に従いまして、順次質問させていただきます。答弁につき

ましても、よろしくお願いをいたします。 

 最初に、公共施設の再整備について、大きく３点質問させていただきます。 

 １点目に、寿命を迎える施設の再整備への対応についてお尋ねをいたします。 

 今も長寿命化の話が出ておりましたが、公共施設は、これまで社会的ニーズや市民的ニーズによ

って多くの公共施設が整備をされてまいりました。当然、戦後、高度成長期に従ってさまざまな整

備をされてきた。建築をされて３０年以上たった段階で、尐し再整備といいますか、寿命みたいな

ものを迎えてくるんだということを聞いております。ただ、人口減尐であったり、そのことによっ

ても含めて、税収の右肩下がりがずうっと続いてまいりました。そういう状況に入り込む中で、公

共施設の再整備というのは、今後重要な問題になってくるだろうと。これはいろんな研修会でもこ

ういう話を聞いております。 

 後期基本計画の都市づくりの推進の中にも、都市施設の長寿命化や、市庁舎や社会福祉施設など

の都市施設について、都市計画や防災等の視点を踏まえた適正配置と機能連携ということが書き込

んでございます。耐震対策についてはほぼ完了したというふうに理解をしておりますが、建物の寿

命がやってまいります。寿命前の補強は終わったわけですが、寿命はいつかやってくると。築３０

年以降でそういうものが今後検討課題になるとしますと、昭和５６年以前の建物が大体対象になる

と。 

 今回、資料の提出を求めて、いただきましたが、教育委員会所管の施設では半数以上、保育園も

半数以上、その他、一般的な市の施設について４割程度がその対象に入ってくると。特に市庁舎は、

白川小学校を除けば一番古い部分になってまいりまして、昭和３３年の建築ですので、古いほうで

すね、築５４年を迎えてきたと。一部改修の話も報道されておりました。 

 こういう、徐々に築３０年を過ぎる、そんな建物が徐々にふえていく中で、寿命を迎えていく施
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設等の再整備についてどのようなお考えを持っておられるのか、確認をさせていただきます。 

○議長（小坂直親君） 

 ２０番 竹五道男議員の質問に対する答弁を求めます。 

 広森総務部長。 

○総務部長（広森 繁君登壇） 

 公共施設の再整備の基本的な考え方でございますが、市庁舎や市民協働センターなど、耐震補強

は終わっておりますものの、建築年数が４０年以上経過しているものや、学校においては、昭和５

０年代に建築をされまして、３０年を経過するものも多くありまして、いずれは建てかえが必要と

なってまいります。市庁舎や協働センター、学校などの行政財産につきましては、それぞれ所管す

る担当部局で管理等を行っているところでございます。 

 そのようなことから、各担当部署におきまして、施設の現状や使用形態等を十分勘案して、必要

なものから順次優先順位をつけて判断をいたしまして、実施計画に整理をした後に、整備を進めて

いるところでございます。また、ライフサイクルコストの意識とアセットマネジメントの考え方に

基づきまして、今ある施設を有効に長期間活用するという観点で、ごみ溶融処理施設やし尿処理施

設の長寿命化といった事業も進めることといたしております。基本的に、公共施設の改築、改修に

つきましては、公共施設を所管する部署の個々の施設の判断によりまして、改修や再整備の計画が

立てられ、財政状況や他の施設の優先順位等を総合的に勘案をいたしまして、基本計画、実施計画

に整理をして、事業化を行っているという状況でもございます。 

○議長（小坂直親君） 

 竹五議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 今のご答弁の中で、行政財産であるので、当然これは所管部が管理をしていると。そういう中で、

それぞれ、ある意味個々に判断をしながら優先順位を決めていくんだというふうな答弁でした。そ

ういう認識ということを踏まえて、２点目の公共施設白書の策定について、尐しお尋ねをしたいと

思います。 

 公共施設白書とは、最近こういうものを知りましたが、市の保有する施設の実態を正確に把握す

る有効な手段として、保有施設の一覧であったり、その施設の費用やトータルコスト、それから利

用状況や利用率と、またさらには利用単位当たりのコストも出してみたりとか、要するにどのよう

な使われ方をしているのかということをまず一つのデータとしてあらわしていると。それとともに、

今おっしゃったように、老朽化をしていく場合においての改修や改築の必要性の有無のチェックで

あったり、想定される費用、このようなものもそういう白書の中であらわしていくんだというふう

に聞いております。さらに財務状況も加えていけば、非常に市民にとってはわかりやすいものにな

ってくると。 

 私は今、答弁でありましたが、個々のそういう所管部としてはデータを持っているというふうに

思いますが、今後どのような、再整備をするに当たってそれは新しくつくり直すのか、いや、また

再配置をするのか、さまざまな方法があると思います。そういう、どのような配置や、どのような

管理をしていくのか、そういうことの検討する上で、まずは現状を知るということで、このような

公共施設白書については非常に重要性のあるものというふうに認識をしておりますが、この公共施
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設白書について現段階でどのようなご認識をお持ちなのか、確認をさせていただきます。 

○議長（小坂直親君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（広森 繁君登壇） 

 本市の公共施設については、耐震補強は終了したものの、全体として老朽化や、設備、機能の低

下が進んでおりまして、また利用者ニーズの変化等によります利用率の低下といった課題も指摘を

されております。 

 厳しい財政状況のもとでこれら施設にかかわる課題を解決していくためには、施設の利用実態や

コストパフォーマンス等を踏まえた検証を行い、長期的な視点に立って、再編整備計画の策定とい

ったことや、具体的な対策を考えていく必要があると認識をいたしております。 

 また、行政財産につきましては、先ほどもご答弁させていただきましたが、それぞれ担当する部

署で管理をいたしておりますので、現時点においては、市の公共施設全体を把握する一覧資料とい

ったものはございません。そういったことからも、各公共施設の実態を把握した、こういった公共

施設白書のような資料については、必要であろうというふうに認識をしております。 

○議長（小坂直親君） 

 竹五議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 個々の管理を全体的に見る視点は必要だろうというふうなことで、白書についての認識はいただ

いたと思います。特になぜ必要かというところで、もう一つ質問をさせてほしいと思います。 

 今回、この質問をするに当たって、どういう施設が築何年か知りたかったもんですから、そのよ

うな資料の提出を求めさせていただきました。ところが、この資料は市長決裁が必要だということ

で、まず行政側、教育委員会部局以外のものはいただいたんですが、学校のほうを忘れておりまし

たので、慌ててそれもとろうとした。そしてまた３日ぐらいかかるというふうなことでした。ただ、

現在、決算のときには財務書類というのが４表提出されておりまして、行政コスト計算書というの

には減価償却費みたいなものを計上するようになっておると。ただ、亀山市は総務省モデルですの

で、一個一個減価償却はしない方式をとっております。ただ、私たちが以前に臼杵市というところ

へ行ったときには、まだ総務省モデルの前の取り組みでしたので、そこにはホームページにも全部

公共施設一覧が入っておりまして、当然これは築年次から建築の費用、それから当然減価償却しな

いといけませんので、その費用、さまざまなデータが今でもホームページで載っております。 

 そういうふうに考えると、亀山市は今総務省方式をとっておりますので、有形固定資産一覧表な

るものは出ておりませんけれども、これを求めようとしても３日、４日かかって、すべてがあるわ

けでもないと。そうなりますと、尐なくともこの公共施設に関する情報の一覧というものは、今な

いわけですね。公開されてはないと。求めても数日かかる。市長の決裁まで要ると。出された資料

を見ますと、いつつくって、面積だけですよ、そういうものがやはりそういう決裁まで経なければ

ならない。税金でつくった建物なのに、なぜそんなものかなと思うんですけど、そう思うと、今、

必要性は認識するとおっしゃっていただきましたが、やはりこういうものを１個つくっておくこと

によって、市民にもきっちりわかってくると。そういう意味では、必要性の認識よりもさらに一歩

踏み込んで、やっぱりつくってみたいというふうな思いがあるのかどうか。当然、今、各部に資料
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があるわけですので、全部足せば一覧のものはつくり上げる可能性はあると思いますが、その辺、

認識を一歩突き進んで、公開にいけるぐらいのものは一遍つくってみようかというふうな認識はあ

るのかどうかを確認させていただきます。 

○議長（小坂直親君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（広森 繁君登壇） 

 この白書につきましては、議員ご所見の財務書類４表の貸借対照表等の減価償却費の算出に活用

できるばかりでなく、本市が所有をする資産などを有効に活用して、経営の効率化と活性化を図る

ため、こういった白書を積極的に活用して、本市の公共施設の具体的な再編整備計画の策定だとか、

課題の解決に向けた取り組みなども幅広く進めることができるというふうに考えてございます。 

 また、本市が保有する資産の積極的な情報公開といったことや、有効活用を図り、限られた財源

や地域資源を効果的に活用するための資料とするとともに、職員のコストに関する意識改革などに

も活用できるというふうに考えますので、策定の必要性については十分認識をするところでござい

ます。 

 なお、後期基本計画の策定に当たりまして、特定課題の研究グループによる調査・研究を行って

おりまして、その中の一つとして、すべての公共施設ではございませんが、主な公共施設を確定方

式で整理し、現状、課題、適正化に向けた取り組みなどを取りまとめ、公共施設のあり方として報

告をされておりまして、庁内においても、こういった白書の考え方に立って策定をされているとい

う経過もございます。 

○議長（小坂直親君） 

 竹五議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 先ほどの岡本議員も指摘をされておりましたが、衛生公苑にしても、こういうものがあれば、

我々が手元に持って議論ができるという部分で、ぜひこれは情報開示も含めて積極的に取り組みを

進めてほしいと思います。 

 次に、その白書を使った後、当然、現状が把握された後に、どう今後それをもとに整備をしてい

くんだという、そういうものについて、公共白書をアセットマネジメントの基礎資料にできないの

かについて質問させていただきます。 

 これは、施設の適正な管理によって更新時期を平準化するというのが今後求められてきたときに、

どうやってそういうふうなものの管理を進めるのか、そういうものの手法の一つとして、アセット

マネジメントというものがあるというふうに聞いております。これは、後期基本計画の中でも行政

マネジメントの強化というところにきっちりうたい込みがしてありまして、公共施設についてはラ

イフサイクルコストの意識とアセットマネジメントの考え方に基づいて、中長期的な視点による効

果的、効率的な施設管理に取り組むというふうにきっちりうたい込んであります。私はその基礎資

料として、今、お話がございましたが、こういうものがやはり最前提になるんではないかと。もし

この話がないときに、何をもとにこの適正管理に向けた議論をされようとしておったのか、尐し気

になるところでありますけれども、せっかくこういう提案をさせていただいておりますので、今後

５カ年の後期基本計画の中で、そういうアセットマネジメントに取り組むということであれば、私
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はぜひこの公共施設白書を作成の上、それを一たんアセットマネジメントの基礎資料として取り組

むことはできないのだろうか、あわせて確認をさせていただきます。 

○議長（小坂直親君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（広森 繁君登壇） 

 公共施設白書につきましては、各公共施設の現状、コストや課題など、施設の実態がわかる内容

となっておりますので、施設の適正な管理の基礎資料として活用できるものと考えてございます。 

 また、ご質問の中にもありましたように、後期基本計画にも位置づけられておりますし、亀山市

行財政改革大綱におきましても、公共施設の統廃合を含め、適正配置を検証し、資産を効率よく管

理するアセットマネジメントの考え方を念頭に、所有資産の効率的な維持管理に努めるといたして

おりまして、こういったアセットマネジメントの取り組みを進めることについては重要なものであ

ると認識をいたしておりますので、白書の先進市、たくさんあろうかと思いますが、こういったと

ころをベンチマークとしながら研究をさせていただきたいというふうに考えてございます。 

○議長（小坂直親君） 

 竹五議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 ぜひこの２つがセットになって、今後の寿命を迎える公共施設、どういうふうに取り組みを進め

ていくか、基礎資料にしてほしいと思います。 

 次に、大きな３点目として、市庁舎の再整備について、２点お尋ねをさせていただきます。 

 わざとといいますか、建設用語で再整備という言葉を使わせていただきました。要は寿命を迎え

るということで、今後その寿命を迎える市庁舎をどうするんだということで、尐し質問させていた

だきます。 

 まず、今ずうっとお話を進めております公共施設白書、これをつくる段階において、市庁舎自身

もその中に位置づけができないのかということについて確認をさせていただきます。 

 市庁舎の建設については、平成２１年３月末日で一たん凍結をするということで、建設に関する

凍結はされております。凍結時期解除についても、具体的にはまだ当然示されておりませんし、後

期基本計画を見ましても、今のところ触れられておりませんので、ある意味この５年間にはそのよ

うな議論は進まないのかなあというふうな判断になってまいります。ただ、先ほども冒頭申しまし

たが、５４年を迎えた一番古いほうですね、増設もしておりますので、古い側の施設はもう５４年

ということで、いろいろ調べましたら、減価償却というか、そういうものでは７０年とか書いてあ

りましたが、やっぱり５０年、６０年という時間軸というんですかね、そのものはやはりそろそろ

再整備の時期に入ってくるんじゃないか。 

 ただ、建設時期が今のところよくわからない段階であっても、私は再整備のために、まずは市庁

舎の実態の分析をまずしておくべきではないのか。そのことによって、今の市庁舎の課題点や問題

点がなかなか明らかになっていないわけですよね。古い古いというだけの話で、実際どういうもの

が、きょうも冒頭、雤漏りがあったみたいな話もありましたが、この２年間かけて、今度は再整備

もされるんですね、空調も含めて。相当の金がまた投下されてくると。やはりもっと現状のものが

きっちり我々にも把握される中で、今その何億という投資がよかったら、これは予算で通っていま
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すので、今さらノーはないでしょうけれども、そういう議論の対象にはやはり私は一たん白書みた

いなものをつくる必要性があるんじゃないかと思いますが、その辺についてのご見解を確認させて

いただきます。 

○議長（小坂直親君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（広森 繁君登壇） 

 これまで市庁舎につきましては、平成１８年度、１９年度にかけまして、耐震補強を実施いたし

まして、適切な管理に努めているところでございます。 

 市庁舎の再整備に向けましては、平成２０年３月に庁内の検討委員会が基本構想の素案を取りま

とめましたが、一時凍結との判断によりまして、平成２１年３月末に亀山市新庁舎建設基本構想等

策定委員会が解散をされ、その後は、新庁舎建設についての検討はされていないところでございま

す。 

 なお、現庁舎につきましては、第１次実施計画にお示ししましたとおり、今後３年間で屋上の防

水や空調設備改修など、部分的な改修を計画いたしておるところでございます。 

 この基本構想素案の中でも、現庁舎が抱えるさまざまな課題、問題点が上げられておりますが、

今後、市庁舎の再整備についての検討や議論を進める上で、こういった公共施設の白書については、

一つのツールとして活用できるであろうというふうに考えてございます。 

○議長（小坂直親君） 

 竹五議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 今も２０年に検討委員会ができたと。構想は今からつくるわけですよね。ただ、現状はどうなん

だと。それによって次のステップに向かってどういうふうなことが必要なんだと。そういう議論は

当然やられる予定というか、とまってはいるわけですけれども、私はやはり、次の質問に入らせて

いただきますが、建設の是非も大きな問題、議論を今議会でされておりますし、当然、それは財源

論も含めた大きな議論になっております。そのことはちょっと別に置いて、凍結されているから、

じゃあ何もしないのかということではなくて、やはり現状の実態把握をする中で、これからの市役

所機能というものの検討は、ぜひ進めておくべきではないのかと。そうでないと、つくろうといっ

てまたそれからすぐに動いても、数年かかってしまうと。やはり建設が、やろうとなったらすぐに

建設に着手できる、そういう事前準備はもう既にやっておくべきじゃないかという視点で、今議論

をさせてほしいと思います。尐なくとも、先ほど言いましたように、５年間は建設は、書いてない

わけですので、この後期の中で着手することはないのだろうというふうな理解のもとに、今回２つ

の視点、１つは、先日発表になりました南海トラフ巨大地震というものの想定、３月末日に出てお

ります。それから、新しいシステムといいますか、ネットワークで、自治体クラウドという、これ

は何回か質問させていただいておりますが、その２つの視点から、市役所機能の検討をまず進めて

おく必要がないのかということを確認させていただきます。 

 ２４年の３月に、南海トラフ巨大地震想定というものが出まして、相当これが、東海・東南海・

南海の３連動地震が一緒に起きてという、最悪という、一番悪いところで想定をしたものが出てま

いりました。きょうの新聞には、県のほうはまだよくわかっていないというようなことも載ってお
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りましたが、尐なくとも、今後、もっと細かい情報も入ってくると。ただ、マグニチュードが９ク

ラスになりまして、震度７の地域も随分ふえてきたと。ホームページを見ますと、亀山市というと

ころは予想震度は６強ということで、特に変化はございませんでしたが、私の聞いた説明では、震

源域が尐し北上をして、亀山市なんかもその領域に入ってきたと。ただ、若干悪いほうへ亀山市も

入ってきているというふうなことでございました。確かに、今おっしゃいました１８、１９年で耐

震補強は行われておりますが、建物全体の強度は、年々経年务化もしてまいりますので、常に一定

の状況ではないということを考えれば、これまでの地震予測から、新しく出てきたもっと悪いほう

へ想定をした南海トラフ巨大地震の想定の見直しというところで、私はまずその防災拠点の機能と

いうのが十分確保できるのかどうか、その辺の機能の見直しもまずやっておくべきじゃないかとい

うことで、まずその今回の地震想定の中での防災拠点施設としての機能、十分これは耐え得るのか

どうか、確認をさせていただきます。 

○議長（小坂直親君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（広森 繁君登壇） 

 市庁舎でございますが、Ｉｓ値０.６以上という形で耐震補強を行っておりますので、おおむね

震度６強程度の地震には、倒壊または崩壊という最悪の状況は回避される建物であると考えており

ます。防災の拠点や災害時の情報発信の場としての役割は果たせるであろうとの認識はいたしてお

りますが、設備等の損傷によりまして、その機能が発揮できない場合も考えられますので、そうい

った場合には、他の公共施設といったものの活用もあり得ると考えてございますので、庁舎の機能

の見直し、検証といったものは必要と考えてございます。 

○議長（小坂直親君） 

 竹五議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 一応見直し、検証は必要というふうな話でしたが、以前に、議員になってちょうど消防庁舎が新

しくできたときの話をふっと思い出すんですけど、当時、阪神・淡路大震災があって、急遽消防庁

舎の見直しをしたんですね、震度７だったから、もっと強いほうにしようということで、つくりか

えました。そのときに私は、本会議だったと思いますが、当然市役所が堅牢ではないというか、当

時は、そうだったんで、もし災害が起きた場合、もし市役所が使えなくなった場合、どうするんで

すかという話をした。消防庁舎を使ったらどうかと。これは、視察に行ったところもそういうふう

な機能でしたので、消防庁舎が代替機能として指揮所になるような格好だったんで、そういう質問

をしたことがありました。 

 当時の答弁は、いや、対策本部は市庁舎にあるんだと。そんなもん使わないというふうな答弁だ

った記憶があります。ところが、徐々に徐々に、やっぱり阪神・淡路大震災以降、さまざまな議論

を経て、今、部長が答弁された代替機能として、多分これも消防しかありませんね、今の段階では。

新しい消防庁舎を使った、例えば災害本部が移ってしまうとか、それはだから変わってきたと思う

んですね。当時は全く聞く耳を持たないような状況だった。そういう意味からいくと、防災機能の

指揮所というんですかね、その本部としてはそういうのがある。ただ、その後、例えば復旧した場

合に、今、例えば、この後の質問も絡みますけれども、すぐにじゃあ市役所機能として復旧してい
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くのだろうかと。特にコンピューター関係というのは、これが一番ネックになるわけですね。ここ

は海に面しておりませんので津波被害というのは全くございませんが、庁舎の機能によって、もし

そういう部分に一部破損、今おっしゃいましたが、破損等あった場合、完全にダウンしてしまうと。

そういう意味からいくと、私はやっぱりきちっと現状も含めて、もう尐し我々のほうにも、今のま

までどれぐらい耐え得るものなのか、どんな被害想定があるのかということも、ある意味、これも

白書の一つですわね、現状課題ですから。そういうものもやっぱり指し示しながら、本当にこの５

年間、全く検討する必要、これもうちょっとたたないと、南海トラフのほうの資料もちょっとおく

れておりますので、もっと細かいものが出ると聞いておったんですが、なかなかまだ出ていないよ

うですし、きょうの新聞でも、県のほうも聞いていないようなことも載っておりましたので、やは

りこれまでとは違う想定の中で、本当にこの機能というものが担保できるのかどうか、私はやっぱ

り精査した上で、議会側にも提出すべきではないか。庁舎機能がとまってしまいますと、防災拠点

は消防の本署のほうに移ればいいけれども、実際の住民機能としてはダウンしてしまうこともある

ので、ぜひそういう部分では、きちっと検証をした上で、議会のほうにも出してほしいというふう

に思います。今はまだ、必要性があるということはおっしゃいましたので、私は早急にやってほし

いと思います。 

 次に、防災機能とともに、やはり今度は、仮にそういう３連動地震があって、被災をした場合、

すぐに復旧しなければならないと。当然、津波のところでは、全部水につかったりして全く動かな

かったのですが、亀山市の場合、そういう危険性はありませんので、ただ、３月も聞きましたが、

データだけは何かよそのところに置いて、担保するんだと。でも、動かすものがなければ、これは

全く動かないわけですので、データだけがよそにあって、全く機能しないということも考えられる。

そういうことも含めて、将来、今、総務省の自治体クラウドというところをちょっと見てみました

ら、今後、自治体クラウドという新たな技術を使って、電子自治体の基盤構築に活用して、地方公

共団体の情報システムの集約、共同利用を進めて、情報システムに係る経費の削減や、住民サービ

スの向上を図るんだと。これはもう２年ぐらい前のＩＴプランのときにも質問させていただきまし

たが、数年後には一応検討したいという答弁だったと思います。 

 ただ、これをなぜ言いますかというと、この東日本大震災の経験も踏まえて、やはり行政情報を

どう保全するんだと。それから、災害、事故の発生のときにどうやって業務を継続するんだと。そ

ういう視点から、相当有効な手段ではないかというふうに見直しが入って、既に被災をされたまち

でも、自治体クラウドを採用されたところも出始めてきたと。そういう視点からいきますと、大き

な３連動地震というものを想定する中で、地震後の早急な復旧というのものを考えれば、また、こ

の視点も、緩やかに考えるものではなくて、ここら辺のことも早急に考えておくべきではないかと

考えますが、このシステムが入れば、庁内には機械がありませんので、別な場所にデータセンター

があって、そことのアクセスというふうになってまいりますので、ある意味、早急な住民へのサー

ビスの復旧が可能と考えますが、この辺についての検討を進める考え方はないのか、確認をさせて

いただきます。 

○議長（小坂直親君） 

 当局の答弁を求めます。 

 広森総務部長。 
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○総務部長（広森 繁君登壇） 

 庁舎整備の全体的な検討といったことで、私のほうからお答えをさせていただきたいと思います

が、市庁舎の再整備につきましては検討がなされていないところでございますが、この間におきま

しても、行政事務の内容や情報の管理などにおきましても、市役所の持つ機能は年々変化をしてお

りますし、整備に係る財源につきましても、市債を活用するといったことになりますが、これまで

は基準面積だとか基準単価が決められておりましたが、２３年度より撤廃されまして、緩和もされ

たところでもございます。 

 また、市庁舎の再整備については、都市計画や防災などの視点だけでなく、高齢社会を迎える中

で、市民ニーズの変化や人口動向などの社会構造の変化に対応した新たな公共サービスのあり方を

意識し、中長期的視点に立って検討を行う必要があるものと存じます。 

 こういったことからも、平成２０年３月に策定をいたしました基本構想の、これ素案でございま

すが、これの見直しを含め、現状や課題を整理し、庁舎機能など、新庁舎のあり方を継続して検討

していくことも考える必要があるものというふうに考えているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 古川企画部長。 

○企画部長（古川鉄也君登壇） 

 クラウドのお話が出ましたので、私のほうから一部答弁させていただきたいと思います。 

 前回も答弁させていただいたと思いますけれども、次回の更新時期には、クラウドということも

見据えて検討しなければならないと考えておりまして、災害時にはクラウドについては有効な手段

というふうに考えております。 

 クラウドにつきましては、ベンダー別のクラウドと単独市でのクラウド等々、いろんな形があり

ますので、そういった部分も含めて検討は進めるということで考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 竹五議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 一応要望だけ申し上げます。 

 今回、要望みたいな提案みたいな話をさせていただいておりますけれども、やっぱり市庁舎を、

この新しい、南海トラフの大きな地震の想定が変わった段階で、私は尐し、今後もっとデータが出

てきて、分析される間に、やっぱりちょっと変わってくるんじゃないかなというふうな、不安とい

うか、建物に関する不安もあります。そういう意味では、建物建設時期や財源とは別に、やはり今

の現状と、今後どんな市役所が求められるのかと、これは私は従来から議論しておいてもいいんじ

ゃないかなという視点からいけば、ぜひまた今後、そういうちょっとした母体が、構想というんで

すかね、あれば、それをもとに、ぜひまた検討してほしいと思います。要望だけです。 

○議長（小坂直親君） 

 質問の途中ですが、午後１時まで休憩いたします。 

（午後 ０時０１分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 １時００分 再開） 
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○議長（小坂直親君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ２０番 竹五道男議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 それでは、午前中に引き続いて質問をさせていただきます。 

 次に、大きな２点目として、産業の活性化について質問をさせていただきます。 

 まず最初に、亀山地域産業活性化基本計画の策定について、２点お尋ねをいたします。 

 最初に、策定の背景と目的についてお尋ねをしたいと思います。 

 ２０１１年１２月の定例会の現況報告で、この基本計画の策定をするということで、亀山市産業

活性化協議会を設置するとのことでございました。そして、この６月定例会の現況報告では、パブ

リックコメントを実施するということで、６月１６日から既にパブリックコメントが始まっており

ます。 

 この企業立地促進法というのを調べましたら、平成１９年６月に施行されたもので、国が地域に

よる主体的かつ計画的な企業立地促進等の取り組みを支援するということで、地域経済の自立的発

展の基盤強化を図るんだということで、この法律ができたというふうになっております。 

 今回のこの基本計画は、国の支援を受けるのに必要であるということの説明でございました。三

重県を調べましたら、平成１９年度に三泗地域、津市、尾鷲市、平成２０年度には伊賀、名張地域、

松阪市、２２年度に鈴鹿市、２３年度に伊勢志摩地域ということで、ほぼ県内の地域がもう策定が

終わっているということでございます。今回のこの１９年に施行された企業立地促進法から約５年

が経過する中で、今回この時期に策定をするわけですが、なぜこの時期になったのか、制定の背景

についてお伺いをいたします。 

○議長（小坂直親君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 法が施行されて５年が経過する中でございますが、法が施行された当初は、研究開発施設などの

共用施設整備に係る国の助成制度を活用するというような地域が率先して計画を策定されました。

そんなところでありますが、進出企業に対します直接的な優遇措置は尐なく、また、集積しようと

する限られた業種のみを支援対象とするという制度でありましたことから、当市としましては、こ

れまで計画策定に至っておりませんでした。 

 しかしながら、経済不況や産業構造の変化によって基本計画の内容も限られた業種の集積を目指

すということから、幅広い業種の集積を目指す計画とすることが可能となってまいりました。また、

この基本計画を策定することにより、亀山地域が次世代自動車関連産業や航空宇宙関連産業、また

ヘルスケア関連産業といった次世代産業の集積を目指す地域の一つとして対外的にも示されること

になります。これらを踏まえて、本市の産業の持続的な成長を実現していくために計画を策定する

というものでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 竹五議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 
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 法ができた当時は、地域特定があったり、その業種というんですかね、ちょっと補助の範囲とい

うか支援の範囲は狭かったということでございました。 

 ただ、そうはおっしゃいますけれども、たまたまこの質問をするのに、企業立地促進法というこ

とでインターネットで調べましたら、この案内パンフというのがあります。それには、亀山市の液

晶産業誘致が企業立地の先進モデルの一つということで、きっちりと紹介がされておりました。そ

うなると、なぜその時期にこのようなものを紹介される、確かにそれは、当時の液晶の誘致という

のは、爆発的というか、奨励金をつけて、全国的にも有名なモデルになっていたと。そういうこと

が、一つ国としてもそういうものがあるんだということで載っていたと思うんです。パンフレット

に載っていながら５年も放置されていたというのは、不思議でしようがない。何でその時期に、た

とえ特定業種であっても、なぜさっき三重県ではと言ったかというと、既に１９年には三泗地域、

津市、尾鷲と、当然、当時は四日市市には東芝があって、大きな産業にまで成長しているわけです

よね、電子産業として。そういう思いからすると、じゃあ何で四日市はこの時期につくって、亀山

市は、今おっしゃったような理由でつくらなかったのか、非常に不思議でしようがないんですが、

私はやっぱりシャープの誘致の成功事例にちょっと甘えがあったのではないかと、そのことはね。

ところが、５年たってみると、さまざまな大きな変化が起きてきたと。この液晶に関しては相当大

きな変化が起きてきて、海外に淘汰されるような時代になってきたときに、慌ててこういうものを

今から上げようとするのは非常に不思議でしようがないんですけれども、本当に今おっしゃったよ

うな理由だけでこの５年間放置されていたのかどうか。要するに特定の業種だから、余り亀山市に

メリットはないんだと。ところが、中身が若干変わってきて、次世代の自動車や航空機やとおっし

ゃいますけれども、なぜじゃあよその地域は早く取り組んだんだと。ちょっともう一度、本当にそ

れだけの理由だったのか。何か取り組み時期を逸したのじゃないかと。どんどんどんどん先取りを

するべきものが、ちょっとおくれてきたんじゃないかと思いますが、いま一度、本当にそれだけの

理由だったのかどうか、確認をさせていただきます。 

○議長（小坂直親君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 確かに奨励金制度を導入しましたことにより、シャープが亀山市に立地されたという形の中で、

十分満足ということではございませんが、成功したというふうには考えてございました。そういう

点からも、今回計画を策定いたしますものは、取り組みがおくれていたということは否めませんが、

理由といたしましては、先ほどもご答弁させていただきました、進出企業に対する直接的な優遇措

置がなかった、また、集積しようとする限られた業種のみを対象としておったというようなところ

が大きな理由でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 竹五議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 工業で発展したこの亀山に液晶産業が入ってきて、さらに大きな飛躍をしたと。そういう意味か

らいけば、当然ここに書いてあるようなことは、今後の産業展開としては当然のことを私は書いて

あると思うんですよね。それに若干時期がおくれたことについては、工業立地で発展したまちとし
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ては若干疑問が残るところです。 

 尐しどのような効果を期待するかということは、今の内容でわかりました。新たな産業に向けて

取り組みの姿勢を示すということでした。 

 ただ、もう１点、企業立地促進法を案内している工業立地相談窓口というホームページがたまた

まありました。ここでいろいろ調べたんですけど、企業立地サイトのリンクが張ってあるんです。

ここには三重県や亀山市は載っていないんですよね。それは、向こうが載せないのか、こっちで言

わないのかわからないですけど、ただ、その促進法の案内もここのサイトに載っていて、パンフレ

ットには亀山市が載っていると。こういう目配りはやっぱり必要ではないかと。幾ら旗を立てても、

見つけてもらわなきゃあ来ないわけですので、尐しその辺についても、今後やっぱりきちっと目配

りの必要性をお願いしたいと思います。 

 それからもう１点、促進法の５条で、この今回策定しております基本計画は、１または２以上の

市町村で共同してできるというふうなことになっております。この周辺市との共同の考え方、これ

がなかったのかどうかを確認したいと思います。特に三泗地域、それから伊賀、名張地域、伊勢志

摩地域ということで、複数の地域もあります。亀山市の計画を見せてもらいますと、自動車・輸送

機械の関連産業ということで、鈴鹿に本田技研があって、その同じような業種が多いんだというこ

とも、この案には書いてあるわけですけれども、特にその周辺、鈴鹿市との協議というものは、こ

の計画策定の段階、例えば鈴鹿市がつくる段階、逆に亀山市が今回つくる段階で、そのような協議

は行わなかったかどうか、確認をさせていただきます。 

○議長（小坂直親君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 鈴鹿市におかれましては、平成２２年３月に計画を策定されております。この鈴鹿市が計画策定

を行われた際には、三重県、鈴鹿市、亀山市、この三者で協議を行った経緯はございます。しかし

ながら、鈴鹿市が既に単独での計画づくりを進めてみえまして、計画原案の取りまとめが終了した

段階というふうになっておりましたこともありまして、共同での計画策定には至らなかったという

ところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 竹五議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 この後の質問も関連するんで、あえて聞かせていただきました。 

 やはり、今回の計画案にも、自動車輸送と、次世代自動車も、電気自動車とか含めてあるわけで

すけれども、そういうものを亀山市は期待しながら、そのおひざ元である鈴鹿市の本田技研まで書

いておきながら、それは鈴鹿市さんが単独であったということかもしれませんけど、その前の情報

交換を含めて、やはりここもきっちりと、産業のすそ野というのは市域をまたいでつながっている

わけですので、やはりちょっと残念であるということだけ申し述べて、次の質問に入らせていただ

きます。 

 ２点目に、地域活性化協議会、きのうちょっと宮村議員からもご質問ございましたが、改めてこ

の協議会の役割についてお尋ねをしたいと思います。 
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 というのは、計画をつくるためだけの協議会ではなくて、産業集積の形成や産業集積の活性化に

対して、これに対する必要な事項について協議をするというふうに法でうたっておりますので、計

画策定だけでこの協議会が終わるのか、さらにもっと突っ込んだ議論をこの協議会が進めていくの

かどうか、確認をさせていただきます。 

○議長（小坂直親君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 協議会につきましては、企業立地促進法に基づきまして組織しておりまして、その役割につきま

しては、基本計画の作成及び同意を受けた基本計画の変更に係る協議、基本計画に位置づけられた

諸事業の実施に関し必要な事項の協議、３番目といたしまして、関係行政機関の長に対して、資料

の提供、意見の表明、説明、その他協力を求めること、そのほかに、亀山地域における産業集積の

形成または産業集積の活性化に関し必要な事項の協議を行うと定められております。 

 そんな中で、この計画策定後におきましては、この基本計画に位置づけました事業の実施や目指

す産業の集積の形成ということに向けまして、企業関係者の方々にも協議会委員に加入いただきま

して、生の声をお聞きしながら、産業の施策に反映をしていきたいというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 竹五議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 ちょっとよくわからないんですけど、この協議会が主体的に、新しい産業の議論や、今おっしゃ

った企業関係者を集めてやるという話は、今後この計画案の進行に関しては、協議会がその中心に

なって議論が進められていくものかどうか、ちょっと確認をさせてください。 

○議長（小坂直親君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 協議会の役割の中にも、基本計画に位置づけられた諸事業の実施に関し必要な事項を協議すると

いう項目がございますので、協議会が大きな役割を担うというところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 竹五議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 ほかの質問もちょっとありますので、もう尐し具体的にまたいろんな資料を出してほしいと思い

ます。相当大きな役割を担うんであれば、その辺についても確認をしたいと思いますので、よろし

くお願いをしたいと思います。 

 次に、中小ものづくり経営支援事業についてお尋ねをしたいと思います。 

 この事業も昨年から行われておりまして、この３月の施政方針にも、予算編成方針の説明でも、

中小企業の経営力向上を目指す中小ものづくり経営革新塾、所管の説明書には、中小ものづくり経

営支援事業となっておりますが、具体的な取り組み内容、また期待する効果について確認をさせて

いただきます。 

○議長（小坂直親君） 
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 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 中小ものづくり経営革新支援事業につきましては、市内事業者の大半を占めます中小製造業や建

設業、運送業などを対象といたしまして、新たな事業展開、新市場開拓、新商品、新技術、新サー

ビス開発、また下請からの脱却というような経営を革新する取り組みをするという方々を支援する

ために、昨年度から亀山商工会議所との連携によりまして実施をいたしているところでございます。 

 昨年度は、操業支援などに実績のある専門家を講師に招きまして、経営革新塾として計７回のセ

ミナーや個別相談会を実施して、延べ７５名の参加があったところでございます。また、うち１社

につきましては、新商品を開発され、現在、亀山商工会議所を通じて、県へ経営革新計画の承認申

請を行っているところでございます。またこのほかに、本年度におきましても、専門家によるセミ

ナーや現地指導による支援を計画いたしているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 竹五議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 専門家による指導ということでしたので、次の質問に入らせていただきます。 

 鈴鹿市ものづくり産業支援センターとの連携は検討できないのかについてでございます。 

 ５月に機会がありまして、このものづくり産業支援センターの業務の内容について説明を受ける

機会がございました。長年やっておられますが、なかなか簡単な取り組みではないというふうなご

説明もございました。２２年に策定された鈴鹿市の基本計画では、このことがプラットホームとし

てつくってありまして、要するに基盤になっております。そういう意味からいくと、先ほど鈴鹿市

との共同はできなかったということは非常に残念であったなと。このことが共同で計画がつくって

あれば、今ご答弁のものについては、もう尐し幅広いすそを持つ、特に自動車産業なんかについて

は、随分活用できたんじゃないかという、尐し残念さはありますが、今、多く実績を持ち始めた鈴

鹿市のこの同じような中小企業を支えるものづくり産業支援センターとの連携みたいなものは考え

られないのかどうか、お尋ねをいたします。 

○議長（小坂直親君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 鈴鹿市では、平成１８年度に鈴鹿市ものづくり産業支援センターを設置され、企業ＯＢを活用し

た専門アドバイザー派遣や人材育成支援を初めとして、中小製造業の総合窓口として、商工会議所

などとも連携をした取り組みを行われてみえるところでございます。 

 当市におきましては、中小企業の総合窓口としましては、商工会議所内にあります中小企業相談

所がその役割を担っていただいておりまして、巡回指導、窓口指導、講習会の開催など、実施をさ

れているところでございます。また、技術相談というふうな面では、県の機関であります三重県産

業支援センターを活用することによりまして、いろんな支援を受けていただくという形になってご

ざいます。 

 鈴鹿市と亀山市との連携でございますが、自動車関連産業を中心としたものづくり産業の集積と

いうこともありまして、鈴鹿のものづくり産業支援センターとの連携につきましては、鈴鹿市と協
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議をして取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 竹五議員。 

○２０番（竹井道男君登壇） 

 会議所が中心となって、県とも共同してということでございますけれども、鈴鹿で聞いた話だと、

やはり、特に製造業が多いんですよね。６割ぐらいは製造業のアドバイザーとなっておる。当然そ

れは、経営的な面から技術的な面、今はもう人的なところまで入り出してきたと。ただ、残念なが

ら、これは鈴鹿市の予算でやっている事業ですので、亀山市がそこへ入り込むということはできな

いわけですね。この計画を一緒につくっておれば、鈴鹿市の計画、これがベースですのでね。だか

ら、やっぱり大企業本位ではなくて、大企業のすそに広がる中小企業を支えていくんだというのが

鈴鹿市の計画だったのかなあという気がしている。やっぱりこういうものが生きてきたと。そうな

ると、やはり人、もの、金、要りますけれども、どうも人の話はみんな他人なんですよね、会議所、

県だって。市自身がそこに入っていない、今の声を聞いていると。そうなると、やはりノウハウを

含めて、私は所長とも話しましたけど、ぜひそれは一緒に話をしてもいいということは言っている

わけですので、もうちょっと連携する姿勢を持って、やはりノウハウを学ぶことは必要と思います

けれども、いかがですか、答弁を求めたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻五市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 竹五議員のご質問にお答えをいたします。 

 確かに今、鈴鹿市との連携のあり方、あるいはこの前段でご指摘をいただいた、企業立地法にか

かわるこの計画の策定の時期というのは、本当に、今考えますと、鈴鹿市が１９年度から検討を始

めておられて、私、就任させていただいて、２１年の６月に三者の協議を持っていただいて、結果

的に既に単独で検討されておられたという経緯がございます。そういう中で、これ、大変残念であ

るというふうに思っておりますが、しかし、今ご指摘のように、鈴鹿市が長年の間に積み上げてこ

られたものづくりへの支援の体制という意味では、行政、あるいは産業界、蓄積がなされておるも

のでございまして、ある意味そういうところも我々は謙虚に学びながら、亀山市独自の体制をつく

り上げ、次の一手につなげていくという思いで考えておるところでございます。特に今の人的な資

源、マンパワーにつきましては、亀山市の限界、行政の限界もございますので、今後の課題という

ふうに考えておりますが、関係機関やその共同の中で、当然しっかりと前へ進めていきたいという

思いを持たせていただいておりますし、当然、お隣の鈴鹿市さんとは、可能な限りの連携の模索を

していきたいと、こういう思いで臨んでいきたいと考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 ２０番 竹五道男議員の質問は終わりました。 

 次に、１１番 伊藤彦太郎議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 それでは、通告に従いまして、一般質問のほうをさせていただきます。 

 今回は、東日本大震災について、溶融処理施設の性能について、衛生公苑の長寿命化についてと
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いう３点について通告させていただいております。 

 まず、東日本大震災についてです。 

 今回の現況報告の中で、震災瓦れきの広域処理についてということで、現時点においては、市民

の健康や生活環境への影響など、震災瓦れきの安全性に対する確証を持つに至っておりませんこと

から、さらなる研究や情報収集に努めるなど、引き続き慎重な対応を図ってまいりますとあります

が、このさらなる研究や情報収集とは具体的に何を指すのか、まずその点をお聞かせ願いたいと思

います。 

○議長（小坂直親君） 

 １１番 伊藤彦太郎議員の質問に対する答弁を求めます。 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 東日本大震災の災害廃棄物の広域処理につきましては、三重県において、処理に関するガイドラ

インが６月７日に策定されたところでございます。しかしながら、災害廃棄物の処理におけます放

射性物質の安全性につきましては、整理されていない課題がありますことから、これまでも三重県

に対しまして意見書を提出するとともに、その見解を求めてきたところでありますが、まだ十分な

見解が示されておりません。このことから、引き続き放射性物質に関する調査・研究や、先行事例

におけます情報収集を行い、課題の整理に努めてまいるというものでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 そのさらなるというふうに、また同じことの繰り返しなんですけれども、その具体的な内容です

ね、もうちょっと細かい話を聞きたいということだったんですけれども、先ほどの話だと、三重県

の回答待ち、そこに、三重県の回答ということは、たしか以前、先日も、細かいいろんな項目とか

言われていましたけれども、これは実際、三重県の見解をまず待つということなんでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 三重県におきましては、パブリックコメントを実施されて、そこにも、亀山市としていろいろ質

問等を投げかけてございますが、そのパブリックコメントに対します回答というのがホームページ

に掲載をされてございました。そのホームページは、一件一件に対する回答ではなく、大きくまと

めて回答されておったというところでございまして、私どもが投げかけた部分につきましても、ま

だまだ私どもが納得をさせていただくというところまでは至っていないというような経過がござい

ます。したがいまして、また県のほうにもその辺の質問をさらに投げかけていくということで考え

てございます。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 具体的というよりも、どっちかというとまとめたような話ではあるんですけれども、そうしまし
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たら、私も具体的なというのを振った以上、ちょっと具体的な話をしたいなあと思うんですけれど

も、まず今回、その現況報告を読んで一つ一番気になったのは、震災瓦れきの安全性という言葉が

使われたことです。震災瓦れきそのものは、もともと被災地の生活環境の中に存在していたもので

して、それが原発事故というのがあわせて起こったことによって放射性物質が漏れ出て、これで汚

染された。そういうことで懸念が出てきたことによって、この震災瓦れきそのものが危険というよ

うな、こういう認識になってきておるのかなあと思うんですけれども、ただ、市が仮に瓦れきを受

け入れるとしまして、その段になってやはり気にしなければならないのは、瓦れきが危険かどうか

という以上に、その処理に安全性が確保できるかどうかだと思います。 

 その辺、聞き取りのときにもちょっと指摘はさせてもらったんですけれども、きょう、市長から

の答弁があった中で、処理の安全性という言葉にちゃんと置きかえられていましたもんで、その点、

酌んでいただいたのかなあと思いまして、ちょっとその辺は評価したいなと思うんですけれども、

ただ、そういうふうな処理の安全性の中で、受け入れの話の中で懸念されるのが、やはりこの処理

をした際に、放射性物質が溶融処理施設のバグフィルターを透過するんではないかという話があっ

たり、あるいは処理後の灰、けさも坊野議員が言われましたけれども、それをやはり埋め立てると

いう話が各地で出ている。亀山市はゼロエミッションということで、最終処分量はゼロと言うてお

るけれども、先ほど、市内で処理をせなあかんのと違うかという懸念がやはり市民のレベルの間で

は存在している。これ、基本的には、三重県のガイドラインに沿ったら、やはりこれも含めて県の

責任で処理するとなっておるんですけれども、まだその辺が行き渡っていないことによって、やは

り埋め立てて、それが地下水に漏えいするんじゃないかとか、その辺の話も出てきている、そんな

感じなわけですね。 

 やはり個人的には、まず溶融処理施設の安全性、これをまず確証を持つ、これが一番最優先だと

は思うんですけれども、そんな中で、今回、この受け入れによる放射能汚染という話が出ていまし

たもんで、一度原子レベルでこれを考えてみようかなと個人的に思いまして、まず、これ全体でど

れぐらいの放射性物質の量があるのかというのを、セシウム１３７を例にとって検証してみたんで

すけれども、高校の物理、化学のレベルで十分計算できる話ですもんで、簡単な計算ですけれども、

まず三重県が受け入れの際に基準としているキログラム当たり１００ベクレル以下という数値、こ

れですと、キログラム当たり最大１,４００億個のセシウムの原子が存在するということになりま

す。仮にそれを亀山市が受け入れるとするなら、施設の長寿命化がなかったとすれば、大体年間約

２,０００トンというふうな見解、３月議会の委員会で出されました。そうしますと、これを掛け

合わせると、年間で最大２８京個、兆の一けた上ですね。１兆の２８万倍に当たる量なわけです。

これが質量に換算しますと、０.０６４ミリグラムです。つまりセシウム１３７に限っていえば、

１キロ当たり１００ベクレル以下の瓦れきを年間２.０００トン受け入れた際の総量は、年間２,０

００トンで総量０.０６４ミリグラムです。これがさらに溶融処理施設の中で、９９.９９％がバグ

フィルターで除去できると。こういう話になっています。 

 ちなみに、先ほど、総量の０.０６４ミリグラムのセシウム、これのエネルギーが一体どれだけ

あるか。すべて放射線を出したというふうに仮定すると、１２.６キロカロリー、０.０６４ミリグ

ラムで。半減期は約３０年と言われていますので、大体約数十年かけて、１リットルの水を１２.

６度上がる熱損失がなかった場合ですけれども、これぐらいのエネルギーを持っておる。この量を
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危険と感じるかどうかです。私は個人的には怖いとは感じません。ただ、それでも絶対安全かと言

われれば、そこまで言い切れるだけの知見は私は持っておりません。 

 ただ、昨日、服部議員が電磁波の話をされました。携帯電話の待ち受けとか、電源を携帯電話、

入れておるだけで、かなり電磁波が発生している。そういう電磁波が生殖系に異常を来すというの

は、以前から指摘されておることでして、それを言い始めたら、パソコンでも、テレビでも、あら

ゆる場面で我々は電磁波にさらされておる。それを思うと、それに比べたら、そこまで危険とは思

えない、そういうふうなレベルではあるんですけれども、ただ、それでも確かに怖いと言われる方

もおられるかもしれません。 

 これはセシウムに限った話をしましたけれども、実はもっと怖いと言われておるのが、セシウム

以外にストロンチウムとかいうのがありまして、ほかの放射性物質、こういうのが実は余り明らか

にされていないもんで、実は何かあるんじゃないかという、こういう疑心暗鬼もある。さらに言え

ば、１００ベクレルとかいうとるんやけれども、これも本当に補償されるのかどうかわからんとい

うような、そういう疑心暗鬼もある。 

 こんな話ではありますもんで、私も絶対安全とは言い切れないとは言うたんですけれども、先ほ

ど、私、処理系における多尐の安全性というのをちょっと考えてはみたんですけれども、実際、体

内に入ったときの、ちょっと後でも触れますけれども、内部被曝という話がありますけれども、内

部被曝も、生体の中の影響というのはある程度データとかもあるんですけれども、結構よくわから

ないのが、実際多くの人が心配されているのが、実際には、仮にバグフィルターで除去できなかっ

た部分、これが外に出た場合、それが体内に果たして取り込まれるおそれがどれぐらいあるのかと

いう、その辺になってくると、もうこれははっきり言って環境学の視点が必要になってくると思い

ます。そうすると、本市には、それこそ総合環境研究センターという環境問題に対するシンクタン

クが存在するわけですけれども、先ほど、さらなる研究や情報収集と言われるんだったら、県の回

答待ちとかもあるでしょうけれども、それ以外にもこの総合環境研究センターにそのことをゆだね

る、こういうこともすべきではないのかなと思いますけれども、その点、見解をお聞かせ願いたい

と思います。 

○議長（小坂直親君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 総合環境研究センターに投げかける、質問するという点でございますが、廃棄物の処理におけま

す放射性物質の安全性に関しましては、先ほどご答弁させていただきましたように、まだ整理され

ていないという課題もあると考えておりますので、放射性物質につきましては専門的な知識も必要

でありますので、この総合環境研究センターでは限界もあるかもしれませんが、亀山市といたしま

しても、多くの知見を集めたいというふうに思っておりますことから、研究センターの見識をいた

だくよう、依頼をさせていただきたいというふうに思っております。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 総合環境研究センターの知見もということを言っていただきましたけれども、放射性物質の専門
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ではないとは言われましたけれども、ただ、それこそ三重大かな、そこには専門家の方もいらっし

ゃると思います。そういう意味では、我々よりももっとそういうふうな知見を、情報を得やすいよ

うな立場にある方ばかりだと思いますので。年間５００万ぐらいのたしか予算でしたか、これぐら

いの予算でそこまで求められたらなというようなこともあるかもしれませんけれども、ただ、やは

り総合環境研究センターというふうに銘打っている以上は、やはりそれぐらいの見解はちょっと出

してもらわなあかんという部分もあると思いますので、知見をどれぐらい言っていただくかわかり

ませんけれども、ぜひその辺、きちっと収集していっていただきたいなというふうに思います。 

 そんな中で、もう一回ちょっと瓦れきの受け入れの話をしたいと思うんですけれども、私自身が

いろいろと情報収集を行う中で、先ほど内部被曝という話をしましたけれども、やはりその安全性

の面で受け入れを懸念されている意見の中で、大部分が放射性物質が人体に及ぼす影響、基本的に

はしきい値以上の強い放射線を浴びる、これによる影響を外部被曝と言っておるんですけれども、

それほどのエネルギーじゃなくても、それが体内に取り込まれたときに、それが微量であっても影

響を及ぼす、そのことに対する懸念は、これ内部被曝というふうに呼ばれておるものなんですけれ

ども、これは広島の原爆で被害者の方と長年向き合ってこられた肥田舜太郎さんという方がいらっ

しゃって、肥田教育委員長と同じ肥田という名字なんですけれども、放射性物質がやはり微量でも、

体内に取り込まれた際に、そこから出る放射線によって細胞膜が損傷するおそれがあると。これに

よって白血病やがんになるおそれがある、そんな話でした。もちろん体内に取り込まれても、代謝

によって外部へ放出されるものもある。 

 ただ、そんな中で、肥田さんの著書を私もちょっと読ませてもろうたんですけれども、その内部

被曝というものには、細胞レベルでは、高い線量の放射線を短時間浴びることよりも、低い線量で

あっても長時間浴び続けるほうが細胞膜には影響が出やすい。損傷という形になるんですけれども、

そういう報告がなされていると。また、放射線の持つ電離作用、これによって体内に活性酸素が発

生する。これによって白血病とかがんとか、こういう懸念が出てくると。もう一つ、それが妊婦さ

んだったら、それが胎児の発育の段になって悪影響を及ぼす、そういう話も出ていますので、そう

いうことで、微量でもセシウムが外に出る、先ほど０.０６４ミリグラムと言いましたけれども、

はっきり言ってちりぐらいのレベルですよね。ただ、それであっても、１リットルの水を１２度も

上げる、それだけの熱量を持っておるわけです。一遍ではないにしても。やはり、それを思ったら、

僕は怖くないとは言いましたけれども、実はすごいエネルギーではあるんですね。当たり前なんで

すけれども。それによって核エネルギーというのを形成しておるわけですから。そんな話はさてお

き、そういうふうな懸念が出てくるのは、やはりその辺にあると。 

 もちろん、その瓦れきの受け入れによってどれだけ放射性物質が市民の体内に入るのかと。なか

なかはかれるものではないんですけれども、ただ、こういった危険性というのをいろいろ聞く中で、

私の中でもう一つ疑問というか、何とかせなあかんのと違うんかなと思うことが出てきまして、そ

れは、もしこの瓦れきの受け入れが危険だと言われるんだったら、対象になっている岩手や宮城と

かもありますけれども、それ以外に原発に近い福島ですね、福島で実際に生活されておられる方、

特に子供さんとか、妊婦さんとか、その人たちによる影響が、本当に受け入れが危険だと言うんだ

ったらですよ、それ以上に危険、それとは比較にならないぐらいの危険にさらされているというこ

とになります、福島の方々は。そうすると、そんなんで瓦れきの受け入れ云々と言っている場合な
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んかなというふうに思っていましたら、やはりそういったことを指摘されている方もいました。や

はり、特に福島の子供さんらを中心に受け入れる活動をする、実際、戦時中の学童疎開みたいなこ

とをすべきでないのかという方もあれば、ある程度の期間受け入れるだけでも意味があると。それ

こそ妊婦さんなんかそうですよね。胎児の形成期間中だけでも安全なところにとかいう話にもなる

かもしれませんし。やはり、ただ、そういうふうな話というのは、非常に私は説得力があるなとは

思いました。 

 そんな中でお尋ねしたいんですけれども、市長は、２番目の質問なんですけれども、被災地に対

する支援、こういうことを言われました。瓦れきの受け入れの問題というのはあるでしょうけれど

も、それ以上に、こういった人の受け入れとかこういった支援を含めて、被災地に対する息の長い

支援と言われましたけれども、この震災から１年以上たった今、改めて現時点での支援のお考え方

があれば聞かせていただきたいなと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻五市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 伊藤議員のご質問にお答えをいたします。 

 前段で尐し放射能に対するご所見を述べられました。その中で、今日までその広域処理につきま

しても、本当にさまざまな知見や考え方がある中で、本当に今までのような安全だ安全だ、それだ

けでは済まない、想定外のことをやっぱり将来にわたっても考えるべきだという思いで、慎重に対

応してまいったところでございますし、専門家ではございませんので、できる限りの知見を結集し

た上で考えていくべきだという姿勢で来たところでございます。 

 この原子力発電の事故におきまして、関東以北の１６都県に放射性物質の降下があったという報

道発表を一つの境に、今日までさまざまな議論がなされてまいりました。ここに至る背景につきま

しては、国において、原発事故における的確な判断や情報開示などの対応がなされず、想定外で片

づけられてしまうことに、国民や住民が不信感を抱いてきたことも否定できないというふうに思っ

ております。 

 今、セシウムのお話がございました。セシウムの１３４や１３７、あるいはストロンチウムのお

話もされました。そういう多方面の各種に対する情報の開示でありますとか、不十分であるという

ふうに私自身も認識もさせていただいておるところでございますが、スピーディ（ＳＰＥＥＤＩ）

の拡散の情報開示につきましても同様であろうかというふうに思っております。 

 そのような中で、災害廃棄物の広域処理に関しても、再び想定外があってはならないことが大前

提となりますことから、本来、国の責任において十分な説明責任と的確な対応がなされることが必

要であるというふうに考えておるところでございます。その上で、市長は、息の長い被災地への支

援が必要だと、このことについてどうだということでございます。亀山市におきましては、ご案内

のように、被災地の一日も早い復興を願いまして、これまでより被災者の公営住宅での受け入れで

ありますとか、これも可能な限り今後も続けてまいりたいというふうに思っておりますし、総勢３

６名の職員を被災地へ送っておりますが、あれは発災後の夏までの期間でございましたけれども、

本年から長期の職員派遣、１名でございますけれども、宮城の多賀城市へ派遣いたしたところでご

ざいます。さらに、この間、児童の就学支援や長期休校期間における交流などにつきましても、こ
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れも議員ご案内のとおりだろうと思っておりますが、さまざまな形で支援を行ってまいりました。 

 今後ですが、この６月３０日には、市内各種団体の皆さんに大変お世話になりまして、実行委員

会を立ち上げていただき、被災前の宮城県の石巻市などを舞台に、撮影、制作がされました映画

「エクレール・お菓子放浪記」、この上映会が開催をされる運びとなってまいりました。その収益

金のすべてを被災地に義援する動きもあるなど、今後も、行政としても当然でございますけれども、

市民や事業者の皆さん、あるいは民間の団体の皆さんと連携をしまして、亀山市としてできる支援

を息長く行ってまいりたいと、このように考えておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 市長から交流云々の話も出ていました。 

 ３月には福島のほうからの子供さんを、亀山市だけではありませんでしたけれども、三重県のほ

うの団体の方がいろいろと受け入れる中で、亀山市も協力したと。個人的には、私、その方々から

お礼を言われまして、何かしましたっけと言いましたら、いや、亀山市さんがかなり協力していた

だきましたというようなことを言われた、それはホームステイのレベルの活動ではありましたけれ

ども、いろいろお話を聞いていますと、関ロッジで、ただ同然というか、ただで泊めてもらえたと。

その話をいろいろ関支所長さんに聞きましたら、社協の補助を使うて、幹部会も大分カンパしたと、

こんな話でありました。ここまで自治体挙げて協力してくれたのは亀山市さんぐらいやったという

ぐらいのことを団体の方が言われていまして、既に亀山市としては、そういう被災地の、というか、

被災地といっても、特に福島の原発の被害者の方ですけれども、こちらのほうに対する受け入れと

いう意味では既に実績がある。何もないところが支援を行えたというよりも、既にそういう実績が

あるわけですので、やはりこれに対して今後もこういうことは続けていっていただきたいと思いま

すし、もし何かそういうふうな、加えて何か支援、補助みたいなのができるんだったら、何も亀山

市が企画してやらなくても、そういう団体の方に対して、団体の方にやってもらって、それに対す

る必要なものを、現物支給でも何でもいいですけれども、それを亀山市が行うという手もあります。

というか、逆に、実際こういう受け入れというふうに自治体が言っても、やはり現地の人としては、

いろいろなこういう条件やないと行けやんなという話をいろいろ聞くと、そうすると、何や、せっ

かくこっちが準備してやったのにという話にもなりかねないという話も聞きます。ただ、そういう

ふうな専門の団体の方だったら、その辺も含めて処理されていると思いますので、亀山市がしなく

ても、そういうふうなことをされている団体さんの支援を行うというのも一つの手だと思います。 

 やはりこういった瓦れきの受け入れの話の中で、いろいろ議論を呼ぶ中で一番懸念されたのが、

瓦れきそのものの拒絶が、実はこれ被災地の方を拒絶するというような、こんな動きにもなりかね

ないのかなというふうな、そういう懸念でした。聞くところによると、被災地から避難されてきた

方に対する、子供さんのレベルですけれども、いじめがあるとか、そういう話も聞きます。これは

亀山市ではありませんけれども、やはりこういったことだけは絶対にしてはならないと思いますし、

そのためにも、やはり被災地、汚染されているものを拒むというよりも、それを何とかしてあげた

いという、そっちのほうをまず何とかするほうが、やはりこれも大きな被災地支援になると思いま

すんで、そういう思いでぜひ、既に福島の子を受け入れた実績があるわけですから、その辺、引き
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続きやっていっていただきたいなと思います。 

 ちょっと意見になってしまいましたけれども、次に参ります。 

 次、溶融処理施設の性能についてということで通告させていただいております。 

 以前から、ちょっと放射性セシウムに限ってではあるんですけれども、放射性セシウム、これは

溶融施設の中で一体どういう処理をされるんだという話をしたところ、基本的にすべて飛灰に出て

くるという話でした。この飛灰にすべて出てくるということで間違いないのか、この点を聞かせて

いただきたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 セシウムにつきましては、廃棄物を溶融炉内において高温で処理する過程で、そのほとんどが排

ガス中に含まれることになります。その排ガスを排ガス集じん機、バグフィルターといいますけれ

ども、バグフィルターの手前で冷却をすることによりまして、セシウムは飛灰に移行して濃縮され

ますことから、バグフィルターで飛灰を捕集することで、セシウムの大気への放出をほぼ１００％

防ぐことが国において示されているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 ほとんどが灰じんに出てくるということでしたけれども、ほとんどということは、ごく一部はス

ラグやメタルに出てくる、こういう可能性もあるということでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 申しわけございません。スラグ、メタルにセシウムが移行するかどうかというのは確認をとって

おりませんので、後ほどご答弁させていただきたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 そうすると、やっぱり今までの議論というのは大分変わってくるんじゃないのかなと思うんです

ね。結局、その飛灰にすべて出てくるという話だったもんで、前の受け入れをできないといった理

由も、飛灰に全部出てくる。それが山元還元でその飛灰の処理ができないからだと、そんな話であ

ったんですよね。そうすると、スラグやメタルに出てくるとなると、先ほど０.０６４ミリグラム

とは言うたんですけれども、そのうちの、それこそ０.０６４ミリグラム全部がスラグやメタルに

出てくるんちゃうかとか、その辺の話にもなっていきかねないかなという。ほとんどが出るという

んで、それは間違いないんでしょうけれども。 

 ただ、ちょっと今回、東日本大震災と項目を分けさせてもらったというのは、そのスラグ、メタ

ルの話もそうなんですけれども、要はこのセシウムが、言ってみりゃあ、そのバグフィルターを透

過するんじゃないかという話が出ていました。９９.９９とか言われたんですけれども。ただ、０.
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０１％は外に出る可能性があると、その辺の話なんですね。要は、今までもこの飛灰には、有每な、

有害な重金属が含まれるとかいう話がありました。思い切り細かい微粒子だったら外部に出ていっ

てしまうというんであれば、それこそセシウムじゃなくても、ごく微細な、微量の重金属、有害と

言われておったものも外に出る可能性があるんじゃないのかなということも思いましたもんで、ス

ラグ、メタルというのもありますけれども、その辺の、ちょっとバグフィルターの性能も含めて、

もう一度その辺、ほんまにセシウムがどこに出てくるのか、スラグやメタルにも出てくるのか、そ

れは後の答弁でないとあかんのでしたら結構ですけれども、もう一つ、バグフィルターを透過する

のかどうか、その辺の状況をちょっと聞かせていただきたいなと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 先ほどのスラグ、メタルの関係でございますが、スラグ、メタルにも微量にセシウムは含まれる

というところでございます。しかしながら、国によりますと、危険度につきましては、再生利用に

は影響はないというふうに示されております。 

 それから、重金属等の大気への放出についてでございますが、こちらにつきましては定期的に観

測をしてございまして、例えばダイオキシンと、それからＮＯｘ、ＳＯｘ等につきましても、法に

基づく監視と、それから、２４時間溶融炉のほうで監視をしておりまして、その法より厳しい自主

基準値という数値も設定して監視をしております。そんな中で、かなり低い数値、自主基準値より

もまだ低い数字で、大気のほうへの放出はほとんどないというような状況で管理をしているという

ところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 そうしますと、先ほどの放射性物質の議論じゃないんですけれども、スラグ、メタルでも微量は

放射性物質が出るということになりますと、その微量というのが、じゃあどれぐらいなのか。危険

性はないと言われましたけれども、そもそも８,０００ベクレルという、それでも安全という国の

基準が、それはちょっとどうだということで、１００ベクレルという話も出てきたりしたわけです

よね。そうしますと、この微量というのは一体どれぐらいの量なのか、その点、もしわかればお聞

かせ願いたい。 

 もう一つ、排気・換気で自主基準値を下回るということでしたけれども、具体的にＮＯｘ、ＳＯ

ｘ、その辺ですね。ダイオキシンはたしか発生しないと聞いてはおりますけれども、具体的に、一

例で結構ですので、どれぐらいの値なのか、ちょっと聞かせていただきたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 国の法におきます排出基準値は、例えばばいじんですと０.１５グラムノルマル立米、それを自

主基準値にしますと０.０２グラムノルマル立米、それから、例えばあと窒素酸化物でいいますと、

排出基準でいきますと２５０ｐｐｍのところ、自主基準値では５０ｐｐｍというところでございま
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す。 

 なお、申しおくれましたけど、そんな中で、ばいじんは、例えば検出下限値であります０.００

５未満、窒素酸化物でいいますと１７ｐｐｍとか１３ｐｐｍとかいう数値でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 そうしますと、やはり多尐は出るということですね。確かに島田市さんにもちょっとお聞きしま

して、基本的にはダイオキシンは発生しないということですもんで、溶融炉においては。ただ、バ

グフィルターって通らないんですよねというようなたぐいのことを聞きましたら、いやいや、バグ

フィルターだけではとてもやないけど無理ですよと言われました。実際、聞いてみると、やはり消

石灰をまぜて、それで消石灰に吸着させて、それで遮断していて、それで、それこそ９９.９９と

いう数値が出てくるんだというふうなことであったもんで、ただ、その辺も含めて、やはり大気へ、

それこそすべて不検出というぐらいの、今までそれぐらいの自信を持って言われていたように思い

ましたもんで、だからけしからんということじゃなくて、やはりそういった情報を、確かにＮＯｘ、

ＳＯｘの情報は出してはもろています。やはり、セシウムをもし処理したとしたらどれぐらい出る

のかというのを、もう一度改めて市として持っておく必要はあるだろうなと。その辺も含めて、や

はり総合環境研究センターというふうなことをいったわけですもんで、これでどうこうしろという

よりも、やはりまずその辺のデータの把握に努めていっていただきたいなと思います。 

 何かありましたら答弁願います。 

○議長（小坂直親君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 先ほどのご質問の中で、スラグ、メタルへのセシウムの含まれる量でございますが、これまでの

試験結果によりますと、３０ベクレル以下であるというふうに示されているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 それでは、最後の項目に移らせていただきます。 

 衛生公苑の長寿命化ということで通告させていただいております。 

 これ、たしか今回の予算の中で実施計画書というのが出てきまして、具体的に予算化されたわけ

ではありませんけれども、その中には、概算として約１３億という数値が出ておりました。ただ、

昭和６２年に新設されたときには、新設で、きょうも岡本議員おっしゃいましたけれども、約９億

５,０００万であったのが、当時、バブル前で、このデフレ時代と比較したら、物価にそれほど差

がないんじゃないかなと思われる中で、なぜ新設じゃないのに新設時よりも高額な価格が見込まれ

たんだろうかというふうなことも思いました。この辺、なぜこんな額になったのか、多尐見直しも

されているような感じですけれども、ちょっとその辺の状況をお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 国分環境・産業部長。 
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○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 平成２２年３月に策定をいたしました亀山市衛生公苑基本構想におきまして、既存施設を延命化

する場合、その改修に必要となる概算工事費は、最大で１３億４,０００万円程度になる見込みで

あると算定をいたしております。基本構想では、亀山市衛生公苑と関衛生センターの２施設を統合

して処理を行う計画でございまして、概算工事費の算定に当たりましては、施設を全面更新した場

合の工事費から、処理棟の土木、建築工事費を除いた金額を基準として、水槽修繕費や機械撤去費、

また仮設費を加算した工事費としたものでございます。 

 なお、本年３月に亀山市衛生公苑長寿命化計画を策定する中で、施設への精密機能診断の結果や

運転受託業者、また計画策定受託業者への聞き取りなどを踏まえまして、施設延命化のため必要と

なります改良範囲を抽出し、概算工事を約６億９,０００万円に縮減いたしております。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 ありがとうございます。 

 先ほどの６億９,０００万円ですかね、今回出された委員会のほうの資料にも出てはおりました

けれども、それにしてもやはり、当時、先に１３億ぐらいというのが、何か圧縮されて７億ぐらい

になったと。６億ぐらい圧縮、よくやったと言えるのか、逆に最初の数字は何だったのかなという

ふうにも思いますんで、ちょっとその辺、何やったんやろうなという感じではあるんですけれども、

なぜその当時、６２年で新設で１０億弱でできたのが、消費税の率は変わっていますけれども、こ

のころから、ここまで開きがあったのか、６２年のときは入札だったんでしょうけれども、これが

安かったのかどうかとか、入札すればこの辺がもっと安くなるのかとか、いろいろありますので、

きちっと、１３億が部長の努力で７億になったのか、それか見積もりがちょっと甘かったのか、ど

っちなのかわかりませんけれども、その辺、これからまた委員会とかでも説明いただくと思います

けれども、まずちょっとその差異が気になりましたので聞かせていただいた次第です。 

 何かこれだけの差が出た理由というのが、あるんだったら聞かせていただきたいですけど。 

○議長（小坂直親君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 この基本構想の時点におきましては、先ほども答弁させていただいた中にもありましたように、

まるきり新設した場合から引いていったというような大きな、言い方は悪いかわかりませんけど、

つかみの部分もようけあったと思いますけれども、大分今回の場合は、精密機能診断の結果とか、

そんな中で不要なものはどんどん除いて、精査をしていったというところでございます。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 終わります。ありがとうございました。 

○議長（小坂直親君） 

 １１番 伊藤彦太郎議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、１０分間休憩いたします。 

（午後 ２時０３分 休憩） 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 ２時１３分 再開） 

○議長（小坂直親君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、６番 福沢美由紀議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 日本共産党の福沢美由紀です。よろしくお願いします。 

 きょうは、大きく２点質問させていただきます。 

 まず１点目、地域コミュニティの仕組みづくり支援事業についてです。 

 ことしの予算決算委員会で初めてこの事業を伺いまして、尐し予算決算委員会でもお聞きしたん

ですけれども、ちょっとはっきりわからなかった。それで、モデル事業として、私の地元の昼生地

区、そしてあと川崎の２地区が指定されて取り組んでいるということですので、順次質問をしてい

きたいと思います。 

 まず１つ目に、コミュニティを新しい仕組みにする目的、目指す姿ということを上げたんですけ

れども、ちょっと大き過ぎますので、尐し分けて聞いていきたいと思います。 

 まず、基本的なことの確認なんですけれども、自治会というのが、今までずうっともともとあっ

た組織があって、そしてコミュニティというのが後からできたと聞くんですけれども、この自治会

とは何か、コミュニティとは何かというところ、そして、聞くところによりますと、コミュニティ

というのは、三重県内でこういう考え方で進めている市町が余りないということをお聞きしました

ので、そこら辺のこともあわせてお伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 ６番 福沢美由紀議員の質問に対する答弁を求めます。 

 梅本市民部長。 

○市民部長（梅本公宏君登壇） 

 現在、市内には、住民自治活動を行う団体として、地区コミュニティ組織と自治会組織が存在を

いたしまして、主に地区コミュニティ組織では、文化、スポーツなど公民館活動や、地域福祉活動

を、自治会組織では、地域の祭事や防災、清掃活動などが行われておるところでございます。それ

と、当市みたいに、自治会とコミュニティというような、そういった位置づけで形としては一体的

な形はあるとは聞いておるんですけれども、別々なそういうふうな形でやられておるというのはお

聞きしていないところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 非常に簡単な説明であったわけですけれども、私もいろいろ調べましたら、三重県のホームペー

ジでは、やっぱり地域コミュニティで引いても出てこないので、三重県内でこういう取り組みとい

うのはそう進んでいるわけではないんだろうなあと思うんです。他県のホームページを見てみます

と、やはり自治会組織も含んだいろんな団体が手をつなぐ中で地域を運営していくみたいな、その

つながりというところがコミュニティの一番の特徴なのかなということを感じております。 
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 それで、今回の支援事業に地域ということがついております。コミュニティということをちょっ

と私も調べておりましたら、このコミュニティというのは、地域を縁にしたつながりという意味と、

あとは例えばネットなんかで、場所は離れていてもつながるというのもコミュニティというそうで

すので、そこを分けるために頭に地域というのがついているというようなことが、よその県、よそ

の市のホームページには書いてあったところです。 

 今回、新しく仕組みづくりを支援していくということなんですけど、今まで、この昭和５３年か

らコミュニティというのが新しくできて活動してきているということなんですけれども、このコミ

ュニティの活動についてどのように分析しているのかお聞きします。 

○議長（小坂直親君） 

 梅本市民部長。 

○市民部長（梅本公宏君登壇） 

 コミュニティの活動ということでございますけれども、３月の予算決算委員会でもご答弁をさせ

ていただいておるんですけれども、現在、住民自治活動を行っている団体の中には、先ほどもご説

明をさせていただいた地区コミュニティ、それから自治会というものがあります。それでさまざま

な活動をしていただいておるわけですけれども、さらに地域の中には、個別的なテーマを持った、

そういった団体も活動をしていただいております。 

 地域のコミュニティ活動というのは、先ほど言うた、そういった活動が主なんですけれども、こ

れからの地域コミュニティの考え方といたしましては、今後のあるべき姿というふうなとらえ方を

させていただくとすれば、地域全体が共同体として意識を持ち、自助、共助に取り組み、地域の自

治を担う組織ができる、そういった組織づくりでございます。その地域の自治を担う組織では、先

ほど言った地区コミュニティ、自治会、婦人会、老人会、ＰＴＡ、消防団、自主防災組織、それか

ら、活動されておる市民活動団体などが、あらゆる主体が地域には存在をしてございます。そうい

った情報を共有して活動できる状況が、目指すあるべき姿と考えておるところでございます。 

 具体的には、例えば３世代交流活動などの中では、それぞれの団体が主体的に取り組む努力をし

ていただくことで人と人のつながるような、さらには次の担い手を育成できるような地域の仕組み

の構築を目指してほしいという考えがございます。また、これまで地域の窓口としては、個別の団

体や組織で対応していただいておりましたが、地域組織の窓口を一本化することで、地域内の団体

が、横断的にさまざまなニーズや地域課題に対し地域が一体となって取り組みを進めていただける

というように考えているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 今のご答弁ですと、私は今までのコミュニティのあり方を、行政としてはどのように分析してお

るのですかということをお聞きしたんですけれども、それよりもたくさん分量をとられたのは、こ

ういうものを求めていくんだということをたくさんご答弁いただきました。それで、確認ですけれ

ども、このコミュニティというのが５３年に発足して、コミュニティのあり方としてはそれを否定

するものでもないし、それがその当時目指した中では足らないというものでもなかったわけですね

ということをお聞きしたい。そして、今回新しく仕組みをつくっていくということは、時代が変わ
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ってきて、新しく必要になったものがあるから今回出されたのか、それとも、どういう意図でどう

なってほしいというものを今出されているのかというのをお伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 梅本市民部長。 

○市民部長（梅本公宏君登壇） 

 それぞれの地域の自治会や地区コミュニティなどの組織の団体については、これまでも個々の活

動の場において、課題の解決や地域をよりよくするため、それぞれの立場でさまざまな取り組みを

展開していただいております。これは否定するものではございません。しかしながら、先ほども言

った、団体間の連携とか、後継者の育成、役員負担など、課題も地域によってはお聞きをしておる

ところでございます。また、地域における歴史的な背景やこれまでの取り組みの経緯など、地域特

性もさまざまあるということも認識をいたしておるところでございます。 

 今後ますます尐子・高齢社会が進む中で、地域において多様な主体が相互に協力、連携し合う組

織が求められております。そのことから、さまざまな団体が包括的にまちづくり計画や地域での課

題の解決や地域が目指す方向など、協議ができるような場をつくる仕組みについて検討をしておる

ということでございます。 

 一方、それぞれの地域におきまして、これまで取り組んできた活動や歴史、文化などの特性がご

ざいますので、どのような組織体系がよいのかというのは、それぞれの地域で検討をしていただき、

そういったことに対して支援をしていきたいと考えているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 要するに、この新しい地域コミュニティの仕組みづくりをなさる、やってほしいという思いはわ

かるし、窓口を一本化してほしいというのは、行政としてのご都合としてはわからんでもないんで

すけれども、地域がどうあったらいいのかということとか、地域コミュニティって何なんやとか、

何で今必要なんやということがわかりやすい形でやっぱりお示しできるものが既にでき上がってい

ないと、なかなか地域に持っていったときに、それを皆さんが構築していくということは難しいん

だと思いますね。 

 ちょっと半分未消化な形でしたけれども、これ支援事業という名前がついていますんで、じゃあ

行政としてはそのなってほしいという姿に向けてどのように支援をしているのかということをお聞

きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 梅本市民部長。 

○市民部長（梅本公宏君登壇） 

 さきに議員のほうからモデル地区のお話をされました。そういう中で、モデル地区におきまして

は、地域の課題の掘り起こしや課題解決に向けて、また多くの地域住民の皆さんが参加しやすい環

境づくりのため、地域の多様な組織が主体的に協議、また活動ができるような組織づくりを進めて

いくための支援を行っていきたいと。そのためには、地域において目指すべき姿を探るため、先進

地視察や活動の場の情報発信のためのホームページの作成や、また住民アンケートの実施などにつ
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いて、行政が持てるノウハウの提供などによる支援を行っていく予定でございます。 

 それと、現在、モデル地区では、組織の代表の方々で議論を重ねていただいております。その中

身としては、新組織の役員構成や、規約の検討などを行っていただいております。その中で市は、

それらの議論にオブザーバーとして必要に応じ参加をし、議事の運営を円滑に進めるためのアドバ

イスなどの支援も行っているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 質問の２番のところにも入っていっていただいたんですけれども、先進地視察とか、ホームペー

ジの開設というのは、まず出てきているんです。私も昼生の様子をちょっと伺ったら、そういうこ

とを言われているんだというようなことでしたね。 

 ホームページの開設をするために、予算を早う立てて、パソコンを買いなさいと。決して悪意で

もないし、押しつけでもないんですが、いろいろ目指す姿というのが行政にはあるから、そうやっ

て言われているんだと思うんですけれども、やはり先ほどの議論に戻りますと、何なんよ地域コミ

ュニティというのはということと、何で今必要なんやということが、地域の多くの方に合点いって

いただかないことには、視察に行く意味も熱意もわいてきませんし、パソコン買うてどうするのや

ということになってきはしないだろうかということが私は心配になっています。 

 地域の窓口を１つにするということは、今までは各自治会さんからいろんな要望も上げて、自治

会の中である程度いろんなことがなされてきたのを、昼生の場合ですけど、コミュニティによって

いろいろやり方が違うと思うので、昼生の場合はコミュニティが１つまとめてということではなか

ったですけれども、コミュニティはコミュニティの中でいろんな部会がある中で、今回、市から提

示してもらった組織図に近い形の運営はしてきたわけです。自治会は自治会で頑張ってきたわけで

すよね。それをあえて１つにまとめて、コミュニティの会長さんを窓口にするということは、やは

りコミュニティの負担とか、指導員さんの負担というのはふえるんじゃないかとか、あと自治会長

さんも、せんど集まってみえますので、そういうことがまたふえてくるんじゃないかとか、ＰＴＡ

や青尐年育成部なんかも、学校で集まったり、コミュニティで集まったり、いろいろ重複して集ま

っていますけど、それらはどうするんかとか、いろんな不安材料ばっかりが出てくるわけです。や

はり、先ほどの議論、今、私たちのまちに何が必要なんかとか、何を大切にしたいんかとか、どう

いうまちにしていきたいんやとか、地域課題は何やということをみんなが出し合える、そういう場

をつくるための支援というのが、今必要とされているのではないのかなということを思うんですけ

れども、どうでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 梅本市民部長。 

○市民部長（梅本公宏君登壇） 

 先ほどもご答弁をさせていただいたんですけれども、そういった議論の場をつくる仕組みについ

て支援をすると。今までそういった、あらゆる団体が固まって、地域の課題とかそういったことを

話し合う場がなかったと。地域としての取り組みを、そういった場をつくると。それによって一つ

の地域の一体性というものが生まれてくるんではないかというような考えでおります。 
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 それと、新しい組織では、地域で活躍しているさまざまな団体がかかわることになりますので、

地域内の活動の情報など、必然的に集約できる仕組みができると予想をしております。そのことで、

これまで交流のなかった団体との交流が始まったり、他の団体の情報を得ることで、活動の広がり

も期待できるものと考えております。 

 また、自治会長さんにつきましては、新たな地域組織の中においてどのようなかかわり方をする

かをご検討いただき、市においても検討を行ってまいりたいと考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 私が見たところ、地域でどういうことが起こっているかといいますと、押しつけじゃないしとい

うことをおっしゃるけど、部長さんもね、地域が自分たちの地域の課題を自分たちでとらえて、そ

れを解決していく自主的な地域であってほしいんやと、そういう地域づくりというのになってほし

いんやということは言われるんですね。押しつけじゃないからというんだけど、一定の案があって、

こういうふうにやっていったらどうですかというものを持ってみえるわけですよね。それを今、う

ちの昼生の地区だと、この役員さんレベル、本当に尐ない人数で、その案をもらって、うちではど

ういう組織図にしたらいいんやろうかとか、どんな予算を立てて、ああ、もう出さなあかんなあと

か、そういうことをしているだけで、コミュニティというのはいろんな部があるわけですけれども、

ほかの部の人は、まだそういうことが起こっていることは何も知らんわけですよね。ですから、押

しつけじゃないと言いながら、やはり形としては何かが上からおりてきた。そして、コミュニティ

の中でも、上で何や議論をして、これきちっと形になったら、また各部へおりていくというような

形が、残念ながら起こりつつあるという気がするんです。 

 もう一つ懸念があるのは、これほどの、自治体の下請ということでもないですけれども、これほ

どの重い仕事を現在の指定管理者制度のままするのかどうか、指導員として事務に携わっていただ

いている方、本当に時給幾らとか、そういう中でやっていただいているんですけど、そこら辺はど

うするのかとか、そこら辺も懸念がありますし、地域に予算をということが言われています。今回

３０万ということです。名古屋市なんかは、もっと５００万とか１,５００万とか、そういう大き

い予算を使いますんで、それを執行するということは、この役員も選挙せなあかんとか、いろんな

議論になっているようですけれども、やはり３０万でも、されど３０万で、大事な予算ですから、

やはり熟慮されるべきだと思うんです。何度も言いますけれども、今回のこのあり方、コミュニテ

ィのあり方を問う１年ということではだめなんでしょうか。きちんと地域、みんなが話し合いをす

るという下地づくりということに本当に本腰を入れていただくわけにはいかないんでしょうかとい

うことを最後に私は市長にお伺いしたいと思います。 

 香川県が、何か大分ホームページでわかりやすい資料を出していたんですけれども、地域コミュ

ニティとは何ですかといったら、日常生活の触れ合いや、共同の活動、共通の経験を通して生み出

されるお互いの連帯感や共同意識と信頼関係を築きながら、自分たちが住んでいる地域をみんなの

力で自主的に住みよくしていく地域社会です。これがなぜ必要なんですかというと、それは、省略

して読みますけど、社会が大きく変化したからですと。相互扶助の機能が低下しておるとか、さま

ざまな地域課題が発生しておるとか、地方分権やら、市町村合併が進んで、地域の課題をみずから
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解決する地域分権型社会の実現が求められておるということが書かれてあります。それがどうなん

かということはさておいて、次に、どのように地域コミュニティを構築していくんですかというこ

とがホームページに上げられていて、これは４つヒントがありますと。まず１番目、幅広い世代や

住民層の参加を促進して、できるだけたくさんの住民の自主的な参加を得る必要がありますと。そ

の仕組みづくりをしていかなあかんということがまず書かれているわけですね。私、そのとおりだ

と思うんです。そして２番目として、住民みずから課題を考える、解決に向けて合意形成を図る仕

組みづくりが必要ですと。だから、仕組みづくりとか、組織図とか、予算で何を買うかとか、そん

なんは皆さんが話し合って、たくさん参加して、地域課題をたくさんしゃべれるような、そういう

雰囲気を、機運を高めた、その後じゃないかなと思うんですね。それで３番目には、リーダー層、

実際に入っていきますけど、リーダー層だけじゃなくて、多様な人材の育成確保、そして４番目と

して、行政支援のあり方を検討ということが上げられているんですけどね、今までの議論を聞いて

いただいて、市長のお考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻五市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 福沢議員のご質問にお答えをいたします。 

 先般も坂下のコミュニティで３世代の触れ合い交流会というのがございまして、参加をさせてい

ただきました。その中で、本当にご案内のように尐ない、３００名という地域住民の中で、今尐し

事例として出されました、多様な方々が本当に世代を超えてかかわり、あるいは幅の広い地域の皆

さんが地域の課題に対していかにその力を共同体として結集をしていくのかと、こういう中で、す

ばらしい交流会を拝見させていただきました。 

 坂下のこの事例も一つでございますが、実は亀山市は、ご指摘のように、５３年以降、コミュニ

ティの組織と自治会の組織が並立をしながら、これは先見の明があったというふうに思っておりま

すが、現在、２５の地区コミュニティ組織、あるいは２６の自治会の支部の組織が、それぞれの地

域、今、合併以降は全域に広がっておりますけれども、日々、地域住民の皆さんが地域の課題に本

当にそれを取り組んでいく姿というのは、大変すばらしいものがあろうかというふうに思っており

ます。 

 一方で、お話がありましたように、時代の変化の中で、なかなか地域間のつながりが薄かったり、

あるいは世代間で連携ができなかったり、いろんな団体がかかわっていただいておりますので、今

回、これからの亀山市のまちづくりは、本当に市民力、地域力で、一層魅力ある、支え支えられる

ような、そういうまちをつくっていきたいという中で、やはりこのコミュニティ組織というか、地

区の地域自治の組織のあり方について、従来積み上げてきました本市のいいところを、さらに今回、

モデル地区を設定させていただいて、その課題解決に向けたさまざまな取り組みの過程で、今後の

亀山市の一層の地域づくりの多様な組織が主体的にかかわれるような仕組みについて研究をしてい

こう、そして、それを支援しながら考えるきっかけにしていこうと、次へつなげていこうという思

いで進めておるところでございます。 

 したがいまして、それぞれの地域によっては、地域の歴史的なこと、あるいは地域の課題、それ

ぞれ多様でございますので、一つの形で上から押しつけるということではなくて、今回指定、選定
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をいたしました２地区での取り組みの過程で、そういう問題を解消していくようなノウハウや考え

方や新たな仕組みが整理されることを本当に望んでおりますし、期待をいたしてまいりたいという

ふうに考えておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 望みは私も望んでいるんですけどね、本当の形で丁寧な積み上げで議論がなされて、みんながそ

の気になって地域コミュニティというものが構築されたとしたら、それはすばらしい活動になって

いくと思うんです。せっかくのご提案を無にしないように、支援のあり方について、ぜひ再考いた

だきたいと思います。 

 このコミュニティというのは、私、語源を調べましたら、フランス語のコミューンということだ

そうで、共同社会とかいう意味で、余談ですけど、日本共産党のジャパニーズ・コミュニスト・パ

ーティーのコミュニストと一緒の語源なんです。私たちがこれをとっているのは、みんなが国の主

人公になる、自由で平等な世の中をつくるという意味もあるので、この言葉を世界に発信している

わけですけれども、本当にみんなが輝く場所がある、居場所があって、いいコミュニティができる

ように、ぜひ本当の意味で支援していただきたいと思います。 

 次の質問に移ります。 

 市内のＪＲ駅についての市民要望に対する行政のあり方についてです。 

 このパネルの写真をごらんいただきたいと思います。 

 まず１点目の事例です。これは、亀山駅の改札口を入って、ぱっと右を見てもらったときの写真

です。ごらんのように、視覚障がい者の方からの要望について、今からご紹介をします。 

 名古屋へ行くときなんかによくここを利用するんですけれども、２本、黄色い点字ブロックとい

うか、誘導ブロックというのが敷かれています。左のほうのブロックは点々点々となっていて、こ

れより先に行ったらホームから落ちますよ、これ以上行ってはいけませんよというブロックだそう

です。それで、この長い誘導するブロックについては、これをたどっていくと、後ろの階段裏のエ

レベーターに行きますよというブロックだそうです。冷静にこれを見ていたら、このブロックをず

うっとたどっていったら普通にエレベーターに行けるわけですけれども、視覚障がい者の方がこの

エレベーターにたどり着くのが非常に困難だというご相談だったんですね。 

 ここをもう尐し進んで、ここから見た写真を次に出しますけれども、非常にぼやけた写真で申し

わけないんですけれども、カメラマンの腕が悪くて。私なんですけれども。これは、そこの先ほど

見ていた、曲がったところにごみ箱があって、据えつけのベンチがあるところです。裏に回ってエ

レベーターに乗ろうとすると、このごみ箱にぶつかる、乗客がたくさん立っている、ベンチにぶつ

かる。ただでさえ階段で狭いのに、そういう状況で、なかなか危なくて裏へ行きにくい。そして、

先ほど言った一番危ない、ここより先に行ったら落ちますよという点字ブロックよりも線路側を、

あえて避けて通っていくということもあるそうなんですね。 

 写真を戻しますけれども、この方のご要望は、今の障害物となっているごみ箱やベンチをどけて

もらえないだろうかということが１つ。それから、何より安全策として、この階段の右側に通路が

あるんです。それで、整備していただいたきれいなトイレもあって、それをずうっと通路を真っす
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ぐ行くとちょうどエレベーターの裏に行くんですけれども、今はフェンスがあって、エレベーター

に入れないことになっています。そこをこちらからエレベーターに行けるように、フェンスをとっ

て開放してくれないだろうかという願いでした。私は、これはもっともな願いだと感じました。こ

の要望をされた方は、亀山市に対してもこの要望を伝えたそうです。対応していただいたようです

ので、内容や経過を今聞かせていただきたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 この改良要望につきまして、視覚障がい者の方から市の高齢障がい支援室にご相談がございまし

たので、ＪＲ東海との連絡窓口になっております商工業振興室の職員と高齢障がい支援室の職員と

が亀山駅に出向きまして、亀山駅長と要望内容について協議を行ったところでございます。 

 その中で、まず通行しにくい一因となっております固定式のベンチ、それからごみ箱につきまし

ては、既に移設に向けた準備が進められているところでございます。もう一つのご要望であります

別の通路を利用できるようにという件につきましては、フェンスと、もう一つ段差がございまして、

その構造上難しいところがございますので、亀山の駅長のほうからＪＲ東海の関係部署と調整をし

ていただいたところ、毎年秋以降に、県や市が合同で行っておりますＪＲ東海本社への要望活動、

そのときに要望をしてほしいということでございました。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 市民のこの切実な要望に共感していただいて、部、室を越えて動いていただいたということで、

昨日は何かお役所仕事というお話がありましたけれども、本当に越えてこうやって動いていただい

たということは、本当に感謝するし、高く評価したいなと思います。 

 そして、この秋の要望に言うてくれということなんですけれども、今回、私は、この視覚障がい

者の方がホームから落ちるという事故について調べてみました。日本盲人社会福祉協議会から出さ

れている通信によりますと、２０１２年の４月号を見ていましたら、１９９４年以降、駅のホーム

から転落して死亡あるいは重傷を負った視覚障がい者は、わかっているだけで４７人に上るそうで

す。わかっているだけというのは、私も調べていてなかなか出てこなかったんですけれども、ホー

ムに落ちる事故というのは年々ふえているんですけれども、お酒を飲んでいたか飲んでいなかった

かみたいな分類をしているのが多くて、視覚障がい者であるかどうかというところがちょっとわか

りにくくて、やっと見つけたんですけれども、わかっているだけで４７人ということなんですね。

死亡事故の防止には、ホームドアといって、さくをしておいて、電車の入り口にドアをあけるとい

うのが一番有効なんですけれども、コストがかかるし、時間もかかるので、大きい駅でもほとんど

設置されていないのが実情です。 

 日本盲人連合会という、また違う会があって、そこが２０１１年に２５２人の方に転落事故に対

するアンケートを行っていました。「ホームから転落したことがありますか」という問いに対して、

「ある」と答えた人が２５２人中９２人もおられました。３７％です。それで、「転落しそうにな

ったことがありますか」という問いになると、１５１人にふえております。６０％ぐらいですね、
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答えた方の。「どんな理由で転落したんですか」という問いに対しては、いろんな理由が複数回答

であるんですけれども、一番多かったのが、「方向がわからなくなった・わからなかった」という

回答なんです。視覚障がいというても、いろんな見え方、見えにくさがあって、一様には言えませ

んけれども、歩行中、方向を見失うということがよくあるらしいんですけれども、それは、障害物

を避けたり、人を避けたり、柱を避けたりしたとき、またぶつかって転倒してしまった後、それに

急いでいたり、あっ間違ったみたいな焦りがあったりすると、余計に方向を見失うということがふ

えるそうです。それで、立ち上がって、間違った方向認識のまま歩き出して、ホームから転落して

しまうということが多いようです。この問題というのは、やっぱり命にかかわる、先送りできない

課題だと思うんです。亀山市内には、現在、視覚障がいのある方が、聞いてみましたら１２７人お

られると。肢体不自由の方が１,２００人おられると。この方々がみんなＪＲを使うというわけで

はありませんが、駅ですので、通られる方は市外の方も県外の方もたくさんお見えですし、障害者

手帳をもらっていない方でも、エレベーターを使いたい方は、ひざが痛い方やいろんな方がお見え

になると思うんです。安心して自由に移動して、豊かな人生を送れるよう、この秋の要望を待つん

ではなくて、一刻も早く庁内の知恵を絞って力を尽くしていただきたいと思うんですけれども、市

長のご意見をお伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻五市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 当然、ＪＲ本社さんのほうへ要望活動を秋にさせていただきたいと、させていただくということ

でございますが、庁内の知恵を絞ってという中には、当然、鉄道事業者でありますＪＲさんの役割、

行政の役割というのがあるわけでございまして、我々はそういう思いがあるということを、この案

件以外もそうですが、すべて行政が対応できないところは、本当に的確にその要望を伝えていくと

いう活動をこれからもさせていただきたいというふうに考えておるところでございます。 

 ただ、議員ご指摘のような、そういうユニバーサルデザインといいますか、行政のまちづくりや

道路や、あるいはこういう公共の場、あるいは企業が行うさまざまな取り組みにつきまして、そう

いう障がい者のみならず、高齢者であったり、幼児であったり、人に優しい社会環境をつくるとい

う概念が、これは官民挙げて大変重要であるという認識をいたしておりますので、そういう視点で

は、今後、市としてもしっかり考え方を重視をした取り組みを進めていきたいと思っております。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 次の質問に移ります。 

 これは下庄の駅前です。２００９年の１２月の定例会で、私、一般質問に上げた地域要望につい

てでございます。同じくＪＲのことですので、あわせてお話しさせていただきたいと思います。 

 このでこぼこの駅前を舗装してほしいという要望と、あと駐輪場を整備してほしいという要望で

した。それで、前回の質問の折には、以前から地域から上がっておるこれらの要望に対し、動いて

いただいたんですかということを質問しました。そのときは、残念ながらまだ動いていないという

ご答弁でしたので、ぜひ早く動いてくださいということで終えたように思います。残念ながら、今
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もこのように水がたまって、でこぼこのままなんですけれども、駅の周辺につきましては、地域と

しては全体の開発をどうするのかという問題もあって、要望もあるところなんですけれども、今回

はこのＪＲの敷地内の問題として、この２点に絞って伺いたいと思います。 

 これは、勝手に、自転車置き場ではないんだけど、そこしか置くところがないので置かれている

おびただしい量の自転車です。ずうっと道のほうまで続いていまして、こちらは月決めの駐車場で、

車をとめる契約をしているところも、知らずにというか、とめていて、無法地帯のようになってい

る状況です。これも前に質問したときのままなんですね。これら２つの状況に対して、市はどうす

るべきだとお考えになっているのかをまずお尋ねいたします。 

○議長（小坂直親君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 舗装と自転車の関係につきまして、今まで市が取り組んできた内容というようなことでご答弁を

させていただきたいと思いますが、まず舗装につきましては、平成２１年の１２月に実施いたしま

した、三重県鉄道網整備促進期成同盟会の要望書の個別要望といたしまして、ＪＲ東海のほうに協

議を行いましたところ、ＪＲ東海としては舗装を考えていないというようなご回答でございました。

その後、わだちが大きくなったことから、ＪＲ東海のほうで補修を行っていただいたところでござ

いますが、平成２３年の１２月には、また市のコミュニティバスの乗り入れ、回転により、再び大

きなわだちが発生をいたしておりましたことから、市でわだちの補修を行ったところでございます。

しかし、簡易な補修工事では抜本的な解決にならないため、舗装工事の実施について、実施方法、

費用負担などをＪＲ東海と市で調整の場を持つというようなことで、現在、準備を進めているとこ

ろでございます。 

 また、自転車のはみ出しにつきましては、下庄駅前につきましては、駅の入り口付近ということ

で、自転車が多くとめてございまして、その横を市の運行バスが乗り入れをしておるというところ

でございまして、そのため、市バス運行開始をいたしました折には、朝の時間帯に自転車整理員を

配置いたしまして、バス乗り入れに支障の出ないように対処したところでございます。 

 また、あわせて、バス乗り入れ口付近に、バス通行の支障にならないよう協力を求める表示を行

っておりまして、駐輪者には、バス通行部分の確保の必要性についてはおおむね理解をされている

ものと考えているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 おおむね理解しているかどうかは知りませんけど、けさから見ましたけど、ぐちゃぐちゃですに。

白い線から飛び出てとまっていますし、えらいことになっています。それで、自転車の預かり所も

ありましたけど、今、ご都合で狭めていまして、本当に十四、亓台ぐらいしかお預かりになってい

ないということで、どんどんふえているような状況です。 

 今、ＪＲ東海と話し合っていただいた結果、舗装は考えていないと言うていたけれども、どうい

うわけか知らんけれども、調整の場を持つということでは合意がされておるということは、考えて

いないという考えは変わったということでよろしいんですか。 
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○議長（小坂直親君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 当時、市のほうから協議を行いましたところ、舗装を考えていないというようなご回答でござい

ましたが、再度、今の時点で、再度ＪＲ東海のほうへ要請をいたしまして、その調整の場を持って

いただけるという運びになったところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 いいほうに変わったんですからいいんですけれども、ぜひとも舗装を、根本的に解決しないと、

やっぱり同じような状況が繰り返されていますので、していただいて、ここでもし人がこけたりけ

がをしたら、だれが責任をとるんやということにもなってくるかと思います。 

 トイレのほうも、実は前回の質問には言いませんでしたけれども、ＪＲ東海は何も手入れしてい

ませんので、地元の方が掃除をしたり、ペーパーを入れたりしてもらっています。こういうことも

あるので、そういうことも伝えながら、ぜひともいい交渉ができるようにやっていただきたいと思

います。 

 それで、今回２例を挙げたんですけれども、ＪＲに関する市民要望ということで上げてきました

けれども、先ほど市長がおっしゃいましたように、市で何もかも受けて、市がするというものばか

りでもないということはよくわかるんです。ただ、市民の困っているということについては、聞い

ていただきたいし、それがもっともだなと思ったら動いていただきたいというのは、変わらずある

と思うんです。 

 今回、国分部長がご答弁に立っていただきましたけど、三重交通の場合もあるし、いろんなこと

があると思うんです。公共交通についてご相談がある場合には、どこに相談に行ったらいいのかと

いうことをまず一回確認しておきたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 公共交通におけます市の窓口というのは、環境・産業部の商工業振興室で行っておりますが、市

民の方からいろいろご要望をいただいた中で、鉄道に関しますことは、ＪＲ東海関係ですと亀山駅、

それからＪＲ西日本関係では亀山鉄道部のほうに相談を行い、そのたびに対応しておるというとこ

ろでございまして、あとバスに関しましては、三重交通に関する事案の場合は三重交通の中勢営業

所にうちのほうから連絡をとって対応いたしておるというところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○６番（福沢美由紀君登壇） 

 最後になりますけれども、こうやって市が受けていただいて、動いていただいて、結果も見えつ

つあるというところは、いいなあと思うんですけれども、例えば相談を受けた場合に、市民団体で

あるとか、新たな団体としても一つ要望を上げたらどうですかとか、あとは個人としてもいいわけ
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ですよね、直接上げていただいても。両方で頑張りましょうよとか、そういうこともなかなかかな

っていかないことについては、自治会も一緒にやりましょうとか、そういうことも必要だと思うん

ですけれども、けさの新聞でも、個人の方が信号の要望を公安に持っていったというような記事が

ありましたよね。そういうことについてのサジェスチョンをぜひ、ただ受けるだけじゃなくて、し

ていただきたいなと思うので、よろしくお願いいたしたいと思います。以上です。 

○議長（小坂直親君） 

 ６番 福沢美由紀議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、１０分間休憩いたします。 

（午後 ３時０２分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 ３時１２分 再開） 

○議長（小坂直親君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、７番 森 美和子議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 ラストバッター、公明党の森 美和子でございます。 

 通告に従いまして質問をさせていただきます。 

 今回は、大きく防災・減災対策についてお伺いしたいと思います。 

 午前中も竹五議員のほうから尐しありましたが、静岡県の駿河湾から九州沖まで、西日本の太平

洋沖に伸びる海底の溝、南海トラフで起きる巨大地震について、国の有識者による南海トラフの巨

大地震モデル委員会が、最大で震度６弱以上の地域が全国の自治体の３割を超えるなど、新たな想

定を発表いたしました。 

 そこで、私たちは、防災・減災にどう取り組んでいかなければならないのか、確認したいと思い

ます。 

 １点目としまして、学校施設の非構造部材の耐震対策についてお伺いします。 

 白川小学校の耐震化が終了すれば、亀山市の小・中学校の耐震化はすべて終わります。しかし、

これは構造体の部分、いわば骨組みの部分の耐震化であります。それでは、天五材や照明器具、窓

ガラスや設備機器、家具等の非構造部材の耐震対策はどうなっているのか、お伺いしたいと思いま

す。 

 昨年４月の調査では、小・中学校の耐震化は、全国でも建物の構造体では８０.３％進んでおり

ますが、非構造部材に関しては２９.７％と、耐震対策は非常に低い結果が出ております。亀山市

の学校施設における非構造部材の現状についてお伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 ７番 森 美和子議員の質問に対する答弁を求めます。 

 上田教育次長。 

○教育次長（上田寿男君登壇） 

 学校施設の非構造部材の耐震対策についてお答えをさせていただきます。 

 亀山市内の学校の耐震化工事につきましては、木造校舎を除き、すべての学校の耐震化工事を完
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了しています。残る木造校舎の白川小学校につきましても、本年度、設計業務を行い、平成２５年

度、２６年度の２カ年をかけて工事を予定いたしております。 

 また、学校施設につきましては、ほとんどの学校の体育館が避難所として指定されていることか

ら、今年度から計画的に各小・中学校の体育館トイレの改修、洋式トイレの設置とか、段差解消に

取り組んでいるところであります。 

 議員ご質問の、学校施設の非構造部材における耐震化につきましては、今年度、新たに公立幼稚

園３園の保育室、遊戯室の窓ガラスに飛散防止フィルムを設置する工事に取り組んでおり、今年度

中の完成を目指しているところであります。 

 また、各学校におきましては、今までに大型テレビや図書室の書架については固定を行い、非構

造部材の耐震化に努めてきているところでありますし、その他の内装材や天五材、照明器具等につ

きましても、一部耐震化を図っているところであります。 

 今後、しっかりとした現状の把握を行う必要があるとの考えから、文部科学省から出されており

ます学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブックに基づいて、学校職員による点検、また、学校設

置者であります教育委員会といたしましても点検をしてまいりたいと考えているところであります。 

 なお、学校施設は子供たちの活動の場であり、非常時には地域住民の応急避難場所となることか

ら、その安全性の確保は重要であるとの認識のもと、関連部署と連携、協議を図りながら、非構造

部材の対策を進めてまいりたいと考えているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 順次進めていただくということで、幼稚園のほうの飛散防止フィルムも今年度の予算に入ってお

りましたし、亀山市はつり天五はないということですので、順次気になるところはやっていかなけ

ればならないのかなあと思います。文部科学省からも、昨年の３月の大震災を受けて、またことし

の４月２６日にも、非構造部材の点検を速やかに実施するとともに、致命的な事故が起こりやすい

屋内運動場の天五材の落下防止対策等を進めるよう通知が来ておると思います。児童・生徒や地域

住民の命を守るために、今、次長がおっしゃったような形で、早急な対策をお願いをしたいと思い

ます。これは質問させてもらおうと思いましたけど、やっていくということですので、順次お願い

をしたいと思います。 

 ２点目としまして、学校安全法に基づく点検項目に非構造部材の点検は含まれているのかについ

てお伺いしたいと思います。 

 学校保健安全法第２７条において、学校安全計画に規定することとされている学校の施設整備等

の安全点検の対象や項目は、各学校において定められるものですが、この中に非構造部材の点検項

目が入っているのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 上田教育次長。 

○教育次長（上田寿男君登壇） 

 学校保健安全法第２７条に基づく学校安全計画は、安全教育の各種計画などに盛り込まれている

内容と安全管理の内容とを統合し、全体的な立場から、年間を見通した安全に関する諸活動の総合
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的な計画でありまして、各学校において策定するものでございます。 

 計画の内容といたしましては、安全教育、安全学習とか、安全指導、安全管理、及び学校安全に

関する諸活動（研修等を含む）から構成をされておりまして、安全管理の中で諸設備の点検などの

実施時期を定めていただき、安全点検の対象や項目につきましても各学校において定めていただき、

取り組んでいただいているところでございます。 

 つきましては、今回のこの国の通知を受けまして、書棚、ロッカー等の非構造部材につきまして

も、諸設備の点検時に合わせて点検等を実施していただくよう、各学校に依頼をいたしておるとこ

ろでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 学校保健安全法第２６条には、学校の施設者が施設・設備の整備充実に努めること、また、第２

８条には、校長が施設・設備の安全確保、措置を講じることとありますので、ぜひ安全性の確保と

防災機能の強化に一層の努力をお願いしたいと思います。 

 次に移ります。 

 市職員の危機管理意識と個々の地震対策についてお伺いします。 

 ２３年６月の私の質問の中で、各部の中に危機管理担当を置いてはどうか、意識改革につながる

のではないかという質問に対して、部長の答弁では、組織が複雑化するということで、それはでき

ないというご答弁をいただきました。震災後１５カ月がたちますが、市職員の特に防災に対する危

機管理意識は高まったのかについてお伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 安田副市長。 

○副市長（安田 正君登壇） 

 昨日も災害対策本部を設置をさせていただきました。昨年も台風が襲来しまして、３回設置させ

ていただいたわけでございますけど、だんだんやはり訓練といいますか、体験を実際に積む中で、

それぞれの組織、災害対策本部の機能、活動の質も高まってきておると思います。そういう中に、

連絡員とかを介して各室長に、組織に有効に伝達するようなことが尐しずつできるようになってき

ておりますので、職員の災害の備えに対する意識は高まってきておると思います。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 今、副市長にご答弁いただきましたのは、災害に対する職員の意識、それは高まってきたと。確

かにきのうの対応、それから前回の対応に対しても、本当に一生懸命やっていただいているという

ことは存じております。私、今回質問させていただいているのは、防災に対する危機管理意識とい

うことで、市役所というのは、やっぱりいろんな市民の方たちがふだんから出入りをされておりま

す。市役所だけじゃありませんけど、公の施設というのは、ふだんから市民の皆さんが出入りをさ

れております。職員の身近に存在するロッカーや書庫、先ほど学校の非構造部材に対する質問をさ

せてもらいましたが、プリンターやパソコンなどが、地震の際には倒れたり、飛んできたり、そん
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な凶器に早変わりするような、そういうことはないんでしょうか。市役所など公の施設における防

災対策について、もう一度お伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（広森 繁君登壇） 

 原則、背の高い書架につきましては、壁に固定をされておるというふうに考えてございます。ま

た、ご質問のありましたパソコン、特にデスクトップにつきましては、本体が、役所とか医療セン

ター、全部合わせますと約２００台ほどあるんですけれども、そのうち１００台につきましては耐

震の対策はとられておりますけれども、残りの１００台についてはとられておりません。また、そ

れに伴いますモニターも約２００台ございます。それらについても対策は特にはとられておりませ

んので、今回、耐震マットなどによりまして、早急に対応したいというふうに考えてございます。

また、それ以外のものにつきましても、現在、月１回でございますが、安全衛生委員会の職場巡視

といったものも行っておりますので、指摘のあった不安定な棚だとかパソコンラック等につきまし

ては、所属長に適宜指摘を行いまして、その場で速やかに改善を行っているといったところでもご

ざいます。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 ありがとうございます。 

 きのうの尾崎議員の質問で明らかになったように、トップのほうで決まっていることがなかなか

現場に伝わっていないということもあるんですよね。新議員と私、この庁舎内を尐し歩いてみたん

です。そうしたら、やっぱり市民の皆さんが通る通路なんかでも、もしかしたら揺れたときに落ち

てくるんじゃないかとか、倒れてくるんじゃないかというようなものもやっぱりありましたので、

本当に小さな視点でありますが、気をつけていかなければならない。有事において、職員の皆さん

というのは、本当に膨大な業務を遂行されていくわけですから、市民の皆さんの命を守るというこ

とは、自分の命を守っていただかないと市民の皆さんの命は守れませんので、そういうこともやっ

ぱり考えていただきながら、防災の意識の向上というのは、面倒なようでも、月１回やっていただ

いているということもおっしゃっていましたが、常日ごろから周りをよく見回していただいて、手

間暇をかけて、知恵を出し合って、自分たちが何ができるのか、それをよく考える必要があると思

いますので、どうぞよろしくお願いをしたいと思います。 

 もう１点、個々の地震対策についてお伺いしたいと思います。 

 これは、亀山市からいただいた、全戸配布をされた防災マップであります。これ本当によくでき

ておりまして、避難所とかも書いてありますが、災害への備えとか、そういうのもしっかりとこの

中に記入されております。個々の職員の家庭での防災に対する意識は高まっているのかということ

についてお伺いしたいと思います。 

 豊橋市では、昨年、一般市民とともに、職員にも防災に関するアンケート調査を行ったそうです。

その結果、必ずしも職員の危機管理意識が十分でなかったという結果が出たということが発表され

ておりました。地震はいつ来るかわかりません。我が家の防災対策を危機管理のほうからしっかり
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と、我が家の防災対策をしましょうと呼びかけていただいておりますが、職員は率先垂範でなけれ

ばならないと考えます。ここの地震対策についてどうとらえているのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（広森 繁君登壇） 

 職員の防災意識でございますが、当然、職員が被災をしましたら、現場に駆けつけることもかな

いませんことから、十分な危機管理意識は持ち合わせ、耐震の対策についても十分に行っているも

のというふうに認識をいたしております。 

 今後とも職員に対しましては、危機管理意識の醸成と自宅の耐震対策につきまして、適宜アンケ

ートなどで確認を行いながら、積極的に推進を図ってまいりたいというふうに考えてございます。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 職員の方にアンケート調査もしていくということですが、職員というのは非正規も、きのうの議

論じゃありませんが、非正規も含めてお願いをしたいと思います。 

 次に移らせていただきます。 

 実践に即した防災訓練についてお伺いしたいと思います。 

 住民の命を守るには、自助、共助、公助、これは常日ごろから言われておりますが、私は、隣近

所で助け合う「ご近助」が極めて大事になるんじゃないかと思います。毎年、９月を中心に、総合

防災訓練を行っておりますが、イベント的な訓練になっている自治体もあると聞きますが、亀山市

はどうなのかをまずお伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 亀山市の総合防災訓練でございますけれども、ここ数年、地域の方々と協議をいたしまして、地

域の方々が参画していただくような総合訓練といたしておるところでございます。 

 今年も９月３０日、東野公園を会場にしまして、現在、地域の方々と協議を進めながら、訓練の

内容について詰めているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 地域の方と協議をしながら、亀山市はイベント的な訓練にはなっていないということで理解をさ

せていただきました。 

 ただ、当局のほうから出された世帯参加率は必ずしも高くはありませんので、２３年度で３２.

５％でしたか、今後の対策も必要かと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、１点目としまして、夜間を想定した訓練についてお伺いしたいと思います。 

 災害はいつ何どき来るかわかりません。基本的に、訓練というものは昼間に行われております。

さまざまな地域で夜間を想定した訓練というのが今行われておりますが、昼間と違う中で、いろい
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ろ見えてくる課題もあるというふうに聞いております。亀山市における夜間を想定した訓練につい

ての考え方をお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 まず、夜間を想定した訓練でございますけれども、これまでに亀山市の地域防災計画で、亀山市

総合防災訓練において、地震などを想定した地震災害に対して、県・市防災機関や、市民、企業の

参画のもとで、年１回以上実施するものとしております。計画の中にも、夜間を想定した訓練を実

施するということになっております。 

 議員おっしゃられるように、昼間、このごろ出前講座等でいろいろ要請を受けて行かせていただ

くわけでございますが、地域の実情というんですか、環境そのものを見たいというような形で、出

前講座の中でも一緒に参加をさせていただいて、昼間のうちにその地域の環境を見るというんです

か、タウンウオッチング的な、そういうような形で出前講座のほうもさせていただいているところ

でもございます。昼間に確認をした上で、夜間となりますと、また一層危険な場合もあると思いま

すが、そういうような点検をしながら、今、実施をさせていただいているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 夜間にやっているとおっしゃいましたけど、やっているということで理解させていただいてよろ

しいですか。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 夜間を想定した、総合防災訓練でございますけれども、実施をさせていただきましたのは、合併

前の旧亀山市で平成１５年に総合保健福祉センターあいあいとその周辺で、地域の皆様とともに夜

間訓練をさせていただいた実績がございます。 

 夜間の想定の訓練でございますけれども、実績としては１５年ということで、今後の夜間訓練の

計画でございますけれども、本年は先ほど言わせていただきました、昼間の想定で、東野公園とそ

の周辺の自主防災組織、自治会の協力を得て、協議をもう既に進めさせていただいておりますので、

本年度はそのままさせていただくということになりますが、来年度、２５年度以降、総合防災訓練

を企画をさせていただく中で、夜間の訓練の実施についても、地域の方とやはり協議をしていく中

で、夜間の訓練もどうかというような形で提案もさせていただきたいというふうに思っています。

東日本大震災で検証しました１つに、自主防災組織、コミュニティ機能の強化というようなことを

検証してまいりました。地域単位での防災訓練、これは夜間の訓練も含めましてですけれども、こ

れらを積極的に行っていただけるように、自主防災組織等にも呼びかけてまいりたいというふうに

思っております。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 
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○７番（森 美和子君登壇） 

 旧亀山市で平成１５年に行われたということで、お聞きをさせていただきました。 

 大がかりな夜間訓練となると、本当に難しいものがあるんじゃないかなと思いますが、昼間、普

通に歩いているところも、真っ暗な中で夜歩くということは本当に困難で、いろんな課題が私は見

えてくると思うんです。大がかりな訓練じゃなくても、本当に局長がおっしゃった、自主防なり自

治会なりで、そういう小さな単位でも、夜間、地域を歩いてみるということだけでも大きな発見が

あるんじゃないかと思いますので、またそういう視点もとらえながら、訓練をお願いしたいと思い

ます。 

 ２番目の、災害時に支援の必要な方たちへの訓練のあり方についてお伺いしたいと思います。 

 要援護者の問題は、以前より質問をさせていただきましたし、総合防災訓練でも、車いすを押し

て参加をされてみえる方の光景も見せていただきました。私の知り合いの中で、呼吸器を離せない、

常時呼吸器が必要なお子さんを持っている親御さんが見えます。震災になったらどうしようという

議論の中で、実は自分たちは、本当に呼吸器がないとこの子の命は保たれないんであって、だから、

看護師さんとかいろんな人たちの知恵をもらって、我が家で防災訓練をしようと思っているんだと

いうようなお話を聞きました。まさしく自助の行動をされているんだと、私は思いました。でも、

市内にもたくさんの、やっぱり重度の、高齢者にしても、それから障がい者の方にしても、いらっ

しゃると思います。そういった訓練になかなか参加ができない方、何か情報提供の方法などがもし

あったら教えていただきたいのと、もう１点は、福祉避難所についてお伺いしたいと思います。 

 ２００８年６月に、厚労省から福祉避難所についての設置運営ガイドラインが出されました。亀

山市では、この福祉避難所が今一軒もありません。ただ、総合計画にも要援護者支援がうたわれて

おり、新たに示された地域防災計画にも、要援護者に配慮した施設の確保がうたわれております。

今後の動向についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 まず、支援の必要な方たちへの情報提供ということで、今回、先ほどもご答弁させていただきま

したが、東野公園で、今年９月３０日に予定をさせていただいております亀山市総合防災訓練、今、

地域と協議をさせていただいておるということでご答弁をさせていただきましたが、この協議の中

で、自治会、自主防のほうで、避難訓練等に参加しようと、参加する自治会の中で、こういった障

がいのある方の訓練も取り入れようということで、一部の自治会でございますが、協議の中で言っ

ていただいています。総合防災訓練のさまざまなこういう要援護者、先ほどの夜間の想定もそうで

ございますが、さまざまな想定を盛り込んで、実践に近い訓練を実施していきたいと。今後の訓練

におきましても、そういうような要援護者の訓練を含めた訓練を、これから先も、地域から上がっ

てくればなおさら結構なんですが、こちらのほうからもそういう提案をさせていただきながら、訓

練に参加をいただくよう図ってまいりたいというふうに思います。 

 それと、福祉避難所でございますけれども、議員おっしゃられましたとおり、現在、亀山市にお

いては福祉避難所の指定はございません。地域防災計画に要援護者のための避難所の確保というこ

とで紹介もいただきましたが、地域防災計画のほうに定めてございます。今年度、この福祉避難所
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の指定等は、あらゆる避難所に指定していない公共施設などを利用しながら、その福祉避難所の指

定を行っていきたいと。これは一定の条件はございますが、指定をしながら進めたいというふうに

思いますが、対象者に対しまして、指定施設が不足するような予想がありますので、民間福祉施設

との支援協定、ここら辺の締結についても進めてまいりたいというふうに思っております。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 ありがとうございました。 

 防災訓練に参加できる方はいいんですが、参加できない方も絶対いらっしゃいますので、そうい

ったいろんな方を想定した対応というのは大事だと思いますし、私、この本に出会ったんです。

「重症児者の防災ハンドブック」というのを読ませていただいて、これ３・１１を乗り越えた子供

たちや、重症児者の方の体験とか課題とかが載っていますので、ぜひこういった体験、それからい

ろんな地域にいらっしゃるそういった方々のご意見とか課題とかを吸い上げながら、対応をぜひお

願いをしておきたいと思います。 

 では、次に移らせていただきたいと思います。 

 木造住宅の耐震化に対する支援についてお伺いします。 

 阪神・淡路大震災では、犠牲者の８割は、古くて耐震性のない倒壊した建物や家具の下敷きとな

り、発生から１５分以内に亡くなったとされております。その中で、新耐震基準で建てられた、昭

和５６年以降の家は、１３％しか壊れなかったと。阪神・淡路での最大でシンプルな教訓が、耐震

性の高い住宅に住むことだと言われております。このことによって、木造住宅の耐震化に対する支

援が始まったと認識をしております。 

 亀山市の２３年度末の実績において、耐震化率は８５.９％と聞いております。これを１００％

に持っていくということが目的となっていくわけですが、無料耐震診断の後に耐震補強工事に結び

つかない家庭の課題についてどのように把握をされているのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 耐震診断から補強計画、補強工事のほうまで進んでいない状況がうかがえるということでご質問

をいただきました。 

 木造住宅補強事業につきましては、亀山市耐震化促進計画に基づきまして、対象家屋の耐震化率

９０％を当面の目標として事業を進めているところでございます。これまで、耐震診断はされます

ものの、木造住宅耐震補強計画、設計でございますけれども、に進んでいただけない状況がござい

ましたが、２３年度には、住宅耐震補強計画事業の補助金の限度額、これを１５万から２４万円、

それと、住宅耐震補強事業に対する県補助金３０万円の加算と、同事業と同時に行うリフォーム工

事につきましても、市内事業者が施行する場合に限りまして補助の対象とし、県・市補助金合わせ

て４０万円を限度として、住宅の所有者がより利用しやすい制度とさせていただいたところでござ

います。このため、平成２３年度後半からこれまで、耐震診断から住宅耐震補強計画事業、工事に

結びつくものでございますけれども、これについて、かなり進んでいただけるような件数が多くな
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ってきているというところでございます。 

 今後も、市民の方々に対しましては、県下でトップクラスの当市の補助制度を周知し、自助とし

て備えをしていただきますよう、さらに事業の活用を呼びかけてまいりたいというふうに思ってお

ります。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 補助金も拡大をしていただいて、本当に利用しやすい環境になったということで、私の周りにも、

やるんやわという声も聞かせていただいておりますので、随分そうなったんだろうと思います。た

だ、本当に一部、やっぱり耐震補強をするにはちょっと厳しいというようなお宅もあるんじゃない

かと。これは情報提供なんですが、住宅支援金融機構、旧の住宅金融公社における高齢者向け返済

特例制度というのがあります。これを周知したらどうかということで提案をさせていただきたいん

ですけど、これは、６０歳以上の人が自宅のリフォームをする際、耐震化やバリアフリー化を行え

ば、土地と建物を担保に１,０００万円まで融資が受けられるというものであります。月々の返済

は利息のみで、元金は生命保険などを利用して死亡時に返済をするということで、そういった制度

もありますので、もしそうやってお金の問題とかで耐震に結びつかないご家庭があるんであれば、

こういうこともあるんだということを一つの方法として周知をしていただいたらどうかと思いまし

たので、情報提供をさせていただきます。 

 それともう１点は、総務部長にお願いをしたいと思います。 

 アンケート調査を職員にとられるということですので、この木造住宅耐震化、無料診断なり、５

６年以前の建物に住んでおられる職員が、耐震化に結びついていない職員が、多分いないと思うん

ですけど、それも１項目入れていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 次に移らせていただきます。 

 市民サービスについてお伺いしたいと思います。 

 まず１点目として、住民登録をされた方、転入者ですよね、その転入者に対する対応について、

住民登録をされて、市民部が登録をされた方に何をお渡しをしているのか、まず聞きたいと思いま

す。ごみカレンダーとかそういうものなんですけど。 

 それからもう１点は、家族構成によって渡すものが違うのかということもあわせて聞きたいと思

います。 

○議長（小坂直親君） 

 梅本市民部長。 

○市民部長（梅本公宏君登壇） 

 市外から転入された方に対しまして、転入手続の際に、本庁の戸籍市民室及び関支所の地域サー

ビス室の窓口におきまして、転入後に必要となる主な手続を説明してあります亀山市に転入された

方へのお知らせ、それから暮らしのガイドブック、ごみ収集カレンダーを、また、議員が今おっし

ゃられた、妊婦さんやお子様がいる場合は、別途、健康診査と予防接種のお知らせをお渡ししてご

ざいます。 

○議長（小坂直親君） 
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 森議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 横軸の問題を指摘させていただきたいと思います。 

 なぜ防災マップを配らないのか。これは亀山市が本当に避難所を指定をされてつくられた、大事

なツールだと思うんです。これを転入者の方になぜ渡さないのかということについてお伺いをした

いと思います。 

 また、これは全戸配布をしていただきました。でも、自治会に加入をしていない方、アパートと

か集合住宅に住んでおられる方には渡っていないんですよね。このアパートに自治会がない限り、

その人たちの手元には渡りません。それから、この転入をされたときにこういうものを渡しておけ

ばいいんじゃないかと。自治会がなくても手元に渡るということ、これをなぜしないのか、その点

についてお伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 防災マップにつきましては、１９年に全戸配布をさせていただきました。以降、転入者の方に対

する周知という点でございますが、防災マップの市民への周知につきましては、１９年に全戸配布

をさせていただきまして、その後、市役所の玄関、それとコミュニティセンターに防災マップのほ

うをお渡しできるような体制で設置をしてございます。さらに、市民の方に広く周知をするため、

市のホームページへの掲載のほか、行政出前講座、防災訓練などの機会をとらえて配布をさせてい

ただいているところでございます。窓口で直接お渡しはさせていただいていないところではござい

ますが、そういうようなところでマップをお渡しできるような体制をとらせていただいている、ま

た、ホームページを見ていただいて、周知をさせていただくような方法をとらせていただいており

ます。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 おかしいですよね。渡してあげたらどうですか。別に窓口に置いて、とっていってくださいとか

じゃなくて、転入された方にはお渡しすると、それで私は済むと思うんですけど、もう一回ご答弁

をお願いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 現在、１９年に作成させていただきました防災マップのほう、残数そのものも今現在のところ尐

ないというような状況の中で、今後におきましては、窓口のほうで、その防災マップのほう、いろ

いろ中の内容が変わってきているところもございますので、このあたりを改めて作成をさせていた

だきまして、印刷以降、窓口のほうでお渡しをさせていただこうというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 
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○７番（森 美和子君登壇） 

 ぜひお願いしたいと思います。 

 ２点目のほうに触れていただきましたので、２番目の防災マップとハザードマップについて、３

点お伺いしたいと思います。 

 今、局長が言われたように、これは１９年度版と書いてありますので、古くなっていると私は思

いますので、これは新しくしたらどうかという提案と、それから洪水ハザードマップを今配られて

おります。ただ、これは該当地域にしか配られておりません。これはきょう、窓口で私がもらって

きたものですが、私に配られたのは、産業建設委員会で配られたこれだけを私は持っております。

私はその該当地域に住んでおりませんので、私の手元にはこれはありません。該当地域の人たちだ

けがその地域にいるわけではなくて、そこの地域でお仕事をされている方とか、さまざまな交流が

ある中で、その地域に訪れる方もいらっしゃると思うんです。これはその該当地域の方のみお渡し

するんではなくて、全戸配布する必要があると思いますが、その点についてもお伺いしたいと思い

ます。 

 あともう１点は、新議員の以前の質問の中で、土砂災害のハザードマップを作成をされるとお聞

きをしました。これ、３つになるということですので、あわせてこれの中に１つにまとまらないの

か、その点についてもお伺いをしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 三谷建設部長。 

○建設部長（三谷久夫君登壇） 

 先ほどのご質問の洪水ハザードマップのほうでございますが、洪水ハザードマップの市民への周

知につきましては、対象自治会である川合町ほか１４自治会の約７００世帯に配布をいたしました。

また、ポルトガル語、スペイン語版も作成をいたしまして、配布をさせていただいております。 

 さらに、市民の方に広く知っていただくため、市のホームページへの掲載、出前講座などで市民

への周知をいたしておるところでございます。 

 議員ご指摘の全戸配布につきましては、今後の印刷の機会をとらえまして、他の部署との連携を

図りながら、できる限りの対応を図ってまいりたいと存じます。 

 土砂災害のマップ、土砂ハザードマップという件もご質問をいただきました。これにつきまして

は県のほうで調査をしていただいておりまして、平成２２年度から、急傾斜地域とか土石流区域の

調査を行っておるわけでございますが、平成２２年は坂下地区とか坂本地区、平尾地区の一部につ

いて基礎調査、昨年度はその２２年に調査した区域の細部調査、また原尾地区の基礎調査なども行

っておるんですけれども、この調査自体、地域の指定をする場合に、地域の方の意見を聞いて指定

をするというようなことが必要になってまいります。そういうこともございまして、まだまだちょ

っとこの土砂のハザードマップについては時間がかかるということでございますので、ちょっと時

期がずれた段階になると思いますので、ご了解いただきたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 先ほどの洪水ハザードマップ、それと土砂災害のマップでございます。それと私どもの防災マッ
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プでございますけど、これの一本化ということにつきまして、先ほど建設部長からもご答弁させて

いただきましたが、今後の印刷の機会をとらえて、転記をしてまいりたいというふうに考えており

ます。 

 防災マップについては、先ほどもご答弁させていただきましたが、平成１９年において全戸配布

し、一部の避難所等の変更がございますので、今後、来年に向けて作成、配布等を行っていきたい

と思いますが、ご提案いただきました防災マップに、洪水ハザードマップなどの情報を集約して全

戸配布で検討していきたいというふうに考えております。幾分建設部長のほうから触れさせていた

だきましたが、土砂災害情報につきましては、今年度、新たな地区がありますが、今後、毎年度、

情報が土砂災害については追加更新がされていきますことから、この周知方法につきましては、そ

れ以降の分についてはちょっと工夫が必要であるというふうに考えております。連携をとりまして、

考えていきたいというふうに思っております。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 いずれにしてもわかりやすい対応をお願いしたいと思います。 

 ホームページに、防災マップで検索をしても出てきません。避難場所というところでクリックを

すれば、避難場所がその地域地域で出てきますが、せっかくこれだけきちんとしたものをつくって

いただいているので、防災マップでも、ホームページをクリックして出てくるような対応もお願い

をしたいと思います。 

 あと１点、ＡＥＤの位置情報も、この防災マップにできないのかについてお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 防災マップのほうへＡＥＤの情報をということでございますが、公共施設に配備されております

ＡＥＤにつきましては把握をしてございますので、この分については情報のほうを入れていきたい

というふうに思います。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 ぜひお願いをしたいと思います。 

 先ほど尐し言い忘れましたが、その市民サービスについて、これは質問ではないんですけど、こ

の健康づくりの手引きをきのうから見せていただいて、議会の中でもお示しをいただきましたが、

これも大変すばらしいものができていると思うんです。年々進化を私はしてきていると思うんです。

これもぜひ配布をしていただきたいなあと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 では、最後になりますが、防災対策の見直しに係る男女共同参画の推進についてお伺いしたいと

思います。 

 現在の亀山市の防災会議には、２名の女性が入っていると認識しております。ただし、充て職に
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よるものであります。今、防災対策に女性の視点を入れるべきというのは全国的な動きであり、内

閣府から５月８日に通知も来ているはずであります。女性登用のために、災害対策基本法第１５条

１号、５号、７号を活用して、女性委員をふやすことができるとなっておりますが、内閣府のこの

通知を受けて、亀山市の防災会議への女性の参加の考え方についてお伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 防災会議での女性登用ということでご質問をいただきました。 

 亀山市防災会議の組織の構成につきましては、亀山市防災会議条例の定めるところにより、指定

地方行政機関、指定公共機関といった、所定の機関の職員などで構成をしております。そのうち女

性委員は、ご紹介もいただきましたが、１９名中、鈴鹿保健福祉事務所長と教育長の２名となって

おるところでございます。 

 防災会議への女性の登用でございますけれども、災害対策基本法、これもご紹介いただきました

が、第１６条第１項において、亀山市の防災会議を設置し、その組織は、同条第６項により、県防

災会議の例に準じて市条例に規定し、委員の指名を行っているところでございます。 

 現在、当市の防災会議委員の選出の考え方につきましては、条例の区分に応じた防災関係機関か

らその組織を掌握する機関の長を指名しているところでございます。防災会議条例の中にあるその

長というような形では、条例上、規定はさせていただいていないですが、やはり先ほどの考え方と

同様、機関の長で指名をさせていただいているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 森議員。 

○７番（森 美和子君登壇） 

 もう時間がありませんので、また議論させていただきたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（小坂直親君） 

 ７番 森 美和子議員の質問は終わりました。 

 以上で、本日予定しておりました通告による議員の質問は終了いたしました。 

 次に、お諮りいたします。 

 質問はまだ終了いたしておりませんが、本日の会議はこの程度にとどめ、あすにお願いしたいと

思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君） 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、そのように決定いたしました。 

 明２１日は午前１０時から会議を開き、引き続き市政に関する一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

（午後 ４時０３分 散会） 
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●議事日程（第５号） 

 平成２４年６月２１日（木）午前１０時 開議 

第  １ 市政に関する一般質問 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●出席議員（２２名） 

   １番     髙 島   真 君       ２番     新   秀 隆 君 

   ３番     尾 崎 邦 洋 君       ４番     中 﨑 孝 彦 君 

   ５番     豊 田 恵 理 君       ６番     福 沢 美由紀 君 

   ７番     森   美和子 君       ８番     鈴 木 達 夫 君 

   ９番     岡 本 公 秀 君      １０番     坊 野 洋 昭 君 

  １１番     伊 藤 彦太郎 君      １２番     前 田 耕 一 君 

  １３番     中 村 嘉 孝 君      １４番     宮 崎 勝 郎 君 

  １５番     片 岡 武 男 君      １６番     宮 村 和 典 君 

  １７番     前 田   稔 君      １８番     服 部 孝 規 君 

  １９番     小 坂 直 親 君      ２０番     竹 井 道 男 君 

  ２１番     大 井 捷 夫 君      ２２番     櫻 井 清 蔵 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●欠席議員（なし） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議に出席した説明員職氏名 

市      長  櫻 井 義 之 君    副 市 長  安 田   正 君 

企 画 部 長  古 川 鉄 也 君    総 務 部 長  広 森   繁 君 

総 務 部 参 事 
          笠 井 泰 宏 君    市 民 部 長  梅 本 公 宏 君 
(兹)契約監理室長 

文 化 部 長  最 所 一 子 君    健 康 福 祉 部 長  山 﨑 裕 康 君 

環境・産業部長  国 分   純 君    建 設 部 長  三 谷 久 夫 君 

上 下 水 道 部 長  高 士 和 也 君    関 支 所 長  稲 垣 勝 也 君 

医 療 セ ン タ ー 
          伊 藤 誠 一 君    会 計 管 理 者  片 岡 久 範 君 
事 務 局 長 

危 機 管 理 局 長  伊 藤 隆 三 君    消 防 長  渥 美 正 行 君 

消 防 次 長  早 川 正 男 君    教育委員会委員長  肥 田 岩 男 君 

教 育 長  伊 藤 ふじ子 君    教 育 次 長  上 田 寿 男 君 

監 査 委 員  落 合 弘 明 君    監査委員事務局長  栗 田 恵 吾 君 
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選挙管理委員会 
          井 上 友 市 君 
事 務 局 長 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●事務局職員 

事 務 局 長  浦 野 光 雄      書 記  松 村   大 

書 記  山 川 美 香 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議の次第 

（午前１０時００分 開議） 

○議長（小坂直親君） 

 おはようございます。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第５号により取り進めます。 

 これより日程第１、市政に関する一般質問を行います。 

 通告に従い、順次発言を許します。 

 １４番 宮崎勝郎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 おはようございます。 

 緑風会の宮崎でございます。一般質問の最終日のトップバッターとして登壇させていただきまし

た。 

 私、きょう６０分という時間をいただいておりますので、十分に議論できると思っております。

その点を踏まえて、よろしくお願いしたいと思っております。 

 台風も、大きな被害も出なく、しかし天気予報を聞いておりますと、今晩ぐらいには大雤が降る

という予想も立てられております。その分、また警戒に入っていただかないかんかなというふうに

も思っておりますが、よろしくお願いいたします。 

 それでは、質問に入らせていただきます。 

 通告しておりますのが大きく５点でございまして、まず最初に住宅リフォーム助成事業について

でございます。 

 昨年、年度途中に補正でこの事業が立ち上げられました。そういう中での５００万円の事業費で

ございましたが、これについての検証はなされておるのかどうか、まずお尋ねしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 １４番 宮崎勝郎議員の質問に対する答弁を求めます。 

 三谷建設部長。 

○建設部長（三谷久夫君登壇） 

 おはようございます。 

 昨年度の実績のほうから報告させていただきます。 

 昨年度の実績につきましては、助成件数４２件、工事費４,５５９万３,９４０円に対しまして４

８３万９,０００円の助成を行ったところでございます。 
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 助成者の工事契約金額の内訳でございますが、１００万円以下の工事が２５件で全体の５９％、

１０１万円以上２００万円までの工事が１２件で２９％、２０１万円以上３００万円以下の工事が

３件で７％、３００万円以上の工事も２件で５％でございました。また、助成者のタイプ別の内訳

でございますが、一般型が２０件、高齢・障がい者型が２２件であり、ほぼ半数ずつとなっており

ます。請負業者におきましては、株式会社が４６％、個人事業者が３５％、有限会社が１９％とな

っております。 

 リフォームの内容でございますが、屋根・外壁の塗装や補修工事、クロスの張りかえや畳・ふす

まの取りかえなどの内装工事、キッチンやバス・トイレなどの水回りの改修工事、電気設備工事な

どが主なものでございます。 

 住宅リフォーム助成事業の効果についてでございますが、助成金交付決定額に対して工事費が９

倍以上の金額となり、一定の経済効果があったものと考えられます。 

○議長（小坂直親君） 

 宮崎勝郎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 検証された結果を報告していただきました。特に効果として一定の経済効果があったというふう

にお聞きしたわけでございます。こういう一定の経済効果がある中で、本年度もまた事業がござい

ます。 

 しかし、昨年、聞くところによりますと、抽せん漏れになった方も見えると聞きますが、その報

告は今ございませんでした。その点について、もう一度お願いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 三谷建設部長。 

○建設部長（三谷久夫君登壇） 

 昨年の住宅リフォーム助成事業におきましては、ご存じのとおり申込件数が５５件でございまし

て、抽せんを行い、当初４３件の方に交付決定を行いましたが、３月になりまして工事を取りやめ

た方が１名発生したため、最終４２件の助成件数となりました。 

 また、ご質問の抽せん漏れの方１２件の状況でございますが、今年度に申し込まれた方が５件、

来年度申込予定者が２件、昨年度助成を受けずリフォーム工事を行った方が３件、その他検討中と

いうことで、その方が２件あると確認いたしております。 

○議長（小坂直親君） 

 宮崎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 この住宅リフォーム助成事業については、我々議員の中での提案がされて採用されたということ

でもございます。 

 そういう中で、本年度につきましては、現在までの申込件数と補助金額、６月１４日までが申し

込み締め切りだと思うんですが、わかっておる範囲で結構でございます。ご答弁をお聞かせ願いた

いと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 三谷建設部長。 
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○建設部長（三谷久夫君登壇） 

 今年度の申込状況ということでございます。 

 今年度は、５月１６日から６月１５日までを申請の申込期間としておりまして、申し込みを受け

付けましたところ、件数にしまして９２件、工事費１億３,１８９万２,５１４円になりまして、申

請金額としましては１,１７０万１,０００円の申し込みでございました。今年度の助成額の予算額

の１,０００万はこれで超えておるということになっております。 

 今年度の申請者の工事契約金額の内訳でございますけれども、１００万円以下の工事が４０件で

全体の４３％、１０１万円から２００万円以下の工事が３７件で４０％、２０１万から３００万円

以下の工事が８件で９％、３００万円以上の工事が７件で８％となっております。 

 また、助成者のタイプ別の内訳でございますが、一般型が４２件、高齢・障がい者を対象とした

特例型が５０件で、特例型が多くなっております。 

 請負業者におきましては、株式会社が４１％、個人事業者が４６％、有限会社が１３％となって

おります。 

 リフォームの内容につきましては、昨年度と同様に屋根・外壁の塗装や補修工事、クロスの張り

かえや畳・ふすまの取りかえなどの内装工事、キッチンやバス・トイレなどの水回りの改修工事、

電気設備工事などが主なものでございますが、昨年度と比較いたしますと、特にトイレ・浴室の改

修、キッチンなど水回りの改修工事、それから電気設備工事の件数が増加をいたしております。 

○議長（小坂直親君） 

 宮崎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 本年度の申込件数と補助金額を聞かせていただきました。 

 その中で、９２件ということで非常に増加もしております。 

 それと、補助金額が１,１７０万１,０００円という報告でございましたが、予算は１,０００万

だと思っております。そのオーバーした１７０万１,０００円については、今度どのようにするの

か、お聞きしたいと思っておりますが、一定の経済効果という部分から見て、さらには市民の皆さ

ん方が利用もするが、補助制度があればしやすいというので、非常に多くなってきておるものと思

っております。非常に喜ばしいことだと思いますが、この点についてお聞きしたいと思っておりま

す。 

○議長（小坂直親君） 

 三谷建設部長。 

○建設部長（三谷久夫君登壇） 

 昨年度の住宅リフォーム助成事業につきましては、希望者が多数で予算額を超えたため、抽せん

にて助成対象者を決定いたしましたが、市民の要望にこたえるため、もう尐し柔軟な対応ができな

いものかというご指摘を受けたところでございます。今年度につきましても、予算額１,０００万

に対し、申請金額は１,１７０万１,０００円となっており、申請者全員に平等にリフォーム助成が

できるようにするため、予算を超えた部分１７０万１,０００円につきましては、予算の補正など

も含めて柔軟な対応をいたしたいと考えているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 
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 宮崎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 今後、補正なりで処理するという答弁でございました。 

 当初の予算決算委員会とかいろいろな場でもこれは議論されておりまして、本年度１,０００万

の予算で、その中で処理したいということでございましたが、当然市民の要望も、我々にしても、

申し込みされた方は平等という観点から見て、これはやっていっていただきたいという気持ちがあ

ります。しかし、予算提示の中で１,０００万という部分もございますので、そういう部分を１７

０万１,０００円の今後補正という話でございますが、これは市長の英断というふうに私は理解し

ておりますが、市長の考えはそれでよいのかどうか、お聞かせください。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 おはようございます。 

 宮崎議員のお尋ねでございますが、先ほど部長のほうから答弁させていただきましたように、今

回の予算を超えました部分につきましては、今後、予算の補正等も含めて柔軟な対応をさせていた

だきたいと、このように考えております。 

 また、この住宅リフォーム助成事業につきましては、基本的には住環境の向上と、それから緊急

経済対策を目的といたしておるものでございますので、当初、議会の皆様にもご理解いただいて、

平成２３年度から平成２５年度までの３カ年の時限的施策として計画し、実施をしてきたという背

景でございます。したがいまして、現在のところ、この３カ年を事業計画として考えておるところ

でございますが、先ほどの件につきましては柔軟に対応していくというふうに考えておるところで

あります。 

○議長（小坂直親君） 

 宮崎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 柔軟に考えていくという話でございます。 

 来年度以降、当然、今市長の答弁にもありましたように、３年の時限的な施策でございますが、

１,１７０万１,０００円で、１７０万１,０００円のオーバーは来年の、例えば当初から言われて

おる２,０００万という金額でございましたが、これが来年度にしわ寄せが行くのかどうかを確認

したいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 三谷建設部長。 

○建設部長（三谷久夫君登壇） 

 予算につきましては、３年間で２,０００万という枠組みで計画をいたしておりますので、現在

のところでは当初の計画どおりというふうに考えてございます。 

○議長（小坂直親君） 

 宮崎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 
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 来年度は残りでやるという考えを聞かせていただきました。 

 しかし、市民の要望等は、本年度を見てもかなりの件数があるんじゃないかと。施策から見て、

これは効果があったものと非常に私らも感じております。今後、この事業がさらなる継続をし、当

初は時限的な施策とし取り上げておりましたが、今後継続的にやっていけないのかどうか、そうい

う考えはあるのかどうか、確認したいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 この事業は、３カ年の総額２,０００万を想定して創設をしたという経過がございます。基本的

には、その考え方を現時点で持たせていただいておるところでございます。 

 さらに、この事業自体の目的は先ほど申し上げましたが、やはり目的に沿った事業として運用し

ていくというのが大原則であろうというふうに思います。亀山市の今の３０８の施策がございます

けれども、さまざまな地域の課題や、それにこたえるための優先順位ということもございますし、

そこは財政の状況もございますので、しっかり総合的に判断をする必要があるというふうに考えて

おるところであります。 

○議長（小坂直親君） 

 宮崎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 時限的な施策であるけれども、市民の要望が、これだけの対象者があるということは、経済効果

にしろ、住環境の整備の中で、特に高齢者のパーセンテージも非常に高い部分がございますので、

さらに今後も進めていただきたいというふうに私は思っております。 

 この件については、櫻井議員が午後からも触れられると思いますので、またそちらで議論もお願

いしたいなと思います。 

 それでは次に、亀山市の雇用、失業の情勢についてお尋ねしたいと思います。 

 昨今の我が国における経済情勢の悪化、その中で最近パナソニックとかソニーとかシャープとか

家電メーカーについて、また自動車関連企業も、トヨタを除く各メーカーの赤字が発表されており

ます。その中で、会社経営の中で従業員を削減するというふうなこともうたわれております。 

 特に我が亀山市につきましても、シャープもございます。それから、ホンダ関連企業もございま

す。そういう企業がある中での亀山の雇用、失業の情勢について尋ねたいと思います。 

 まず亀山市の失業率について、どうなのか、調べてあればお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 おはようございます。 

 亀山市の失業率についてでございますが、亀山市だけでの失業率の数値は集計されていないとこ

ろでございまして、三重県におけます失業率について申し上げますと、平成２４年１月から３月ま

での平均は３.５％となっておりまして、全国平均の４.５％よりは低くなっております。 

 なお、リーマンショック前の平成１９年の三重県の年平均２.５％よりは依然高いものの、リー
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マンショック後の平成２１年の年平均４.３％よりはやや改善をしているというところでございま

す。 

○議長（小坂直親君） 

 宮崎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 亀山市の失業率は、市だけでは統計もとれないということもございます。これは、三重県で出さ

れておる数字は我々もある程度つかんでおりますが、例えば鈴鹿のハローワークの関係の中では、

この地方における失業率はつかまれていないのかどうか、確認したいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 失業率は、国の総務省が調査をいたしておりまして、三重県という形でしかあらわされてござい

ません。しかしながら、鈴鹿管内のハローワークでは、有効求人倍率というものを示しております

ので、その数値でございますが、本年４月が０.７８％でございまして、リーマンショック後の平

成２１年４月の０.２１、また昨年５月の０.４０などからはかなり改善の動きを見せているという

ところでございます。しかしながら、厳しい状況であるということには変わりはないというふうに

考えてございます。 

○議長（小坂直親君） 

 宮崎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 失業率はこの管内ではとれないということでございますので、有効求人倍率の報告を受けました

が、そういう中での当市の雇用の状況は、数字的には出せないかもわからんけど、感じるところは

いかがかと思います。その点についてお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 亀山市におきましても、この鈴鹿管内の有効求人倍率が示しますように、まだまだ厳しい状況に

あるのかなあというふうに感じております。しかしながら、近年、我々の部署のほうに既存の企業

さんの増設についてのご相談なりが尐しふえてきたかなというふうに感じているところでございま

す。 

○議長（小坂直親君） 

 宮崎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 いい答弁でございました。非常に皆さん方も、市としても努力されておるというふうに感じます。 

 その中で、今後の雇用対策についてどのように進めていくのかをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 
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 雇用対策につきましては、三重県労働局、ハローワーク、また県との連携を図ってまいりますと

ともに、国・県により多くの支援制度が設けられておりますことから、支援制度の変更などの情報

把握に努めまして、これらを失業者、また事業所の皆さんに的確にお知らせをまずしていくという

ふうに考えてございます。 

 また、商工業振興室では、働く人の相談窓口を設置いたしまして、支援制度の紹介、国・県・市

の窓口紹介などを行うとともに、市が事務局を持っております亀山市雇用対策協議会におきまして、

企業と高校就職指導担当者の方々との求人懇談会の開催、また事業規模縮小に伴います希望退職者

の他企業への就職あっせん情報の提供を行うことなどによりまして、雇用促進の協力お願いもして

いるところでございます。 

 さらに、雇用確保のために、新たな企業誘致や既存企業の事業活動の支援に、今まで以上に取り

組んでまいりたいというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 宮崎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 当市の雇用については、非常に明るい兆しがございますが、担当部のほうでも鋭意努力されてお

る部分は認識いたしました。その部分から、今後もさらに雇用についての対策を講じていただきた

いと、かように思います。 

 というのは、亀山市に雇用によって永住される方への、施策の中でも非常に大事ではないかとい

うふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思っております。 

 その次に、今後の企業誘致についてお尋ねをしたいと思います。 

 亀山・関工業団地についても、まだ残っている部分もございます。そういう部分からも、今後の

企業誘致はどのように考えておるのか、お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 新たな企業の操業や既存企業の事業規模拡大によります増設などは、働く場の確保に直結いたし、

地域の活性化にもつながるということから、現在策定中の亀山地域産業活性化基本計画に沿った新

たな成長分野企業の企業誘致、また三重県、住友商事、その他関係機関との連携した亀山・関テク

ノヒルズへの企業誘致、さらには既存企業の事業拡大の支援などに力を注いでまいりたいというふ

うに思っております。 

○議長（小坂直親君） 

 宮崎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 その点、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、大きく３点目の、教育行政の現況報告についてお尋ねしたいと思います。 

 以前より、学校への不審者の侵入とか、交通事故等の防止対策には鋭意努力されておると思いま

す。その中での児童・生徒の安全対策は今後どうしていくのか。これに関して、現況報告にもござ

いましたように、４月ごろより各地で相次いで登下校の児童の列に車が突っ込んでおる、痛ましい
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事故が発生しております。また、そのほか修学旅行中でそういうような事故も発生しております。 

 以前から、このような事故防止には地域の人に、またその地域の方々の子供見守り隊とか、安全

パトロールとか、いろいろご協力いただいて、現在来ておるわけでございますが、この皆さん方に

お世話になる地域の方々にも、今後さらにお願いもしていかなければならんと思っておりますが、

その中で、教育委員会として安全対策はどうしていくのか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 上田教育次長。 

○教育次長（上田寿男君登壇） 

 おはようございます。 

 議員ご指摘のとおり、今年度に入りまして京都府、愛知県、千葉県、大阪府におきまして、相次

いで登校や下校の児童の列に乗用車が衝突するという交通事故が発生しております。 

 このような連続事案を受けまして、市教育委員会といたしましては、４月２７日付にて、登下校

時における幼児、児童・生徒の安全確保に関する適切な対応について、市内幼稚園長、学校長に指

示をしたところであります。 

 その具体的な内容は、次の４点でございます。 

 保護者等と連携した通学路の安全点検、幼児、児童・生徒への交通安全指導の徹底、登下校見守

り隊など地域の方々や関係機関との連携強化、通学路マップや危険箇所マップの必要に応じた見直

しでございます。各園、各学校では、日常的な交通安全指導はもちろん、交通安全協会や警察の協

力を得た交通安全教室の開催、ＰＴＡの協力を得た通学路の危険箇所点検などに取り組んでいると

ころであります。 

 また、例年の通学路に関する要望事項も受け付け、警察や道路管理者などの関係者による現場確

認や、合同点検も行っていく予定であります。 

 そして、暫定的な対策や予算を投じての対策などについて、関係者と協議をしながら改善に努め

てまいりたいと考えておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 宮崎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 これについては、鋭意努力されていることと思いますが、この危険箇所の点検とかいろんな部分

については、こんなのはきのうきょう始まった問題じゃないと私は思っております。私らがＰＴＡ

を担当しておるときにも、通学路の安全点検とか、危険箇所の点検とか、いろいろ確認して、行政

への要望もしてきておりました。なかなか予算的に難しい部分もあっただろうと思っておりますが、

今後、このような事故を踏まえて、市も、地元の学校からのそういう要望も聞き入れていただきた

いと、かように思います。その点、一度行政の財政当局のほうからご答弁をいただければというふ

うに思っております。 

○議長（小坂直親君） 

 広森総務部長。 

○総務部長（広森 繁君登壇） 

 子供たちの安全のためのさまざまな改修等々もたくさんあるといったことは、私も存じておると
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ころでございます。また、来年度、２５年度の予算編成も始まってまいります。その中で、財政状

況等も考慮しながら、緊急性の高いところから順次改修するように予算措置をしたいというふうに

考えておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 宮崎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 今後、亀山市の次世代を担っていただく子供たちの安全、そこらの部分は十分教育委員会、さら

には行政も含めて対応をお願いしておきたいと思っております。 

 その中でも、今答弁にもございましたように、学校内においても、交通安全教育とかいうような

部分も含めて、よろしくお願いしたいと、かように思っております。 

 その次に、ふるさと先生の導入による実績と今後どうするのかということをお尋ねしたいと思い

ます。 

 行き渡る教育のために、定員削減というのか、児童数を今３０人学級ですか、亀山市の求めてい

るのは。それについて、亀山市は特色のあるふるさと先生の導入をされております。その実績はど

うであったのかをお尋ねするわけでございます。 

 我々、ＰＴＡをやってきた中で、当時は４５人学級というので、また４０人学級にし、３５人学

級にし、いろいろな要望活動もしてきております。そういう中から、さらには行き渡る教育のため

に、亀山市は三重県下で注目されておりますふるさと先生の導入をしていますが、これの実績をお

聞かせ願いたいと思っております。 

○議長（小坂直親君） 

 上田教育次長。 

○教育次長（上田寿男君登壇） 

 議員ご指摘のふるさと先生につきましては、平成２１年から過密学級を解消したり、尐人数グル

ープでのきめ細かな指導を行ったりするために、県のみえ尐人数教育推進事業を補完しながら、市

単独で正規職員に準ずる期限付講師を配置しているところであります。このことから、１クラス３

５人以上の過密学級の大部分が解消されているところでございます。 

 一方、児童・生徒に尐人数教育に関するアンケートを実施したところ、尐ない人数のほうが勉強

がわかるとの回答が８５％を超え、尐ない人数のほうが自分の意見や考えを言えるとの回答も９

０％近い結果が出ております。ほかにも、先生がよく見に来てくれる、わからないところをすぐ聞

けるなどの声がたくさん届いております。また、教職員からも一人一人に応じた指導が可能になる

とか、児童のつまずきを発見しやすく、支援や評価がより正確にできるなどの声が届いているとこ

ろでございます。 

 近年は、保護者の方々にも理解浸透が進み、尐人数教育に対する期待が大きいとの認識を持って

いるところであります。今後につきましても、国や県の教職員定数改善計画に関する動向に留意し

ながらも、市として引き続き事業の効果を検証しながら、きめ細かな教育の推進ができるよう努め

てまいりたいと考えておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 宮崎議員。 
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○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 尐人数学級、子供たちに対するアンケートからも、非常にいいというふうに私も理解しておりま

す。当然、尐人数学級であれば行き渡るんではないかというふうにも思っております。 

 この点については、教育長、今後も、継続されていくと思いますが、さらなる効果のある事業で

ございますので、続けていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたい。 

 それから次に、道徳教育に対する考えでございますが、新学習指導要領に対応するために、道徳

教育の研修を進めるとしております。昔から、我々子供のころから道徳については非常に学んでき

ておったつもりでございます。しかし、現在、徳育というか、道徳教育をさらに進めようとしてお

る中での考えをお聞かせ願いたいというふうに思っております。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤教育長。 

○教育長（伊藤ふじ子君登壇） 

 おはようございます。 

 先ほどご質問いただきました、道徳教育に対する考え方ということで、述べさせていただきます。 

 全国的な傾向でございますけれども、やはり亀山市においても、子供たちの最近の実態から考え

まして、子供たち自身の自尊感情が低くなってきている。それから、規範意識が低下してきている、

基本的な生活習慣が乱れている。人間関係を築く弱さ等の課題があるというふうに認識をしており

ます。 

 このことから、道徳教育の重要性を改めて確認し、亀山市学校教育ビジョンの社会性を育てる教

育の中にも、道徳教育の充実を位置づけているところでございます。 

 また、教育委員会の平成２４年度の使命・目標にも、第１番に知・徳・体のバランスのとれた教

育活動を推進すると位置づけさせていただいているところでございます。 

 道徳教育と申しますのは、道徳の時間を初め、そのほかの教科の学習、教育活動全般を通じて行

っているものでございます。したがいまして、道徳という時間は教科とは言わずに、領域という言

い方をしております。特に道徳の時間におきましては、豊かな体験活動を生かした指導の工夫や、

地域との連携による活動の充実に努めていきたいと思っております。そして、子供たちに道徳的な

心情や実践する態度、意欲を育てる取り組みを現在進めているところでございます。 

 また、平成２３年度には小学校、今年度からは中学校の学習指導要領が改訂されておりますけれ

ども、その中でも、道徳教育は学校だけでなく、家庭での教育も基本になっているというふうにご

ざいますが、ですから学校だけでなく家庭、それから取り巻く地域の方々との協力も得ながら、学

校、家庭、地域が連携した、子供たちの道徳性を高めていくようなことを進めていきたいというふ

うに考えております。 

 また、今後、家庭教育力の向上、幼児教育のあり方についても、最重要課題としてとらえており

ますので、その点、教育委員会挙げて取り組んでまいりたいというふうに思っております。 

○議長（小坂直親君） 

 宮崎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 道徳教育については、教育長の考えをお聞かせ願いました。今後、これを進める中でも、私は今
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教育長の話がありましたように、家庭内の教育も必要。私も、親育の教育は非常に大事かと思って

おります。そういう部分も、地域を通じて、また学校から家庭に向けての発信をしていただきたい

と、かように思っておりますが、その点いかがですか。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤教育長。 

○教育長（伊藤ふじ子君登壇） 

 今年度、特にモデル校を決めまして、そしてそのモデル校を中心に実践をさせていただく予定を

しております。その学校におきましては、特に地域との連携、もう既にやってもらっておりますけ

れども、あいさつをしっかりしよう、そういった実践も具体的に取り組みを進めてもらっていると

ころでございます。 

 それから家庭の教育力向上ということで、今年度、教育研究室はアンケートを実施しているとこ

ろでございますが、その分析も踏まえて、今後、生涯学習室と連携をとりまして、前回の議会でも

答弁させていただきましたように、保護者に対する子供の教育のあり方ということで、さまざまな

形で研究を進めながら、啓発を今後進めていきたいというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 宮崎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 道徳教育は非常に大事だと思いますので、今後さらに進めていただきたいというふうに思います。 

 それでは、次にコミュニティ・スクールというようなことが現況に出ておりますが、どのような

教育なのか、お尋ねしたいと思います。 

 これは、私の考えでいきますと、保護者、地域住民が学校運営に参画して、学校、家庭、地域が

一体になっての学校づくりだというふうに思っておりますが、これでよいのかどうか、確認したい

と思います。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤教育長。 

○教育長（伊藤ふじ子君登壇） 

 コミュニティ・スクールについてのご質問でございますが、加太小学校が今年度よりコミュニテ

ィ・スクールの制度を導入して活動を始めております。加太小学校におきましては、これまで２年

間、研究期間を設けまして、コミュニティ・スクールについての研究を進めてまいりました。その

結果を受けまして、今年度から本格実施ということになります。 

 それから、川崎小学校については、今年度からその研究を進めていくというふうになってござい

ます。 

 コミュニティ・スクールと申しますのは、学校運営協議会制度というものがございまして、これ

は平成１６年６月の地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正されまして、その改正により

導入されたもので、コミュニティ・スクールというふうに私たちは呼んでおりますけれども、学校

運営協議会を設置した学校のことを申します。そして、こういうコミュニティ・スクールを通じま

して、議員がおっしゃいましたように、保護者や地域の皆さんが、今までの教育協議会という制度

もありまして、それは亀山市は随分と充実しておりまして、地域や保護者の皆さんの協力を得なが
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ら子供たちの教育活動を進めてまいったわけでございますけれども、このコミュニティ・スクール

と申しますのは、保護者や地域の皆さんが一定の権限と責任を持って学校運営に参画する。そのこ

とにより、そのニーズを学校運営に反映させ、学校、家庭、地域が一体となって、よりよい教育の

実現のために協働して取り組むことがこの制度のねらいでございます。そういった趣旨のものでご

ざいます。 

○議長（小坂直親君） 

 宮崎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 これは、以前から学校運営協議会ですか、地域の人等を入れて、それぞれの学校で協議を図って、

学校がうまく運営できるかというふうにされておるのが、この片仮名になったのかなというふうに

私は思っておりますが、それと、例えば地域の方々にも入っていただく。例えば南小の例をとりま

すと、ゲストティーチャーを導入されております。そういう部分。さらには、子ども放課後教室と

か、いろいろなことで地域の方々にお世話になっておるというのが、今現在各学校でもやられてお

ると思いますが、これがこれに匹敵するんじゃないかと私は思いますが、そこらの確認をもう一度

お願いしたい。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤教育長。 

○教育長（伊藤ふじ子君登壇） 

 先ほども尐し申し上げましたけれども、コミュニティ・スクール、つまり学校運営協議会の制度

を取り入れました学校につきまして、この学校運営協議会と言いますのは合議制の機関でございま

して、法律に基づいて学校運営、教職員人事等についての関与する一定の権限が付与されていると

いったものでございます。 

 それから、これまでもたくさんの皆様方にお世話になりまして、私がかつて勤務しておりました

亀山南小学校でもそうでございますが、地域の方々が本当に子供たちのために、さまざまな体験を

させていただく場面を与えていただき、ゲストティーチャーなどにもたくさん来ていただきまして、

地域挙げて学校の教育にお力をおかりしてまいりました。 

 そういった亀山市には大変ありがたい地域の風土がございます。それをさらに推進していくため

に、こういったコミュニティ・スクールの制度を充実させるというか、推進させていきたいという

ふうに考えております。 

 現在ございます教育協議会というのは、法律には基づいていなくて、保護者や地域の皆さんが学

校運営に関して直接関与したり、拘束力ある決定を行ったりするものではないという、そういう違

いがございますので、今後、将来的にはこのコミュニティ・スクール制度を進めていきたいという

ふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 宮崎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 教育行政、いろいろ多岐にわたっての要望も、また取り組みもあると思います。よろしくお願い

したいと思います。 
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 それでは次に、民間保育所整備事業についてお尋ねします。 

 次世代を担う人づくりと、歴史文化の振興から、子育て支援の中で民間保育所整備事業について

お尋ねするわけでございますが、この事業については、慢性的な定員オーバーを解消するために、

福祉法人を公募するとしております。その事業参入する事業所はあるのかどうか、お尋ねしたいと

思います。 

 ちなみに、その選定についての資料をいただいておりますが、その結果はこの資料を見ますと出

ております。私が通告したときには、この資料はいただいていなかったので、ちょっと後手になっ

たわけでございます。 

 しかし、私が聞き取りの中ではこのような話は出なかったように思っております。その点、確認

したいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 この民間保育所整備事業に関します社会福祉法人の募集につきましては、４月に市ホームページ

上に公募要項を掲載して事業者を募りましたところ、２つの事業者から応募があり、その選定につ

きましては学識経験者等第三者で構成します選定委員会の審議を経まして、６月１５日に決定をし

たところでございます。 

 事前の公募の要項等でもお示しをさせていただいておりましたが、６月中旪には選定をいたした

いということでございました。議員との聞き取りの中でも、時間的なそごがございましたが、予定

どおりに選定したところでございます。 

 なお、この選定までの間、公平性を担保するという意味で、公にはさせていただいておりません

でしたので、その辺はご了承をお願いいたしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 宮崎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 聞き取りの中での話はそれとして、聞き取りの日の６月１２日に１事業者が辞退されていますね。

そういう連絡も全くなかった。ただ、この書面をほうり込まれただけで、私、見なかったら全然わ

かりませんわね。そこらの点、不親切だなあというふうに私は思います。 

 その点も踏まえて、特に審査の中での採点、５５０点となっております。しかし、満点は５５０

点ですが、この事業者は３６１点というふうに報告をいただいています。この差は非常に開きがあ

ると思います。そこらで十分、点数が一番多いので、この事業者を採用するというふうなことだと

思いますが、それでいいのかどうか、確認しておきます。 

○議長（小坂直親君） 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 審査による採点結果でございますが、選定いたしました法人予定者にありましては、５５０点中

３６１点という結果でございました。これは、１００点満点にしますと６５.６％ということにな

ります。 
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 この採点に当たりましては、基準等、委員会の中で示させていただいておりましたが、その考え

方といたしましては、約６割が市の求めます保育内容という部分で、それ以上加点する部分があれ

ば６割をアップしていく、またそれより尐なければ６割を下回っていくという考え方でございまし

たので、この６５％というのは、そういった意味で市の考えていた点数を上回っているということ

でございました。 

 また、いろいろヒアリング等の中でも、委員さんから保育内容等についてもお尋ねをいただきま

して、その辺の法人が考えます保育につきまして、いろいろお尋ねをいただきました中でも、その

辺の評価をいたしているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 宮崎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 ６割が合格ラインというのはちょっとわからないんですが、基準ということで設定しておること

自体が、私は低過ぎるんじゃないかなというふうにも思っております。そこら、余り高くなるとな

いというのもございます。しかし、そういう事業者、里和という福祉法人の報告を受けております

が、その事業者が現在の状況の中で４月に開園が間に合うのかどうか、確認したいと思います。 

 これもやはり公募の条件だと私は思っておりますので、そこらを確認したいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 山﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山﨑裕康君登壇） 

 この募集に基づきます平成２５年４月の開設でございますが、確かにタイトなスケジュールであ

るというふうには考えておりますが、現在の市内の保育の状況を考えますと、尐しでも早く開所す

ることが必要でございますので、来年度の当初からの開所を予定していただいております。 

 なお、この募集に当たりまして、４月２０日には申し込みに係る事前説明会を開催いたしました

が、その場におきましても、新園の開設時期は２５年４月というふうに説明をしておりまして、今

回提案のありました事業者も、当然そのことを踏まえた上で応募を行っていただいたものでござい

ます。 

 なお、社会福祉法人予定者からの提出のあった工程表におきまして、年度内の完成を確認してお

りますが、この工程に沿った進行には、行政に係ります手続とか、また地域との対話、工事の進捗

等がスムーズにいくことが欠かせませんので、庁内連携を初め、県や法人との連絡調整、また地域

との連絡調整、情報共有等、市としましても、その時々の状況に応じまして進捗を逐次確認してま

いりたいというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 宮崎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 私、耳にしておる中では、例えばこの辞退された事業者かどうかわかりませんよ。応募されたか

どうかはわかりませんが、開発をかけてこれに対応したいという事業者が、今その敶地を整備され

たというふうにも聞いております。その方が、この辞退された業者かなというふうに私は憶測する

んですけれども、そういう部分から、そこまで頑張ってやろうという意欲のある方も見えますし、
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特に新たに今から保育園の敶地を整備していかなければならん事業だと思いますので、私がここで

尋ねておるのは、４月開園に間に合うのかどうかというのをお尋ねしたわけでございます。 

 今後、委員会でもご協議をお願いしたい。 

 それでは、次に地元事業の支援についてでございます。 

 地域コミュニティ仕組みづくり支援事業は、どのような事業かということで、昨日、福沢議員が

これに対してるる聞かれたわけでございますので、私は省略したいと思いますが、改めてこのコミ

ュニティ仕組みづくりをしなければならん、私は自分らの地域のコミュニティはもう十分できてお

るんじゃないかというふうに私も自負しておるんですが、まだできておらないコミュニティがある

のかどうか、そこらを確認したいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 梅本市民部長。 

○市民部長（梅本公宏君登壇） 

 議員のご質問にお答えさせていただきます。 

 市内には２５のコミュニティがございまして、地域としてもたくさん、地域のそういった歴史的

な背景、それから地域の資源等々、すべて異なっております。その中でも、課題としても異なって

おると。 

 議員が言われる、例えば１つの地域をとらえてみると、そういった地域全体が協議ができる場と

いうのがもうつくられておる地域も既にございます。ないところもございます。そういったところ

で、地域の課題を全体の課題として、個々の団体ではなく、全体の課題としてとらえる、そういっ

た話し合いの場、とりあえずその場を、今回モデル地区を２つお願いしたんですけれども、その場

で話し合いをお願いしておるところです。既にモデル地区の川崎と昼生におきましては、地域の団

体を包括した組織の案を独自に作成していただいて、議論が始まろうとしているところでございま

す。 

○議長（小坂直親君） 

 宮崎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 それでは、次に地域においての事業に対する支援の考え方をお尋ねしたいと思います。 

 コミュニティとか自治会とか、そういう組織にとらわれず、地域の方々が取り組まれておる事業、

例えば白川の里とか、穴虫の郷とか、ササユリの里等の事業がございます。特に私、もう尐し前の

時期に、このササユリの里を何度か訪ねました。非常に地元の方の熱意が我々に伝わってきまして、

ことし、私がおるうちにでも何十人かの方が訪れられております。そういう中で、非常に亀山の観

光の一つの材料になるのと違うのかなというふうに私も思っております。非常に地域の方が熱心に

取り組まれておりまして、ことしは駐車場の整備まで自費でされております。他の事業については

余り聞いておりませんけれども、そういう部分に対する支援の考え方を聞かせていただきたいと思

っております。 

○議長（小坂直親君） 

 最所文化部長。 

○文化部長（最所一子君登壇） 
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 ササユリの里に対する支援ということでご質問をいただきました。 

 ササユリの里につきましては、地元の楠平尾ひょうたんの会の皆様のご努力により、ことしも開

花時期には観光スポットとして、市のほうに市内外から多数お問い合わせをちょうだいいたしたと

ころでございます。そこで、今後は観光振興の面からも、広く情報を発信すべく、市や観光協会の

ホームページ等を中心に、積極的なＰＲに努めてまいりたいと存じます。 

 特に本市では、四季折々の花々が私たちの目を楽しませ、心を和ませてくれています。そこで、

年間を通して季節ごとの花々をＰＲできるような、例えば花ごよみのような、写真等を使ったビジ

ュアルな表現をして、人の目を引くわかりやすいＰＲ等により、多くの観光客に訪れていただける

よう努めてまいりたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 宮崎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 これからよろしくお願いしたいと思います。 

 このササユリについては、私も先般、関の道の駅へ寄ったときに、大阪の方だったと思うんです

が、どうやって行ったらいいのやという話を関ロッジの本間支配人に聞いてみえましたので、私が

偶然おったもんで、こうやって行くんやと。地元の方でそれぞれの看板も立てられておるというの

で、そこまで行ったら看板が出ておりますので、行ってくださいよというふうに案内はしておきま

した。 

 ほかの穴虫の郷にしろ、白川の里にしろ、地元の方の熱意によって、こういうような亀山の誇り

というまちづくりの一環としても取り組まれております。これも教育に対しても、南小学校、白川

小学校等が訪れて、菌打ち体験とか、いろんなこともされております。そういうような部分から見

ても、やはり情操教育の中でも非常に大事だろうというふうに思っておりますので、また何か市の

ほうで支援することがあれば取り組んでいただきたいと、かように思っております。 

 最後になりましたが、皆さん方のお手元にも、きょうの私の資料を配付しております。これは

「亀山めぐり唄」という一市民がつくられておるわけでございます。歌詞はこのように、ＣＤを出

されております。この方がなぜ出されたか。私も、よそへ仕事に行ってＵターンしてきて、亀山の

よさはよくわかったということで、それぞれ生まれた地域でございますので、探索もされ、歌にさ

れたんだと思いますが、これの歌は市民の方で濱崎さんという方です。それから佐熊さんという方

です。子供のおはやしが入っておるんですが、ミユキッズというのが、御幸の子供たちだというこ

とを聞いております。作曲は、皆さんご存じの原先生でございます。 

 地域の方がそれぞれ頑張って、亀山をＰＲしようというふうに「亀山めぐり唄」をつくられて取

り組まれております。１小節を見ますと、「能褒野 ほのぼの ほのぼの 能褒野 大和武尊はふ

るさとが 愛し恋しと白鳥になって飛んだよ西の空 羽を休める止まり木が 鳥居 鳥居が そこ

かしこ そこかしこ トトンがトン トトンがトン そーれゆらゆら ゆーらゆら」というような

歌でございます。このＣＤを聞いておりますと、私も踊りたくなるような歌でございますので、ま

た何かの参考にしていただきたいと、かように思います。 

 これで終わります。ありがとうございました。 

○議長（小坂直親君） 
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 １４番 宮崎勝郎議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、１０分間休憩いたします。 

（午前１１時０８分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午前１１時１８分 再開） 

○議長（小坂直親君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、４番 中﨑孝彦議員。 

○４番（中﨑孝彦君登壇） 

 新和会の中﨑でございます。 

 きょうは１点だけ、坂本棚田についてお聞きをしたいというふうに思います。 

 この坂本棚田でございますけれども、約４００年前から築かれ始めまして、明治時代の初期には

千枚田のような形になりまして、その後、明治から大正にかけてまた整地がされ、現在の形になっ

たというふうに言われております。その棚田の面積ですけれども、約２３ヘクタールで、棚田の枚

数が４４０枚。そして、この棚田の特徴があるんですね。全国にも珍しい棚田の特徴としまして、

はしご田と呼ばれる石積み棚田が点在する全国でも有数の美しい景観を有しておりまして、独特の

田園風景を見ることのできる非常に貴重な地域資源であるというふうに私は思っておるわけでござ

います。 

 なだらかな斜面を利用して階段状に田んぼが広がったその姿は、見る人に郷愁を感じさせる上、

春には水をたたえ、夏には緑のじゅうたん、秋には稲穂を下げた黄金色一色、冬は雪景色と、四季

折々に美しい姿を見せてくれる貴重な地域資源であります。 

 また、平成１１年７月には日本の棚田百選にも認定され、近年、市内外から観光客も増加傾向に

あり、本市の観光振興にも大きく寄与しているところでございます。 

 そこで、１番目の質問に入りたいと思いますが、この貴重な地域資源である坂本棚田について、

市としてこの坂本棚田をどのようにとらえられているのか。棚田に対してどのような思いを持って

おられるのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 ４番 中﨑孝彦議員の質問に対する答弁を求めます。 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 坂本棚田につきましては、平成１１年に日本棚田百選に選定されたことをきっかけに、坂本棚田

保存会が結成されまして、また坂本営農組合が組織され、現在、中山間地域等直接支払交付金事業

により棚田での稲作保全管理に集落ぐるみで取り組みをしていただいているところでございます。 

 そのような中、市といたしましても、石積み体験事業への支援、また獣害対策用の侵入防止さく

の設置工事などに取り組んでまいったところでございます。 

 坂本棚田は、当市のみならず、全国的に見ても後世に残すべき貴重で美しい農村景観資源、また

観光資源であると認識をいたしておりまして、今後におきましても継続的に棚田の保全に取り組ん

でまいりたいと考えているところでございます。 
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○議長（小坂直親君） 

 中﨑孝彦議員。 

○４番（中﨑孝彦君登壇） 

 今、部長のほうから、棚田の市の思い、考え方というのをお聞きしたわけでございますけれども、

今、部長のご答弁をいただいたわけでございますが、平成１１年７月に、繰り返すようですけれど

も、日本の棚田百選の認定を受けたのをきっかけに、より力を注いで棚田を守っていこうという機

運が本当に坂本に高まりまして、坂本棚田保存会というものが結成されたと聞いております。 

 ここ十数年間にわたり、自助、共助の精神のもと、棚田の保存に努めて現在に至っているわけで

ございますけれども、高齢化には勝てません。棚田における農作業は、地形上、機械による省力化

に限界があり、人力による部分が他の水田に比較して多いのは明らかでございます。 

 ここで、坂本棚田を有する坂本地区の高齢化について資料を調べましたので、お話をさせていた

だきたいというふうに思います。 

 昨年の国勢調査で、６５歳以上の高齢者人口の比率が２３％というのは新聞紙上でも発表されま

した。そして、亀山市全体ではほぼ全国と同じ２２％ちょっとでございます。野登地区に関しまし

ては、６５歳以上の人口がはね上がりまして２９.９８、約３０％でございます。坂本地区に限れ

ば、坂本地区は４１世帯１０９人の人口でございます。そのうち６５歳以上の方が３８.５３％と、

物すごい高齢化が進んでおる地区でもあるわけでございます。そのうち、７５歳以上の人口は、全

体の４２人のうち２６人と半数を超えております。非常に高齢化が進みまして、このままの状態で

は、坂本地区というのは本当に近い将来、限界集落というふうなことになっていくんじゃないかと

いう危惧をしておるわけでございます。 

 こういう中で、この高齢化の進展に合わせるかのように、米づくりを断念し、今も部長からお話

がありました、中山間の支払事業を受けていろいろと米づくりも一生懸命やってきたわけでござい

ますけれども、高齢化に合わせるように米づくりを断念して、年々保全管理だけの水田が増加して

いるという現状があるわけでございます。 

 このような状況の中で、この貴重な地域資源を保護して後世に継承していくことは、極めて重要

である。あわせて、この地域資源を有効に活用していくことが、我々に課せられた責務ではないか

と私は思うわけでございます。 

 この平成２０年度に亀山市観光振興ビジョンというのが策定されております。この中に、亀山市

観光振興ビジョンという項目がございまして、私も読ませていただきました。この中で、ちょっと

読み上げますと、観光振興のための施策の中で、自然資源の保全、磨き上げというところがござい

ます。それはどういうことかといいますと、森林とか河川とか農地などの美しい自然環境、景観を

維持保全する活動に継続的に取り組んでいくということがここに書かれておる。その中に、７つ展

開事業が上がっております。その中の１つに、棚田保全事業というのが上がっております。その事

業内容としまして、日本の棚田百選に選定されている坂本の棚田を地区内外にＰＲしていくと。ま

た、援農者、ボランティアなどの協力を得るなどの体制づくりを進めて、美しい棚田を保全してい

きます、亀山市としてもそういうふうに取り組んでいくということが、この亀山市の観光振興ビジ

ョンに書かれておるわけでございます。 

 そうした中で、今度の後期基本計画の中にも、実はちゃんと、今までもずうっと言われているこ
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とでございますが、自然との共生、これは今に始まったことではございません。もう数年前、もっ

と前から自然との共生ということは言われております。その自然との共生、健康で自然の恵み豊か

な環境の創造ということで、基本施策の大綱にうたわれておる。その中で、自然との共生、そして

施策の方向性として、自然資源の保全と多様な生態系の確保から、４番目の自然との触れ合いの場

や機会の創出をするというようなことが、この基本計画にもちゃんと亀山市として上げられておる。

これは、当然棚田の保全にもつながることだというふうに私は思っておるわけでございます。 

 そこで、こういうふうなこと、棚田の保全事業、いろんな今の観光振興ビジョンにも上げられて

おる、後期基本計画にも示されておる。その中で、今後本当に、私思うんです。亀山市として、今

後の保全についてどういうふうに考えておるのか。ただ、中山間支払事業をやっておる、そういう

ハードの面といいますか、支援、予算の面で手当てをしているから、保全は地元任せだということ

ではないと思うんですが、今後の保全についてどのように考えているのかということをお聞きした

いというふうに思います。 

○議長（小坂直親君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 坂本集落におきましては、高齢化、また担い手不足の問題が年々深刻化してきておりまして、保

全管理をしている農地がふえてきているということは十分認識もしてございます。 

 そんな中で、坂本の方々も、現状で満足しているというふうには全然思ってみえないということ

もお聞きをしております。市といたしましても、そういった中でこういった問題の解消に向けまし

て、坂本集落の皆さんの思いや考えを尊重しながら、地域の方々とともに研究・検討を重ねながら、

積極的に棚田保全に関する支援に取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中﨑孝彦議員。 

○４番（中﨑孝彦君登壇） 

 現在まで、市の方も手をこまねいているだけでなく、坂本棚田というものに対して思いを入れて、

いろんなご支援をいただいているということは私も十分認識をしておるんです。そういう認識は十

分しておるんですけれども、この棚田の保全に関して、地元任せといいますか、本当に私が感じて

おるところで、これは間違っておるかどうかわかりませんが、市の行政として、やはり立ち位置と

いうのが一歩も二歩も控えた立ち位置じゃないかということを常々感じておるんです。 

 この坂本棚田の保全・保護をしていくということは、自助、共助という面では、保全・保護には

限界が来ておると私は感じておるんです。今こそ、お金も必要なんでしょうけれども、ソフトの面

で、公的な公助というものが必要なんじゃないかということを思っておるわけでございます。今ま

で以上に積極的に保全・保護に力を注いでいただきたいというふうに思うわけです。 

 私は、そこで提案をいたします。この坂本棚田、これはもちろん野登や坂本の資源だけじゃない、

亀山市の本当に貴重な資源なんです。そこで、棚田の保全とか保護に関して、広く一般市民の方を

含めて、このあり方、保全の仕方はどうしたらいいんだというようなことの議論の場を設けて、一

遍そういう考え、議論の場を設けるという考えは行政としてあるのかないのか。僕は、そういう議

論の場が必要だと思うんですが、どうでしょうか。 
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○議長（小坂直親君） 

 国分環境・産業部長。 

○環境・産業部長（国分 純君登壇） 

 棚田の保全につきましては、高齢化や担い手不足などの関係で限界もありますことから、一般市

民の方々を含めた新たな担い手づくりや受け皿づくりという、保全管理の方法などについて話し合

うことも有効な手段の一つであるというふうには考えておりますが、まずは地域の方々の思いとい

うお考え、それを尊重したいという考えから、地域の方々とまずは話し合いを持ちたいというふう

に考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 中﨑孝彦議員。 

○４番（中﨑孝彦君登壇） 

 私、お言葉を返すようでございますけれども、今もお示しをいたしました亀山市の観光振興ビジ

ョンですね。これは平成２０年度に策定されておるわけです。今もちょっと読み上げさせていただ

きましたけれども、この中で、もう既にここのところで日本の棚田百選に選定されている坂本棚田

の援農者ですね。これは一番大事なところだと思うんです、私。援農者、ボランティアとか、そう

いう協力を得るような体制づくりを進めていくということが書かれておりますが、今地元には全然

そういう話がない。亀山市の観光振興ビジョン、これは書かれただけではないと思うんですよ。そ

う考えれば、これは２０年度に策定されているわけですから、もう３年、４年たっておるわけでご

ざいますから、その辺の方向性というものは、その高齢化とかいろんなことを言われている時点で

わかっていることだと思うんです。わかっているからこそ、この亀山市の観光振興ビジョンにそう

いうふうな援農者とか、ボランティアとかいうようなことも書かれて、体制づくりをしていくとい

うことを書かれておると私は理解しておるわけでございます。 

 ですから、その保全の思い、そういうものを本当に、支援事業というようなことで、支払事業と

かそういうことだけでなしに、私が今言いましたように、一般の人、いろんな方からの意見を聞い

て議論の場を設けて、本当に亀山市の観光振興ビジョンに書かれているようなことが達成できれば、

坂本棚田はずうっと未来永劫続いていくわけでございますから、そういうようなことで、ぜひとも

議論の場を設けていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それと、今申しました保全の関係で、皆さんも新聞報道、テレビ報道でもよくご存じだと思うん

ですけど、旧の紀和町ですね。今熊野市に合併したんですが、丸山千枚田というのがございます。

これは市民の方もご存じだと思うんですが、棚田保存の条例が制定されておりまして、そこにはき

ちっと、私もちょっと読ませていただいたんですが、市の責務とか、市民の責務、所有者等の責務

というようなことがこの条例で定められております。そして、熊野市としても紀和町から引き継い

だこの条例を、助成もある、消費者等に対して予算の範囲内では助成もする。それから、財源措置

を市は講じなきゃいかんとか、こういうことが熊野市でも紀和町から引き継いで、平成１７年に熊

野市丸山千枚田条例というのが制定されておるわけでございますが、こういう条例を制定して、熊

野市もしっかりと丸山千枚田の保存・保護に一生懸命力を入れておるということです。 

 そして、ここでは１つ参考のために申し上げておきますけれども、丸山千枚田で、もう米づくり

ができんというような農地を熊野市が無償で借り上げる制度がありまして、無償で借り上げる、熊
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野市さんお願いしますというと、熊野市が米づくりができない農地を無償で借りるわけです。借り

た土地を、公社ができておりまして、そこの公社に市が貸すわけですね。そこの公社が事業展開を

していく。そこで米づくりをするということで、この丸山千枚田の条例が亀山市に全くすぐ当ては

まるとは思っていません。規模とか立地条件とか、いろんなものがございますから、丸山千枚田は

棚田の数が４４０枚やそこらではないもんですから、広い大きな規模のものですから、これが全く

当てはまるとは思わないんですけど、こういう丸山千枚田の条例、こういうものを参考にしていた

だいて、いかに坂本棚田を持続させていくか、保存していくのか、そういうことを私は思うわけで

ございますけれども、そういう観点から、そこまで踏み込んでやっていく。今すぐその返答をいた

だけないと思いますけど、私が今説明を申し上げました丸山千枚田、そういう方向に進んでいく考

えというか、そういう思いもあるのかどうか。その辺も、すぐに返答は難しいと思いますが、考え

をお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 中﨑議員のご質問にお答えをいたします。 

 坂本棚田の地域資源としての価値、あるいは今後の環境保全、あるいは今あの地域が抱えておら

れる高齢化や担い手不足の問題、こういうことも承知をいたしておるんですが、さてこれをどのよ

うに継続、発展をさせていくのかということについては、今幾つかご提案をちょうだいいたしまし

た。その問題を地域の皆さんと、先ほど部長が答弁させていただきましたが、まずは地域の皆さん、

きのうもコミュニティと行政のかかわり方、上から落とし込むのではなくて、地域のさまざまな考

え方や価値感が交錯いたしておりますので、ぜひそういう問題を乗り越えていけるような議論を積

み上げていく必要があるというふうに考えておるところでございます。 

 その意味でも、まずは地域との話し合いからというふうな思いを持たせていただいておるんです

が、丸山千枚田の事例を尐しご紹介していただきました。 

 私も、丸山には何度も足を運んでおりますし、先ほどご提案いただいたお話もあるわけでござい

ますが、そこと亀山市の坂本との積み上げ、あるいは状況が若干違うというふうに、まずは感じて

おるところでございます。しかしながら、今ご紹介のありました手法につきまして、ぜひ私どもは

坂本の地元の地域の皆さん、それから野登の推進協議会、いわゆるコミュニティでございますけれ

ども、いろんな形、どのようにかかわっていっていただくのか。本当に価値観が交錯をいたしてお

りますので、そういうものを乗り越える中で、ぜひ今後のあるべき仕組みや考え方を行政として検

討していきたいというふうに思っておるところございますし、この地域資源を今後、未来へ継承し

ていかなくてはならんと、今熱い思いで語っていただきましたが、私どももその思いで対応をして

いきたいというふうに思っております。 

 先ほどもご紹介いただきました「亀山めぐり唄」の３番には棚田も中に触れていただいておりま

して、本当に広く市民全体の思いがそれを支えていくような状況をつくっていくような議論を、ま

ずは地域の中からつくり上げていくことがまずは大事ではないかというふうに思っておるところで

ございます。 

○議長（小坂直親君） 
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 中﨑孝彦議員。 

○４番（中﨑孝彦君登壇） 

 市長もそういうような考え方ということで理解はさせていただきますけれども、これは本当に悠

長に考えておる時期じゃないんです、坂本棚田は。本当に喫緊の課題だと思うんですよ。方策をど

ういうふうにしていくんだという基本方針。これを決めていただかないと、前へ進まないんです。 

 ただ、地元との協議、いろんなことはあるでしょうが、まずは地元に行政が入っていただいて、

どういうふうだというイニシアチブをとっていただくということも一つ必要じゃないかと。地元任

せとは私は言いませんが、そういうことも必要じゃないかということを常々感じておるわけでござ

います。 

 最後に、私は何も棚田の保全・保護を行政に丸投げするつもりは毛頭ございません。あくまでも、

このすばらしい地域資源を有効に活用していく、これは地元が中心になって、地元が本当に力を入

れてやっていかなならん。しかし、今現在、坂本棚田を取り巻く環境というのは非常に厳しいんで

す、本当に。だから私は危惧するんです。すばらしいんです、この坂本棚田は。だから今一般質問

で取り上げさせていただいて、質問させていただいたということでございます。 

 そして、このすばらしい亀山市の地域資源を有効に活用して未来に残していく、歴史を伝えてい

く。もちろんこれは今も言いましたように、地元が中心になって取り組んでいくのは当たり前のこ

となんです。当たり前のことですが、何遍でも言いますけれども、坂本棚田を取り巻く環境という

のは非常に厳しいから皆さんにお願いしておるわけです。 

 そういうことでございますので、本当に棚田の保存に関与を深めていただいて、農政、観光、両

面から相互の連携をしながら、十分な検討をしていただきたいと。そうでなければ、坂本棚田の将

来は非常に厳しいんです。本当の話が厳しいんです。ぜひともそういう検討課題として、市、オー

ル市役所で取り上げていただいて、本当に方向性というものを示していただきたいというふうに思

います。よろしくお願いします。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 厳しい今の状況というのは、本当に伝わってまいります。一方で、今高齢化率３８％という状況

でございますので、例えば市内全域でいくと坂下が４０％を超えておるという状況の中で、まさに

地域づくりをどうしていったらいいのかということが、非常に皆さんが切迫感の中で英知を投入し

ていくと、それを固まりにしていくという取り組みが必要だというふうに私は感じておるところで

あります。 

 ただ、今ご指摘をいただきましたように、坂本棚田の農業施策の視点だけではなくて、例えば観

光や文化や市民生活というさまざまな視点からの坂本集落をどうしていくのかという検討は、先進

地の取り組みも含めまして調査・研究をしっかりさせていただくということと、これは県当局とも

連携をしながら、地域の方々とともに議論を重ねて進めていきたいというふうに考えております。 

 尐し多方面の視点からのアプローチが必要であるという認識は持たせていただいておりますので、

ぜひぜひそういう環境を、地域におきましても、ぜひ議員も先頭に立っていただいて頑張っていた

だきますようお願いを申し上げたいと思います。 
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○議長（小坂直親君） 

 中﨑孝彦議員。 

○４番（中﨑孝彦君登壇） 

 どうもありがとうございました。これで私の質問を終わります。 

○議長（小坂直親君） 

 ４番 中﨑孝彦議員の質問は終わりました。 

 質問の途中ですが、午後１時まで休憩いたします。 

（午前１１時４６分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（小坂直親君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、２２番 櫻井清蔵議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 それでは、通告に従いまして一般質問をさせていただきたいと思います。 

 １点目に、住宅リフォーム助成制度の現状についてですけれども、この案件につきましては、宮

崎勝郎議員がかなり現状について細かく尋ねられましたので、その尋ねられた内容から、再度、も

う尐し私なりの観点から質問させていただきたいと思います。 

 これは、平成２３年１０月から施行された時限立法による総額２,０００万の予算であります。

報告によりますと、平成２３年度が４８９万９,０００円、２４年度が１,１７０万１,０００円と

いうことで、総額２,０００万というんですけれども、来年度は当初の形からいくと３４０万とな

りますけれども、それで間違いないでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 三谷建設部長。 

○建設部長（三谷久夫君登壇） 

 先ほどもご答弁をさせていただいたとおり、２,０００万という枠でございますので、現在のと

ころは計画どおりですので、３４０万ほど残るという形になるというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 といいますのは、先般の議会のときに、利用者数の説明の中で５５名、抽せんによって４１名、

繰り上げで３名、そして辞退者が１名で、４２名という結果になっておると。そのとき、私は前回

の議会のときに、このような市民がたくさん応募されたことについて、１１名の補正対応できなか

ったのかと言ったときに、あくまでもこれは当初、抽せんによるということが決まっておったので、

そんなことは無理だという答弁でしたな、市長。いろいろ詰めていった中で、最後の市長の答弁の

中に、今回のリフォーム助成制度については１０月からスタートさせていただいたと。３年間で実

施するということでございますので、今ご懸念の分については、来年度においても事業を行う予定

でありますので、今回の結果を踏まえ柔軟な対応をさせていただきたいと検討しておりますという
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ようなことですわ。 

 柔軟な対応というような答弁をしておると。だけど、今回は２３年度が抽せんであったと。今回

は先着順であったと。これはどういうことですかな。市長がそういうふうに指示したのかどうか、

そこを一遍確認したい。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 櫻井議員のお尋ねでございますけれども、昨年度につきましては、この事業を創設して、当初よ

り予算額を超えた場合は抽せんを行う旨を、配布資料や広報及び窓口相談等において市民の皆さん

に周知をさせていただいて実施をしたという経過がございましたので、その金額の上限がございま

したので、それを超えた部分については抽せんとさせていただいたということでございます。 

 昨年の１２月の議会やこの３月の議会でも、いろいろご意見もちょうだいをいたしまして、それ

につきまして尐し、今後の対応について柔軟に検討していこうという中で、平成２４年度の事業の

進め方について先着順の受け付けとして、随時審査を行って交付決定して、着工できるような対応

へと、２４年度の事業の進め方として対応させていただいたという経過でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 柔軟な姿勢だったら、明らかに２４年度は９２件で１７０万１,０００円の、当初の予算より余

分の応募者があったと。当然６月にその額はわかっておると。私が聞きましたら、５月１６日の受

け付けの日には４５件、総額６００万、次の日は６５件で徐々にふえていったと。そして、私も確

認しました、電話をして。どういうような状況かと。先着順だったら早く行かないかんということ

で、当日に４５名の市民の人が申し込みに来られたと。 

 今、宮崎議員の答弁の中で明らかになったように、１７０万１,０００円の余分が出たと。何で

これを６月補正で対応して、この制度を、あなたが言われておる地域経済の活性化、緊急経済対策

の側面、住環境の向上のために制度を発足させてもうたと。それだったら、柔軟な対応だったら、

この６月に当然予測して、２００万ぐらいの補正を提案するのが市長の思いと違うかな。それをな

ぜ提案せんと。そうすると、補正対応すると９月か。残りの方は９月まで待てということかな、そ

うすると。どういうことかな、市長。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 本年度の事業の進め方でございますが、ちょうど先週末の６月１５日金曜日が今回の申し込みの

締め切り期限でございました。５月１６日からこの助成申請の申込期間として、申し込みの受け付

けをいたしたところでございます。 

 最終的に、本年度予算を１,０００万ということで考えておりましたので、早くからその状況を

把握して、この６月定例会に補正予算として上げるべきだというご指摘だろうと感じておりますが、

まさに先週の末が最終の申込期限であったという中で、それに対してどうするかというのは、先ほ
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ど宮崎議員にも申し上げましたけれども、把握させていただいた状況でございますので、補正予算

等も含めて今後検討していくと、このように先ほど申し上げたところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 だから、行政の矛盾をつくったらあかんと私は思う。限度額は２,０００万。さきの答弁で、来

年度は３４０万しか組めへんということですわな。そうすると、来年度に３４０万以上超えた市民

は、あんたらはもうあきまへんと。市民としての権利は行使できませんとお断りになるのかな。そ

うすると、来年は抽せんになるわけですかな。３４０万の範囲を超えた場合は抽せんですかな、そ

れを確認したい。そうなるよ、あんたの言うことだったら。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 今回の平成２３年１０月に創設をさせていただきました住宅リフォーム助成事業につきましては、

３年間の時限措置として取り組みをさせていただきました。その目的は、市内の経済情勢も含め、

緊急経済的な色彩が強く、なおかつ住環境の向上にもつなげるという目的のもとに、３カ年を２,

０００万の枠でもって議会の皆さんにお示しをさせていただき、この事業が動いてきたという経過

がございます。 

 議員もご案内のとおり、亀山市といたしましては、３月には後期基本計画の議決をいただきまし

た。同時に、第１次の実施計画、この中でもしっかり、その２,０００万の枠の中で２４年度、２

５年度を位置づけて、今日に至っておるところでございます。 

 したがいまして、今後、現時点におきましては、その方針をもって今後、２５年度に向けても対

応していくという状況でございます。 

 いずれにいたしましても、本年度の今の状況、このリフォーム助成事業につきましては、先ほど

ご指摘をいただいたような状況でございますので、当面これの対応が必要というふうに認識をいた

しておりますので、補正予算等も含めてしっかり対応させていただくと。今後につきましては、今

後のさまざまな検討が必要であろうというふうに思っております。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 ほか案件もあるので、あんまり時間を割きたくないけれども、市長にお尋ねしたい。 

 このリフォーム制度は、地域業者のための制度か、市民の住生活の環境改善のための制度か、ど

っちですか。右か左かで答えてください。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 これはしっかりと明示をさせていただいておりますが、住環境の向上並びに緊急の経済対策、そ

の視点も含めた、その目的のために創設をさせていただいた。これは議会からのさまざまなご提言、
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ご意見をもとに、最終的に判断をさせていただいたということでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 さらに聞きますよ。あなたの選択と集中という、どっちかを選ばんならんときに、業者の経済政

策か、市民の住生活の環境を優先するのか、どっちを市長として優先すべきであるかということを

聞きたい。市長は両方とも優先しておるというような形やな。両方だったら、市民の要望を聞くん

だったら、当然２,０００万の枠を超えた予算もしていかんならんと思う。ところが、しないとい

うんだろう。そこを聞いておる。業者の経済対策をやっておるのか、選択と集中の中で、もしどっ

ちへ選べと言われたら、どっちを選ぶのか、それを聞きたい。私から行くと、業者の育成のための

経済効果をねらっておるというような形に見えておる。どっちですか。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 ＡｏｒＢということではなくて、当時から、本当に議会のご議論はどちらかというと経済対策の

色彩が濃い中での制度の提言が多かったというふうに思っておりますし、またそういう色彩が強い

ということも認識をさせていただいておりますが、同時に住環境の向上という視点も持ち合わせて

の制度の創設であったということは、今日に至る過程もご存じいただいておるとおりでございます

ので、ＡかＢかということではなくて、この両方を目的としてこの事業は創設をされたという経過

を持っておるというふうに認識をいたしております。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 制度というのは、政治というのは、これは私の政治信条だけど、市民が主人、市民の皆さんが大

将、この市民の皆さんのために私らは仕事をさせてもろうとるわけ。市民の要望が多ければ、市民

のニーズにこたえるのが行政の仕事。それをすることによって市民の納税意識とか、市民としての

義務が果たせると私は思っておる。あなたの言い方では、どうも私は府に落ちん。ただ、この紙１

枚の、平成２４年度亀山市リフォーム助成事業、ここにこれありますよ。窓口で配ってあったもの

です。これを見て、早いとこ行かないかんということを言った人がおるんやけれども、２５年度は

３４０万にこだわらんと、去年が９,０００万、ことしが１億３,０００万という、一つの市内業者

の育成とかそういうものもできたと。だけど、それに付随した中で、それ以前に市民の住環境の改

善というのを図る制度やで、これは２,０００万にこだわらんと、もっとやっていただきたいと思

います。 

 次に移りたいと思います。 

 東日本大震災における瓦れき処理について。 

 ちょっとパネルを利用させてもらいますけれども、今日までの動きを、私の浅知恵でつくらせて

もらいました。いみじくも平成２３年３月１１日、震災が起こりました。その後、いろんな形で日

本国、それから各自治体でいろんな動きがあった。その中で１つ言うておきたいのは、震災が起こ
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って汚染瓦れき云々の問題があったと思うんですけれども、私はここで１つ紹介したいんですけれ

ども、福島原発の１号機の炉心を冷やすために、当時の東電の吉田所長が独断で海水注入をされた。

これは、東電の本社、それから日本国政府の指示よりも、現場で直接その発電所を担当されていた

所長が独断で判断したと。だけど、基本的に東電が３月１２日午後７時４分に海水注入を始めたと。

そして、鑑定とかいろんなことをして、７時２５分に中断したと。そして、８時２０分に再開した

と。それで５５分間のどうのこうのがあったと。だけど、吉田所長は独断でこれをやったと。もし

吉田所長が見えなかったら、今問題になっている被災瓦れき、もっとすごい放尃能の拡散があった

と思う。この方がおったもんで、福島内で終わったと。だから、政府は何とか岩手、宮城の瓦れき

を全国の自治体に広域処理をしてくださいと言って、この時期に政府が発表されたと。 

 その前に、東京都知事、静岡県の島田市長、そこが受け入れなり試験焼却をやったと。当亀山市

は、島田市と同じ溶融炉施設を持っています。私は、２回目になると思うんですけれども、亀山市

が島田市と同じような溶融炉施設を持っていない自治体だったら、私はここまで言わない。やはり

いろいろ坊野議員からも質問がありました。周辺住民の人からやいのやいの反対があったと。そん

なもの承知せんぞというたときに、市長は大分詰め寄られたらしいですけれども、一遍市長に聞き

たい。 

 今日までずっと言われてきたのが、まず前回のときに、５月１９日、市長会の決め方があるので、

その動向を見ると。５月２０日に町村会があったと。そして、２４年６月８日に、三重県の東日本

大震災の廃棄物に関するガイドラインが発表されたと。この一連の流れがあったと。きのうの坊野

議員への答弁の中に、こういうようなことを言われた。最後のほうに、被災瓦れきの処理において

は、安全性の確認について、現在、整理する課題がまだ残されておると。私どもが考え、感じてお

りまして、三重県に対してまだその見解を求めておる状況でございますと。なお、当然処理施設の

周辺の住民はもとより、市民の皆さん、ある意味放尃能が付着した瓦れきに対する不安や懸念があ

る。これは、市民に限らず全国に起こっておるところでございます云々と。飛灰の処理先が確保さ

れる必要があると。この、現在まだ整理する課題が残されておるというのはどういうことですかな。

一遍それ市長に聞きたい。何が残されておるんですか。三重県のガイドライン、ここにあります。

６月８日に出されたガイドライン。この中身、市長は十分読んでみえると思う。私も読ませていた

だいた。それから、きのうも飛灰の処理先が確保されることが必要である。同時に住民の協力が必

要だと。あるいは議会の皆さんの同意が必要だと。あなたは議会に同意を求めたことがありますか

な、今まで。ありませんやろ。あったら一遍言うて。きのうの答弁。まだ整理する課題が残されて

おる、何が残されておるんですか、それを教えてください。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 広域処理の件でございますけれども、きのうも坊野議員、伊藤議員がさまざまな角度から、この

ご懸念についてご質問がございました。お答えをさせていただいたところでございますけれども、

今議員が触れられた、現在、整理すべき課題があると。それは何かということでございます。 

 私どもは、４月末の県・市町の三者におきます合意書及び確認書、４条件３項目の合意書、確認

書の締結を三者でしたという状況の中で、県はその後、三重県内への瓦れきの受け入れの処理・処
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分に関する手続を示した標準的な処理工程を定めたマニュアルとして、県のガイドラインの策定の

作業を進めてまいりました。 

 その間で、これは議会のほうにも我々が懸念しておる問題点、あるいは理解できない、こういう

ものにつきまして、県のほうにも、亀山市としてかなりの数を問いかけをさせていただいたところ

でございます。それらをもとに、県としては最終的にガイドラインを制定されたところでございま

すが、現在、私どもが考える整理すべき課題といたしまして、十分な回答がいただいてないことも

ございまして、例えば放尃能測定の頻度の根拠に関することでありましたり、溶融処理後の施設内

への放尃能残留による作業者への影響の有無、あるいは施設内への滞留の有無、あるいは低レベル

の濃度の瓦れきであっても、大量に受け入れることによって、総量がふえることによって高い濃度

にならないのか。あるいはバグフィルターで捕捉した飛灰を施設から排出する時点から埋立処分す

るまでの安全性の確認と根拠は何なのか。こういう安全性に関する課題につきまして、まだまだ的

確な科学的根拠に基づくような回答がいただける、あるいは確証に至るという状況には至っていな

いという立場から、昨日、そのようなお答えをさせていただいたということでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 市長にお尋ねしたいんですけれども、このガイドライン、お読みになりましたか。読んであった

ら、今の話は全部ここに書いてありますやんか。基本的に、これがスケジュールですよ。地元説明

会においては、国及び県で当該自治体と協力すると。飛灰の処理については、国・県が責任を持っ

て処理施設をきちっとすると。それから、作業員については、マスク等の着用をして、健康管理に

努める。それで、搬入については、搬出先の測定及び搬入地の測定値が上回った場合には、搬出先

へ送り返す等々がすべてここに書いてありますよ、ガイドライン。何も聞くことはない。 

 地元説明会が確かに必要です。地元説明会には、国から、県から、その担当者が来て、きちっと

説明をすると。確かに私も島田市に行かせていただきました。島田市長さんにも会わせていただい

た。島田市のいろんな懇談会も聞かせてもろた。鈴木議員がこの資料をつくってくれたんですけれ

ども、島田市長さんにわずか二、三分ですが、面談を求めました。そのとき、環境センターの所長

さんの配慮でお会いできました。 

 報告書に鈴木議員が書いてくれたんですけれども、さて市長との面談ですと。私、櫻井清蔵です。

宮崎勝郎です。２人あわせて櫻井勝郎ですなといって名刺交換をいたしました。そこで市長さんも

和んでいただいたと思う。市長さんが、このように言われました、最後に。市内には、受け入れに

対してはいろんな反対する市外の団体の人らが来て、その説明会を妨害したり、いろんなことをし

た。そして、苦慮したけれども、私の一つの決断に対して、中学生、高校生を初め若者は、瓦れき

受け入れに対して大多数賛成していただいていると確信しているという市長のコメントをいただき

ました。 

 そして、広報紙があるんです、島田市の。というのは、東南海３連動の地震があるときは、当然

静岡県島田市も被災地になるかと。そのときに、東北の折には島田市は何もしなかったと言われや

んように、やはりしておくべきではないかという声もある。だけど、反対に、そこの茶農家の方に

もお会いさせてもろた。この方も、元議員をされていた方らしいんですけれども、わしは茶農家だ
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と。ちょっとわしんとこより離れたところより放尃能が測定された。茶が半値になって困ったと。

あの人、やめさせないかんわと、そこまで言われた。だけど、このガイドラインには一番大事なこ

とは、瓦れき受け入れを決定する前に、周辺の事前調査を行いますということが書いてあるわけだ。 

 私も、松阪である講演会を聞きました、市民団体の。風評被害をつくるような講演会でした。あ

ほらしいで、わしは途中で寝ました。聞くに及ばんからと。 

 だから、こういうような一連の自治体の中、亀山市は名を上げない中、５月３０日の新聞報道が

あります。木くず解決、残るは汚染瓦れき。受け入れ、後発組困惑と。愛知県も、施設をつくると。

燃やす瓦れきはもうないのやと、尐なくなってきておる。 

 これ物すごく気に入らんのは、あなたの現況報告。一体震災を何と思っておるんやと私思った、

この文章見たときに。現況報告の。経済は以前として厳しい状況にあるものの、東日本大震災後の

復興需要等を背景に、緩やかに回復しつつありますと、ばかなことを書くか、こんなこと。だれに

書かせたか知らんけど。国内で起こった背景ってどういうことなの。そんな亀山市は思いなんです

か。 

 それから、本当に受け入れる気持ちがなかったら、ここではっきり言ってください。こういうわ

けで、ああだこうだ言っておるうちに、もう木くずはなくなる、あとは汚染瓦れきのみだというこ

とになってきておるんです。汚染瓦れきは、私も受けたくないと思っとる。岩手、宮城の木くずは、

もっと速いところ、当亀山市で、溶融炉を持っておるんだから、受け入れたらいい。これは市長だ

けに見せるけれども、この写真は北九州で試験焼却するときに反対運動が起き、警察官ともめた写

真、これ。これが日本人のすることかとわしは思っておる。市長は一遍、それをはっきり受け入れ

たくなかったら、受け入れたくないとはっきり言うてください。安全基準がわからんとか、ここに

ちゃんとガイドラインが書いてあるんやから、各自治体の長は、東京都知事が、前も言いました。

３,０００本か４,０００本の抗議電話があったと。何を言うとるんやと。我が東京都はこれを受け

入れやなあかんやないかと。ツルの一声で埋め立てを決めたと。島田市長も、私らの報告書にも書

いてありますけれども、余り先走ったことをしてもろうたら困るなと言うけれども、だれかがせな

あかんやないかという気持ちで、島田市長は溶融炉施設を持っておる自治体として踏み込んでくれ

たわけですよ。 

 三重県下、きのうも大井議員から聞いたんですけれども、いなべ市ですか、議会で質問をやって

います。名張市の市長会の会長も、伊賀南部処理区で処理するための地元説明会をやっています。

だけど、そういうような施設よりも、亀山市の施設は溶融炉施設といって、伊藤議員も言ったよう

に、確かに９９.９％しか処理できないけれども、まず間違いないだろうということです。だけど、

事前調査をすることによって、亀山市の施設は三重県下で最たる、真っ先に手を挙げるべき施設で

あると私は思うけれども、この議論をするに至らんと思うんですけれども、市長のここでの判断を

一遍聞かせてください。亀山市は絶対に受け入れたくないという判断か、いやいやまだ検討すると。

検討しておったら、結論を出したときには、もう被災瓦れきはなくなっていますわ。 

 それだけ各自治体は、民間も動いています。なぜ政府が広域処理をしたかということを考えたら、

当亀山市が三重県下で一番いい施設を持っておる前提で、市長の今の判断を聞かせていただきたい。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 
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○市長（櫻井義之君登壇） 

 尐し丁寧に考え方を申し上げなければならないんではないかと考えておりますので、考え方を申

し上げたいと思います。 

 きのうもお２人の議員さんにお答えさせていただきました。その中でのさまざまな考え方、私自

身も昨年の夏以降、賛否両論それぞれの声を寄せていただいてまいりました。被災地の現状もみず

から感じまして、これらのご意見を踏まえ、何度も自問自答しながら今日に至っておるところでご

ざいます。 

 これは議員ご案内のように、まずは昨年の福島の原発事故以前の日本というのは、国際基準や原

子力等規制法に基づいて、原子力発電所などから排出される１キロ当たり１００ベクレルを超える

放尃能が付着した物質は低レベル放尃性廃棄物と定義をされまして、徹底的な封じ込めがなされて

まいりました。焼却することはもちろん、埋め立てさえ認められず、唯一青森県六カ所村の埋設セ

ンターで約３００年間、厳重に管理をされるという原則のもとに運用されてきたと、これは議員ご

案内のとおりでございます。 

 しかし、昨年８月の国会での特別措置法の成立以来は、焼却後８,０００ベクレル以下であれば

埋め立て可能な基準へと、従来の基本原則が変更となったという状況でございます。このことによ

りまして、今、島田市のお取り組みや北九州のお取り組みは、それぞれの判断をされたわけでござ

いますが、このことによりまして、果たしてこの数値が安全性の確証が得られるものかどうかとい

うことにつきまして、多くの国民や地方自治体が抱く疑問の一つだと考えておるところでございま

す。 

 現在までの国・県の説明によると、一貫して処理施設の外部への放尃性物質の流出はあり得ず、

安全であるとの見解が示されておるところであります。 

 一方で、事故により拡散した、ある意味微量とされる放尃能に対し、直ちに健康への影響はない

という考え方を示されてまいりました。しかし、その発言の裏を返せば、将来のことはわからない

ということにもつながるものでございます。 

 今日、亀山市におきましては、県なり、あるいは市町のいろんな議論にも参画させていただいて

まいりました。ガイドラインにつきましても、我々が感じる課題や懸念につきましても問いかけを

積極的にさせていただいたところでございます。 

 それはなぜかと申し上げれば、やっぱり安全性の議論がしっかり担保されることが、もし仮に亀

山市が溶融炉であろうがなかろうが、受け入れるということになりますれば、本当に将来に対する

責務が、どういうものを想定するのか、このことを想定外ということでは済まされないというふう

に感じてまいったということでございまして、市民の健康や生活環境へのリスクを担保していくと

いうことは、当然自治体としての使命であるというふうに思っております。 

 したがいまして、いろんな情勢の変化は、ご指摘のように先月の５月２１日の瓦れきの被災地の

受け入れ量が大幅に減尐いたしておりますし、可燃物の量につきましては６割減というふうに私ど

もも認識いたしておりますが、今後、さまざまな情勢の変化の中で、しっかり国・県の動向を見き

わめる必要もあろうというふうに思っておりますし、私どもは市民が安全であることが担保される

まで、引き続き慎重に検討していきたいと、情報収集も含めて、こういう立場でございます。これ

はきのうも申し上げた考え方でございます。 
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○議長（小坂直親君） 

 櫻井議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 慎重に見きわめたいって、俗に言う、こんなことを言ったら失礼だけど、日和見主義というの。

よそが難儀しとるときは知らん顔しておるの。手前が難儀するときはわあわあ、助けよ助けよとい

うのが日和見主義だと思う。自分がえらいときは、早く助けてくれと言うの。よそが難儀しておる

ときは、まあ周りが何とかするやろうがなという話。それではつまらんぞな。 

 実際、私、前回にも、復興の第一歩は瓦れき処理だと。あの瓦れきを見て生活しておるその地域

の人らの気持ちになったら、いろんなボランティアで活躍してもろうとる、立派なことやと思う。

金を送るのも立派なことやと思う。だけど、自治体としてすべきことがある。きのうの鈴木議員の

質問じゃないけれども、水道を引っ張ってくれ、１,８００万かかる。そんなところに家を建てた

のが悪いやないかというもんじゃないですか。違いますか、市長。何を確認するんやね、今。この

ガイドラインに基づいて手続をして、そして地元と交渉するという気持ちはありませんか。県に、

できたらこのガイドラインに基づいて、地元と交渉に入りたいけれども、国及び県へ一遍亀山市へ

来いという申し入れをする気持ちがあるのかないのか、もう一遍聞きたい。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 ガイドラインに基づいてというのは、今ガイドライン自体はこの広域の瓦れきを受け入れるため

の手続を県として示された、その手順書ということで、マニュアルという概念でございます。 

 私どもは、これは亀山市だけではございませんけれども、４条件３項目、これに沿って安全性が

確保できること、それから住民の不安が払拭できること、そして議会の理解が得られること、そし

て最終の処分の方式が確保されること、この４条件の概念に沿って、これをクリアした段階で次の

段階へ行くということでございまして、現在、そういう意味で情報収集や研究や、対応をしてきて

おるということであります。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 それなら、前の答弁の中に、あなたは市長会の動向を見据えて、亀山市として判断したいという

答弁がある。そういうふうに私にしてもろうとる。ここに覚書、災害廃棄物瓦れき広域処理に係る

合意書、三重県知事 鈴木英敬、三重県市長会会長、名張市長 亀井市長。それから、立会人がリ

サイクル対策部長、この覚書がありますやんか。あなたが市長会にゆだねると言ったんやないかな。

市長会の会長がこうやって覚書を書いておるのやぞ。それに、なおかつこれはどうでもいいという

のか。ここに覚書って書いてありますやんか。住民の不安が払拭されること、そのための説明会を

何で亀山市はせんのやな。おかしいやないか、あんたの言うことは。真剣に考えておるんかな、あ

なたは。ぐたぐたと同じことを繰り返して、この市長会の覚書に従うと言わへんかったかな。違い

ますか。もう一遍確認したい。それは言うていないか。 

○議長（小坂直親君） 
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 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 議員、今覚書とおっしゃられましたが、合意書の４条件、この中で、次の条件が整うことを前提

に対応できる市町が実情に合った協力をしていくと、これが合意書であります。覚書につきまして

は、国・県・市町の役割を、責務を明確にさせるために締結をしたという性格のものでございまし

て、いずれにせよ、この合意書の４つの条件をクリアするかどうか、このことがそれぞれの市町の

実情や状況が違いますので、その中で各自治体が判断をすると。それがクリアできたところが、こ

の覚書に基づいて前へ進めていくという状況というふうに理解をいただきたいと存じます。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 私は、市長会に事務局から確認してもろうた。市長会の会議は、公開か非公開か。そうすると、

非公開だと。非公開ということでした。そうですな、市長。私は傍聴したかった。一体亀山市長が

何を言うか。近隣の市長が何を言うか。非公開のため、私は聞けなかった。それがこういう覚書な

り合意書が出てきて、あなたがいわゆる市長会に従うと。亀井市長、名張の市長はやってますやん

か、伊賀南部処理区で地元説明会を。そうすると、人を見とるのかな、市長会の会長のことを。違

いますか。何をぐつぐつ言うとるのや。だから、亀山市は受けるのか受けないのか、はっきり言っ

てください、ここで。頼みますわ、気持ちを。どうのこうの言うとらんと。きれいごとはもういい。

きれいごとを言うのには、日がたち過ぎた。結論を決める、それがきょうだと思っておる。あなた

の思い、住民説明会もせん、県のほうへ調査項目三十何項目出しても、それは高度で専門的なこと

やもんで、議会に示さなかったというようなことを言われたな。そんなことしか言っていないのに

どうなんやな。受ける気持ちがあるのかないのか、はっきりしてください、ここで。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 まず前段で議会へ、県へのやりとりについて、あの時点で実務的な内容でございましたので、そ

の回答をいただく段階でもございませんでしたので、回答をいただいた上で議会のほうへお示しを

させていただくということでご提示をさせていただいておるというふうに思っております。 

 亀山市といたしましては、これまでも被災地の復興を願って、温かい心で市民の皆さんや事業所

の皆さんや団体の皆さんを初め、さまざまな支援を行ってまいりましたが、これからも亀山市でで

きる可能な限りの支援を行っていくという考え方には変わりはございません。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 ぐだぐだしておるで、伊勢新聞に書いてありました。次期市長選挙を構えた首長は表明をなかな

かようせんと。その立場というて、私は理解をさせてもらいます。ありがとうございました。 

○議長（小坂直親君） 

 ２２番 櫻井清蔵議員の質問は終わりました。 
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 質問の途中ですが、１０分間休憩いたします。 

（午後 １時４９分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 １時５９分 再開） 

○議長（小坂直親君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、５番 豊田恵理議員。 

○５番（豊田恵理君登壇） 

 では、通告に従い、一般質問を始めさせていただきます。 

 きょうは雤なんですけれども、夏至だということで、お昼間が一番長い日だと伺っておりますけ

れども、一般質問、これで最後になりますので、最後までおつき合いくださいますようお願いいた

します。 

 今回は、亀山市の空き家・空き地対策についてお伺いいたします。 

 空き家問題については、私にとってここ最近では一番相談の多いテーマでございまして、しかも

今後ももっとふえていくことが容易に想像できるために、あらかじめきちんと対策を考えておく必

要があると思い、今回、ようやく質問をさせていただくことになりました。 

 空き家・空き地対策といっても、大きく２つに分けることができると思います。１つは、倒壊し

そうな家屋や適正に管理が行き届いていない空き地など、つまり周囲に何らかの不利益を及ぼす可

能性があるもの。もう１つは、手入れをすれば住める家屋、きちんと管理すれば活用できるもので

す。 

 前半に周囲に不利益を及ぼす可能性のある空き家や空き地について、そして後半に手直しや適切

な管理をすれば今後活用できる空き家・空き地についてという順番で質問をしたいと思います。 

 前回の３月定例会では、前田議員が、周囲に危険を及ぼす空き家について質問をされており、昨

年度、火災予防条例によって行われた空き家の数の分析によりますと、亀山市では３３９軒の空き

家が確認されているということでした。その後、まだ３カ月しかたっておりませんので、数につい

て更新データはないと思われますが、恐らくふえているのではないでしょうか。 

 まず最初にお聞きしたいのは、空き家や空き地によるトラブルを抱えている市民の方々に対して、

亀山市はどのような対応をとっているかということです。 

 もちろんトラブルにもたくさんございます。古い家屋が倒壊しそうで怖いとか、管理をされてお

らずに草が伸び放題になっている、また巨木が倒壊しそうで何とかしてほしい、枯れ草に放火され

たら大変だなど、管理がなされていない家屋の周辺にお住まいである方々にとっては、さまざまな

心配事がございますが、その中で具体的に個人所有地の草木等に対する管理指導について、それか

ら倒壊のおそれがあるなど危険な家屋に対する管理指導について、この２点を分けてお伺いしたい

と思います。 

○議長（小坂直親君） 

 ５番 豊田恵理議員の質問に対する答弁を求めます。 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 
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 まず個人所有地の中の草木等に対しての管理指導についてということで、これらの管理について

の対応でございますけれども、対応窓口につきましては、火災・景観などさまざまな視点で相談に

お見えになられるため、危機管理局、それと市民部や消防本部等の複数の部署で対応させていただ

いている状況でございます。 

 相談のほとんどは自治会でございまして、昨年度、空き家とあわせて数件の相談がございました。

相談を受けた事案につきましては、所有者が特定できない場合については、受けた窓口において所

有者の調査させていただきまして、自治会から所有者に向けてその改善をお願いしてもらっている

ところでございます。 

 それと、空き家につきましては、今回は倒壊の可能性があるということですので、危険と見られ

る空き家につきましては、先ほどの各部署、関支所等も含めて対応させていただいております。 

 このような空き家について、所有者または管理者が特定できない場合、建築基準法第１０条、保

安上危険な建築物に対する処置ということで、建築住宅室を通じまして、県の建築主事が所有者に

対して適正な管理をしていただくように、連絡指導をうちのほうから連絡をさせていただきまして、

県と連携をして対応させていただいているところでございます。 

 なお、倒壊などの危険性はないものの適正な管理がなされていない空き家については、草木同様、

所有者に対して改善をしていただくよう自治会から連絡をしていただいているというような状況で

ございます。 

 あと、草木について、枯れ草のほうは火災予防の観点でありますので、消防次長のほうからご答

弁をさせていただきます。 

○議長（小坂直親君） 

 早川消防次長。 

○消防次長（早川正男君登壇） 

 火災予防上における空き家、枯れ草等の指導はどのように行っているかということでございます

けど、市内各地域で散見されます空き家の火災予防上の指導につきましては、空き地の枯れ草も同

様でございますが、亀山市火災予防条例第３３条で、空地の所有者または管理者は、火災予防上必

要な措置を講じなければならないと規定しておりますことから、この規定に基づき、空き家の調査

及び管理に関する運用基準に沿った指導を行っているところでございます。 

 市内の空き家につきましては、昨年、各自治会長様のご協力を得まして、実態調査を行いました

ところ、先ほど議員申されました３３９軒の空き家の届け出がありました。その後、現地調査の結

果から、２４軒が空き家への侵入防止やら周囲の燃焼物の除去など改善指導が必要でありました。

現在、空き家の所有者、または管理者の調査を進める一方、口頭による指導もあわせて行っている

ところでございますが、個人情報保護の観点から、空き家の所有者、または管理者をすべて特定す

ることは難しい状況にあります。今後も、自治会や市関係部局から情報を得ながら、実態の掌握に

努め、火災予防上必要な行政指導を徹底してまいります。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○５番（豊田恵理君登壇） 

 ありがとうございます。 
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 先ほど危機管理局長さんのほうから、所有者の調査までしているということで答弁をいただいた

と思うんですけど、私のほうに相談に来られた方は、結構市役所に行ったけれども、所有者がわか

らなくて、その辺はちょっと個人の問題になってくるので言えないということで、結局相談に来た

ということが多かったので、どちらなのかなということで、またお伺いしたいんですけれども、相

談に来られる方のほとんどが、結局苦情を言いたいんですけれども、その所有者がわからなかった

り、あと連絡のとりようもないケースが多くて、たとえ相手の連絡先がわかったとしても、所有者

に容易に応じてもらうことができなくて、ややもすると、本当はしたくないんですけれども、訴訟

を起こすしか方法がないといった切実な不条理な場合が多くなっております。 

 私も、空き家に関するご相談を数件受けているんですけれども、いろいろなパターンのご相談が

あります。しかしながら、解決に至ったケースはごくわずかで、１件だけなんですけれども、ほと

んどの場合が空き家の近隣に住まわれている方が我慢をする、または不安を強いられて日々生活を

しておられます。相談にも来られない方、どこに相談に行っていいかわからない方もたくさんいら

っしゃると思うので、不安な毎日を過ごされているのではないでしょうか。 

 こちらに、亀山市地域福祉活動計画、これは３月にお配りしていただいたんですけれども、この

中を見てみますと、各地区における地域福祉活動、もともとこれは地域のきずなを深めよう、地域

一丸となってやっていこうというふうな趣旨で書かれていますけれども、その中の４章に、地域福

祉活動として、各自治会の、例えば１番から昼生地区、地区の構成、特徴、それから地区のよいと

ころや問題点、アイデアとかいろいろ書かれております。この中の２５地区分なんですけれども、

地区をよくするためのアイデアや、今、地区の問題点として抱えている部分ということで、空き家

という言葉が書かれている地区が２５件中１９件もございます。これ赤で私がチェックしていると

ころすべて空き家のことが書いてあるんですけれども、これほど空き家というのは皆さん問題意識

を持っておられると思います。 

 そこでお聞きしたいのですが、適正な管理がなされていない空き家や空き地を抱える地域や自治

会、コミュニティ等の空き家・空き地に対する意見を市はどのように認識しているのか、お聞きし

たいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 空き家・空き地につきまして、先ほどもご答弁させていただきましたけれども、昨年、数件の直

接のご相談がございました。その中で認識をということですけれども、３月にもご質問いただいた

中で、３月から県において、廃屋問題を研究する会ということで、県のほうが主体で立ち上げてい

ただきました。この中で、３月、これまで先月の５月も含めまして２回の研究会をさせていただい

ております。 

 議員申されますとおり、これから高齢化とかいろいろ人口が減尐する中で、空き家がふえること

が考えられますので、今、県下の市町とともに研究会の中でいろんな諸問題を研究しておる最中で

ございます。そういう形で、引き続き研究を進めさせていただいていこうかということで考えてお

ります。 

○議長（小坂直親君） 
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 豊田議員。 

○５番（豊田恵理君登壇） 

 前回の前田議員の提案の中で、所沢市でつくった空き家の条例をつくってはどうかということで

質問があったと思うんですけれども、あれからわかるだけでも、４月１日の朝日新聞の報道の中で、

今、全国の３１自治体が空き家に対する対策の条例をつくっているそうです。また、三重県では名

張市が今年度から空き家条例について制定をしたばかりだと伺っております。 

 ３月定例会での答弁では、条例の制定について、各市町の状況、問題点、対応策について、県及

び各市町と連携し、研究した中で、条例制定の必要性についてもあわせて検討してまいりたいと考

えているというような答弁がございました。あれから数カ月で、今２回ほど会議に出席ということ

なんですけれども、確かにこの短い期間内でどれほど進展したかという期待はないんですけれども、

ただ条例をつくる等の方向性などでも、もし決まったことがあるのならば教えていただきたいと思

います。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 先ほどのご質問の中で、空き家の所有者を調べるというところの中で、登記情報なんかも確認し

ながら答えをさせていただいているということで、ちょっと答弁のほう抜けましたが、わからない、

特定できない場合はというので、それ以上ちょっと調査はできませんので、その段階で調べられな

いということでお答えもさせていただいている状況でございます。 

 それと、条例の制定に向けてということでご質問をいただきました。 

 先ほど申しました研究会等でいろいろ研究を重ねている最中でございます。引き続き県下の市町

とともに研究を重ねてまいりたいというふうに考えております。 

 先発して、適正な管理をしていただくような空き家条例等について、これからその効果、他市町

とともに制定の必要性について研究をしていきたいというふうに思っております。 

 いろいろ研究会の中でも、全国で５４の市町が制定されてみえますので、これらを研究会の中で

も、県の調査の中で紹介もしていただきまして、研究を重ねている最中でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○５番（豊田恵理君登壇） 

 今、効果とか必要性とか、そういったことをこれから決めていくということで、これからという

ことですので、また後日教えていただきたいと思います。引き続きお願いいたします。 

 さて、今そうやって空き家条例、空き家対策について、全国で皆さんが課題として考えていらっ

しゃると思うんですけれども、この空き家問題について、いろいろと私も調べてみましたところ、

全国的にさまざまな対策がとられています。例えば空き家率が全国で３位である和歌山県では、空

き家といいましてもいろいろありまして、例えば別荘地がいっぱいあるところなんかは空き家率が

高くなっちゃうとかもあるんですけれども、その中でも別荘とかはないんですけれども、もし別荘

とかを含めないと和歌山が１位じゃないかと言われているその和歌山県なんですけれども、防災と

いう観点で強調するのではなくて、景観を大きく上げて、建築物等の外観の維持保全及び景観支障
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状態の制限に関する条例というすごい長い条例で、通称景観支障防止条例というのを施行されてお

ります。和歌山県といいますと、熊野古道などの観光地があるということで、そういう観光地の景

観による被害を防止するという観点でつくられております。 

 亀山市にも東海道の３宿が存在しており、景観条例もほかの自治体に先駆けてつくった実績もあ

ります。また、亀山市では、現在、町並みを歩くウオーキングなどを楽しまれている方がたくさん

いらっしゃいますよね。そういった中で、手入れがされていない空き家、また空き地、雑草等が町

並みの景観を害しているのではないかということも時々お話に聞きます。また、本来、所有者がき

ちんと管理すべき資産ではありますけれども、これだけ多くの苦情や相談がある中で、最も身近な

相談の引き受け手となるはずの市区町村が何もできませんというのではいけないと思います。 

 ３月の前田議員に対する答弁の中にも、市として空き家対策に対する権限がないのでということ

が理由に述べられておりましたけれども、公共の福祉という観点から考えたときには、これはちょ

っと問題かなと思います。 

 この空き家・空き地問題というのは、当然個人、所有者の責任によって適正に管理されることが

一番大切ということは重々存じ上げてはいるんですけれども、明らかに一般市民の個人の手には負

えない状態、行政が間に入らないと解決が困難であるということは、多くの方がきっと認識されて

いると思います。今後、空き家の適正管理を促すための法的な根拠をつくることは必要ではないで

しょうか。そうでなくても、相談に乗ったり、できる限りの手を尽くすことは大切なことだと思い

ます。 

 最近、自助、共助、それから公助という言葉、防災の中でもよく使われますけれども、この空き

家問題についても個人とか地域、自助、共助だけでは解決できない問題であり、公的な助けがここ

にも必要であると思います。 

 例えば住民票の調査権限を持っています戸籍市民室とか、防災のスペシャリストである危機管理

室、建築住宅室や警察・消防、すべてですけれども、そういった部署が連携してできることも、ま

だあるはずだと思います。 

 もちろん地域とかコミュニティとか、そういった地域的な人たちも問題を共有しながら、一丸と

なって問題解決に向かっていくことが、今求められていると思いますけれども、そのためにもまず

市がリーダーシップをとっていくべきだと思いますが、市のリーダーである市長はどう思われます

でしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 豊田議員のご質問にお答えします。 

 今、幾つか事例も挙げて、ご提案も含めてご紹介をいただきました。 

 この空き家の問題、あるいはそれの適正管理に関する仕組みという意味では、現在までなかなか

限界があるという状況の中で運用というか、対応してきたということは事実でございます。 

 そういう中で、今おっしゃられた問題意識を我々も持たせていただいて、ぜひ県下の市町との共

同の研究を、今参画をさせていただいておること。それから、先進の事例が、５４自治体が既に適

正管理条例を制定いただいておりますので、私どもとしてもさまざまな調査・研究を進めていきた
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いというふうに思っております。 

 個人が所有される、あるいは民間が所有される所有物に公共がどこまで関与できるかというのは、

なかなか難しいテーマであろうと思っておりますが、先ほどご指摘の景観の視点とか、あるいは防

犯、それから防災、こういう視点からも、どのようにそれらを組み合わせていけばいいのか、ハー

ドルはいろいろあろうかと思っておりますけれども、尐し研究をしっかりとさせていただいて、前

へ進めていきたいという思いで臨んでいきたいというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○５番（豊田恵理君登壇） 

 先ほど和歌山県の景観に関してということでご紹介させていただきましたが、ほかにも京都市、

長崎市では空き家条例をつくるのではなくて、既に存在している建築基準法で対応している市町も

ございます。 

 例えば、長崎市は建築基準法に基づいて、危険な家屋を撤去しています。最大５０万円までの解

体費用の補助制度を設けたり、土地を市に寄附するということを条件にして、市が解体撤去されて

いるのが長崎市なんですけれども、長崎市は地形的に、そこの市自体がおもしろいんですけれども、

皆様もご存じのとおり港がありまして、そこを中心に栄えています。その港を中心にすごい急斜面

のところをすり鉢状に町が形成されていったんですけれども、坂のところだったので、すごく道が

狭くなって、土地もすごく狭いところにどんどん家が建っていってしまった。そうすると、車も通

れない、軽自動車も通れないような細い道だったんですけれども、そうすると、今、車社会なので、

若い人たちがそこに住まない。そして、そういう狭い道なので、原付とか自転車とかが通るんです

けれども、狭いから家にも駐車場がない。だから、そこに路駐をしてしまうとか、そういう悪い循

環がどんどんつながっていたんですけれども、先ほどの土地を市に寄附すれば、市が解体撤去しま

すよという制度にすることによって、撤去したところを駐輪場にして、そうするとまた駐輪場がで

きたり駐車場ができることによって、また若者が戻ってくる動きもあるという。これは長崎市なら

ではのやり方だなあというふうに思ったんですけれども、もちろん皆さんも今お話を聞いて、亀山

市では無理だなと思われたと思うんですけれども、ただ亀山市は亀山市で、亀山市らしい方法とい

うのがきっとあると思うんですね。その辺を、地域の方もそうですし、行政も一緒になって考えて

いくのはとても大事なんじゃないかと。 

 特に亀山市は景観条例もありますし、そういう景観とかもいろいろ考えていくと、何かないかな

というふうに私は思っております。 

 ここでお聞きしたいんですけれども、亀山市として、今の最大５０万円の解体費用とか、いろい

ろありましたけれども、空き家に対する支援というのはあるのかないのかをお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤危機管理局長。 

○危機管理局長（伊藤隆三君登壇） 

 空き家・空き地の処分に対する補助金等ということでございますので、空き家・空き地、そこに

立つ草木ですね。これらの処分につきましては、所有者の責任のもとで行っていただくことになり
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ます。 

 ただ、空き家につきましては、地震災害に起因する被害の軽減という視点から、昭和５６年５月

３１日以前に建築された木造住宅で、耐震診断の結果、倒壊するおそれのある評点０.７未満と診

断された家屋につきましては、木造住宅耐震補強事業の除却事業として３０万円を限度として補助

制度の活用が可能でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○５番（豊田恵理君登壇） 

 ありがとうございます。 

 そういった支援があるということをご存じない方もいらっしゃったので、一応そういうのがある

ということでお話を伺いました。 

 最後に、今までは倒壊しそうな家屋とか、危険な家屋、活用不能な空き家などを扱ってきました

けれども、次に活用が可能である、また適正に管理すれば住めるような空き家・空き地についてお

伺いをしたいと思います。 

 ３月議会の空き家に関する質問への答弁の中で、市への空き家・空き地に関する問い合わせ、相

談件数が昨年度は６件だったということがありまして、私は絶対そんなはずないなと思いまして、

市に相談がないということは、恐らく議員さんのほうに行ったのかなと思いまして、皆さん、すご

いお忙しい中だったんですけれども、全員に空き家に関する相談を受けたことがありますかという

アンケートをとりました。きのうとその前の日で全員に答えていただきました。皆さんとても丁寧

に答えていただいて、とても参考になったので、またお配りしたいと思います。 

 その結果が、私が思っていたのと随分違ったものだったので、私が住んでいる地域というのは、

今も相談がたくさんあったということで、空き家の管理がなされていなくて、危険な家屋がすごく

多いんですけれども、ほかの地区では、もちろん私と同じような相談を受けている方もたくさんい

らっしゃったんですけれども、それと同じぐらいの数が空き家を探している、空き家がないので見

つけてほしいんだけど、探してほしいんだけどという相談を受けている方が同じぐらいいらっしゃ

いました。いろいろ事情を聞きますと、最近では震災の影響とか、さまざまな事情で内陸部であっ

たり、鈴鹿市や四日市市など、他市とのアクセスがすごくよいし、土地の値段も安いという亀山市

に移住したいという方がふえているそうです。ほかにも空き家はあるんですけれども、別に相談さ

れるほど問題にはなっていないとか、団地なので自治会が管理しているから、空き家の相談は受け

たことがないという議員さんも複数いらっしゃったんですけれども、ほかの地区にお住まいの先輩

議員さんたちのお話を伺っていますと、空き家の需要というのも、今の亀山市ではかなり高いので

はないか、そういうことがわかってまいりました。 

 それから、これはつい最近の中日新聞の記事なんですけれども、空き家バンクのお話なんですよ

ね。多分新聞で見られた方もいらっしゃると思うんですけれども、大台町の空き家バンクを利用し

て若い人が引っ越してきたという内容なんですけれども、こういった空き家の活用というのは、こ

れから結構大事になってくるのかなと私も思っております。 

 そこで、亀山市にも空き家バンクがございますけれども、現在、どのような状況なのかをお聞き

したいと思います。 
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○議長（小坂直親君） 

 三谷建設部長。 

○建設部長（三谷久夫君登壇） 

 空き家バンクについてご質問をいただきました。 

 当市では、定住化や地域活性化施策の１つといたしまして、平成２３年度から空き家情報バンク

制度を施行いたしたところでございます。 

 この制度は、市のホームページで空き家情報を発信することにより、移住希望者と空き家の売却、

または貸出希望者を結びつける制度でございまして、事前に市と協定を結んでおります不動産、宅

建取引業協会などの協力を得て進めておるところでございます。 

 昨年度からの運用状況といたしましては、売却または貸出希望者からの空き家の登録が３件ござ

いまして、うち１件につきまして成約に至ったものでございます。 

 また、移住希望者からの問い合わせにつきましても、制度施行以降、１０件以上ございました。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○５番（豊田恵理君登壇） 

 私も、亀山市の空き家バンクのホームページを見せていただきましたが、何か思った以上に物件

が尐ないなあと思いました。３件ですかね、今。３件だけだったと思います。需要自体はあると思

うんですけれども、供給量が足りていないかなと素朴に思ったんですが、これは何か問題があるん

でしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 三谷建設部長。 

○建設部長（三谷久夫君登壇） 

 空き家バンク制度のほうの観点からしますと、いろいろ問い合わせというのがありましても、実

際にそこに登録される方が諸事情がございまして、登録までは至らないというケースが多いという

ふうに思っております。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○５番（豊田恵理君登壇） 

 諸事情ということで言われてしまったんですけれども、先ほどの議員さんへのアンケートのお話

もしたんですけれども、そういう相談を受けている議員であったり、自治会もいろいろな空き家の

相談を受けて要望を出したりしているわけです。こうやって空き家の存在を知っている人や、空き

家を求めている人を知っている人というのがいるわけですから、その辺で情報を共有して、お互い

の求める方向へ持っていくことができないのかと思うんですけれども、そのためにも、現在空き家

バンクというものがあるわけですから、市としましては、上手にコーディネートしていただいて、

多くの人に役立てていただきたいと思います。 

 それから、私の友達とか知り合いでも、古い家に住みたいという人もいらっしゃいますし、今、

シェアハウスというのをやっている知り合いもいます。今、伊勢でやっていると言っていましたけ

れども、１戸の家を借りまして、それを何人かで共有して住むんですけれども、それをしながら商
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店街を活性化させていこうとかいう動きをされています。結構若いのに頑張っているなあと思って

いるんですけれども、あとは住み開きというのを教えてもらったんですが、住み開きというのは、

家のあいているスペースですね。庭というか、あいている倉庫であったり部屋などのスペースを活

用して、地域の人が気軽に集まることができるようなスペースを共有するということで、これはい

ろんな意味で、防犯の観点であったり、地域活性化であったり、高齢者の孤独化を防ぐとか、いろ

んな機能といいますか、いろんなことで活用ができるそうです。これをやれれば本当にいいんでし

ょうけれども、最初にやりましょうよというのが難しいと思いますが、そういう活用もあると思い

ますし、さっき見ていただきました亀山市地域福祉活動計画の中でも、空き家を活用したらどうか

という意見が物すごくたくさんありましたので、こういうのを尐しリーダーシップをとっていただ

いて、実用にしていければと思います。 

 とにかく空き家ということなんですけれども、亀山市でもどんどんふえていっております。これ

からも予備軍といいますか、たくさんふえていくと思うんですけれども、これをただ負の財産とと

らえるのではなくて、資産ととらえて、活用していくという考え方ってとても大事だと思いますの

で、これから私も勉強していきたいと思いますけれども、ぜひ市としましても積極的にといいます

か、前向きにとらえていっていただきたいと思います。 

 以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（小坂直親君） 

 ５番 豊田恵理議員の質問は終わりました。 

 以上で、予定をいたしておりました通告による議員の質問は終了いたしました。 

 これより一般質問に対する関連質問ですが、通告はございませんので、関連質問を終わります。 

 以上で、日程第１に掲げた市政に関する一般質問を終結いたします。 

 次に、お諮りいたします。 

 明２２日から２８日までの７日間は、各常任委員会における付託議案の審査のため休会いたした

いと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君） 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、明２２日から２８日までの７日間は休会することに決しました。 

 続いて、お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君） 

 ご異議なしと認めます。 

 休会明けの２９日は午前２時から会議を開き、付託議案の審議を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

（午後 ２時３５分 散会） 



 

 

 

 

平成２４年６月２９日 
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●議事日程（第６号） 

 平成２４年６月２９日（金）午後２時 開議 

第  １ 議案第４０号 亀山市国民宿舎関ロッジ条例の制定について 

第  ２ 議案第４１号 亀山市道の駅関宿地域振興施設条例の制定について 

第  ３ 議案第４２号 亀山市税条例の一部改正について 

第  ４ 議案第４３号 亀山市都市開発区域に係る固定資産税の不均一課税に関する条例の一部

改正について 

第  ５ 議案第４４号 亀山市国民健康保険条例の一部改正について 

第  ６ 議案第４５号 平成２４年度亀山市一般会計補正予算（第１号）について 

第  ７ 議案第４６号 平成２４年度亀山市国民宿舎事業会計補正予算（第１号）について 

第  ８ 議案第４７号 工事請負契約の締結について 

第  ９ 議案第４８号 訴えの提起について 

第 １０ 議案第４９号 三重県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について 

第 １１ 議案第５０号 市道路線の認定について 

第 １２ 議案第５１号 市道路線の変更について 

第 １３ 報告第 ７号 専決処分した事件の承認について 

第 １４ 報告第 ８号 専決処分した事件の承認について 

第 １５ 報告第 ９号 専決処分した事件の承認について 

第 １６ 議案第５２号 工事請負契約の締結について 

第 １７ 議員提出議案第２号 市長専決処分事項の指定について 

第 １８ 閉会中の継続調査について 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●出席議員（２２名） 

   １番     髙 島   真 君       ２番     新   秀 隆 君 

   ３番     尾 崎 邦 洋 君       ４番     中 﨑 孝 彦 君 

   ５番     豊 田 恵 理 君       ６番     福 沢 美由紀 君 

   ７番     森   美和子 君       ８番     鈴 木 達 夫 君 

   ９番     岡 本 公 秀 君      １０番     坊 野 洋 昭 君 

  １１番     伊 藤 彦太郎 君      １２番     前 田 耕 一 君 

  １３番     中 村 嘉 孝 君      １４番     宮 崎 勝 郎 君 

  １５番     片 岡 武 男 君      １６番     宮 村 和 典 君 

  １７番     前 田   稔 君      １８番     服 部 孝 規 君 

  １９番     小 坂 直 親 君      ２０番     竹 井 道 男 君 

  ２１番     大 井 捷 夫 君      ２２番     櫻 井 清 蔵 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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●欠席議員（なし） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議に出席した説明員職氏名 

市      長  櫻 井 義 之 君    副 市 長  安 田   正 君 

企 画 部 長  古 川 鉄 也 君    総 務 部 長  広 森   繁 君 

総 務 部 参 事                
          笠 井 泰 宏 君    市 民 部 長  梅 本 公 宏 君 
(兼)契約監理室長                

文 化 部 長  最 所 一 子 君    健 康 福 祉 部 長  山 﨑 裕 康 君 

環境・産業部長  国 分   純 君    建 設 部 長  三 谷 久 夫 君 

上 下 水 道 部 長  高 士 和 也 君    関 支 所 長  稲 垣 勝 也 君 

医 療 セ ン タ ー 
          伊 藤 誠 一 君    会 計 管 理 者  片 岡 久 範 君 
事 務 局 長 

危 機 管 理 局 長  伊 藤 隆 三 君    消 防 長  渥 美 正 行 君 

消 防 次 長  早 川 正 男 君    教育委員会委員長  肥 田 岩 男 君 

教 育 長  伊 藤 ふじ子 君    教 育 次 長  上 田 寿 男 君 

監 査 委 員  落 合 弘 明 君    監査委員事務局長  栗 田 恵 吾 君 

選挙管理委員会 
          井 上 友 市 君 
事 務 局 長 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●事務局職員 

事 務 局 長  浦 野 光 雄      書 記  松 村   大 

書 記  山 川 美 香 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議の次第 

（午後 ２時００分 開議） 

○議長（小坂直親君） 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第６号により取り進めます。 

 それでは、去る１８日の本会議におきまして、所管の各常任委員会にその審査を付託いたしまし

た日程第１、議案第４０号から日程第１５、報告第９号までの１５件を一括議題といたします。 

 各常任委員会委員長から委員会における審査の経過と結果について報告を求めます。 

 

 

 

総務委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第９７条
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の規定により報告します。 

 

記 

 議案第４０号 亀山市国民宿舎関ロッジ条例の制定について             原案可決 

 議案第４１号 亀山市道の駅関宿地域振興施設条例の制定について          原案可決 

 議案第４２号 亀山市税条例の一部改正について                  原案可決 

 議案第４３号 亀山市都市開発区域に係る固定資産税の不均一課税に関する条例の一部 

改正について                           原案可決 

 議案第４４号 亀山市国民健康保険条例の一部改正について             原案可決 

 議案第４９号 三重県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について    原案可決 

 報告第 ７号 専決処分した事件の承認について                  承  認 

 報告第 ８号 専決処分した事件の承認について                  承  認 

 報告第 ９号 専決処分した事件の承認について                  承  認 

 

 平成２４年６月２６日 

 

                         総務委員会委員長 櫻 井 清 蔵    

 

亀山市議会議長   小 坂 直 親 様 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

産業建設委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第９７条

の規定により報告します。 

 

記 

 議案第４７号 工事請負契約の締結について                    原案可決 

 議案第４８号 訴えの提起について                        原案可決 

 議案第５０号 市道路線の認定について                      原案可決 

 議案第５１号 市道路線の変更について                      原案可決 

 

 平成２４年６月２２日 

 

                       産業建設委員会委員長 前 田   稔    

 

亀山市議会議長   小 坂 直 親 様 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

予算決算委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第９７条

の規定により報告します。 

 

記 

 議案第４５号 平成２４年度亀山市一般会計補正予算（第１号）について       原案可決 

 議案第４６号 平成２４年度亀山市国民宿舎事業会計補正予算（第１号）について   原案可決 

 

 平成２４年６月２７日 

 

                       予算決算委員会委員長 大 井 捷 夫    

 

亀山市議会議長   小 坂 直 親 様 

 

 

 

○議長（小坂直親君） 

 初めに、髙島 真総務委員会副委員長。 

○１番（髙島 真君登壇） 

 ただいまから、総務委員会における審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。 

 委員長の都合により、副委員長の私から報告いたします。 

 当委員会は、去る１８日の本会議で付託のありました議案の審査に当たるため、２６日、委員会

を開催いたしました。 

 まず、担当部長から付託議案について説明を受けた後、一括質疑に入り、審査を尽くしました。 

 議案第４０号亀山市国民宿舎関ロッジ条例の制定については、さまざまな質疑が行われました。 

 まず、現在までの亀山市の指定管理者制度の総括と、指定管理者制度を導入しようとする経緯に

ついての質疑がありました。 

 このことについては、昭和４２年に開業した関ロッジは、観光客のニーズや地域性を生かして、

健全な経営を積み重ねてきたところであるが、近年の利用者のニーズ、施設の老朽化もあわせ、平

成１９年度から赤字経営となっており、民間活力の導入など、経営形態のあり方についてさまざま

な選択肢を検討した中、指定管理者制度を導入することが適切と判断したとの答弁でありました。 

 次に、指定管理となった場合、運営に当たり指定管理者が協定書どおり施行しているかの検証に

ついて質疑があり、これについては指定管理者制度運用指針に基づき、毎年、事業報告書の提出を

させるとともに、市民ニーズの把握やモニタリングを実施し、５カ年で総括をする方針であるとの
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答弁でありました。 

 次に、管理者と締結する協定書の概要を提示できないかとの質疑があり、今回は公募により関ロ

ッジの経営を希望する業者からよりよい提案を引き出し、市にとって最適な事業者を選定したく考

えており、実際に締結する際に議会へ示すとの答弁でありました。 

 次に、指定管理料の根拠についての質疑があり、これについては、関ロッジの運営手法検討調査

業務委託を実施し、民間ヒアリングを行った結果、指定管理料の必要性があるとの見解から、平成

２２年度の決算を基準に、収益は２％の増、支出は１％の削減を見込み、算出した結果による額で

あるとの答弁でありました。 

 次に、パート職員の雇用や休館中の賃金について質疑があり、これについては、希望されるパー

ト職員については、指定管理者に引き続き雇用の依頼を行うが、平成２５年４月から６月までの３

カ月間については、耐震工事により休館となり、雇用しないことから、賃金の支払いはできないと

の答弁でありました。 

 次に、平成２５年から平成２９年度の間に指定管理者が途中で撤退した場合についての質疑があ

り、これについては、指定管理者において原因がある場合などは、協定書において違約金の賠償請

求ができる事項を盛り込み、対応したいとの答弁でありました。 

 また、指定管理者制度を導入することは、時代の変化や経営状態からやむを得ないところではあ

るが、指定管理者がいなかった場合や、指定管理となっても途中解約により管理者が撤退した場合

においては、市が責任を持って持続していくのかという質疑があり、これに対し市長は、指定管理

として、５カ年の中で運営できる能力を持った業者を選定し、さまざまな手法を引き出し、市長の

責任において万全の体制で取り組んでいくとともに、不測の事態が発生した場合においては、行政

の責務として、また市長の責任において、公の施設として維持していくとの答弁がありました。 

 以上のような議論を経て、討論では、指定管理者制度を導入するに当たり、協定書の内容や指定

管理料の根拠が不明確であり、また休館中のパート職員の処遇についても対応の考えがないことか

ら反対討論がありました。 

 採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 続いて、議案第４１号亀山市道の駅関宿地域振興施設条例の制定について、議案第４２号亀山市

税条例の一部改正について、議案第４３号亀山市都市開発区域に係る固定資産税の不均一課税に関

する条例の一部改正について、議案第４４号亀山市国民健康保険条例の一部改正について、議案第

４９号三重県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について、報告第７号専決処分した

事件の承認について、報告第８号専決処分した事件の承認について、報告第９号専決処分した事件

の承認については、いずれも質疑等はなく、原案どおり可決・承認することに決しました。 

 以上、総務委員会の審査報告といたします。 

○議長（小坂直親君） 

 次に、前田 稔産業建設委員会委員長。 

○１７番（前田 稔君登壇） 

 ただいまから、産業建設委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。 

 当委員会は、去る１８日の本会議で付託のありました議案の審査に当たるため、２２日、委員会

を開催いたしました。 
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 まず、担当部長等から付託議案について説明を受けた後、一括質疑に入り、審査を尽くしました。 

 議案第４７号工事請負契約の締結については、和賀白川線道路改良工事に係る入札は、一般競争

入札であったにもかかわらず入札の参加者が２者しかなかったことの要因について、参加資格要件

が厳し過ぎたのではないかという質疑がありました。これについては、多くの応募を期待し公告し

たが、今回の工事が特殊工法のため、過去の工事実績の要件を重視したところ、入札参加者が想定

よりも尐なく、結果的に２者での入札となったという答弁でありました。 

 特殊工法であるのならば、地域要件を外す、県の基準に合わせるなどして入札参加者を促す方法

をとるべきではなかったのか、また市内の業者の育成から、実績がなくても参加させるべきではな

かったかといった意見も出されました。 

 討論では、入札については、従来から競争性を重視としてきた中、今回は実績を重視し、さらに

地域要件や高い点数基準を設けるなど、議会から入札制度に対し指摘している事項が改善されてい

ないという反対討論と、入札制度については、さらに協議を必要とするという条件をつけた上で、

工事の進捗等をかんがみ、可決せざるを得ないという賛成討論がありました。 

 採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、入札制度においては、さらに研究・検討をされますことを申し添えたところであります。 

 次に、議案第４８号訴えの提起については、菅内町地内の樺野下水路敷地の所有権移転登記手続

請求のための訴訟に至った経緯について詳細な説明を求め、現地確認を行いました。今後は、この

ような狭隘地への下水管工事を行う際には、地権者、施工業者、行政、三者での事前調査をしっか

りと行っていくべきという意見があり、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第５０号市道路線の認定については、開発行為により設置された新規路線である北町

８号線の路線認定について、道路法の規定によるもので、現地確認の上、全会一致で原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第５１号市道路線の変更については、道路改良工事の施工に伴う野村布気線の起点の

変更について、県道白木西町線の市が行う部分については、市道区域として整備を行ったほうが事

業が一体的に円滑に進むことから変更するもので、現地確認の上、全会一致で原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

 以上、産業建設委員会の審査報告といたします。 

○議長（小坂直親君） 

 次に、大井捷夫予算決算委員会委員長。 

○２１番（大井捷夫君登壇） 

 ただいまから、予算決算委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。 

 去る１８日の本会議で付託のありました議案第４５号平成２４年度亀山市一般会計補正予算（第

１号）について及び議案第４６号平成２４年度亀山市国民宿舎事業会計補正予算（第１号）につい

ては、同日に当委員会を開き、各分科会を設置し、各分科会に議案を分担して審査することと決定

し、２５日には教育民生分科会を、２６日には総務分科会を開催し、それぞれ審査を行いました。 

 ２７日、市長、副市長初め関係部長の出席を得て、当委員会を開催し、両分科会の会長から審査

の経過について報告を受け、また分科会長報告に対する質疑を行いました。 

 議案第４５号、４６号とも討論があり、その内容は、指定管理者制度を導入するため、５年間の
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指定管理料の上限額を設定するものであるが、管理料は業者の損失補てんを行うものであり、民間

活力の導入につながらないことから、指定管理料について認められないとの反対意見がありました

が、採決の結果、議案第４５号、４６号とも、賛成者多数により、いずれも原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 以上、予算決算委員会の審査報告といたします。 

○議長（小坂直親君） 

 各常任委員会委員長の報告は終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君） 

 ないようですので、各委員長の報告に対する質疑を終結いたします。 

 次に、議案第４０号から議案第５１号まで及び報告第７号から報告第９号までの１５件について、

討論を行います。 

 通告に従い、順次発言を許します。 

 ２２番 櫻井清蔵議員。 

○２２番（櫻井清蔵君登壇） 

 それでは、議案第４０号亀山市国民宿舎関ロッジ条例の制定について及び議案第４５号平成２４

年度亀山市一般会計補正予算（第１号）についての反対討論を行いたいと思います。 

 私は、今回の市長が決断された関ロッジ指定管理者制度について、どのような経緯であるかとい

うことも委員会等で質疑をさせていただきました。 

 関ロッジにおいては、皆さんもご存じと思いますけれども、関ロッジは、昭和４２年１２月より

旧関町において国民宿舎事業として開業をいたしました。この国民宿舎事業については、その当時

の公営企業法等によって国からの支援もあり、この制度が生まれて、その当時に関町の町長が決定

されたというふうに聞いております。 

 関ロッジの歩みを、私は皆さん方にお知らせ、またお伝えしたいと思っております。 

 関ロッジの運営に当たり、開業以来９名の支配人が運営に当たりました。この４５年間に、初代

上田支配人、黒田支配人、福島支配人、猪飼支配人、日比支配人、小川支配人、木崎支配人、松田

支配人、現在の本間支配人、９名の方が支配人としてこの関ロッジ経営に当たりました。その経緯

の中で、宿泊者のニーズにこたえるために、昭和５８年４月、新館の増設を行いました。また、昭

和６０年４月にはブルートレインを設置し、平成９年、会館の利用を図るために、４,４００万円

の内部資金においてエレベーターの設置を行いました。なお、その間、借金は、平成１０年３月に

すべての借財を完了しております。 

 現在、パート職員の方が２３名、正規職員が４名で運営されております。財務状況も、過去４５

年間の職員の皆さん方のご努力により、２３年度末で１億５,０００万の留保資金を蓄えられてお

ります。これは、歴代支配人及び職員及びパート職員の皆さん方の努力の結晶のたまものだと私は

思っております。 

 今回の指定管理者の導入に伴い、その留保資金の１億５,０００万のうち１億円を投入し、耐震
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及びリフォーム工事を行うということです。 

 現在のロッジの経営が平成１９年から赤字ということですけれども、その赤字の補てんは、内部

留保金によって賄ってみえたということを聞き及んでおります。今日まで４５年間、関ロッジの建

設の折には、一般会計からの繰り入れがあったように聞いておりますけれども、それ以降は、すべ

て関ロッジとして運営し、利益で生まれた資金によって関ロッジの経営がなされていたと私は記憶

しております。 

 私も旧関町在住の人間です。関ロッジは、関町民として、公設公営で運営されることによって、

関ロッジのあり方というのは町民の一つのシンボルでございました。関ロッジがあることによって、

いろんな事業を旧関町では行ってまいりました。皆さんも関ロッジをご利用されたと思いますけれ

ども、ロッジから北側にかかっていますつり橋があります。俗に言う聖橋です。この整備もやられ

ました。また、池の周囲を宿泊者に散策していただく周遊道路も整備されました。また、周辺には

ＳＬを導入されました。また、テニスコートも整備されました。 

 私が、特に皆さん方にお伝えしたいのは、現在、全国の皆さん方が、我が関町の町並み保存の見

学にお見えになる。私は、もしこの関ロッジがなかったら、我が関宿のまちの整備はなかったと思

っております。関ロッジがあるがために、町並み保存事業が二十数年かけて現在の状況になったの

は、関ロッジがあったからです。 

 そのような関ロッジを、たかが３年間の赤字、委員長報告でも髙島副委員長が述べさせていただ

いて、また議論もされましたけれども、民間ニーズに合わないとか、宿泊利用者のニーズに合わな

いとか、いろんなことを理事者が言われた。それを民間にしていいんでしょうか。私、やはり施設

というのはいろんな形で、公設の施設を指定管理によって、経費削減というような形で幾多の施設

がそのように移行されております。だけど、失敗もたくさんあります。先般の新聞にも、四日市で

指定管理者の見直しということがうたわれております。そういうような施設である、関ロッジのあ

り方というのは、公設公営であるということが利用者が一番安心していただくものであると思いま

す。委員長報告にあったと思うんですけれども、もし失敗したらどうするんやということもあると

思うんですけれども、失敗したら、やはり公設公営でよかったというふうに思うんではないかと私

は思っております。 

 いろんな思いがあるんですけれども、ここで指定管理者になって、経営がうまくなくなったら、

あんなもんはぶっつぶしてしもうたらええやないかという意見もあります。そんな冷たい行政はも

うやめていただきたいと思います。私たち旧関町民のシンボルである関ロッジを、やはり市民が一

体で守っていく、そのような政治を私は望んでいます。 

 議員各位には、いろいろな思いがあると思います。だけど、歴代９名の支配人、そこで勤められ

たパートの人、またそれを利用していただいた、４５年間に尐なくとも１５０万以上の人があの施

設を、公設公営の関ロッジやということで利用していただいたということを念頭に入れていただい

て、採決をしていただきたいと思います。 

 もう１点、議案第４５号の行政改革推進費の指定管理者選定支援業務委託料２４万９,０００円

についてでございます。この内容についても委員会で質問をさせていただきました。 

 指定管理者の選定委員が十分知識がないがために、その専門家を雇うための資金です。そうした

ら、その人らでやってもろうたらよろしいやんか、その専門家ばかりで。アドバイザーがいるよう
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な専門家の人らに、この施設を託す２４万９,０００円です。内容も聞かせていただきましたけれ

ども、明確に答えていただくことができませんでした。私は、たとえ一円でも、明確でない市民の

お金は使いたくないと思います。 

 長々と申し上げて時間をとらせまして、また委員長報告等も髙島副委員長にお願いいたしまして

ご迷惑かけましたけれども、十分その意を踏まえて、亀山市議会の皆さんの良識を尋ねたいと私は

思っております。どうか、皆さんの力で公設公営の関ロッジを残してください。お願いします。 

 これで、反対討論とさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（小坂直親君） 

 ２２番 櫻井清蔵議員の討論は終わりました。 

 次に、２１番 大井捷夫議員。 

○２１番（大井捷夫君登壇） 

 私は、議案第４０号亀山市国民宿舎関ロッジ条例の制定について、賛成の立場で討論をさせてい

ただきます。 

 今議会の本会議、並びに総務委員会でも十分議論をさせていただきました。 

 皆様ご承知のとおり、国民宿舎関ロッジは、昭和４２年１２月開設以来、多くの市民、並びに来

訪者の方々に利用され、関町のシンボルとして長きにわたり親しまれてまいりました。国民宿舎は、

保養や休養をだれもが気軽に安価で利用できることを目的とした宿泊施設でございます。近年では、

全国的にも減尐しているなど、国民宿舎を取り巻く環境は非常に厳しい状況にあります。本市関ロ

ッジにおいても、利用者ニーズの高度化や多様化及び施設の老朽化に加えて、長引く景気の低迷、

交通動線の変化等から、近年の経営状況は赤字経営と、厳しい運営となっております。 

 このことから、関ロッジについては、これまで市では、市民から成る関ロッジ在り方検討会を設

置され、一方市議会では公営企業経営問題特別委員会を設置し、さまざまな角度から議論をされて

まいりました。私は、当時の特別委員会の副委員長を務めさせていただきました。議会の総意とし

て、市長に対して３項目の提言を行ってまいりました。その中の１つとして、経営形態については、

「指定管理者制度を視野に入れて公設公営から公設民営化に向けて検討すること」という提言を行

ってまいりました。今回の指定管理者制度導入は、この提言に基づいたものでございます。 

 また、市では、平成２２年度において、民間活力の活用を求め、民間事業者に対しヒアリングを

実施する関ロッジ運営手法検討調査を行い、民間事業者の意向確認も行われ、後期基本計画におい

ては、民間活力の導入など新たな経営形態に向けた取り組みを進めるとする方針が打ち出されてお

ります。 

 今議会に上程された議案第４０号亀山市国民宿舎関ロッジ条例は、こういった方針によるもので、

現状の関ロッジの直営経営は限界と判断し、これまで携わってこられた関ロッジ関係者のご努力に

より積み上げてきた内部留保金としての１億５,０００万円を財源とした耐震補強及び施設改修を

行い、安心・安全及び利便性の向上を図り、指定管理者制度での新たな運営形態による関ロッジの

再生を今行おうとしているものでございます。関宿を初めとする、観光及び地域資源と連動させる

主要施設として国民宿舎関ロッジを位置づけるものであり、現状を打開すべく、民間事業者のノウ

ハウ、創意工夫及び効果的・効率的な管理運営による関ロッジの存続のために大きく期待し、賛成

討論といたします。議員各位のご賛同をお願いいたします。 
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○議長（小坂直親君） 

 ２１番 大井捷夫議員の討論は終わりました。 

 次に、１１番 伊藤彦太郎議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 それでは、議案第４６号平成２４年度亀山市国民宿舎事業会計補正予算（第１号）について、議

案第４７号工事請負契約の締結につきまして、反対の立場で討論いたします。 

 まず、議案第４６号平成２４年度亀山市国民宿舎事業会計補正予算（第１号）について、これは

現在市の直営の国民宿舎関ロッジを民間活力を経営に生かす、民間のノウハウを取り入れるという

ことで、民間に関ロッジの経営をゆだねるために指定管理者制度を導入するもので、そのための５

年間の総額の指定管理料の上限２,２８０万円という額を設定するものです。 

 その根拠となった理由としては、業者複数に調査したところ、月額４０万円もらえるならやって

もいいというような結論に至った、そういうたぐいのものとのことでした。 

 しかし、もともとの話は、関ロッジの業績悪化に対して、経営改善を行うための民間活力の導入

です。提示された理由は明らかに業者の損失補てんで、つまり民間としてももうお手上げというこ

とで、これでは民間活力を導入する意味がありません。そもそも、市も関ロッジの経営悪化に対し、

施設の老朽化、利用者ニーズの変化という理由を上げており、それに対し、市の予算で、耐震化も

含めた一定の改修を行い、さらに施設に付随の備品は無償貸与ということになっているわけです。

また、指定管理であるため、そのための固定資産税も発生しませんし、減価償却も発生しません。

このような状況で、さらに損失補てんが必要というのであれば、その業者の手腕を疑わざるを得ず、

その業者の見解が根拠になっているというのであれば、ともすれば経営手腕に疑問の残る業者を呼

び寄せることにもなりかねないと考えます。そんな業者の損失補てんに金をつぎ込むぐらいであれ

ば、関ロッジの魅力を向上させるための施設改修にでも回したほうがよっぽどいいと考えます。民

間といいながら、全く民間活力の導入につながらない、ともすれば経営手腕に疑問の残る業者を呼

び寄せることになりかねない、そんな指定管理料については認めるわけにはいかないと考え、この

議案について反対するものです。 

 続きまして、議案第４７号工事請負契約の締結についてです。 

 これは、和賀白川線の補強土壁工事を行うものですが、この入札に当たりましては、一般競争入

札といいながら、工法の特殊性を理由に上げ、この工法の実績が参加資格要件に繰り入れられまし

た。実績が必要ということで業者が限られてくることが予想されるわけですが、その結果、入札参

加者が２者という事態が発生しました。また、参加資格に三重県経営事項評価１,０００点以上と

いう条件も入っているわけですが、三重県でも同種工事では８００点以上という基準を採用してお

り、三重県の基準よりもあえて厳しい基準を設けたことになります。市としては、当初１１者程度

を想定していたとのことですが、以前より競争性の確保と言われている中、業者が限られてくるこ

とが予想されるような状況で、三重県が信頼性があるとしている基準よりもさらに厳しい基準を設

けたことについては、本気で競争性の確保に努めているようには見えません。 

 そもそも、実績と言われましたが、品質確保は業者としては当然の使命であり、実績のあるなし

にかかわらず、示された工法を行えるかどうかの判断で入札に参加するわけです。実績が参加要件

であるというのなら、実績のない業者はずうっと実績を持てないということになりますし、一方で
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同じ和賀白川線の橋梁工事では、地元の業者に経験を積んでいただきたいということでＪＶという

方式を採用するなどしていたにもかかわらず、今回は業者育成とまでは言わないまでも、地元業者

への実績づくりも考えていないわけです。 

 くしくも、今回議会の一般質問でも指摘がありました民間保育所整備事業では、みなし法人、つ

まり現時点で法人格を持たない、つまり法人としては民間保育所の経営実績のない社会福祉法人が

選定されましたが、実績面から運営を懸念する声に対しましては、園長個人の運営経験を理由に、

法人の実績面がクリアされるというのが当局の見解でした。 

 同様の理屈であるなら、この工事に対しても工事経験者を採用するなど、あと工事実績のある企

業に協力を仰ぐなどができるはずで、実績がなくても実績の面をクリアさせる方法はあるはずです。

特殊性ということで実績重視ということが言われましたが、それが従来の市の姿勢と整合性がない、

その点からこの議案については反対をさせていただくものです。 

 以上、反対の討論とさせていただきます。 

○議長（小坂直親君） 

 １１番 伊藤彦太郎議員の討論は終わりました。 

 次に、１４番 宮崎勝郎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 私は、議案第４７号工事請負契約の締結について、賛成の立場で討論いたします。 

 この工事契約案件は、和賀白川線の工事発注による工事請負契約であります。 

 今回の工事については、テールアルメ工法であり、入札において工事実績を求めるものでありま

す。工事請負契約金額２億７,２８０万円であり、予定価格に比べて８３.１％であります。今後の

工事進捗を進めるためのものであり、賛成するものでありますので、議員各位のご賛同をよろしく

お願い申し上げまして、討論といたします。 

○議長（小坂直親君） 

 １４番 宮崎勝郎議員の討論は終わりました。 

 次に、１８番 服部孝規議員。 

○１８番（服部孝規君登壇） 

 日本共産党議員団を代表して、報告第７号及び報告第８号専決処分した事件の承認について、反

対の立場で討論いたします。 

 今回専決処分された市税条例の一部改正は幾つかの内容がありますが、市民に大きな影響がある

のが固定資産税や都市計画税の住宅用地に係る措置特例を平成２６年度に廃止するという問題であ

ります。 

 今年度は、３年に１度行われる固定資産税の評価がえの年度です。住宅用地の固定資産税や都市

計画税の評価額については、そもそも今から２０年前、政府の一片の通達で評価額を取引価格に近

づけるとして、公示価格の２割から３割程度から７割水準まで一気に引き上げました。この一片の

通達による７割水準への引き上げが平成６年の評価がえで導入されると、全国的に評価額が一気に

上がりました。評価額が上がれば、課税標準額が上がり、税額が上がったため、国民の怒りが噴出

しました。 

 政府は、こうした国民の批判をかわすため、平成９年の評価がえから急激な税額の上昇を抑える
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ために導入されたのが、負担水準による負担調整措置です。今回の改正では、この負担水準による

負担調整措置を現在の８０％から平成２４、２５年度には９０％に引き上げ、２６年度には１０

０％にするということで廃止しようというものであります。議案質疑で明らかになりましたが、こ

うした改正により、平成２４、２５年度には８００人が増税となり、６００万円の増収、２６年度

には１万１,０００人が増税となり、１,１００万円の増収となります。 

 反対する理由の第１は、現在でも相次ぐ負担増で厳しい生活を余儀なくされているこの時期に、

さらなる負担増をすべきではないということであります。負担調整措置が廃止される２６年度には、

１万１,０００人もの市民の固定資産税と都市計画税が増税になるのです。 

 反対する理由の第２は、固定資産税の評価額は公示価格方式で算定されますが、銀行や証券会社

などが持つ土地も、零細商店の土地や宅地も、全く同じように扱われています。つまり、収益を上

げる目的での土地所有も、私たち庶民のような生活のために住み続けるだけの土地所有も、全く同

じ扱いというのはおかしいということです。こうした固定資産税の持つ問題点を見直すことなく、

増税だけを目的とした改正には納得できません。 

 以上のように、税制度の問題点を見直すことなく、多くの市民が負担増となる市税条例の一部改

正を専決処分した報告の承認には反対するものです。 

 議員各位のご賛同を求め、討論といたします。 

○議長（小坂直親君） 

 １８番 服部孝規議員の討論は終わりました。 

 以上で、通告による討論を終結し、ただいま討論のありました議案第４０号亀山市国民宿舎関ロ

ッジ条例の制定について、起立採決をいたします。 

 本案についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。 

 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小坂直親君） 

 起立多数であります。 

 したがって、議案第４０号亀山市国民宿舎関ロッジ条例の制定については、原案のとおり可決す

ることに決しました。 

 次に、同じく討論のありました議案第４５号平成２４年度亀山市一般会計補正予算（第１号）に

ついて、起立採決をいたします。 

 本案についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。 

 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小坂直親君） 

 起立多数であります。 

 したがって、議案第４５号平成２４年度亀山市一般会計補正予算（第１号）については、原案の

とおり可決することに決しました。 

 次に、同じく討論のありました議案第４６号平成２４年度亀山市国民宿舎事業会計補正予算（第

１号）について、起立採決をいたします。 
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 本案についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。 

 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小坂直親君） 

 起立多数であります。 

 したがって、議案第４６号平成２４年度亀山市国民宿舎事業会計補正予算（第１号）については、

原案のとおり可決することに決しました。 

 次に、同じく討論のありました議案第４７号工事請負契約の締結について、起立採決をいたしま

す。 

 本案についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。 

 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小坂直親君） 

 起立多数であります。 

 したがって、議案第４７号工事請負契約の締結については、原案のとおり可決することに決しま

した。 

 次に、同じく討論のありました報告第７号専決処分した事件の承認について、起立採決をいたし

ます。 

 本案についての委員長の報告は、原案のとおり承認すべきものとしております。 

 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小坂直親君） 

 起立多数であります。 

 したがって、報告第７号専決処分した事件の承認については、原案のとおり承認することに決し

ました。 

 次に、同じく討論のありました報告第８号専決処分した事件の承認について、起立採決をいたし

ます。 

 本案についての委員長の報告は、原案のとおり承認すべきものとしております。 

 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小坂直親君） 

 起立多数であります。 

 したがって、報告第８号専決処分した事件の承認については、原案のとおり承認することに決し

ました。 

 次に、討論のあった議案以外の議案第４１号から議案第４４号まで及び議案第４８号から議案第

５１号まで、並びに報告第９号の９件について、一括して起立採決を行います。 

 本各案についての各委員長の報告は、いずれも原案のとおり可決、または承認すべきものとして

おります。 
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 本各案を各委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小坂直親君） 

 起立多数であります。 

 したがって、 

 議案第４１号 亀山市道の駅関宿地域振興施設条例の制定について 

 議案第４２号 亀山市税条例の一部改正について 

 議案第４３号 亀山市都市開発区域に係る固定資産税の不均一課税に関する条例の一部改正につ

いて 

 議案第４４号 亀山市国民健康保険条例の一部改正について 

 議案第４８号 訴えの提起について 

 議案第４９号 三重県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について 

 議案第５０号 市道路線の認定について 

 議案第５１号 市道路線の変更について 

 報告第 ９号 専決処分した事件の承認について 

は、いずれも原案のとおり可決、または承認することに決しました。 

 次に、日程第１６、議案第５２号工事請負契約の締結についてを議題といたします。 

 市長に提案理由の説明を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 それでは、ただいま上程いただきました議案につきまして、提案理由の説明を申し上げたいと存

じます。 

 議案第５２号工事請負契約の締結についてでございますが、井田川小学校教室増設事業に伴う井

田川小学校教室等増築工事について、平成２４年６月２０日付で仮契約いたしましたので、地方自

治法第９６条第１項第５号及び亀山市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第２条の規定により議会の議決を求めるものでございます。なお、契約の方法は一般競争入札

で、契約の金額は１億９,６８７万５,０００円、契約の相手方は亀山市田村町１９９５番地の３１、

白川建設株式会社、代表取締役 服部 清でございます。 

 以上、簡単ではございますが、議会にご提案申し上げております議案の説明といたします。 

 何とぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（小坂直親君） 

 市長の提案理由の説明は終わりました。 

 これより本案について質疑を行います。 

 通告に従い発言を許します。 

 １１番 伊藤彦太郎議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 それでは、通告に従いまして、議案質疑をさせていただきます。 

 議案第５２号、追加上程議案の工事請負契約の締結についてですけれども、今回、一般競争入札
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ということでありますけれども、参加資格の要件があるようです。この内容について、ご説明いた

だきたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 １１番 伊藤彦太郎議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 笠井総務部参事。 

○総務部参事（笠井泰宏君登壇） 

 今回の井田川小学校の教室増築工事の入札参加資格でございますが、亀山市における建設工事の

参加条件として、県の経営審査点９５０点を参加条件とさせていただいています。あわせて、亀山

市に隣接する市町に本社を持つ業者様という形で考えておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 ありがとうございます。 

 まず、先ほど９５０点以上の経営事項審査評価点ということでしたけれども、先般、委員会のほ

うでも、別の件でありましたけれども、和賀白川線の補強土壁に関しては１,０００点という話や

ったと思います。その時々によって９５０点とか何点とか、いろいろ変わるような感じがあります

けれども、なぜこの９５０点なのか。前の工事、１,０００点というのもありました。１,０００点

とどう違うのか、この工事とどう違うのかということをお聞きしたいことが１点。 

 もう１つ、先ほど隣接する市町と言われましたけれども、なぜこれに伊賀市が入っていないのか、

その点お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 笠井総務部参事。 

○総務部参事（笠井泰宏君登壇） 

 まず、ご質問の内容の中で、土木工事等においての経営審査点と異なるというご指摘をいただき

ました。先般の和賀白川線におけるところの土木工事につきましては１,０００点だったと、そし

て今回の部分については９５０点という形でございます。 

 まず、亀山市が一般競争入札を導入した際、一番初めに運営したのが亀山東幼稚園の一般競争入

札でございました。この案件につきましては、建築工事でございます。この建築工事につきまして

は、すべて９５０点で運営をさせていただいているということでございます。土木工事におきまし

ては、今現在は１,０００点で運営しておるというのが状況でございます。 

 それから、あわせて隣接する市町をどこにしているかということでございますが、亀山と人口交

流を占める、津市、鈴鹿市、四日市市に本社を持つ業者という形で整理をさせていただいておると

ころでございます。 

 なお、先ほどこの一般競争入札の条件の中に、県９５０点と申しましたが、市内に格付Ａランク

を有する業者様も含めた形で参加資格を付与しておるというのが、言葉足らずでございました。申

しわけございません。以上です。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤議員。 
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○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 先ほど、隣接するという意味で伊賀市と言うたんですけど、滋賀県の甲賀市も隣接やなあという

ふうに思ったんですけど、交流がないからということで、その割に甲賀市や伊賀市さんとは、広報

とかの面でも、昔のカシオペアの会ですかね、あれにかかわるような形でやっておられるのに、ち

ょっとこの点は不思議だなというふうに思いますけれども、交流がないというふうに言い切られる

んであれば、交流がないというふうにさせていただきましょう。 

 先ほど、９５０点と１,０００点というのは、建設では９５０点、土木では１,０００点というこ

とでしたけれども、それがなぜ土木のほうが１,０００点で、なぜ建設のほうが９５０点かと、そ

れをお聞きしたかったんですけれども、その理由があるんでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 笠井総務部参事。 

○総務部参事（笠井泰宏君登壇） 

 ９５０点と１,０００点の差ということでございますが、建築と土木の差、往々にして、建築工

事につきましては９５０点を採用させていただいているというのが状況です。土木につきましては、

以前も答弁させていただいておりますけれども、市内の格付業者の基準で、市内の土木業者が約１,

０００点を持っておられます。それ以上の実力を持たれる、経営審査点を持たれる業者様をお呼び

して、品質の確保をしていきたいというような形で、土木についてはそういった状況にしておると

ころでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 それでは、何かお話を聞いていますと、市内の業者さんにできるだけ入ってもらおうと思うと、

土木の場合は１,０００点を設定したほうがいいと、建築のほうは９５０点を採用したほうがいい

と、市内重視の意図からすればそうだということで、よろしいでしょうか。 

 あともう１つ、ちょっと先ほどから、討論の中で実績という話を私もさせていただきましたけれ

ども、いろんなケースはあるとは思いますけれども、この小学校の教室の増設工事ですけれども、

実際増築ですので、のり面に建てるという特殊な工法じゃないのかなと思うんですけれども、実際

安全性の問題とか、やはり小学校は特別な管理をせなあかんとかあるんですけれども、これには実

績は要らないのかどうか、その点、聞かせていただきたいと思います。この２点。 

○議長（小坂直親君） 

 笠井総務部参事。 

○総務部参事（笠井泰宏君登壇） 

 まず１点は、学校関係のところにおいて条件を付与しないのかというお話でした。 

 従来から、建築工事におきましては、条件を付与していないのが状況でございます。先般、医療

センターの改修工事については、特に入院病棟の方々の配慮だとか、いろんな形があったもんです

から、病院の工事の実績を持つ社を条件に付させていただきましたが、建築工事におきましては、

現在のところ、そのような環境、または特殊な工法という理解はしておりませんので、今回の場合

につきましては工事実績を付与していなかったというのが状況でございます。 



 －２７３－ 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 地元重視ということやったのかという答弁、そのことに対する答弁はちょっと抜けておったよう

ですんで、もう一度その点は聞かせていただきたいと思います。 

 その点をお願いします。 

○議長（小坂直親君） 

 笠井総務部参事。 

○総務部参事（笠井泰宏君登壇） 

 地元重視ということで、当然のことながら、市の発注する工事につきましては、原則市内を視点

に置いた発注はあるべきだろうという理解をしております。ですので、今回も基本的には地元を重

視した形での発注形態をとってきておるというのが状況でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤議員。 

○１１番（伊藤彦太郎君登壇） 

 何か、ちょっと押し問答みたいになってきましたけれども、やはり先ほど言われましたような地

元重視というのは、私は非常に大事なことやとは思っております。ただ、そうは言いながらも、そ

の状況によって、何か知らんけど、特典を、いろいろ設定を変えてみたりとか、条件をつけてみた

りとか、あと地域要件をさわってみたりとか、そんなところが非常に見受けられる気がしておりま

す。 

 先ほど実績云々の話を出しましたけれども、やはり業者としては品質確保は当然のことであって、

安全確保も当然のことであって、その自信があるからこそ入札に参加してくることやと思っており

ます。 

 今回、その入札に関してはこういうふうな形で実績とかどうこうじゃなくて、やはり市の従来か

らの基準に従ってというのが本来の姿だとは思いますけれども、今後、先ほどの産業建設委員長の

報告にもありましたけれども、入札制度というのをさらに深めていっていただきたいという思いが

ありますので、その辺しっかりしていただきたいということと、あと、これは教育民生委員会の付

託案件のようですので、委員会に付託されたら、そちらの審議を待ちたいと思います。 

 以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（小坂直親君） 

 以上で、予定しておりました通告による質疑を終結いたします。 

 次に、ただいま議題となっております議案第５２号工事請負契約の締結についてを教育民生委員

会にその審査を付託いたします。 

 委員会開催のため、暫時休憩いたします。 

（午後 ３時０５分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 ４時１４分 再開） 

○議長（小坂直親君） 



 －２７４－ 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 それでは、先ほど教育民生委員会にその審査を付託いたしました議案第５２号を議題といたしま

す。 

 教育民生委員会委員長から、委員会における審査の経過と結果について報告を求めます。 

 

 

教育民生委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第９７条

の規定により報告します。 

 

記 

 議案第５２号 工事請負契約の締結について                   原案可決 

 

 平成２４年６月２９日 

 

                       教育民生委員会委員長 服 部 孝 規    

 

亀山市議会議長   小 坂 直 親 様 

 

 

 

○議長（小坂直親君） 

 服部孝規教育民生委員会委員長。 

○１８番（服部孝規君登壇） 

 ただいまから、教育民生委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。 

 当委員会は、先ほどの本会議で付託のありました議案の審査に当たるため、当委員会を開催いた

しました。 

 まず、担当部長等から付託議案について説明を受けた後、一括質疑に入り、審査を尽くしました

結果、議案第５２号工事請負契約の締結については、井田川小学校教室等増築工事に係る入札につ

いて、建築工事として一括発注とした理由、また地元、学校内の安全対策や騒音対策について質疑

がありました。これについては、電気と器械設備の割合が低いことから一括工事として発注し、ま

た地元自治会への周知を行うとともに、夏休み期間中に工事を進め、児童への安全対策を講じて施

工していくとの答弁でありました。 

 採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、教育民生委員会の審査報告といたします。 

○議長（小坂直親君） 

 教育民生委員会委員長の報告は終わりました。 



 －２７５－ 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君） 

 ないようですので、質疑を終結いたします。 

 次に、議案第５２号について討論を行いますが、通告はございませんので、討論を終結し、議案

第５２号について、起立採決を行います。 

 本案についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。 

 本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小坂直親君） 

 起立多数であります。 

 したがって、議案第５２号工事請負契約の締結については、原案のとおり可決することに決しま

した。 

 次に、日程第１７、議員提出議案第２号市長専決処分事項の指定についてを議題といたします。 

 提出者に提案理由の説明を求めます。 

 １４番 宮崎勝郎議員。 

○１４番（宮崎勝郎君登壇） 

 ただいま上程いただきました議員提出議案第２号市長専決処分事項の指定について、提出者を代

表いたしまして、提案理由の説明をいたします。 

 本議案につきましては、本年４月１日から亀山市の私債権の管理に関する条例が施行されており

ますが、市の私債権回収の有効な手段となる裁判所からの支払い督促に対して、債務者から異議申

し立てがあったときは訴訟に移行し、迅速な対応が必要となるため、この訴えの提起に関する事項

について、地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議会の権限に属する軽易な事項として、

市長が専決処分できるよう指定するものであります。 

 なお、専決処分を行った事項は、地方自治法の規定により、次の議会への報告が義務づけられて

おりますことを申し添えまして、提案理由の説明といたします。 

 どうぞよろしくご審議を賜り、ご賛同いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（小坂直親君） 

 提案理由の説明は終わりました。 

 これより本案についての質疑を行いますが、通告はございませんので、質疑を終結いたします。 

 続いてお諮りいたします。 

 本案については、会議規則第３６条第３項の規定により、常任委員会への付託を省略いたしたい

と思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君） 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は常任委員会への付託を省略することに決しました。 



 －２７６－ 

 これより本案について討論に入りますが、通告はございませんので、討論を終結し、議員提出議

案第２号市長専決処分事項の指定について、起立採決を行います。 

 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小坂直親君） 

 起立多数であります。 

 したがって、議員提出議案第２号市長専決処分事項の指定については、原案のとおり可決するこ

とに決しました。 

 次に、日程第１８、閉会中の継続調査についてを議題といたします。 

 各常任委員会委員長から、各委員会における所管事務調査について、会議規則第９８条の規定に

基づき、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出がありました。 

 

 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

 本委員会は、調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定した

ので、亀山市議会会議規則第９８条の規定により申し出ます。 

 

記 

１．事 件   「安全・安心なまちづくり」について 

          ～防災体制の充実について～ 

 

２．理 由   亀山市の「防災体制の充実」を図り、安全・安心なまちづくりを推進するため調

査・研究を行うため 

 

 平成２４年６月２６日 

 

総務委員会委員長 櫻 井 清 蔵     

 

亀山市議会議長 小 坂 直 親 様 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

 本委員会は、調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定した

ので、亀山市議会会議規則第９８条の規定により申し出ます。 



 －２７７－ 

 

記 

１．事 件   「子育て支援」について 

          ～学童保育所の位置づけについて～ 

 

２．理 由   亀山市の子育て支援策における学童保育所の位置づけについて調査・研究を行う

ため 

 

 平成２４年６月２５日 

 

教育民生委員会委員長 服 部 孝 規     

 

亀山市議会議長 小 坂 直 親 様 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

 本委員会は、調査中の事件について、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定した

ので、亀山市議会会議規則第９８条の規定により申し出ます。 

 

記 

１．事 件   「これからのごみ処理」について 

 

２．理 由   ごみ処理に係る課題・問題点（ごみの減量化及び処理方法など）について調査・

研究を行うため 

 

 平成２４年６月２２日 

 

産業建設委員会委員長 前 田   稔     

 

亀山市議会議長 小 坂 直 親 様 

 

 

 

○議長（小坂直親君） 

 お諮りいたします。 

 各常任委員会委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査にすることにご異議ございませんか。 



 －２７８－ 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君） 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、各常任委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査にすることに決しま

した。 

 以上で今期定例会の議事はすべて議了いたしました。 

 議事を閉じ、閉会いたしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君） 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、平成２４年６月亀山市議会定例会はこれをもって閉会いたします。 

（午後 ４時２１分 閉会） 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

平成２４年６月２９日 

 

             議  長      小 坂 直 親 

 

 

             ２  番      新   秀 隆 

 

 

             １３ 番      中 村 嘉 孝 
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